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Ⅰ 報告の概要 

 

公的統計は、「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報」であり（統計法

（平成 19 年法律第 53 号）第１条）、公的統計が安定的に作成等されることは、我が国経済の健全な発

展と国民生活の向上に重要な役割を果たすものであり、正確な報告が必要です。 

記入要領は、その正確な報告のための注意点等をまとめたものです。記入要領では分からない点があ

れば、当省にお問い合わせください。 

 

１ 報告の目的 

福祉行政報告例は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行

政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ること

を目的とする。 

 

２ 報告の対象 

⑴ 都道府県、指定都市及び中核市を対象とする。 

⑵ 各報告表の提出については、別表「報告事項、種類及び期限」の「東京都」「道府県」「指定都

市」「中核市」欄に掲げるものを報告する。 

 

３ 報告の種類及び時期 

⑴ 月報(６表)及び年度報(48表)とする。 

⑵ 報告の時期は、別表「報告事項、種類及び期限」の「報告期限」欄のとおりとする。 

 

４ 報告事項 

身体障害者福祉関係、障害者総合支援関係、特別児童扶養手当関係、知的障害者福祉関係、老人福

祉関係、婦人保護関係、民生委員関係、社会福祉法人関係、児童福祉関係、母子保健関係、児童扶養

手当関係、戦傷病者特別援護関係、中国残留邦人等支援給付等関係 

 

５ 報告の方法及び系統 

都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、所定の報告事項について定められた期限までに、厚

生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）に提出する。 

 

６ 集計及び結果の公表 

集計及び結果の公表は、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）が行い、福祉行

政報告例として公表するとともに、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/）及び政府

統計の総合窓口（https://www.e-stat.go.jp/）に掲載する。
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別表            報 告 事 項、種 類 及 び 期 限 

報告表

番号 
報告事項 種類 報告期限 

東京

都 

道府

県 

指定

都市 

中核

市 

第 1 削除     
  

 
   （第１～13までの13表分は削除。）     

  

第 13 削除     
  

第 14 
身体障害者手帳交付台帳登載数 

（身体障害者福祉法） 
年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ ○ 

第 15 削除        
  

第 16 削除        
  

第 17 

身体障害者更生相談所における処理 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律・身体障害者福祉法） 

年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ 

 

第 18 

身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理・

借受け・借受け修理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第18の2 

難病患者等の補装具費の支給（購入・修理・借受

け・借受け修理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第18の3 

身体障害者・児の特例補装具費の支給（購入・修

理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第18の4 

難病患者等の特例補装具費の支給（購入・修理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 19 

自立支援医療（身体障害者の更生医療） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 20 削除        
  

第20の2 削除        
  

第20の3 削除        
  

第20の4 削除        
  

第 21 

自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ 

 

第21の2 

自立支援医療における所得区分の状況 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第21の3 

市町村における相談支援 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 
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報告表

番号 
報告事項 種類 報告期限 

東京

都 

道府

県 

指定

都市 

中核

市 

第 22 
未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付 

（児童福祉法・母子保健法） 
年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ ○ 

第22の2 

自立支援医療（身体障害児童の育成医療） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 23 削除        
  

第23の2 削除        
  

第 24 削除        
  

第 25 

障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状

況 

（特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び

国民年金法等の一部を改正する法律） 

月報 翌月末 ○ ○ 

  

第 26 

特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状

況 

（特別児童扶養手当等の支給に関する法律） 

〃 〃 ○  ○ ○ 

 

第 27 
知的障害者更生相談所における処理 

（知的障害者福祉法） 
年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ 

 

第 28 削除        
  

第 29 削除        
  

第 30 削除     
  

第 31 療育手帳交付台帳登載数（知的障害者福祉法） 年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ 
 

第 32 老人ホーム・在所者（老人福祉法等） 〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 33 
養護老人ホームの措置人員（4月1日現在） 

（老人福祉法） 
〃 

当該年度の 

４月末 
○ ○ ○ ○ 

第 34 短期入所生活介護（被措置者分）（老人福祉法） 〃 翌年度４月末 ○ ○ ○ ○ 

第 35 老人クラブ・会員数（老人福祉法） 〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 36 

婦人相談所及び婦人相談員の経路別受付 

（売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律） 

〃 〃 ○ ○   

第 37 

婦人相談所及び婦人相談員の処理状況 

（売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ 

  

第 38 

婦人保護施設入退所者の状況 

（売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ 

  

第 39 
民生委員（児童委員）の推薦状況 

（民生委員法・児童福祉法） 
〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 40 
民生委員（児童委員）の活動状況 

（民生委員法・児童福祉法） 
〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 41 
社会福祉法人数・認可件数及び社会福祉連携推進

法人数・認定件数（社会福祉法） 
〃 〃 ○ ○ ○ ○ 
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報告表

番号 
報告事項 種類 報告期限 

東京

都 

道府

県 

指定

都市 

中核

市 

第 42 
社会福祉法人等に対する指導・監督 

（社会福祉法等） 
年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ ○ 

第 43 児童相談経路別児童受付（児童福祉法） 〃 〃 
○ 

区 
○ ○ △ 

第 44 児童相談種類別児童受付（児童福祉法） 〃 〃 
○ 

区 
○ ○ △ 

第 45 児童相談種類別対応件数（児童福祉法） 〃 〃 
○ 

区 
○ ○ △ 

第 46 

児童相談所における措置停止・措置中等の調査・

診断・指導・措置解除 

（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律） 

〃 〃 
○ 

区 
○ ○ △ 

第 47 一時保護児童（児童福祉法） 〃 〃 
○ 

区児 

○ 

児 

○ 

児 
△ 

第 48 
児童相談所における調査・診断及び心理療法・カ

ウンセリング等（児童福祉法） 
〃 〃 

○ 

区 
○ ○ △ 

第 49 
児童相談所における養護相談の理由別対応件数 

（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律） 
〃 〃 

○ 

区 
○ ○ △ 

第49の2 
市町村における養護相談の理由別対応件数 

（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律） 
〃 〃 

○ 

区 
○ ○ △ 

第 50 児童福祉施設・在所者（児童福祉法） 〃 〃 
○ 

区児 

○ 

児 

○ 

児 
△ 

第 51 削除        
  

第 52 助産施設・母子生活支援施設在所者（児童福祉法） 年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ ○ 

第 53 削除        
  

第 54 保育所・在所者（児童福祉法） 月報 翌月末 ○ ○ ○ ○ 

第54の2 

幼保連携型認定こども園・在所者 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 55 削除     
  

第 56 
里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリー

ホーム）（児童福祉法） 
年度報 翌年度４月末 

○ 

区児 

○ 

児 

○ 

児 
△ 

第 57 
里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリー

ホーム）に委託されている児童（児童福祉法） 
〃 〃 

○ 

区児 

○ 

児 

○ 

児 
△ 

第 58 削除        
  

第 59 削除     
  

第 60 削除        
  

第 61 
児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 

（児童扶養手当法） 
月報 翌月末 ○ ○ ○ ○ 

第 62 
戦傷病者手帳交付台帳登載数（戦傷病者特別援護

法） 
年度報 翌年度４月末 ○ ○ 
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報告表

番号 
報告事項 種類 報告期限 

東京

都 

道府

県 

指定

都市 

中核

市 

第 63 

戦傷病者等の療養の給付・療養費の支給及び療養

手当受給者数並びに更生医療給付決定件数 

（戦傷病者特別援護法） 

年度報 翌年度４月末 ○ ○ 

  

第 64 
戦傷病者の補装具支給及び修理（戦傷病者特別援

護法） 
〃 〃 ○ ○ 

  

第 65 
戦傷病者乗車券引換証受給者数（戦傷病者特別援

護法） 
〃 〃 ○ ○ 

  

第 66 

給付金の種類別被給付世帯数及び被給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

月報 翌月末 ○ ○ ○ ○ 

第 67 

給付の開始・廃止及び変更 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

年度報 翌年度４月末 ○ ○ ○ ○ 

第 68 

性・年齢階級別被給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 69 

医療支援給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 70 

介護支援給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 71 

世帯の労働力類型別被給付世帯数 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 72 

医療費の審査及び決定 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 73 

医療支援給付実施状況 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律） 

〃 〃 ○ ○ ○ ○ 

第 74 削除     
  

【各欄のマークについて】 

マーク 報告の仕方 

○ 該当の報告表を報告する。 

△ 児童相談所を設置する中核市のみ報告する。 

区 児童相談所を設置する特別区毎にも報告する。 

児 児童相談所毎にも報告する。 
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Ⅱ 報告についての一般的注意事項 

 

１ 各報告表は、定められた期限までに厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室福祉統計係に

提出してください。 

報告表は、政府共通NW／LGWAN掲示板システム掲載の電子報告表「福祉行政報告例エクセルシート」

を用い、「福祉行政報告例エクセルシート（電子報告表）記入マニュアル」に従い作成し、メール送

信してください。 

 

２ 各報告表は控えを作成し、都道府県、指定都市及び中核市において保存してください。 

  （特別区、児童相談所別にも報告する報告表については、特別区、児童相談所においても保存して

ください。） 

 

３ 福祉事務所又は各種相談所等（以下「各機関」という。）の報告に基づいて作成する報告表は、各機

関からの報告に漏れがないか確認し、内容についても審査を行ってください。 

 

４ １表内の全項目にわたって計上数がないときは、報告表の注記欄に、「該当なし」と記載してくださ

い。 

 

５ 作業用のファイルから、報告表のエクセルファイルに数値を貼り付ける場合は、数式ではなく、値 

を貼り付けてください。また貼り付けた値が整数である事を確認してください。（表示上整数であっ

ても、セルを指定した際に小数の場合がありますので確認をお願い致します。特に金額欄で円単位か

ら千円単位に変更したものは注意願います。） 

 

６ 報告表に「計」欄があるときは電子報告表で自動計算が行われる場合でも、都道府県、指定都市及

び中核市において、必ず積算を行うとともに、全項目にわたって、数値が前月（前年度）分報告と比

較して著しい増減があるときは、その理由を注記欄に記載してください。 

 

７ 提出済みの報告表に訂正の必要が生じたときは、速やかに訂正報告を提出してください。 

報告表の右上欄外のプルダウンより訂正回数を選択し、訂正すべき数字を上書きしメール本文に訂

正報告であること（月報については訂正月も）が分かるように記載してください。 
 



－
1
1
－
 

 

 

第14 身体障害者手帳交付台帳登載数 

   （身体障害者福祉法）                                               都道府県        
指定都市 名      
中 核 市        
令和    年度分報告 

 

 

総   数 

（年度末現在）

 
１  級 

（年度末現在）

 ２  級 

（年度末現在）

 ３  級 

（年度末現在）

 ４  級 

（年度末現在）

 ５  級 

（年度末現在）

 ６  級 

（年度末現在）

 

新規交付 
（年度中） 

新規交付 
（年度中） 

新規交付 
（年度中） 

新規交付 
（年度中） 

新規交付 
（年度中） 

新規交付 
（年度中） 

新規交付 
（年度中） 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ 

視 覚 障 害 
18歳未満 (01)               

18歳以上 (02)               

( 再 掲 ) 糖 尿 病 を 

主原因とするもの 

18歳未満 (03)               

18歳以上 (04)               

聴覚・平衡機能障害 
18歳未満 (05)               

18歳以上 (06)               

聴 覚 
18歳未満 (07)               

18歳以上 (08)               

平 衡 機 能 
18歳未満 (09)               

18歳以上 (10)               

音声・言語・そしゃく 

機 能 障 害 

18歳未満 (11)               

18歳以上 (12)               

肢 体 不 自 由 
18歳未満 (13)               

18歳以上 (14)               

上 肢 
18歳未満 (15)               

18歳以上 (16)               

下 肢 
18歳未満 (17)               

18歳以上 (18)               

体 幹 
18歳未満 (19)               

18歳以上 (20)               

運 動 機 能 障 害 
18歳未満 (21)               

18歳以上 (22)               

上 肢 機 能 
18歳未満 (23)               

18歳以上 (24)               

移 動 機 能 
18歳未満 (25)               

18歳以上 (26)               

内 部 障 害 
18歳未満 (27)               

18歳以上 (28)               

心 臓 機 能 障 害 
18歳未満 (29)               

18歳以上 (30)               

じ ん 臓 機 能 障 害 
18歳未満 (31)               

18歳以上 (32)               

呼 吸 器 機 能 障 害 
18歳未満 (33)               

18歳以上 (34)               

ぼ う こ う ・ 

直 腸 機 能 障 害 

18歳未満 (35)               

18歳以上 (36)               

小 腸 機 能 障 害 
18歳未満 (37)               

18歳以上 (38)               

免 疫 機 能 障 害 
18歳未満 (39)               

18歳以上 (40)               

肝 臓 機 能 障 害 
18歳未満 (41)               

18歳以上 (42)               

計 
18歳未満 (43)               

18歳以上 (44)               
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 この表は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「法」という。）により本年度中に新たに

身体障害者手帳の交付を受けた者と、本年度末現在において身体障害者手帳の交付を受けている者の級

別数を障害の種類、年齢区分別に計上するものである。 

記入要領 

 この表は、都道府県、指定都市又は中核市に備え付けられている身体障害者手帳交付台帳の記載内容

に基づいて計上すること。 

表  頭 

総数、１級～６級 

(年度末現在) 

⑴ ⑶ ⑸ ⑺ 

⑼ ⑾ ⒀ 

 

 

新 規 交 付 

( 年 度 中 ) 

⑵ ⑷ ⑹ ⑻ 

⑽ ⑿ ⒁ 

 

 

 

 

 

 

 

表  側 

障害の区分 

 

 

 

 

 

 

18歳未満 

18歳以上 

 

 本年度末現在において、すべての身体障害者手帳を所持している者の数を計上 

すること。 

補 転入及び転出した者については、身体障害者手帳交付台帳に記載されている

都道府県市で計上すること。 

 法第15条第４項の規定により身体障害者手帳を新規交付した件数を身体障害

者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。）別表

第５号の級別により区分して計上すること。 

 ただし、過年度に新規交付を受け本年度中に再交付を受けた者の数は計上しな

いこと。 

補１ 本年度に新規交付を受け、年度中に等級の変更や障害の追加等による再交

付を受けた者については、再交付後の等級・障害の新規交付に計上すること。 

補２ ２つ以上の障害が重複する者については、身体障害者認定基準に定める合

計指数に応じた等級を記載すること。 

＊条文 13頁参照 

１ 施行規則別表第５号の区分により計上すること。 

２ ２つ以上の障害が重複する者については、主たる障害のみを計上し、２欄以

上に重複しないこと。 

補 上肢 6 級、下肢 5 級の場合は級優先により「下肢 5 級」 

上肢、下肢で同級の場合は上段優先により「上肢」 

３ 視覚障害については、再掲で「糖尿病を主原因とするもの」を計上すること。 

年齢区分は、表頭の各欄の事項を処理した時の満年齢により計上すること。 

審査要領 

１ 「総数、１級～６級(年度末現在)」「新規交付(年度中)」の障害種類別各欄 

  「総数⑴」＝「１級⑶」＋「２級⑸」＋「３級⑺」＋「４級⑼」＋「５級⑾」＋「６級⒀」 

  「総数⑵」＝「１級⑷」＋「２級⑹」＋「３級⑻」＋「４級⑽」＋「５級⑿」＋「６級⒁」 



 

－13－ 

２ 「新規交付(年度中)」の欄「総数⑵」から「６級⒁」までは、「18歳未満」「18歳以上」ごとに「視

覚障害」≧「（再掲）糖尿病を主原因とするもの」 

３ 「新規交付(年度中)」が「総数、１級～６級(年度末現在)」より大きい場合は、その理由を注記

欄に記入すること。  

参照条文 

身体障害者福祉法（抄）（昭和24年法律第283号） 

（身体障害者手帳） 

第15条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地（居住地を有しな

いときは、その現在地）の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が

15歳に満たないときは、その保護者（親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第27条第１項第３号又は第27条の２の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した

児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。）が代わって申請するものとする。 

④ 都道府県知事は、第１項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、

申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 

（身体障害者手帳の返還） 

第16条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を

所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなったとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障

害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 

 

身体障害者福祉法施行令（抄）（昭和25年政令第78号） 

（身体障害者手帳交付台帳） 

第９条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を

備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 

② 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地

を移したとき(次の各号に掲げるときを除く。)は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市

又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所

を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければな

らない。 

１ 法第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定

する介護給付費等の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設又は同条第11項に

規定する障害者支援施設に入所したとき。 

２ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施

設、同条第3項に規定する更生施設又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所した

とき。 
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３ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する

介護保険施設に入所したとき。 

４ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に

規定する養護老人ホームに入所したとき。 

③ 前項の規定による届出があったときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨

を記載するとともに、その者に返還しなければならない。 

④ 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき（法第18条第２項の規定

により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第１

項若しくは第30条第１項の規定により介護給付費等の支給を受けて同法第５条第１項若しくは第６項の厚

生労働省令で定める施設又は障害者支援施設に入所したとき及び生活保護法第30条第１項ただし書の規定

により入所したときを除く。）は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を

設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町

村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならな

い。 

⑤ 前項の規定による届出があったときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨

を記載するとともに、その者に返還しなければならない。 

⑥ 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければなら

ない。 

⑦ 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳交付台帳から、その身体障害者手帳に関する記載

事項を消除しなければならない。 

１ 法第16条第１項の規定による身体障害者手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による身体障害者手

帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したとき。 

２ 法第16条第２項の規定により身体障害者手帳の返還を命じたとき。 

３ 前項の規定による通知を受けたとき。 

（身体障害者手帳の再交付） 

第10条 都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若

しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれ

かに該当するものを有するに至った者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失った者から身体障害者

手帳の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなけれ

ばならない。 

② 前項の申請（身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者からの申請を除く。）については、第４条の規

定を準用する。 

③ 都道府県知事は、第７条の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変

化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳

を交付することができる。 
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第17 身体障害者更生相談所における処理        

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・   都道府県 
身体障害者福祉法）                        指定都市        

                                                                             令和    年度分報告 

 

 

 

取 扱 

実人員 
 

 

⑴ 

相     談     内     容 判   定   内   容 判 定 書 等 交 付 件 数 

自立支 

援医療 

(更生医療) 

⑵ 

 

補装具 

 

⑶ 

身 体 

障害者 

手 帳 

⑷ 

 

職 業 

 

⑸ 

 

施 設 

 

⑹ 

 

生 活 

 

⑺ 

 

その他 

 

⑻ 

 

計 

 

⑼ 

医学的 

判 定 

 

⑽ 

心理学 

的判定 

 

⑾ 

職能的 

判 定 

 

⑿ 

その他 

の判定 

 

⒀ 

 

計 

 

⒁ 

自立支 

援医療 

(更生医療) 

⒂ 

 

補装具 

 

⒃ 

身 体 

障害者 

手 帳 

⒄ 

障 害 

支 援 

区 分 

⒅ 

 

その他 

 

⒆ 

 

計 

 

⒇ 

来所 

(01) 
                    

巡回 

(02) 
                    

 

 この表は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「法」という。）により、本年度中に身体

障害者更生相談所が行った満18歳以上の身体に障害を有する者の福祉に関する相談、判定の内容及び判

定書等の交付件数について計上するものである。 

記入要領 

 この表は、身体障害者更生相談所に備え付けられている相談記録票等の記載内容に基づいて計上する

こと。 

表  頭 

取 扱 実 人 員⑴ 

 

 
 
相 談 内 容 
判 定 内 容 

 

 

 

 

 

自立支援医療 
(更生医療)⑵ 
 

補 装 具⑶ 

 
 
身 体 障 害 者 
手帳   ⑷ 
 

職   業⑸ 

施   設⑹ 

 

 

 

１ 相談に応じ、又は判定を行った者について、月毎の実人員の合計数を計上す

ること。 

２ 法にいう身体障害者でないと判定された者も含めて計上すること。 

１ 相談内容及び判定内容は、相談記録票又は判定書の内容に基づいて区分する

ものであり、相談者の主訴事項によるものではないこと。 

２ 「取扱実人員⑴」に計上した者の月毎の相談件数、判定・診断件数を相談内

容、判定内容によりそれぞれの該当欄に計上すること。 

３ 相談内容及び判定内容が２欄以上に該当する場合は、該当する欄ごとにそれ

ぞれ計上すること。 

自立支援医療（更生医療）の要否の判定等医療に関する相談について計上する

こと。 

補装具の購入、修理、借受け又は借受け修理に関する相談について計上するこ

と。 

身体障害者手帳の交付等に関する相談について計上すること。 

 

就職相談又は職業安定所等への紹介の相談について計上すること。 

盲人ホーム、障害者職業能力開発校、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に規定する障害者支援施設等への入所、利用、又は紹介等

に関する相談について計上すること。 

名 
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生   活⑺ 

 

そ の 他⑻ 

医学的判定⑽ 

 
 
 
 
心理学的判定 

⑾ 
 

職能的判定⑿ 

 
 
その他の判定 

⒀ 

 

判定書等交付件
数 

 

 

自立支援医療 
(更生医療)⒂ 
 

補 装 具⒃ 

 

身 体 障 害 者 
手帳   ⒄ 

 

障害支援区分 
⒅ 

 
 
 

そ の 他⒆ 

表  側 

来   所(01) 

 

巡   回(02) 

生活保護法の適用、生活福祉資金の貸付、所得税の障害者控除等、生活に関す

る相談について計上すること。 

⑵～⑺のいずれにも該当しない相談について計上すること。 

原（傷）病名・機能障害の現況の把握、自立支援医療（更生医療）の要否及び

補装具の購入、修理、借受け又は借受け修理についての医学的判定を行ったもの

について計上すること。 

心理学的諸検査等に基づき心理学的判定を行ったものについて計上すること。 

 

動作能力、作業素質及び生活環境等により適職の判定を行ったものについて計

上すること。 

⑽～⑿のいずれにも該当しない判定について計上すること。 

 

市町村等に判定書等を交付した件数を計上すること。 

補 「相談内容」及び「判定内容」の件数にかかわりなく、判定書１枚につき１

件として計上すること。 

自立支援医療（更生医療）の要否に関する判定書交付の件数について計上する

こと。 

補装具の購入、修理、借受け又は借受け修理に関する判定書交付の件数につい

て計上すること。 

身体障害者手帳の交付等に関する判定書交付の件数について計上すること。 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する介

護給付、訓練等給付の支給決定又は障害支援区分に関する意見書（判定書）交付

の件数について計上すること。 

⒂～⒅のいずれにも該当しない判定書交付の件数について計上すること。 

 

身体障害者更生相談所において行った相談及び判定について計上すること。 

補 来所をせず書面をもって行った場合も計上すること。 

巡回、訪問による相談及び判定について計上すること。 

 

審査要領 

１「取扱実人員⑴」≦「相談内容の計⑼」＋「判定内容の計⒁」 

２「判定書等交付件数の計⒇」≦「相談内容の計⑼」＋「判定内容の計⒁」 
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参照条文 

身体障害者福祉法（抄）（昭和24年法律第283号） 

（連絡調整等の実施者） 

第10条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

１ 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を

行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

２ 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。 

ニ 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第25項に規定する

補装具の処方及び適合判定を行うこと。 

② 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、

必要な助言を行うことができる。 

（更生相談所） 

第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必

要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。 

② 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第１項第１号に掲げる業務（第18条第

２項の措置に係るものに限る。）及び前条第１項第２号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第２項及び第３項、第26条第１項、第51条の７第２項及

び第３項、第51条の11、第74条並びに第76条第３項に規定する業務を行うものとする。 

③ 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。 
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－19－ 

第18 身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受け修理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）   都道府県        

      指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

  

この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。

以下「法」という。）により、身体障害者・児に対して本年度中に行った基準の補装具費の支給の申請並

びに決定の状況について、補装具の種目別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村に備え付けられている補装具費の支給に係る決定簿の記載内容に基づいて計上する

こと。 

金額については、各都道府県、指定都市及び中核市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上すること。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

車 椅 子 又 は 電 動 車 椅 子
機 能 を も た な い も の

(09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

矯 正 用 (13)

遮 光 用 (14)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (15)

弱 視 用 (16)

高 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(17)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(18)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

耳あな型（レディメイド） (21)

耳あな型（オーダーメイド） (22)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (23)

骨 導 式 眼 鏡 型 (24)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声
信 号 処 理 装 置

(25)

普 通 型 (26)

リ クラ イニ ング 式普 通型 (27)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (28)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(29)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (30)

前 方 大 車 輪 型 (31)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(32)

片 手 駆 動 型 (33)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(34)

レ バ ー 駆 動 型 (35)

手 押 し 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(37)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (38)

リクライニング・ティルト
式 手 押 し 型

(39)

普 通 型 (4.5Km/h) (40)

普 通 型 (6Km/h) (41)

簡 易 型 (42)

リ クラ イニ ング 式普 通型 (43)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(44)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (45)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (46)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

   借　　　受　　　け　　　修　　　理   購　　　　　　　　入 修　　　　　　　　理    借　　　　受　　　　　け
金　　　　　額

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

判 定 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

判 定 件 数 決 定 件 数

歩 行 器

義 肢

装 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

義 眼

眼 鏡

補　聴　器

車 椅 子

電 動
車 椅 子

座 位 保 持 椅 子

起 立 保 持 具

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

計
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 ただし、四捨五入の結果、金額が０千円になる場合は１千円として計上すること。 

「計(55)」欄には、表側(01)～(54)の各欄に千円単位で計上した額を積み上げた額を計上すること。 

補 都道府県、指定都市及び中核市が、各市町村又は各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付して

いる場合は、各市町村又は各所からの報告は円単位で報告されているかを確認すること。 

 

一般的事項 

 １ 身体障害者・児とは、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条に規定する身体障害者及

び児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条第２項に規定する身体に障害のある児童である。 

２ 基準の補装具費の支給については、表側の(01)～(54)の項目のいずれかに記入すること。 

３ 決定と支払で年度が異なる場合は、決定年度に件数と金額を計上すること。 

 

表  頭 

購 入 

申 請 件 数⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決 定 件 数⑵ 

 

 

 

 

金    額 
 

 

 

 

 

 市町村において受理した基準の補装具費の支給に係る申請書の件数を計上す

るものであって、実人員を計上するものではないこと。 

 １枚の申請書で種目（名称）又は型式が異なる基準の補装具費の支給申請が

あった場合には、種目、型式別に計上すること。 

補 １枚の申請書で常用下腿義足と作業用下腿義足の申請があった場合、名称は

同じであるが、型式が異なるので２件として計上すること。 

(1) 次のような場合には、あわせて１件として計上すること。 

 ① 付属品として装具を購入する場合 

例えば、長下肢装具の付属品として仙腸装具を同時に購入する場合 

② 告示に示されている付属品を装備して同時に購入する場合 

(2) 次のような場合には、２件として計上すること。 

 ① 義肢・装具で同一種目（名称）、型式のものを左右同時に購入する場合 

 ② 歩行補助つえを左右同時に購入する場合 

 ③ コンタクトレンズ、補聴器、義眼を左右同時に購入する場合 

 市町村において基準の補装具費の支給を決定した件数を計上すること。 

補１ 基準の補装具費の支給が決定されたのち、本人の死亡等のため基準の補装

具費の請求がなかった場合は計上しないこと。 

補２ 「申請件数⑴」より「決定件数⑵」が大きいときは、その理由を注記欄に

記載すること。 

 法第76条第２項の規定により基準の補装具の購入に通常要する費用を計上す

ること。 

補 金額に計上がある場合には、「決定件数(2)」にも計上があること。 
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障害者の日
常生活及び
社会生活を
総合的に支
援するため
の法律によ
る公費負担
額 ⑶ 
 
自己負担額 

⑷ 
 

 

 

修    理 

申請件数⑸ 

 

 

 

決定件数⑹ 

金 額 ⑺ ⑻ 

 

借  受  け 

判定件数⑼ 

 

 

決定件数⑽ 

 

金 額 ⑾ ⑿ 

 

借 受 け 修 理 

 

 

判定件数⒀ 

 

 

決定件数⒁ 

 

金 額 ⒂ ⒃ 

法第76条第２項の規定により国庫負担の対象となるもので、市町村が支弁す

べき公費負担額を計上すること。（100分の90に相当する額） 

※条文 31頁参照 

 

 
 
 

法第76条第２項の規定により利用者が負担すべき額を計上すること。（100分

の10に相当する額） 

補 自治体独自の助成については、こちらに計上すること。 

※条文 31頁参照 

 

「申請件数⑴」の取扱いに準じて計上すること。 

補１ 断端袋については一括購入することが認められているが、申請１回につき

１件とすること。 

補２ 人工内耳を、左右同時に修理する場合は、２件として計上すること。 

「決定件数⑵」の取扱いに準じて計上すること。 

「金額⑶⑷」の取扱いに準じて計上すること。 

 

  

 借受けの判定をおこなった件数を計上すること。 

 補 借受けの判定の前に基準の補装具費の支給に係る申請書を受理しているた

め、購入の「申請件数⑴」にも計上が必要である。 

「決定件数⑵」の取扱いに準じて計上すること。 

 

「金額⑶⑷」の取扱いに準じて計上すること。 

 

補装具費支給事務取扱指針（平成30年3月23日障発0323第31号障害保健福祉部

長通知の別添）第２の（７）のなお書きにより借受けに係る補装具費にその修

理に要する費用を加えて算定した場合はここに計上すること。 

借受け期間中における通常の使用の範囲内での故障で補装具費の支給が必要

と判断した件数を計上すること。 

 

「決定件数⑵」の取扱いに準じて計上すること。 

  

「金額⑶⑷」の取扱いに準じて計上すること。なお、加算した金額のみ記載を
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表  側 
 
種目・型式等の 
区分(01)～(54) 

すること。 

  補 借受けに要した金額は借受けに計上し、借受け修理に要した金額は借受け修理

に計上すること。 

 

法第５条第25項により主務大臣が定めるものによること。 

※条文 31頁参照 

 表側(01)～(54)の項目には「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定

等に関する基準」（平成18年９月29日厚労省告示第528号）の別表の規定による、

基準の補装具として支給したものを計上すること。 

 
 

審査要領 

１ 「購入」の「決定件数⑵」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による公費負担額⑶」又は「自己負担額⑷」のいずれかに金額が計上さ

れていること。 

２ 「修理」の「決定件数⑹」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による公費負担額⑺」又は「自己負担額⑻」のいずれかに金額が計上さ

れていること。 

３ 「借受け」の「決定件数⑽」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律による公費負担額⑾」又は「自己負担額⑿」のいずれかに金額が計上

されていること。 

４ 「借受け修理」の「決定件数⒁」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律による公費負担額⒂」又は「自己負担額⒃」のいずれかに金額が

計上されていること。 
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第18の２ 難病患者等の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受け修理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 
都道府県        

      指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

  

この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。

以下「法」という。）により、難病患者等に対して本年度中に行った基準の補装具費の支給の申請並びに

決定の状況について、補装具の種目別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村に備え付けられている補装具費の支給に係る決定簿の記載内容に基づいて計上する

こと。 

金額については、各都道府県、指定都市及び中核市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上すること。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 

障害者の日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援 する
ための法律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援する
ための法 律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

車 椅 子 又 は 電 動 車 椅 子
機 能 を も た な い も の

(09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

矯 正 用 (13)

遮 光 用 (14)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (15)

弱 視 用 (16)

高 度 難 聴 用

ポ ケ ッ ト 型
(17)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(18)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

耳あな型（レディメイド） (21)

耳あな型（オーダーメイド） (22)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (23)

骨 導 式 眼 鏡 型 (24)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声

信 号 処 理 装 置
(25)

普 通 型 (26)

リクラ イニング 式普通型 (27)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (28)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(29)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (30)

前 方 大 車 輪 型 (31)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(32)

片 手 駆 動 型 (33)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(34)

レ バ ー 駆 動 型 (35)

手 押 し 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(37)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (38)

リクライニング・ティルト

式 手 押 し 型
(39)

普 通 型 (4.5Km/h) (40)

普 通 型 (6Km/h) (41)

簡 易 型 (42)

リクラ イニング 式普通型 (43)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(44)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (45)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (46)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

計

補　聴　器

車 椅 子

電 動
車 椅 子

座 位 保 持 椅 子

判 定 件 数 決 定 件 数

   購　　　　　　　　入 修　　　　　　　　理    借　　　　受　　　　　け
金　　　　　額

起 立 保 持 具

歩 行 器

義 肢

装 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

義 眼

眼 鏡

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

申 請 件 数 決 定 件 数

   借　　　受　　　け　　　修　　　理
金　　　　　額

判 定 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額



－24－ 

 ただし、四捨五入の結果、金額が０千円になる場合は１千円として計上すること。 

「計(55)」欄には、表側(01)～(54)の各欄に千円単位で計上した額を積み上げた額を計上すること。 

補 都道府県、指定都市及び中核市が、各市町村又は各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付して

いる場合は、各市町村又は各所からの報告は円単位で報告されているかを確認すること。 

 

一般的事項 

 １ 難病患者等とは、法第４条第１項に規定する「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾

病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以

上であるもの」及び児童福祉法第４条第２項に規定する「治療方法が確立していない疾病その他の

特殊の疾病であって法第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定

める程度である児童」である。難病患者等に該当する者・児であっても、身体障害者手帳の交付を

受けていれば、「第18 身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受け修理）」に

計上する。（手帳交付の障害以外の補装具費の場合も同様） 

２ 基準の補装具費の支給については、表側の(01)～(54)の項目のいずれかに記入すること。 

３ 決定と支払の年度が異なる場合は、決定年度に件数と金額を計上すること。 

 

 

表  頭 

表  側 

「第18 身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受け修理）」

の取扱いに準じて計上すること。 

 

審査要領 

１ 「購入」の「決定件数⑵」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による公費負担額⑶」又は「自己負担額⑷」のいずれかに金額が計上さ

れていること。 

２ 「修理」の「決定件数⑹」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による公費負担額⑺」又は「自己負担額⑻」のいずれかに金額が計上さ

れていること。 

３ 「借受け」の「決定件数⑽」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律による公費負担額⑾」又は「自己負担額⑿」のいずれかに金額が計上

されていること。 

４ 「借受け修理」の「決定件数⒁」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律による公費負担額⒂」又は「自己負担額⒃」のいずれかに金額が

計上されていること。
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第18の３ 身体障害者・児の特例補装具費の支給（購入・修理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 
都道府県        

  指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

そ の 他 (09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

そ の 他 (13)

矯 正 用 (14)

遮 光 用 (15)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (16)

弱 視 用 (17)

そ の 他 (18)

高 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(21)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(22)

耳あな型（レディメイド） (23)

耳あな型（オーダーメイド） (24)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (25)

骨 導 式 眼 鏡 型 (26)

そ の 他 (27)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声
信 号 処 理 装 置

(28)

普 通 型 (29)

リクラ イニ ング式普通型 (30)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (31)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(32)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (33)

前 方 大 車 輪 型 (34)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(35)

片 手 駆 動 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(37)

レ バ ー 駆 動 型 (38)

手 押 し 型 (39)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(40)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (41)

リクライニング・ティルト
式 手 押 し 型

(42)

そ の 他 (43)

普 通 型 (4.5Km/h) (44)

普 通 型 (6Km/h) (45)

簡 易 型 (46)

リクラ イニ ング式普通型 (47)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(48)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (49)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (50)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(51)

そ の 他 (52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

計

歩 行 器

義 肢

装 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

義 眼

眼 鏡

補　聴　器

車 椅 子

電 動
車 椅 子

座 位 保 持 椅 子

起 立 保 持 具

   購　　　　　　　　入 修　　　　　　　　理

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額
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この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。

以下「法」という。）により、身体障害者・児に対して本年度中に行った特例補装具に係る補装具費の支

給の申請並びに決定の状況について、補装具の種目別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村に備え付けられている補装具費の支給に係る決定簿の記載内容に基づいて計上する

こと。 

金額については、各都道府県、指定都市及び中核市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上すること。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 

 ただし、四捨五入の結果、金額が０千円になる場合は１千円として計上すること。 

「計(60)」欄には、表側(01)～(59)の各欄に千円単位で計上した額を積み上げた額を計上すること。 

補 都道府県、指定都市及び中核市が、各市町村又は各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付して

いる場合は、各市町村又は各所からの報告は円単位で報告されているかを確認すること。 

 

一般的事項 

１ 身体障害者・児とは、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条に規定する身体障害者及

び児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条第２項に規定する身体に障害のある児童である。 

２ 特例補装具に係る補装具費の支給については、表側の(01)～(59)の項目のいずれかに記入するこ

と。 

３ 決定と支払の年度が異なる場合は、決定年度に件数と金額を計上すること。 

 

 

表  頭 

購 入 

申 請 件 数⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市町村において受理した特例補装具に係る補装具費の支給に係る申請書の件

数を計上するものであって、実人員を計上するものではないこと。 

 １枚の申請書で種目（名称）又は型式が異なる特例補装具に係る補装具費の支

給申請があった場合には、種目、型式別に計上すること。 

補 １枚の申請書で常用下腿義足と作業用下腿義足の申請があった場合、名称は

同じであるが、型式が異なるので２件として計上すること。 

(1) 次のような場合には、あわせて１件として計上すること。 

 ① 付属品として装具を購入する場合 

例えば、長下肢装具の付属品として仙腸装具を同時に購入する場合 

② 告示に示されている付属品を装備して同時に購入する場合 

(2) 次のような場合には、２件として計上すること。 
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決 定 件 数⑵ 

 

 

 

 

 

金    額 
 

 

 

障害者の日
常生活及び
社会生活を
総合的に支
援するため
の法律によ
る公費負担
額 ⑶ 
 
自己負担額 

⑷ 
 

 

 

修    理 

申請件数⑸ 

 

 

 

決定件数⑹ 

金 額 ⑺ ⑻ 

 

表  側 
 
種目・型式等の 
区分(01)～(59) 

 ① 義肢・装具で同一種目（名称）、型式のものを左右同時に購入する場合 

 ② 歩行補助つえを左右同時に購入する場合 

 ③ コンタクトレンズ、補聴器、義眼を左右同時に購入する場合 

 市町村において特例補装具に係る補装具費の支給を決定した件数を計上する

こと。 

補１ 特例補装具に係る補装具費の支給が決定されたのち、本人の死亡等のため

特例補装具に係る補装具費の請求がなかった場合は計上しないこと。 

補２ 「申請件数⑴」より「決定件数⑵」が大きいときは、その理由を注記欄に

記載すること。 

 法第76条第２項の規定により特例補装具に係る補装具の購入に通常要する費

用を計上すること。 

補 金額に計上がある場合には、「決定件数(2)」にも計上があること。 

法第76条第２項の規定により国庫負担の対象となるもので、市町村が支弁すべ

き公費負担額を計上すること。（100分の90に相当する額） 

※条文 31頁参照 

 

 

 

法第76条第２項の規定により利用者が負担すべき額を計上すること。（100分の

10に相当する額） 

補 自治体独自の助成についてはこちらに計上すること。 

※条文 31頁参照 

 

 「申請件数⑴」の取扱いに準じて計上すること。 

補１ 断端袋については一括購入することが認められているが、申請１回につき

１件とすること。 

補２ 人工内耳を、左右同時に修理する場合は、２件として計上すること。 

「決定件数⑵」の取扱いに準じて計上すること。 

「金額⑶⑷」の取扱いに準じて計上すること。 

 

 

 法第５条第25項により主務大臣が定めるものによること。 

※条文 3131頁参照 

 表側(01)～(59)の項目には「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等

に関する基準」（平成18年９月29日厚労省告示第528号）の別表の規定によること
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ができず、特例補装具として支給したものを計上すること。 

 
 
 
 

審査要領 

１ 「購入」の「決定件数⑵」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による公費負担額⑶」又は「自己負担額⑷」のいずれかに金額が計上さ

れていること。 

２ 「修理」の「決定件数⑹」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による公費負担額⑺」又は「自己負担額⑻」のいずれかに金額が計上さ

れていること。 
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第18の４ 難病患者等の特例補装具費の支給（購入・修理） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 都道府県        
      指定都市 名      

中 核 市        

令和    年度分報告 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の 日常 生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に 支援 する
ための法 律に よる
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

そ の 他 (09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

そ の 他 (13)

矯 正 用 (14)

遮 光 用 (15)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (16)

弱 視 用 (17)

そ の 他 (18)

高 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(21)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(22)

耳あな型（レディメイド） (23)

耳あな型（オーダーメイド） (24)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (25)

骨 導 式 眼 鏡 型 (26)

そ の 他 (27)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声
信 号 処 理 装 置

(28)

普 通 型 (29)

リ クラ イニ ング 式普 通型 (30)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (31)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(32)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (33)

前 方 大 車 輪 型 (34)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(35)

片 手 駆 動 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(37)

レ バ ー 駆 動 型 (38)

手 押 し 型 (39)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(40)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (41)

リクライニング・ティルト
式 手 押 し 型

(42)

そ の 他 (43)

普 通 型 (4.5Km/h) (44)

普 通 型 (6Km/h) (45)

簡 易 型 (46)

リ クラ イニ ング 式普 通型 (47)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(48)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (49)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (50)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(51)

そ の 他 (52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

計

歩 行 器

義 肢

装 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

義 眼

眼 鏡

補　聴　器

車 椅 子

電 動
車 椅 子

座 位 保 持 椅 子

起 立 保 持 具

   購　　　　　　　　入 修　　　　　　　　理

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額
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この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。

以下「法」という。）により、難病患者等に対して本年度中に行った特例補装具に係る補装具費の支給の

申請並びに決定の状況について、補装具の種目別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村に備え付けられている補装具費の支給に係る決定簿の記載内容に基づいて計上する

こと。 

金額については、各都道府県、指定都市及び中核市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上すること。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 

 ただし、四捨五入の結果、金額が０千円になる場合は１千円として計上すること。 

「計(60)」欄には、表側(01)～(59)の各欄に千円単位で計上した額を積み上げた額を計上すること。 

補 都道府県、指定都市及び中核市が、各市町村又は各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付して

いる場合は、各市町村又は各所からの報告は円単位で報告されているかを確認すること。 

 

一般的事項 

 １ 難病患者等とは、法第４条第１項に規定する「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾

病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以

上であるもの」及び児童福祉法第４条第２項に規定する「治療方法が確立していない疾病その他の

特殊の疾病であって法第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定

める程度である児童」である。難病患者等に該当する者・児であっても、身体障害者手帳の交付を

受けていれば、「第18の３ 身体障害者・児の特例補装具費の支給（購入・修理）」に計上する。 

２ 特例補装具に係る補装具費の支給については、表側の(01)～(59)の項目のいずれかに記入するこ

と。 

３ 決定と支払の年度が異なる場合は、決定年度に件数と金額を計上すること。 

 

表  頭 

表  側 

「第18の３ 身体障害者・児の特例補装具費の支給（購入・修理）」の取扱いに

準じて計上すること。 

 

審査要領 

１ 「購入」の「決定件数⑵」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による公費負担額⑶」又は「自己負担額⑷」のいずれかに金額が計上さ

れていること。 

２ 「修理」の「決定件数⑹」に数が計上されているときは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律による公費負担額⑺」又は「自己負担額⑻」のいずれかに金額が計上され

ていること。 
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参照条文 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抄）（平成17年法律第123号） 

（定義） 

第５条第25項 

この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続

して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務

大臣が定めるものをいう。 

（補装具費の支給） 

第76条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障

害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理（以下この条及び次条において「購入等」

という。）を必要とする者であると認めるとき（補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが

適当である場合として主務省令で定める場合に限る。）は、当該障害者又は障害児の保護者（以下この条に

おいて「補装具費支給対象障害者等」という。）に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装

具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者

の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。 

② 補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費

用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該補装具の購入等に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」と

いう。）を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政

令で定める額（当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相

当する額）を控除して得た額とする。 

③ 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体

障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 

④ 第19条第２項から第５項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合

において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

⑤ 主務大臣は、第２項の規定により主務大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うこと

ができる。 

⑥ 前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。 
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○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（抄） 

平成18年９月29日（厚生労働省告示第528号） 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第25項及び第76

条第２項の規定に基づき、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準を次のように定め、

平成18年10月１日から適用する。 

 

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準 

 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）

第５条第25項に規定する主務大臣が定める補装具の種目は、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、

義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子、電動車椅子、座位保持

椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置とし、次項

から第５項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を

特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第76条第３項の規定によ

る身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。 

２ 前項ただし書の補装具は、購入又は修理をするものであって、同項前段に掲げる補装具の種目に該当し、かつ、

別表の規定によらないものとする。 

３～５ 略 

別 表 略 
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第19 自立支援医療（身体障害者の更生医療） 

   （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）             
          都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

 

支給認定 

申請件数 

 

⑴ 

支給認定件数 

 

⑵ 

支    払    決    定 レセプト件数 

支払決定 

実人員 

 

⑽ 

公費負担額 

(千円) 社会保険負担額 

(千円) 

⑸ 

長寿医療（後期 

高齢者医療）負担額 

(千円) 

⑹ 

自己負担額 

（千円） 

⑺ 

医科 

 

⑻ 

調剤 

 

⑼ 

医科 

⑶ 

調剤 

⑷ 

入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
院 

視 覚 障 害 (01)           

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害 (02)           

音声・言語・そしゃく機能障害 (03)           

肢 体 不 自 由 (04)           

 心 臓 (05)           

内 臓 障 害 
腎 臓 (06)           

小 腸 (07)           

 肝 臓 (08)           

免 疫 機 能 障 害 (09)           

計 (10)           

入 
 
 
 
 
院 
 
 
 
 
外 

視 覚 障 害 (11)           

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害 (12)           

音声・言語・そしゃく機能障害 (13)           

肢 体 不 自 由 (14)           

 心 臓 (15)           

内 臓 障 害 
腎 臓 (16)           

小 腸 (17)           

 肝 臓 (18)           

免 疫 機 能 障 害 (19)           

計 (20)           

訪 問 看 護 （ 老 人 含 む ） (21)           

 

 この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以

下「法」という。）による身体障害者に対する更生医療について本年度中（診療の対象期間は、前年度３

月１日診療分から当該年度２月末日診療分まで）の支給認定申請件数、支給認定件数、支払決定、レセ

プト件数、支払決定実人員を入院、入院外、訪問看護（老人含む）及び障害の種類別に計上するもので

ある。 

 

記入要領 

 この表は、市町村で管理している自立支援医療受給者証交付台帳、社会保険診療報酬支払基金及び国

民健康保険団体連合会より送付された各法分診療報酬等請求内訳書等の記載内容に基づいて計上するこ

と。 

金額については、各都道府県、指定都市及び中核市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上するこ

と。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 
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 ただし、四捨五入の結果、金額が０千円になる場合は１千円として計上すること。 

補 都道府県、指定都市及び中核市が、各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付している場合は、

各所からの報告は円単位で報告されているかを確認すること。 

 

一般的事項 

１ 診療報酬請求額を知事決定した後、当該決定の内容に過誤があることを発見し、本年度中（診療

の対象期間は、前年度３月１日診療分から当該年度２月末日診療分まで）に再決定しなかった場合は、

そのまま計上すること。 

また、翌年度以降再び知事決定した場合は、支給認定件数には計上せず、再決定が当初決定の金額

に比べて増額であればその差額を加え、減額であればその差額を減じて計上し、支払決定実人員にも

計上すること。 

２ 同一年度に再決定した場合は、再決定した内容により計上すること。 

３ 更生医療において、本年度中に同一障害者が、 

ア ２つ以上の障害により入院もしくは通院をした場合→入院もしくは入院外の各々の障害別の欄 

イ 入院と通院、通院と訪問看護（老人含む）等を重複した場合→入院、入院外及び訪問看護（老人

含む）の各々の欄へ支給認定申請件数、支給認定件数、支払決定、レセプト件数、支払決定実人

員を計上すること。 

補 上記アにおいて、支払決定が障害別に区分できない場合、入院もしくは入院外の支払を決定した障害に

より支給認定申請件数、支給認定件数、支払決定、レセプト件数、支払決定実人員を計上すること。 

 

表  頭 

支給認定申請件
数 ⑴ 

 

 

 

支給認定件数⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第53条の規定により市町村に申請された自立支援医療費（更生）支給認定申

請書の件数を計上すること。 

補 新規認定分及び再認定分の支給認定申請件数を計上すること。 

※条文 36頁参照 

法第54条の規定により更生医療の支給を認定したものについて、その件数を計

上すること。  

補１ 新規認定分及び再認定分の支給認定件数を計上すること。 

補２ 人工透析等長期疾患の患者も新規認定分及び再認定ともに「支給認定申請

件数(1)」、「支給認定件数(2)」に計上すること。 

補３ 「支給認定申請件数(1)」より「支給認定件数(2)」が大きいときは、その

理由を注記欄に記載すること。 

補４ 「第21の２ 自立支援医療における所得区分の状況」の「更生医療(02)」

支給認定件数と乖離がある場合は理由を注記欄に記載すること。 

※条文 36頁参照 
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支 払 決 定 

 

 

公 費 負 担額 

医科⑶ 

調剤⑷ 

 

社会保険負担 
額    ⑸ 

 

 

 

 

 
長寿医療（後期 
高齢者医療）負 
担額   ⑹ 

 

自己負担額⑺ 

 

レセプト件数 
医科⑻ 
調剤⑼ 

 

 

支払決定実人員 
⑽ 

 

 

 

 

 

表  側 
 
入     院 

(01)～(10) 

 

入  院  外 
(11)～(20) 

 

 

 

 

診療報酬等請求内訳等に記載された決定内容に基づいて計上すること。 

補１ 診療報酬請求額が決定された日の属する年度に計上すること。 

補２ 過年度の請求遅れによる新規請求分は計上しないこと。 

法第58条の規定により、市町村が支給することを決定した額を医科・調剤別に

計上すること。なお、「訪問看護（老人含む）」については、「医科」に計上する

こと。  ※条文 36頁参照 

社会保険各法による負担額（ただし、「長寿医療（後期高齢者医療）負担額⑹」

を除く。）を計上すること。 

  補 法第７条で定める給付又は事業の対象として、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）第２条の表の

上欄に挙げるものを計上すること。 

   ※条文 36頁参照 

高齢者の医療の確保に関する法律による負担額を計上すること。 

 

 

本人等が負担すべき額を計上すること。 

  補 自治体独自の助成については、こちらに計上すること。 

社会保険診療報酬支払基金等からの診療報酬等請求内訳により、医科・調剤別

に計上すること。なお、「訪問看護（老人含む）」については、「医科」に計上す

ること。 

 

本年度中に支払いを決定した実人員を計上すること。 

補１ 同一障害者にかかる同一給付について、２回以上支払いを決定した場合で

も「１」と計上すること。 

補２ 前年度より継続して人工透析療法等を行っている障害者については「１」

と計上すること。 

 

 

本年度中に入院による医療のため、自立支援医療費（更生）支給認定申請書の

受理、支給認定及び支払決定を行った者の数を障害別に計上すること。 

本年度中に通院による医療のため、自立支援医療費（更生）支給認定申請書の

受理、支給認定及び支払決定を行った者の数を障害別に計上すること。 

補 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平

成18年2月28日厚生労働省令第19号）第６条の18に定める障害により計上する

こと。 
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訪 問 看 護（老 
人含む）(21) 

 

本年度中に訪問看護（老人含む）のため、自立支援医療費（更生）支給認定申

請書の受理、支給認定及び支払決定を行った者の数を計上すること。 

 

審査要領 

１「支払決定⑶、⑷、⑸、⑹、⑺」のいずれかに金額が計上されているときは、「支払決定実人員⑽」

にも数が計上されていること。 

２「支給認定申請件数⑴」より「支給認定件数⑵」が大きい場合は、その理由を注記欄に記載するこ

と。 

 

参照条文 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抄）（平成17年法律第123号） 

第５条第24項 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図

り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 

第７条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による介護給

付、健康保険法（大正11年法律第70号）の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であっ

て政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定

める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国または地方公共団体の負担におい

て自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。 

第53条第１項 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市

町村等に申請をしなければならない。 

第54条第１項 市町村等は、前条第１項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医

療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その

他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに支

給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち主務省令で定める種類の医療を、

戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及

び観察等に関する法律（平成15年法律第110号）の規定により受けることができるときは、この限りでない。 

第58条第１項 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第54条第２項の規

定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療（以下「指定自立支援医療」と

いう。）を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支

援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（抄）（平成18年政令第10号） 

（法第７条の政令で定める給付等） 
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第２条 法第７条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度

は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 

(上    欄) (下欄) 

健康保険法（大正11年法律第70号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、

家族移送費、特別療養費及び高額療養費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 

 

け 

 

る 

 

こ 

 

と 

 

が 

 

で 

 

き 

 

る 

 

給 

 

付 

 

 

船員保険法（昭和14年法律第73号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、

家族移送費及び高額療養費 

労働基準法（昭和22年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。）の規定による療養補

償 

労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給

付及び療養給付 

船員法（昭和22年法律第100号）の規定による療養補償 

災害救助法（昭和22年法律第118号）の規定による扶助金（災害救助法施行令（昭和22年政令第125

号）の規定による療養扶助金に限る。） 

消防組織法（昭和22年法律第226号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準を定める政令（昭和31年政令第335号）の規定による療養補償に限る。） 

消防法（昭和23年法律第186号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基

準を定める政令の規定による療養補償に限る。） 

水防法（昭和24年法律第193号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基

準を定める政令の規定による療養補償に限る。） 

国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含

む。以下この表において同じ。）の規定による療養補償 

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律（昭和27年法律第245号）の規定による療

養給付 

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律（昭和28年法律第33号）の規定による療養

給付 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（昭和32年法律第143

号）の規定による療養補償 

証人等の被害についての給付に関する法律（昭和33年法律第109号）の規定による療養給付 

国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含

む。）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院

時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害

補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定によ

る療養扶助金に相当するものに限る。） 

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養

費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族

訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 

地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の規定による療養補償 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による療養の給付並びに入院時食

事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費

及び高額療養費 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）の規定による医療の給付及び

一般疾病医療費 
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介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）の規定に

よる損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相

当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。） 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）の規定による損害の補償（災害救助

法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。） 

労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付  

消防組織法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定

による介護補償に限る。） 

消防法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定によ

る介護補償に限る。） 

水防法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定によ

る介護補償に限る。） 

国家公務員災害補償法の規定による介護補償 

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 

証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 

災害対策基本法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

規定による介護補償に相当するものに限る。） 

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律（平成７年法律第35号）附則第八条の規定によりな

おその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭

素中毒症に関する特別措置法（昭和42年法律第92号）第八条の規定による介護料 

地方公務員災害補償法の規定による介護補償 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償（非常勤消

防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。） 
 

               (上  欄) (下欄) 

介護保険法の規定による地域支援事業（第１号事業に限る。） 利用することができる事業 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（抄） 

（平成18年2月28日厚生労働省令第19号） 

（令第１条の２第２号に規定する厚生労働省令で定める身体障害） 

第６条の 18 令第１条の２第２号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるもので

あって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの（内臓の機能の障害によるものについては、手術により

障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。）とする。 

１ 視覚障害 

２ 聴覚又は平衡機能の障害 

３ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 

４ 肢体不自由 

５ 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害（日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるも

のに限る。） 

６ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害（日常生活が著しい制限を受ける程度であると認めら

れるものに限る。） 

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
給
付 

に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
部
分
に
限
る
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医　科 調　剤

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

（01）

調　剤

支   払   決   定 レセプト件数

支給認定申請件数 支給認定件数

自立支援医療

公費負担額(千円）　 社会保険負担額
(千円）

長寿医療（後期高
齢者医療）

負担額(千円）

自己負担額
(千円）

医　科

第21 自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）    都道府県 

指定都市        
令和    年度分報告 

  

この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に

よる精神障害者・児の精神通院医療について、本年度中（診療の対象期間は、前年度３月１日診療分か

ら当該年度２月末日診療分まで）の支給認定申請件数、支給認定件数、支払決定、レセプト件数を計上

するものである。 

記入要領 

 この表は、都道府県及び指定都市で管理している自立支援医療受給者証交付台帳、社会保険診療報酬

支払基金及び国民健康保険団体連合会より送付された各法分診療報酬等請求内訳書等に基づいて計上す

ること。 

金額については、各都道府県及び指定都市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上すること。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 

 ただし、四捨五入の結果、金額欄が０千円となってしまう場合は１千円として計上すること。 

補 都道府県及び指定都市が、各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付している場合は、各所から

の報告は円単位で報告されているか確認すること。 

 

一般的事項 

１ 診療報酬請求額を知事決定した後、当該決定の内容に過誤があることを発見し、本年度中（診療の

対象期間は、前年度３月１日診療分から当該年度２月末日診療分まで）に再決定しなかった場合は、

そのまま計上すること。 

また、翌年度以降再び知事決定した場合は、支給認定件数には計上せず、再決定が当初決定の金額

に比べて増額であればその差額を加え、減額であればその差額を減じて計上すること。 

２ 同一年度に再決定した場合は、再決定した内容により計上すること。 

 

表  頭 

支給認定申請件
数⑴ 

 

 

 

 

 法第53条の規定により都道府県及び指定都市に申請された自立支援医療費（精

神通院）支給認定申請書の件数を計上すること。 

   補 新規認定分及び再認定分の支給認定申請件数を計上すること。 

      ※条文 36頁参照 

名 
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支給認定件数⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

支 払 決 定 

 

公 費 負 担 額 

医科⑶ 

調剤⑷ 

 

社会保険負担 
額    ⑸ 

 

 

 

 

長寿医療（後期 
高齢者医療）負 
担額   ⑹ 
 

自己負担額⑺ 

 

レセプト件数 
医科⑻ 
調剤⑼ 

法第54条の規定により精神通院医療の支給を認定したものについて、その件数

を計上すること。 

補１ 新規認定分及び再認定分の支給認定件数を計上すること。 

補２ 長期疾患の患者も新規認定分及び再認定ともに「支給認定申請件数」、「支

給認定件数」に計上すること。 

補３ 「支給認定申請件数(1)」より「支給認定件数（2）」が大きいときは、その

理由を注記欄に記載すること。 

※条文 36頁参照 

 診療報酬等請求内訳等に記載された決定内容に基づいて計上すること。 

補 診療報酬請求額が決定された日の属する年度に計上すること。 

 法第58条の規定により、都道府県、指定都市が支給することを決定した額を医

科・調剤別に計上すること。 

※条文 36頁参照 

 社会保険各法による負担額（ただし、「長寿医療（後期高齢者医療）負担額⑹」

を除く。）を計上すること。 

   補 法第７条で定める給付又は事業の対象として、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）第２条の表の

上欄に挙げるものを計上すること。  ※条文 36頁参照 

 高齢者の医療の確保に関する法律による負担額を計上すること。 

 

 

 本人等が負担すべき額を計上すること。 

補 自治体独自の助成については、こちらに計上すること。 

 社会保険診療報酬支払基金等からの診療報酬等請求内訳により、医科・調剤別

に計上すること。 

 

審査要領 

１ 「支給認定申請件数⑴」より「支給認定件数⑵」が大きい場合は、その理由を注記欄に記載する

こと。 
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第21の２ 自立支援医療における所得区分の状況 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

医療費区分 

支     給     認     定     件     数 

生活保護 

（件数） 

⑴ 

低所得１ 

（件数） 

⑵ 

低所得２ 

（件数） 

⑶ 

中間所得 

（件数） 

⑷    ⑸ 

重度かつ継続 

（中間所得１）（件数） 

⑹ 

重度かつ継続 

（中間所得２）（件数） 

⑺ 

重度かつ継続 

（一定所得以上）（件数） 

⑻ 

育 成 医 療 (01) 
   Ⅰ Ⅱ    

        

更 生 医 療 (02)         

精神通院医療 (03)         

合 計 (04)         

 

 この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に

より医療費区分ごとの所得区分ごとに、本年度中（診療の対象期間は、前年度３月１日診療分から当該

年度２月末日診療分まで）の支給認定件数を計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村等で管理している、自立支援医療受給者証交付台帳等に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

 １ 所得区分が本年度中に変更になったものは、有効期限中の変更は当初の所得区分に計上し、再認

定による変更はそれぞれの所得区分に計上すること。 

 

表  頭 

支 給 認 定 件 数 

生 活 保 護⑴ 

 

低 所 得 １⑵ 

 

低 所 得 ２⑶ 

 

中 間 所 得 

 

⑷Ⅰ 

⑸Ⅱ 

 
 
重度かつ継続 

中間所得１ 
⑹ 

 

 

生活保護受給世帯と認定された件数を計上すること。 

（負担額上限月額０円） 

 市町村民税非課税 本人収入≦80万円と認定された件数を計上すること。 

 （負担上限月額2,500円） 

 市町村民税非課税 本人収入＞80万円と認定された件数を計上すること。 

 （負担上限月額5,000円） 

 市町村民税＜３万３千円、３万３千円≦市町村民税＜23万５千円と認定された

件数を計上すること。（負担上限月額 医療保険の自己負担限度額） 

負担上限月額5,000円（育成医療のみ） 

負担上限月額10,000円（育成医療のみ） 

 

 

市町村民税＜３万３千円 （負担上限月額5,000円） 
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中間所得２ 
⑺ 

一定所得以上 
     ⑻ 

 
 

表  側 

育 成 医 療(01) 

更 生 医 療(02) 

精神通院医療(03) 

３万３千円≦市町村民税＜23万５千円 （負担上限月額10,000円） 
 

23万５千円≦市町村民税 （負担上限月額20,000円） 

※条文 42頁参照 

 
 

本年度中に育成医療を支給認定した件数を計上する。 

本年度中に更生医療を支給認定した件数を計上する。 

本年度中に精神通院医療を支給認定した件数を計上する。 

補１ 育成医療（01）及び更生医療（02）においては、入院・入院外・訪問看護

の区別なく、1件として計上すること。よって、（1）～（8）のそれぞれの合

計が、「第19 自立支援医療（身体障害者の更生医療）」及び「第22の２ 自

立支援医療（身体障害児童の育成医療）」の支給認定件数(2)を下回る場合が

ある。なお、それぞれの件数と乖離がある場合はその理由を注記欄に記載す

ること。 

補２ 精神通院医療（03）においては、「第21 自立支援医療（精神障害者・児の

精神通院医療）」と同様、法第54条の規定に基づき認定した件数（新規認定及

び再認定分）を計上し、有効期間中の所得区分の変更等は計上しないこと。

よって、（1）～（8）の合計は、報告表第21の支給認定件数(2)と一致する。 

 

審査要領 

 １ 支給認定件数⑴～⑻について、(01)～(03)の合計が(04)となるように計上されていること。 

 ２ 中核市は、精神通院医療(03)に計上しないこと。 

 ３ 精神通院医療(03)の支給認定件数「生活保護(1)」～「重度かつ継続（一定所得以上）(8)」 の合計 

 ＝ 第21の「支給認定件数(2)」 

 

参照条文 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抄）（平成17年法律第123号） 

第５条第24項 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、

自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 

第54条第１項 市町村等は、前条第１項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療

を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の

事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定

を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち主務省令で定める種類の医療を、戦傷病者

特別援護法（昭和38年法律第168号）又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関

する法律（平成15年法律第110号）の規定により受けることができるときは、この限りではない。 
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第58条第３項第１号 自立支援医療費の額は、一月につき、第１号に掲げる額（当該指定自立支援医療に食事療

養（健康保険法第63条第２項第１号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。）が含まれるときは、

当該額及び第２号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養（同条第２項第２号に規定する生活

療養をいう。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該額及び第３号に掲げる額の合算額）とする。  

１  同一の月に受けた指定自立支援医療（食事療養及び生活療養を除く。）につき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他

の事情をしん酌して政令で定める額（当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超

えるときは、当該相当する額）を控除して得た額 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（抄） 

（平成18年2月28日厚生労働省令第19号） 

第１条の２ 法第５条第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 

１ 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に

対し行われる生活の能力を得るために必要な医療（以下「育成医療」という。） 

２ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条に規定する身体障害者のうち内閣府令・厚生労働省令

で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われ

るその更生のために必要な医療（第41条において、「更生医療」という。） 

３ 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123

号）第５条に規定する精神障害者（附則第３条において「精神障害者」という。）のうち内閣府令・厚生労

働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精

神障害の医療（以下「精神通院医療」という。） 
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第21の３ 市町村における相談支援 

     （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）           
         都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 
（相談支援を利用している障害者等の人数） 

 

実人員 身体障害 
重症心身 

障  害 
知的障害 精神障害 発達障害 

高 次 脳 

機能障害 
その他 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ 

障 害 者 (01)                 

障 害 児 (02)                 

計 (03)                 

 
（支援方法） 

 
訪  問 来 所 相 談 同  行 電 話 相 談 

電子メール 

相 談 

オンライン

相 談 

個 別 支 援 

会 議 
関 係 機 関 そ の 他 計 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ 

件 数 (04)           

（再掲） 

オンライン 
(05) 

     

 

  

 

 

 
（支援内容） 

 

福祉サービス

の利用等に関

す る 支 援 

障害や病状の 

理解に関する 

支 援 

健康・医療に 

関 す る 支 援 

不安の解消・ 

情 緒 安 定 に 

関 す る 支 援 

保育・教育に関

す る 支 援 

家 族 関 係 ・ 

人 間 関 係 に 

関 す る 支 援 

家計・経済に 

関 す る 支 援 

生 活 技 術 に 

関 す る 支 援 

就労に関する 

支 援 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ 

件 数 (06)          

（再掲） 
ピアカウ 
ンセラー 

(07)          

 

 

社 会 参 加 ・ 

余 暇 活 動 に 

関 す る 支 援 

権 利 擁 護 に 

関 す る 支 援 
そ の 他 計 

⑽ ⑾ ⑿ ⒀ 

件 数 (06)     

（再掲） 
ピアカウ 
ンセラー 

(07)   
 

 

 

 この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）

により市町村が本年度中に行った障害者等からの相談支援（地域相談支援、計画相談支援は除く）につ

いて、その利用者数、方法及び内容について計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村等（市町村から相談支援業務の委託を受けた相談支援事業者、基幹相談支援センタ

ーを含む。以下同じ。）が備えている業務日誌等の記載内容に基づいて計上すること。 

都道府県においては、管内の各市町村（指定都市、中核市を除く。）分を取りまとめの上、合計数を

計上すること。 

 

一般的事項 

 １ （相談支援を利用している障害者等の人数）の表には実人員とその障害別内訳を計上すること。

ただし重複障害はそれぞれに計上すること。 



－46－ 

２ （支援方法）（支援内容）の表には支援延回数を計上すること。 

 

（相談支援を利

用している障

害者等の人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支援方法） 

 

 

 

訪  問 ⑴ 

 

 

来所相談 ⑵ 

同  行 ⑶ 

電話相談 ⑷ 

 

 

 

電 子 メ ー ル 

   相談⑸ 
 
 
 

オ ン ラ イ ン 

   相談⑹ 

 

市町村等や相談支援事業所において、継続的な相談支援を行っている（行った）

障害者等（支援台帳の作成やシステム上に基本情報を登録し受理したものに限

る。）の人数を計上すること。 

補１ 障害別内訳では、重複障害のケースは、それぞれの障害（例えば、知的障

害と精神障害の重複の場合は「知的障害」及び「精神障害」に計上）に計上

すること。 

 ただし、重度の身体障害と重度の知的障害の場合は「(3)重症心身障害」

に計上すること。 

補２ 「その他⑻」は、発達障害の診断途中や手帳取得手続き中など⑵～⑺に該

当しない場合に計上すること。 

補３ 年度途中で障害児から障害者になった場合は、それぞれに計上すること。 

補４ 「実人員(1)」の「計(03)」の人数と障害別内訳の「計(03)」を足し上げた

総計に乖離がある場合は理由を注記欄に記載すること。 

市町村等における相談支援について、支援方法別の支援延回数を計上するこ

と。 

  補 「（再掲）オンライン(05)」には、一部でもオンラインで実施した件数を再掲

すること。 

家庭訪問や施設、学校など、「利用者がいる場」に出向いた件数を計上するこ

と。 

補 これから利用する者のために出向いた場合も含む。 

利用者が事業所に来所した件数を計上すること。 

関係機関、その他に同行支援した件数を計上すること。 

利用者（家族）に対し、電話により支援した件数を計上すること。 

補１ ＦＡＸによる対応も含む。 

補２ 電話でのやりとりに相談内容が含まれる場合に計上すること。訪問日程の

調整等、事務的な連絡は含まない。 

利用者（家族）に対し、電子メールにより支援した件数を計上すること。 

補１ チャットツール等による対応も含む（例：LINE、SMS等）。 

補２ 電子メールでのやりとりに相談内容が含まれる場合に計上すること。訪問

日程の調整等、事務的な連絡は含まない。 

利用者（家族）に対し、オンラインのビデオ通話により支援した件数を計上す

ること。 

補１ オンラインのビデオ通話とは、インターネットを使用した双方向・リアル
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個別支援会議 

     ⑺ 

関係機関 ⑻ 

 

そ の 他  ⑼ 

 

（支援内容） 

 

 

 
 

福祉サービス 
の利用等に関
する支援 ⑴ 

 
障害や病状の
理解に関する
支援   ⑵ 

健康・医療に
関する支援⑶ 

不安の解消・
情緒安定に関
する支援 ⑷ 

保育・教育に
関する支援⑸ 

 
 

家族関係・人
間関係に関す
る支援  ⑹ 

家計・経済に
関する支援⑺ 

生活技術に関
する支援 ⑻ 

就労に関する
支援   ⑼ 

社会参加・余
暇活動に関す
る支援  ⑽ 

 

タイムでの映像送受信による各種ツール上でのやりとりを指す（例：ZOOM、

FaceTime、Skype、LINEのビデオ通話等）。 

補２  オンラインのビデオ通話でのやりとりに相談内容が含まれる場合に計上す

ること。訪問日程の調整等、事務的な連絡は含まない。 

個別の事例について、関係者で支援のあり方を検討・検証する会議（ケース会

議等も含む。）。 

個別支援会議以外で関係機関との調整を実施した件数を計上すること。 

例えば、個別ケースについてハローワークと連携を取るなど。 

⑴～⑻のいずれにも該当しないものを計上すること。 

 

市町村における相談支援について、支援内容別の支援延回数を計上すること。 

各該当項目への計上にあたっては、以下の例を参考にすること。（複数回答可） 

補 「（再掲）ピアカウンセラー」には、障害当事者がサポートする形態を取った

場合に、その回数を再掲すること（家族支援は含まない。）。 

サービスの情報提供、事業者の紹介、利用申請や契約に係る支援、サービスに

関する苦情対応、地域における様々な社会資源の紹介・活用に関わる支援 

障害の受容・理解に関しての本人や家族への支援 

 

医療機関等の紹介や同行、服薬管理、生活のリズムや生活習慣 

 

不安や孤独感の軽減を目的とした傾聴 

 

幼稚園・保育所の紹介、子ども・子育て支援新制度等利用に係る助言、学校・

教育・進路に関わる支援 

家族関係、人間関係の調整に関する支援 

 

年金・手当・生活保護制度に関する支援 

金銭管理に関する支援、家事、育児に関わる支援 

就職活動や面接等に関わる支援、雇用条件及び勤務先との調整 
 

コミュニケーションに関する支援、外出や移動に関する支援、サークル活動の

紹介や同行 
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権利擁護に関
する支援 ⑾ 

そ の 他 ⑿ 

 

障害者等に対する虐待発見時の保護のための措置や成年後見制度利用に向け
ての支援 

 ⑴から ⑾のいずれにも該当しないもの 

審査要領 

（相談支援を利用している障害者等の人数） 

  「(1)」≦「各表側の(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)」 

（支援方法） 

 「各表頭の(04)」≧「各表頭の(05)」 

（支援内容） 

 「各表頭の(06)」≧「各表頭の(07)」 
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第22 未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付  

（児童福祉法・母子保健法）                    都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(01)

(02)

養 育 医 療

療 育 の 給 付

支払決定実人員

公   費   負   担   額
社会保険・感染症
の予防及び感染症
の患者に対する医
療に関する法律
による負担額

(千円）

(再掲）
 自 己 負 担 額

     (千円）

委託報酬による
支払決定額
（千円）

その他による
支払決定額
（千円）

給付申請件数 給付決定件数

費　　　用　　　額   

診療実日数

 

 この表は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「児法」という。）による療育の給付及び母子保

健法（昭和40年法律第141号。以下「母法」という。）による養育医療の給付について、本年度中の給付

申請件数、給付決定件数、費用額、診療実日数及び支払決定実人員を各項目別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、養育医療給付台帳等の記載内容に基づいて、都道府県、指定都市及び中核市で計上するこ

と。ただし、養育医療の給付における都道府県の報告分については、指定都市及び中核市を除く市区町

村の分を含めて計上すること。 

金額については、各都道府県、指定都市及び中核市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上するこ

と。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 

 ただし、四捨五入の結果、金額欄が０千円となってしまう場合は１千円として計上すること。 

補 都道府県、指定都市及び中核市が、各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付している場合は、

各所からの報告は円単位で報告されているか確認すること。 

 

一般的事項 

１ 診療報酬請求額を知事決定した後、当該決定の内容に過誤があることを発見し、その年度中に再決

定しなかった場合は、その額をそのまま計上すること。 

ただし、翌年度以降再び知事決定した場合は、当該年度の給付決定件数には計上せず、再決定が当

初決定の金額に比べて増額であればその差額を加え、減額であればその差額を減じて費用額に計上し、

支払決定実人員にも再決定された人数を計上すること。 

２ 同一年度に再決定した場合は、再決定した内容により計上すること。 
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表  頭 

給付申請件数⑴ 

 

給付決定件数⑵ 

 

 

 

 
 

費 用 額 

 

 

公 費 負 担 額 

 

 

 

 

委託報酬に 
よる支払決 
定額  ⑶ 

 

その他によ 
る支払決定 
額   ⑷ 

 

 

 

 

社会保険・感
染症の予防及
び感染症の患
者に対する医
療に関する法
律による負担
額    ⑸ 

（再掲） 
自己負担額⑹ 

 

診 療 実 日 数 ⑺ 

 

 

 本年度中に市区町村が申請を受け付けた件数を計上すること。 

補  新規の給付申請件数を計上し、継続のものは計上しないこと。 

 本年度中に市区町村で給付決定した件数を計上すること。 

補１ 新規の給付決定件数を計上し、継続のものは計上しないこと。 

補２ 「給付申請件数⑴」より「給付決定件数⑵」が大きいときは、その理由を

注記欄に記載すること。 

補３ 給付の決定と実際の支払年度が異なる場合であっても、給付が決定した日

の属する年度に計上すること。 

 診療報酬明細書等に記載された決定内容に基づいて計上すること。 

補 都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が診療報酬請求額を決定した日

の属する年度に計上すること。 

 児法第50条第５号及び母法第21条、第21条の２の規定により、都道府県及び市

区町村の支弁すべき公費負担額を計上すること。 

※条文 51、52頁参照 

 なお、本人又は扶養義務者が負担すべき額があるときは、その額を本欄に含め

て計上するとともに「（再掲）自己負担額⑹」に再掲すること。 

 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の審査を経て指定医

療機関から請求のあった診療報酬について支払いを決定した金額を計上するこ

と。 

１ 養育医療の場合、移送費、治療材料費等を支給したものについて支払決定し

た分を計上すること。 

２ 療育の給付の場合、治療材料、学習用品、日用品等を支給したものについて

支払決定した分を計上すること。 

なお、この欄に金額の計上がなく、「支払決定実人員(8)」に計上されている

場合は、その理由を注記欄に記載すること。 

 社会保険各法による負担額又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律による負担額を計上すること。 

 

 

 

公費負担額中に含まれる本人又は扶養義務者が負担すべき額を再掲として計上するこ

と。 
 

  養育医療給付台帳の診療実日数に基づき、本年度中に養育医療の給付を受けた
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支払決定実人員
(8) 

 

 

 
 
 
 

 

児童の診療実日数を計上する。 

本年度中に支払いを決定した実人員を計上すること。 

補 同一児童に対する同一給付について、２回以上支払いを決定した場合でも

「１」と計上すること。 

 

※ 療育の給付の場合は、上記各表頭項目に記載されている市区町村を都道府

県、指定都市及び中核市と読み替える。 

 

審査要領 

１ 「費用額⑶、⑷、⑸、⑹」のいずれかに金額が計上されているときは、「支払決定実人員⑻」に

も数が計上されていること。 

２ 「（再掲）自己負担額⑹」の「養育医療(01)」≦「委託報酬による支払決定額⑶」＋「その他に

よる支払決定額⑷」 

３ 「（再掲）自己負担額⑹」の「療育の給付(02)」≦「委託報酬による支払決定額⑶」＋「その他

による支払決定額⑷」 

４ 「養育医療(01)」の「支払決定実人員⑻」≦「診療実日数⑺」 

５ 「療育の給付(02)」の「支払決定実人員⑻」に計上数があるときは「その他による支払決定額⑷」

にも金額が計上されていること。 

 

 

参照条文 

児童福祉法（抄）（昭和22年法律第164号） 

（療育の給付） 

第20条 都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これ

を病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 

（都道府県の支弁） 

第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 

５ 第20条の措置に要する費用 

 

母子保健法（抄）（昭和40年法律第141号） 

（養育医療） 

第20条 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養

育に必要な医療（以下「養育医療」という。）の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する

費用を支給することができる。 
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（費用の支弁） 

第21条 市町村が行う第12条第１項の規定による健康診査に要する費用及び第20条の規定による措

置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。 

（都道府県の負担） 

第21条の２ 都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用の

うち、第20条の規定による措置に要する費用については、その４分の１を負担するものとする。 
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第22の２ 自立支援医療（身体障害児童の育成医療） 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

 
支給認定 

申請件数 

 

⑴ 

支給認定件数 

 

 

⑵ 

支    払    決    定 レセプト件数 

支払決定実人員 

 

 

⑼ 

公費負担額 

(千円) 社会保険負担額 

(千円) 

⑸ 

自己負担額 

（千円） 

⑹ 

医科 

 

⑺ 

調剤 

 

⑻ 

医科 

⑶ 

調剤 

⑷ 

入

院 

視 覚 障 害 (01)          

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害 (02)          

音声・言語・そしゃく機能障害 (03)          

肢 体 不 自 由 (04)          

内 臓 障 害 

心 臓 (05)          

腎 臓 (06)          

小 腸 (07)          

肝 臓 (08)          

そ の 他 (09)          

免 疫 機 能 障 害 (10)          

計 (11)          

入

院

外 

視 覚 障 害 (12)          

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害 (13)          

音声・言語・そしゃく機能障害 (14)          

肢 体 不 自 由 (15)          

内 臓 障 害 

心 臓 (16)          

腎 臓 (17)          

小 腸 (18)          

肝 臓 (19)          

そ の 他 (20)          

免 疫 機 能 障 害 (21)          

計 (22)          

訪 問 看 護 (23)          

 

 この表は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以

下「法」という。）による育成医療の給付について、本年度中（診療の対象期間は、前年度３月１日診療

分から当該年度２月末日診療分まで）の支給認定申請件数、支給認定件数、支払決定、レセプト件数、

支払決定実人員を入院、入院外、訪問看護及び障害別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村で管理している自立支援医療受給者証交付台帳、社会保険診療報酬支払基金及び国

民健康保険団体連合会より送付された各法分診療報酬等請求内訳書等の記載内容に基づいて計上するこ

と。 

金額については、各都道府県、指定都市及び中核市が円単位でまとめたのち、千円単位で計上するこ

と。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 
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 ただし、四捨五入の結果、金額欄が０千円となってしまう場合は１千円として計上すること。 

補 都道府県、指定都市及び中核市が、各所からの報告をとりまとめて厚生労働省に送付している場合は、

各所からの報告は円単位で報告されているか確認すること。 

 

一般的事項 

１ 診療報酬請求額を知事決定した後、当該決定の内容に過誤があることを発見し、本年度中（診療の

対象期間は、前年度３月１日診療分から当該年度２月末日診療分まで）に再決定しなかった場合は、

そのまま計上すること。 

また、翌年度以降再び知事決定した場合は、支給認定件数には計上せず、再決定が当初決定の金額

に比べて増額であればその差額を加え、減額であればその差額を減じて計上し、支払決定実人員にも

計上すること。 

２ 同一年度に再決定した場合は、再決定した内容により計上すること。 

３ 育成医療において、本年度中に同一障害児が、 

ア ２つ以上の障害により入院もしくは通院をした場合→入院もしくは入院外の各々の障害別の欄 

イ 入院と通院、通院と訪問看護等を重複した場合→入院、入院外及び訪問看護の各々の欄へ支給認

定申請件数、支給認定件数、支払決定、レセプト件数、支払決定実人員を計上すること。 

補 上記アにおいて、支払決定が障害別に区分できない場合、入院もしくは入院外の支払額を決定した

障害により支給認定申請件数、支給認定件数、支払決定、レセプト件数、支払決定実人員を計上する

こと。 

表  頭 

支給認定申請件
数     ⑴ 

 

 

支給認定件数⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

支 払 決 定 

 

 

 法第53条の規定により市町村に申請された自立支援医療費（育成）支給認定申

請書の件数を計上すること。 

補 新規認定分及び再認定分の支給認定申請件数を計上すること。 

 法第54条の規定により育成医療の支給を認定したものについて、その件数を計

上すること。 

補１ 新規認定分及び再認定分の支給認定件数を計上すること。 

補２ 人工透析等長期疾患の患者も新規認定分及び再認定分ともに「支給認定申

請件数」、「支給認定件数」に計上すること。 

補３ 「支給認定申請件数⑴」より「支給認定件数⑵」が大きいときは、その理

由を注記欄に記載すること。 

補４ 「第21の２ 自立支援医療における所得区分の状況」の「育成医療(01)」

支給認定件数と乖離がある場合はその理由を注記欄に記載すること。 

 診療報酬等請求内訳等に記載された決定内容に基づいて計上すること。 

補 診療報酬請求額が決定された日の属する年度に計上すること。 
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公 費 負 担額 

医科⑶ 
調剤⑷ 

 

社会保険負担 
額    ⑸ 

 

 

 

自己負担額⑹ 

 

レセプト件数 
医科⑺ 
調剤⑻ 

 

 

支払決定実人員 
⑼ 

 

 

 

 

表  側 

入     院 
(01)～(11) 

 

入  院  外 
(12)～(22) 
 

 

 

 

訪 問 看 護(23) 

 

 法第58条の規定により、市町村が支給することを決定した額を医科・調剤別に

計上すること。なお、「歯科」「訪問看護」については、「医科」に計上すること。 

※条文 56頁参照 

社会保険各法による負担額を計上すること。 

   補 法第７条で定める給付又は事業の対象として、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）第２条の表の

上欄に挙げるものを計上すること。  ※条文 36頁参照 

 本人等が負担すべき額を計上すること。 

補  自治体独自の助成については、こちらに計上すること。 

社会保険診療報酬支払基金等からの診療報酬等請求内訳により、医科・調剤別

に計上すること。なお、「歯科」「訪問看護」については、「医科」に計上するこ

と。 

 

本年度中に支払いを決定した実人員を計上すること。 

補１ 同一障害児に対して同一給付について、２回以上支払いを決定した場合で

も「１」と計上すること。 

補２ 前年度より継続して人工透析療法等を行なっている障害児については「１」

と計上すること。 

 

 本年度中に入院による医療のため、自立支援医療費（育成）支給認定申請書の

受理、支給認定及び支払決定を行った者の数を障害別に計上すること。 
 

 本年度中に通院による医療のため、自立支援医療費（育成）支給認定申請書の

受理、支給認定及び支払決定を行った者の数を障害別に計上すること。 

   補 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平

成18年2月28日厚生労働省令第19号）第６条の17に定める障害により計上するこ

と。 

 本年度中に訪問看護のため、自立支援医療費（育成）支給認定申請書の受理、

支給認定及び支払決定を行った者の数を計上すること。 

 

審査要領 

１ 「支払決定⑶、⑷、⑸、⑹」のいずれかに金額が計上されているときは、「支払決定実人員⑼」

にも数が計上されていること。 

２ 「支給認定申請件数⑴」より「支給認定件数⑵」が大きい場合は、その理由を注記欄に記載する

こと。 
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参照条文 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抄）（平成17年法律第123号） 

第５条第24項 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図

り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 

第53条第１項 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市

町村等に申請をしなければならない。 

第58条第１項 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第54条第２項の規

定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療（以下「指定自立支援医療」と

いう。）を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支

援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（抄） 

（平成18年2月28日厚生労働省令第19号） 

（令第１条の２第１号に規定する主務省令で定める身体障害） 

第６条の17 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号。以

下「令」という。）第１条の２第１号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げる

ものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法（昭和24年法律

第283号）別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態の

もの（内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限

る。）とする。 

１ 視覚障害 

２ 聴覚又は平衡機能の障害 

３ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 

４ 肢体不自由 

５ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害 

６ 先天性の内臓の機能の障害（前号に掲げるものを除く。） 

７ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 
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前月末現在
未処理件数

却下件数
（月中）

月末現在
未処理件数

受給者 支給停止者

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

障害児福祉手当 (01)

特別障害者手当 (02)

認定請求書
受付件数

（月中）

 受給資格認定件数（月中）

前月末 月末現在数
現在数 新規認定

(障害児
福祉手当)
受給者が20
歳に達した

令第１条第
１項若しく
は第２項又
は旧法別表
第２に定め
る障害の状
態に該当し
なくなった

令第６条又
は改正政令
附則第３条
に定 め る
給  付  を
受けるよう
にな っ た

法第17条第２号
若しくは第26条

の２各号、規則

第１条各号若し

くは第14条各号

又は改正省令附

則第２条各号に

定める施 設 に

入　所　し　た

受給者が
死亡した

その他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(03)

本 人 所 得 (04)

扶養義務者等所得 (05)

そ の 他 (06)

(07)

本 人 所 得 (08)

扶養義務者等所得 (09)

そ の 他 (10)

(11)

本 人 所 得 (12)

扶養義務者等所得 (13)

そ の 他 (14)

手

当

障

害

児

福

祉

手

当

特

別

障

害

児
（

経

過

措

置

分

）

福

祉

手

当

止

者

数

支

給

停

止

者

数

支

給

停

止

者

数

支

給

停

受 給 者 数

受 給 者 数

受 給 者 数

支給停止
になった

他の実施
機 関 が
管轄する
区 域 へ
転出した

月 中 の 異 動
支給停止
解　　除

他の実施
機 関 が
管轄する
区域から
転入した

受 給 資 格 喪 失

第25 障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び            都道府県 名      

    国民年金法等の一部を改正する法律                令和  年  月分報告 

 
 

 

 

  

 

 

この表は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号。以下「法」という。）及

び国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。）に基づく、障害

児福祉手当及び特別障害者手当に係る認定請求書受付件数、受給資格認定件数、却下件数及び障害児福

祉手当、特別障害者手当、福祉手当（経過措置分）の受給資格者の本月中の異動状況を計上するもので

ある。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県に備え付けられている障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当（経過措置分）

関係書類受付処理簿及び障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当（経過措置分）受給者台帳等の記

載内容に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

所得状況届等の内容により、過去月に遡って支給停止または支給停止解除等であることが判明した場

合は、その処理を行った月で計上すること。 

 

上  表 

表  頭 
 
前月末現在未処 
理件数   ⑴ 

 

 

 

 前月分報告の「月末現在未処理件数⑹」の件数をそのまま計上すること。 

 



－58－ 

認定請求書受付 
件数（月中）⑵  
 

 
 
 
 
 
受給資格認定件 
数（月中） 

受 給 者⑶ 

 

 

 

支給停止者⑷ 

 

 

却下件数（月中）
⑸ 

 

 

 

表  側 

障害児福祉手当 
(01) 
 

特別障害者手当 
(02) 

 

下  表 

表  頭 

前月末現在数⑴ 

月 中 の 異 動 

新 規 認 定⑵ 

 

支給停止解除 
⑶ 

 

 

 

 

 

他の実施機関 

 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令（昭和50年厚生省令第

34号。以下「規則」という。）第２条により受け付けた障害児福祉手当認定請求

書及び第15条により受け付けた特別障害者手当認定請求書の件数を計上すること。 

※条文 66、68頁参照 

 
 

 
 

 規則第３条第１項又は第16条の準用により受給資格を認定した件数（法第20

条又は第21条若しくは法第26条の５の準用に該当したものを除く。）を計上する

こと。 

※条文 61、62、67、69頁参照 

 受給資格の認定を行ったもののうち、規則第３条第２項及び第16条の準用によ

り支給停止の決定をした件数を計上すること。 

※条文 67、69頁参照 

 規則第４条又は第16条の準用により手当の認定請求を却下した件数を計上す

ること。 

※条文 67、69頁参照 

補 新規認定前に本人から受給辞退の申し出があった場合（取下げ）も含めて計

上すること。 

 

 法第２条第２項のものを計上すること。 

※条文 61頁参照 

 法第２条第３項のものを計上すること。 

※条文 61頁参照 

 

 

 

 前月分報告の「月末現在数⒁」の件数をそのまま計上すること。 

 

 規則第３条第１項又は第16条の準用に基づき、本月中に認定した件数を計上す

ること。 

 法第26条の準用、法第26条の５の準用、規則第３条第２項又は第６条若しくは

第16条の準用により支給停止になっているもので、法第22条の規定又は規則第13

条若しくは第16条の準用する第５条により支給停止解除となった件数を計上す

ること。 

補 本人所得により支給停止解除となった場合は「支給停止者数の本人所得」欄

及び「受給者数」欄にそれぞれ「１」と計上すること。 

※条文 62、67、68、69頁参照 

 他の実施機関が管轄する区域から転入してきた受給資格を有するものの件数



－59－ 

が管轄する区 
域から転入し 
た    ⑷ 
 
 
 
 
 
受給資格喪失 
 
 (障害児福祉

手当）受給者
が20歳に達
した     ⑸ 
 
令第１条第 
１項若しく 
は第２項又 
は旧法別表 
第２に定め 
る障害の状 
態に該当し 
なくなった 

⑹ 

 
令第６条又 
は改正政令 
附則第３条 
に定める給 
付を受ける 
ようになっ 
た   ⑺ 
 
法第17条第 
２号若しく 
は第26条の 
２各号、規 
則第１条各 
号若しくは 
第14条各号 
又は改正省 
令附則第２ 
条各号に定 
める施設に 
入所した⑻ 
 
受給者が死 
亡した ⑼ 

 

 

 

 

そ の 他⑽ 

 
 
支給停止にな 
った   ⑿ 

 

 

を計上すること。 

 

 

 

 

 

受給者が20歳に達した事由により受給資格を喪失した者の件数を計上するこ

と。 

 

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号。以

下「令」という。）第１条第１項若しくは第２項又は改正前の特別児童扶養手当

等の支給に関する法律別表第２に定める障害の状態に該当しなくなったことに

よって受給資格が喪失したものの件数を計上すること。 

※条文 63、64頁参照 
 

令第６条又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する

政令（昭和60年政令第323号）附則第３条に定める給付を受けるようになったこ

とにより受給資格を喪失したものの件数を計上すること。 

※条文 64、65頁参照 

 法第17条第２号若しくは第26条の２各号、規則第１条各号若しくは第14条各号

又は福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令（昭和60年省令第49号）

附則第２条各号に定める施設に入所したことにより受給資格を喪失したものの

数を計上すること。 

※条文 61、62、65、66、68、70頁参照 

 

 

 規則第10条、第13条の準用、第16条の準用の規定又は改正前の福祉手当の支給

に関する省令（以下「旧規則」という。）第10条、第13条の準用の規定による受

給資格者の死亡の届出があったことにより受給資格を喪失したものの件数を計

上すること。    

※条文 68、69頁参照 

 ⑸～⑼のいずれにも該当しない事由によって受給資格を喪失又は手当を支給

しないことになったものの件数を計上すること。 

 法第20条、第21条、第26条の準用又は法第26条の５の準用若しくは改正法附則

第97条第２項の準用の規定に該当したことにより支給が停止されたものの件数

を計上すること。 

補１ 書類不備等の理由で支給停止になった場合は、「受給者数」及び「その他」
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他の実施機関 
が管轄する区 
域へ転出した 

⒀ 

表  側 
 
受 給 者 数 

(03)(07)(11) 
 

 

 

 

 

支給停止者数 
 
本 人 所 得 
(04)(08)(12) 

 

扶養義務者等 
所得 
(05)(09)(13) 

 

そ の 他 
(06) (10) (14) 

 

福 祉 手 当 
(経過措置分) 

欄にそれぞれ計上すること。 

補２ 扶養義務者等所得により支給停止となった場合は、「受給者数」及び「支給

停止者数の扶養義務者等所得」欄にそれぞれ「１」と計上すること。 

※条文 61、62、63頁参照 

 
 

 受給資格者が、本月中に他の実施機関が管轄する区域へ転出したものの件数を

計上すること。 

 

規則第５条又は第13条の準用若しくは旧規則第５条の規定により受給資格が

認定されているもの（法第20条又は第21条若しくは法第26条の５の準用に該当し

たものを除く。）の数を計上すること。 

※条文 61、62、67、68頁参照 

補 「支給停止者数」の欄において、「本人所得(04)(08)(12)」及び「扶

養義務者等所得(05)(09)(13)」の双方に当てはまる場合については、「本

人所得(04)(08)(12)」のみに計上すること。 

  

法第20条又は第26条の５の準用若しくは改正法附則第97条第２項の準用に該

当する支給停止者数を計上すること。 

 法第21条又は第26条の５の準用若しくは改正法附則第97条第２項の準用に該

当する支給停止者数を計上すること。 

※条文 61、62、63頁参照 

 法第26条（第26条の５）において準用する第11条又は福祉手当受給者のうち旧

法第26条において準用する第11条に該当する全部支給停止者数を計上すること。 

 改正法附則第97条第１項のものを計上すること。 

 

審査要領 

上  表 

１ 「前月末現在未処理件数⑴」＝「前月分報告の月末現在未処理件数⑹」 

２ 「月末現在未処理件数⑹」＝「前月末現在未処理件数⑴」＋「認定請求書受付件数⑵」－「受給

者⑶」－「支給停止者⑷」－「却下件数⑸」 

３ 「受給者⑶」＝下表の「新規認定⑵の受給者数」 

４ 「支給停止者⑷」＝下表の「新規認定⑵の支給停止者数（「本人所得」＋「扶養義務者等所得」）」 

下  表 

５ 「前月末現在数⑴」＝「前月分報告の月末現在数⒁」 

６ 「月末現在数⒁の受給者数」＝「前月末現在数⑴」＋「新規認定⑵」＋「支給停止解除⑶」＋「他

の実施機関が管轄する区域から転入した⑷」－「計⑾」－「支給停止になった⑿」－「他の実施機
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関が管轄する区域へ転出した⒀」 

７ 「月末現在数⒁の支給停止者数（「本人所得」、「扶養義務者等所得」、「その他」）」＝「前月末現

在数⑴」＋「新規認定⑵」－「支給停止解除⑶」＋「他の実施機関が管轄する区域から転入した⑷」

－「計⑾」＋「支給停止になった⑿」－「他の実施機関が管轄する区域へ転出した⒀」 

８ 「支給停止解除⑶の受給者数」＝「支給停止解除⑶の支給停止者数（「本人所得」＋「扶養義務

者等所得」＋「その他」）」 

９ 「支給停止になった⑿の受給者数」＝「支給停止になった⑿の支給停止者数（「本人所得」＋「扶

養義務者等所得」＋「その他」）」 

参照条文 

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（抄）（昭和39年法律第134号） 

（用語の定義） 

第２条 この法律において「障害児」とは、20歳未満であって、第５項に規定する障害等級に該当する程度の

障害の状態にある者をいう。 

② この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、

日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。 

③ この法律において「特別障害者」とは、20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態

にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。 

④この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「父」には、母が障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者を含むものとする。 

⑤ 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから１級及び２級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 

第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことが

できる。 

１ 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第１項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による

当該職員の質問に応じなかつたとき。 

２ 障害児が、正当な理由がなくて、第36条第２項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該

職員の診断を拒んだとき。 

３ 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。 

第３章 障害児福祉手当 

（支給要件） 

第17条 都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。以下同じ。）及び福祉事務所（社会福祉法（昭和26年法

律第45号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を管理する町村長は、その管理に属する福祉

事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当（以下この章において「手当」とい

う。）を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

１ 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきそ
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の支給が停止されているときを除く。 

２ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省

令で定めるものに収容されているとき。 

（支給の制限） 

第20条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を

超えるときは、その年の８月から翌年の７月までは、支給しない。 

第21条 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法第877条第１項に定める扶養義務者

で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令

で定める額以上であるときは、その年の８月から翌年の７月までは、支給しない。 

第22条 被災者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の７月までの手当については、その損害

を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前２条の規定を適用しない。 

② 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、

その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額

を都道府県、市（特別区を含む。以下同じ。）又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。 

１ 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第20条に

規定する政令で定める額を超えること。 

当該被災者に支給された手当 

２ 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規

定する政令で定める額以上であること。 

当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当 

（準用） 

第26条 第５条第２項、第５条の２第１項及び第２項、第11条（第３号を除く。）、第12条並びに第16条の規定

は、手当について準用する。この場合において、同条中「第８条、第22条から第25条まで」とあるのは「第

22条、第24条、第25条」と、「第９条第２項」とあるのは「第22条第２項」と読み替えるものとする。 

 

第３章の２ 特別障害者手当 

（支給要件） 

第26条の２ 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区

域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当（以下この章において「手当」という。）を支給す

る。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に規定する障

害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所しているとき（同法に規定する生活介護

（次号において「生活介護」という。）を受けている場合に限る。）。 

２ 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所して

いるとき。 
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３ 病院又は診療所（前号に規定する施設を除く。）に継続して３月を超えて入院するに至ったとき。 

（準用） 

第26条の５ 第５条第２項、第５条の２第１項及び第２項、第11条（第３号を除く。）、第12条、第16条並びに

第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第16条中「第８条、第22条か

ら第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第９条第２項」とあるのは「第26条の５にお

いて準用する第22条第２項」と読み替えるものとする。 

 

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号） 

附 則 

第97条 施行日の前日において20歳以上であり、かつ、施行日において現に第７条の規定による改正前の特別

児童扶養手当等の支給に関する法律（以下この条から附則第99条の３までにおいて「旧法」という。）第17

条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であって、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の

請求をしているものには、引き続き当該支給要件に該当する間に限って、附則第99条の規定を適用する場合

及び次項に定める事項を除き、なお従前の例により旧法による福祉手当を支給する。 

② 附則第95条並びに児童扶養手当法第５条の２第１項及び第３項並びに特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律第17条ただし書（労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第59条第６項、国家公務員災害補償

法（昭和26年法律第191号）附則第11項及び地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）附則第５条の３

第４項において適用される場合を含む。）、第18条、第19条の２、第20条から第23条まで及び第25条の規定は、

前項の規定により支給する旧法による福祉手当について準用する。この場合において、児童扶養手当法第５

条の２第１項中「基本額」とあるのは「福祉手当の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「第１項」

と読み替えるものとする。 

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号） 

（法第２条第２項、第３項及び第５項の政令で定める程度の障害の状態） 

第１条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（以下「法」という。）第２条第２項に規定する政令で定め

る程度の重度の障害の状態は、別表第１に定めるとおりとする。 

② 法第２条第３項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。 

１ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害（以下この項において「身体機能の障害等」という。）

が別表第２各号の１に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号

の１に該当するもの 

２ 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合（別表第２各号の１に該当する身体機能の

障害等があるときに限る。）における障害の状態であって、これにより日常生活において必要とされる介

護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの 

３ 身体機能の障害等が別表第１各号（第10号を除く。）の１に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前

号と同程度以上と認められる程度のもの 
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別表第１ （第１条関係） 

１ 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 

２ 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 

３ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

４ 両上肢の全ての指を欠くもの 

５ 両下肢の用を全く廃したもの 

６ 両大腿
たい

を２分の１以上失ったもの 

７ 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 

８ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程

度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

９ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以

上と認められる程度のもの 

（備考） 

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって

測定する。 

別表第２ （第１条関係） 

 １ 次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 

 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度

以下かつⅠ／２視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の

もの 

２ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 

３ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指

の機能に著しい障害を有するもの 

４ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 

５ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 

６ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程

度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

７ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

（備考） 

別表第１の備考と同じ。 

（法第17条第１号の政令で定める給付） 
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第６条 法第17条第１号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第１条の２各号に掲げ

る給付とする。 

 

 

 

 

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和60年法律第323号） 

附 則 

（福祉手当の支給に関する経過措置） 

第３条 法律第34号附則第97条第２項において準用する法第17条第１号に規定する障害を支給事由とする給

付で政令で定めるものは、次のとおりとする。 

１ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（以下「令」という。）第11条各号（第14号を除く。）に

掲げる給付で障害を支給事由とするもの 

２ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）に基づく介護手当 

３ 法に基づく特別障害者手当 

４ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成16年法律第166号）に基づく特別障害給

付金 

 

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令（昭和50年厚生省令第34号） 

第１章 障害児福祉手当 

（法第17条第２号の厚生労働省令で定める施設） 

第１条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号。以下「法」という。）第17条第２号

の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 

１ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する乳児院又は児童養護施設 

２ 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達

支援医療機関 

３ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に規定する療

養介護を行う病院（療養介護を行う病床に限る。）又は障害者支援施設 

４ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律第167号）の規定により独立行

政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 

５ 削除 

６ 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第３項第

９号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を

行うもの 
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７ 厚生労働省組織規則（平成13年厚生労働省令第１号）に基づく国立保養所 

８ 生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 （平成６年法律第30号）第14条第４項 （中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第

127号）附則第４条第２項 において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。）に規定す

る救護施設又は更生施設 

 

９ 医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院又は診療所であって、法令の規定に基づく命令（命令

に準ずる措置を含む。）により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの 

（認定の請求） 

第２条 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求

書（様式第１号）に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所（社会福祉法に定める福祉

に関する事務所をいう。以下同じ。）を管理する都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。）又は町村長（以

下「手当の支給機関」という。）に提出することによって行わなければならない。 

１ 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し 

２ 受給資格者が法第２条第２項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態

が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真 

３ 障害児福祉手当所得状況届（様式第３号） 

４ 受給資格者の前年（１月から６月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。以下この条及び第

15条において同じ。）の所得につき、次に掲げる書類 

イ 所得の額（特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号。以下「令」とい

う。）第８条において準用する令第４条及び第５条の規定によって計算した所得の額をいう。以下この

条において同じ。）並びに法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法（昭和40年法律

第33号）に規定する同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及

び数についての市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の証明書（やむを得ない理由により同法

に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるかの別について市町村長

の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類） 

ロ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族（19歳未満の者に限る。）を有するときは、次に

掲げる書類 

（１） 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 

（２） 当該控除対象扶養親族が法第21条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親

族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 

ハ 受給資格者が令第８条第３項において準用する令第５条第２項各号に該当するときは、当該事実を明

らかにすることができる市町村長の証明書 

ニ 受給資格者が法第22条第１項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書（様式第４号） 
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５ 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下同じ。）又は

法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所

得につき、次に掲げる書類 

イ 所得の額並びに法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親

族の有無及び数についての市町村長の証明書（やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者

の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書

類） 

ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第８条第４項において準用する令第５条第２項各号に該当する

ときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 

ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第22条第１項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況

書 

（認定の通知） 

第３条 手当の支給機関は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格

者に、文書でその旨を通知しなければならない。 

② 手当の支給機関は、前項の場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しない

ときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。 

（認定請求の却下通知） 

第４条 手当の支給機関は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、

文書でその旨を通知しなければならない。 

（現況の届出） 

第５条 障害児福祉手当の支給を受けている者（以下「受給者」という。）は、障害児福祉手当所得状況届に

第２条第４号及び第５号に掲げる書類を添えて、毎年８月12日から９月11日までの間に、これを手当の支給

機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福

祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。 

（支給停止の通知） 

第６条 手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、

法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を

通知しなければならない。 

（氏名変更の届出）  

第７条  受給者は、氏名を変更したときは、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）並び

に変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提

出しなければならない。  

（住所変更の届出）  

第８条  受給者は、住所を変更したときは、14日以内に、個人番号並びに変更前及び変更後の住所を記載し
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た届書を手当の支給機関に提出しなければならない。  

（受給資格喪失の届出）  

第９条  受給者は、法第17条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、個人番号、支給要件

に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければ

ならない。 

（死亡の届出） 

第10条 受給者が死亡したときは、戸籍法（昭和22年法律第224号）の規定による死亡の届出義務者は、当該

受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手

当の支給機関に提出しなければならない。 

（準 用） 

第13条 第５条、第７条から第10条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であって法第20条又は

第21条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第５

条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第20条若しくは第21条の規

定によってその年の７月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であって、当該支給停止の事由がなお

継続するとき」と読み替えるものとする。 

② 第６条及び第11条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。 

 

第２章 特別障害者手当 

（法第26条の２第２号の厚生労働省令で定める施設） 

第14条 法第26条の２第２号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 

１ 第１条各号（第１号、第２号及び第９号を除く。）に掲げる施設 

２ 削除 

３ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 

（認定の請求） 

第15条 法第26条の５において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の

請求は、特別障害者手当認定請求書（様式第５号）に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出

することによって行わなければならない。 

１ 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し 

２ 受給資格者が法第２条第３項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態

が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真 

３ 特別障害者手当所得状況届（様式第７号） 

４ 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類 

イ 所得の額（令第11条及び令第12条第４項において準用する令第５条の規定によって計算した所得の額

をいう。）並びに法第26条の５において準用する法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所

得税法に規定する同一生計配偶者（70歳以上のものに限る。）、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及
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び数についての市町村長の証明書（やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び

当該同一生計配偶者が70歳以上であるかの別について市町村長の証明書を提出することができない場

合には、当該事実を明らかにできる書類） 

ロ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族（19歳未満の者に限る。）を有するときは、次に

掲げる書類 

（１） 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 

（２） 当該控除対象扶養親族が法第26条の５において準用する法第21条に規定する扶養義務者でな

い場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 

ハ 受給資格者が令第11条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにする

ことができる証明書 

ニ 受給資格者が令第12条第４項において準用する令第５条第２項各号に該当するときは、当該事実を明

らかにすることができる市町村長の証明書 

ホ 受給資格者が法第26条の５において準用する法第22条第１項の規定に該当するときは、特別障害者手

当被災状況書（様式第４号） 

５ 配偶者又は法第26条の５において準用する法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあって

は、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 

イ 所得の額（令第12条第３項において準用する令第４条及び令第12条第５項において準用する令第５条

の規定によって計算した所得の額をいう。）並びに法第26条の５において準用する法第21条に規定する

扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の

証明書（やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を

提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類） 

ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第12条第５項において準用する令第５条第２項各号に該当する

ときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 

ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第26条の５において準用する法第22条第１項の規定に該当する

ときは、特別障害者手当被災状況書 

（準 用） 

第16条 第３条から第13条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第３条第２

項中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の５において準用する法第

20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、第５条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特

別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、

第６条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第20条又は第21

条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の５において準用する法第20条又は第21条の規定に

より特別障害者手当」と、第９条中「法第17条」とあるのは「法第26条の２」と、第13条中「法第20条又は

第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の５において準用する法第20条又は第21条によ

り特別障害者手当」と、「法第20条若しくは第21条」とあるのは「法第26条の５において準用する法第20条
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若しくは第21条」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令（昭和60年省令第49号）  

附 則 

（経過措置） 

第２条 国民年金法等の一部を改正する法律（以下「法律第34号」という。）附則第97条第２項において準用

する特別児童扶養手当等の支給に関する法律（以下「法」という。）第17条第２号の厚生労働省令で定める

施設は、次のとおりとする。 

１ この省令による改正後の第１条各号に掲げる施設 

２ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する肢体不自由児施設 

３ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 
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第26 特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 

（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）              都道府県        

指定都市        

令和  年  月分報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月末現在数
支給停止に

支給対象
障害児が

20 歳 に
達 し た

支給対象
障害児が

死亡した

支給対象障
害児が法律

に定める障
害の状態に
該当しなく

な っ た

受給者が
死亡した

その他 計 なった

増 減
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

受給者数 (01)

支給対象 １級 (02)

障害児数 ２級 (03)

１級 (04)

２級 (05)

１級 (06)

２級 (07)

１級 (08)

２級 (09)

１級 (10)

２級 (11)

１級 (12)

２級 (13)

１級 (14)

２級 (15)

本人所得 (16)

扶養義務者等所得 (17)

その他 (18)

支給停止 １級 (19)

障害児数 ２級 (20)

重複障害

計

支給

停止者数

身体障害

外部障害

内部障害

精神障害

知的障害

のみ

知的障害及び
知的障害以外
の精神障害

知的障害
以外の精神
障害のみ

前月末
現在数

月 中 の 異 動 手 当 額 再認定に
よる障害
区分及び
級区分の

変    更

新規認定 支給停止
解除

他の実施
機 関 が
管轄する

区域から
転入した

受 給 資 格 喪 失 他の実施
機 関 が
管轄する

区 域 へ
転出した

改 定

  

 

この表は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号。以下「法」という。）に

基づいて、本月中に都道府県又は指定都市が行った認定請求書受付件数、受給資格認定件数、却下件数

及び所得状況届受付件数を計上するものであり、また、特別児童扶養手当受給資格者数、支給資格対象

障害児数の本月中の異動状況を計上するものである。 

  

記入要領 

 この表は、特別児童扶養手当関係書類進達受付処理簿及び特別児童扶養手当受給資格者台帳等の記載

内容に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

所得状況届等の内容により、過去月に遡って支給停止または支給停止解除等であることが判明した場

合は、その処理を行った月で計上すること。 

 

上  表 

表  頭 
 
前月末現在未処 
理件数   ⑴ 

 

 

 

 前月分報告の「月末現在未処理件数⑹」の件数をそのまま計上すること。 

 

名 

受給者 支給停止者 受給者 支給停止者

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

前月末現在
未処理件数

認定請求書
受付件数
（月中）

受給資格認定件数（月中） 却下件数
（月中）

月末現在
未処理件数

所得状況届受付件数(月中)



－73－ 

認定請求書受付 
件数（月中）⑵ 
 

 

 
 
受給資格認定件 
数（月中） 

受 給 者⑶ 

 

 

支給停止者⑷ 

 

 

却 下 件 数⑸ 

 

 

 

 

所得状況届 
受付件数（月中） 

受 給 者⑺ 

 

 

支給停止者⑻ 

 

 

下  表 

表  頭 

前月末現在数⑴ 

月 中 の 異 動 

新 規 認 定⑵ 
 
支給停止解除 

⑶ 
 

 

 
 
他の実施機関
が管轄する区
域から転入し
た     ⑷ 
 

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則（昭和39年厚生省令第38号。

以下「施行規則」という。）第１条により受け付けた特別児童扶養手当認定請求

書の件数を計上すること。 

※条文 79頁参照 

 
 

 本月中に法第５条による認定を受けた者（法第６条から第８条までに該当し、

支給停止になった者を除く。）の数を計上すること。 

※条文 78頁参照 

 本月中に法第５条による認定を受けた者のうち、法第６条から第８条までに該

当し、支給停止になった者の数を計上すること。 

 

 施行規則第18条により特別児童扶養手当認定請求を却下した件数を計上する

こと。 

※条文 80頁参照 

補 新規認定前に本人から受給辞退の申出があった場合（取り下げ）も含めて計

上すること。 

 
 

 施行規則第４条により受給者が提出した特別児童扶養手当所得状況届の受付

件数を計上すること。 

※条文 79頁参照 

 施行規則第12条の３において準用する第４条により支給停止者が提出した特

別児童扶養手当所得状況届の受付件数を計上すること。 

※条文 79、80頁参照 

 

 

 前月分報告の「月末現在数⒃」に計上した件数をそのまま計上すること。 

  

特別児童扶養手当認定請求書に基づき本月中に認定した件数を計上すること。 

 法第５条の認定を受けた者のうち、法第６条から第８条又は第11条の規定に該

当したことにより、支給停止となっていたが、その後支給停止が解除された者の

件数を該当する区分により計上すること。 

※条文 78頁参照 

 受給者が他の都道府県又は指定都市から転入してきたことにより、特別児童扶

養手当受給資格者移管通知書を受理した件数を計上すること。 
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受給資格喪失 
 

 

支給対象障 
害児が20歳 
に達した⑸ 

 

支給対象障 
害児が死亡 
した  ⑹    
支給対象障 
害児が法律 
に定める障 
害の状態に 
該当しなく 
なった ⑺ 

   
受給者が死 
亡した ⑻ 

 

 

そ の 他⑼ 

 
 
支給停止にな 
った   ⑾ 

 

 

 

他の実施機関 
が管轄する区 
域へ転出した   

⑿ 

 
 

手 当 額 改 定⒀⒁ 
 

 

 
 

再認定による 
障害区分及び 
級区分の変更 
     ⒂ 

         

表  側 

受 給 者 数(01) 

 
 
 
        

受給資格の喪失事由が２欄以上に該当するときは、番号の小さいものを優先し

て１欄のみに計上すること。 
 

 支給対象障害児が20歳に達した事由により受給資格を喪失した者の件数を計

上すること。 

 支給対象障害児が死亡したため、受給資格を喪失した者の件数を計上するこ

と。 

 支給対象障害児が法律に定める障害の状態に該当しなくなったことにより、受

給資格を喪失した者の件数を計上すること。 

 
 
  

 施行規則第12条の規定による受給者の死亡の届出があったことにより、受給資

格を喪失した者の件数を計上すること。 

※条文 79頁参照 

 ⑸～⑻の各欄のいずれにも該当しない事由によって、受給資格を喪失した者の

件数を計上すること。 

 従来から継続して手当を受給している者が法第６条から第８条又は第11条の

規定に該当したことにより、支給が停止された者の件数を計上すること。 

※条文 78頁参照 

補 新規認定時に支給停止になった者を除く。 

 受給者が他の都道府県又は指定都市に転出したことにより、本月中に特別児童

扶養手当受給資格者移管通知書を発送した者の件数を計上すること。 

 

 施行規則第２条及び第３条に規定する支給対象障害児に増減があった場合そ

の児童数を計上すること。 

※条文 79頁参照 

 

 手当の支給を受けている児童の区分が変更になったり、障害の程度が増進又は

低下した場合は、それまでの障害又は級区分に「－」で、新たな障害又は級区分

に「＋」でそれぞれ計上すること。 

     

 
   

 法第５条の認定を受けた者のうち、支給停止者を除いた者の数を計上するこ

と。 

※条文 78頁参照 

補 新規認定時に支給停止になった者を除く。 
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支給対象障害児
数 
 
       

身 体 障 害 
 

外 部 障 害 
(02)(03) 

 

内 部 障 害 
(04)(05) 

 

精 神 障 害 

知的障害の
み(06)(07) 
 
 
 

  
 
知的障害及
び知的障害
以外の精神
障害 
(08)(09) 

               
知的障害以
外の精神障
害のみ 
(10)(11) 

 
     
  
重 複 障 害  

(12)(13) 
 

     

支給停止者数 

 

 
                

本人所得(16) 
  

 

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号。以下

「施行令」という。）別表第３に該当する障害児数（支給停止の対象となったも

のを除く。）を計上すること。 

※条文 81頁参照 

  

１級は施行令別表第３の１級欄の第１号から第８号に該当するものを、２級は

施行令別表第３の２級欄の第１号から第14号に該当するものを計上すること。 

 １級は施行令別表第３の１級欄の第９号に該当するものを、２級は施行令別表

第３の２級欄の第15号に該当するものを計上すること。 

 

１級は施行令別表第３の１級欄の第10号に該当するもののうち、知的障害のみ

（知能指数がおおむね35以下）により第10号に該当するものを、２級は施行令別

表第３の２級欄の第16号に該当するもののうち、知的障害のみ（知能指数がおお

むね50以下）により第16号に該当するものを計上すること。 

１級は知的障害又は知的障害以外の精神障害のみでは施行令別表第３の１級

欄の第10号に該当しないが、知的障害及び知的障害以外の精神障害の状況を勘案

し総合的に判断することにより１級欄の第10号に該当するものを、２級は知的障

害又は知的障害以外の精神障害のみでは施行令別表第３の２級欄の第16号に該

当しないが、知的障害及び知的障害以外の精神障害の状況を勘案し総合的に判断

することにより２級欄の第16号に該当するものを計上すること。 

１級は施行令別表第３の１級欄の第10号に該当するもののうち、知的障害以外

の精神障害のみにより１級欄の第10号に該当するものを、２級は施行令別表第３

の２級欄の第16号に該当するもののうち、知的障害以外の精神障害のみにより２

級欄の第16号に該当するものを計上すること。 

 

 １級は施行令別表第３の１級欄の第11号に該当するものを、２級は施行令別表

第３の２級欄の第17号に該当するものを計上すること。 

 

 法第５条の認定を受けた者のうち、法第６条から第８条、第11条の規定に該当

したことにより、手当の支給が停止されている者の数を計上すること。 

※条文 78頁参照 

補 支給停止者数において、本人所得と扶養義務者等所得との間に変更があった

場合は、一旦支給停止を解除したこととして⑶欄の各々該当する箇所に計上し、

新たに支給停止になったとして⑾欄の各々該当する箇所にも計上すること。 
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扶養義務者等 
所 得    (17) 

 

その他(18) 
   

支給停止障害児 
数  (19)(20) 

 法第６条に該当する支給停止者数を計上すること。 

※条文 78頁参照 

 法第７条及び第８条に該当する支給停止者数を計上すること。 

※条文 78頁参照 

 法第11条に該当する全部支給停止者数を計上すること。 

支給停止者が監護し又は養育する児童の数について、１級、２級に分けて計上す

ること。 

 

審査要領 

上  表 

１ 「前月末現在未処理件数⑴」＝「前月分報告の月末現在未処理件数⑹」 

２ 「月末現在未処理件数⑹」＝「前月末現在未処理件数⑴」＋「認定請求書受付件数⑵」－「受給

者⑶」－「支給停止者⑷」－「却下件数⑸」 

３ 「受給者⑶」＝下表の「新規認定⑵」の「受給者数(01)」 

４ 「支給停止者⑷」＝下表の「新規認定⑵」の「支給停止者数（「本人所得(16)」＋「扶養義務者

等所得(17)」）」 

 

下  表 

５ 「前月末現在数⑴」＝「前月分報告の月末現在数⒃」 

６ 「月末現在数⒃」の「受給者数(01)」＝「前月末現在数⑴」＋「新規認定⑵」＋「支給停止解除

⑶」＋「他の実施機関が管轄する区域から転入した⑷」－「計⑽」－「支給停止になった⑾」－「他

の都道府県へ転出⑿」 

７ 「月末現在数⒃」の「支給対象障害児数(02)～(15)」＝「前月末現在数⑴」＋「新規認定⑵」＋

「支給停止解除⑶」＋「他の実施機関が管轄する区域から転入した⑷」－「計⑽」－「支給停止に

なった⑾」－「他の実施機関が管轄する区域へ転出した⑿」＋「増⒀」－「減⒁」＋「再認定によ

る障害区分及び級区分の変更⒂」 

８ 「月末現在数⒃」の「支給停止者数（「本人所得(16)」、「扶養義務者等所得(17)」、「その他（18）」）」

＝「前月末現在数⑴」＋「新規認定⑵」－「支給停止解除⑶」＋「他の実施機関が管轄する区域か

ら転入した⑷」－「計⑽」＋「支給停止になった⑾」－「他の実施機関が管轄する区域へ転出した

⑿」 

９ 「月末現在数⒃」の「支給停止障害児数（「１級(19)」、「２級(20)」）」＝「前月末現在数⑴」＋

「新規認定⑵」－「支給停止解除⑶」＋「他の実施機関が管轄する区域から転入した⑷」－「計⑽」

＋「支給停止になった⑾」－「他の実施機関が管轄する区域へ転出した⑿」＋「増⒀」－「減⒁」

＋「再認定による障害区分及び級区分の変更⒂」 

10 「支給停止解除⑶」の「受給者数(01)」＝「支給停止解除⑶」の「支給停止者数（「本人所得(16)」
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＋「扶養義務者等所得(17)」＋「その他（18）」）」 

11 「支給停止解除⑶」の「支給対象障害児数の計の１級(14)」＝「支給停止解除⑶」の「支給停止

障害児数の１級(19)」 

12 「支給停止解除⑶」の「支給対象障害児数の計の２級(15)」＝「支給停止解除⑶」の「支給停止

障害児数の２級(20)」 

 

13 「支給停止になった⑾」の「受給者数(01)」＝「支給停止になった⑾」の「支給停止者数（「本

人所得(16)」＋「扶養義務者等所得(17)」＋「その他（18）」）」 

14 「支給停止になった⑾」の「支給対象障害児数の計の１級(14)」＝「支給停止になった⑾」の「支

給停止障害児数の１級(19)」 

15 「支給停止になった⑾」の「支給対象障害児数の計の２級(15)」＝「支給停止になった⑾」の「支

給停止障害児数の２級(20)」 

16 「受給者数(01)」＝０のとき「支給対象障害児数の計の（「１級(14)」＋「２級(15)」）」＝０ 

17 「受給者数(01)」≧１のとき「受給者数(01)」≦「支給対象障害児数の計（「１級(14)」＋「２

級(15)」）」 

18 「支給停止者数（「本人所得(16)」＋「扶養義務者等所得(17)」＋「その他（18）」）」＝０のとき

「支給停止障害児数（「１級(19)」＋「２級(20)」）」＝０ 

19 「支給停止者数（「本人所得(16)」＋「扶養義務者等所得(17)」＋「その他（18）」）」≧１のとき

「支給停止者数（「本人所得(16)」＋「扶養義務者等所得(17)」＋「その他（18）」）」≦「支給停止

障害児数（「１級(19)」＋「２級(20)」）」 

20 「再認定による障害区分及び級区分の変更⒂」の「支給対象障害児数の計（「１級(14)」＋「２

級(15)」）」＝０ 

21 「再認定による障害区分及び級区分の変更⒂」の「支給停止障害児数（「１級(19)」＋「２級(20)」）」

＝０ 
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参照条文 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（抄）（昭和39年法律第134号） 

（支給要件） 

第３条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護し

ない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する（その障害児と同居して、これを監

護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。）ときは、その父若しくは母又はその養育者に対

し、特別児童扶養手当（以下この章において「手当」という。）を支給する。 

④ 第１項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあっては当該父母が、養育者に対する手当にあ

っては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。 

（認定） 

第５条 手当の支給要件に該当する者（以下この章において「受給資格者」という。）は、手当の支給を受け

ようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）

第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有する受給資格者については、

当該指定都市の長）の認定を受けなければならない。 

② 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合に

おいて、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様にする。 

（支給の制限） 

第６条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計

配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手

当法（昭和36年法律第238号）第３条第１項に規定する者で当該受給資格者が前年の12月31日において生計

を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の８月から翌年の７月ま

では、支給しない。 

第７条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法（明

治29年法律第89号）第877条第１項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年

の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の８月か

ら翌年の７月までは、支給しない。 

第８条 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第１項に定

める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応

じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の８月から翌年の７月までは、支給しない。 

第９条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者

若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額（保険金、損害賠

償金等により補充された金額を除く。）がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた者（以下「被

災者」という。）がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の７月までの手当については、その

損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前３条の規定を適用しない。 

 第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことが

できる。 
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１ 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第１項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による

当該職員の質問に応じなかつたとき。 

２ 障害児が、正当な理由がなくて、第36条第２項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該

職員の診断を拒んだとき。 

３ 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。 

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則（抄）（昭和39年厚生省令第38号） 

（認定の請求） 

第１条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号。以下「法」という。）第５条の規定 

による特別児童扶養手当（以下「手当」という。）の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児 

童扶養手当認定請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事（地方自治法（昭

和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有する受

給資格者については、当該指定都市の長。第10条第２項、第15条、第16条、第25条、第26条、第28条第２項

及び第29条を除き、以下同じ。）に提出することによって行わなければならない。 

（手当額の改定の請求及び届出） 

第２条 法第16条において準用する児童扶養手当法第８条第１項の規定による手当の額の改定の請求は、特別 

児童扶養手当額改定請求書（様式第４号）に、新たな支給対象障害児があるに至った場合にあっては、当該 

支給対象障害児に係る第１号から第３号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場 

合にあっては、第２号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行わなければ 

ならない。 

１ 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し 

２ 前条第２号に掲げる書類等 

３ 前条第３号から第５号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類 

第３条 手当の支給を受けている者（以下「受給者」という。）は、法第16条において準用する児童扶養手当 

法第８条第３項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当 

額改定届（様式第５号）を都道府県知事に提出しなければならない。 

（所得状況の届出） 

第４条 受給者は、特別児童扶養手当所得状況届（様式第６号）に第１条第６号及び第７号に掲げる書類等を 

添えて、毎年８月12日から９月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、 

特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。 

（死亡の届出） 

第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法（昭和22年法律第224号）の規定による死亡の届出義務者は、次の 

各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に 

提出しなければならない。 

１ 氏名 

２ 死亡した年月日 
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３ 特別児童扶養手当証書の記号番号 

（準用） 

第12条の３ 第３条から前条まで及び第15条の規定は、受給資格の認定を受けた者であって法第６条から第８ 

条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの（以下「支給停止者」という。）について 

準用する。この場合において、第４条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されて 

いるとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法 

第６条から第８条までの規定によりその年の７月まで手当が支給されていない場合であって当該支給停止 

の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。 

（認定請求の却下通知） 

第18条 都道府県知事は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養 

手当認定請求却下通知書（様式第12号）を請求者に交付しなければならない。 
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号） 

別表第３ （第１条関係） 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

級 

１ 

 

 

 

 

 

 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

 

10 

11 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80

度以下かつⅠ／２視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下

のもの 

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 

両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

両上肢の全ての指を欠くもの 

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程

度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以

上と認められる程度のもの 

２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

級 

１ 

 

 

 

 

 

 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

16 

17 

次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80

度以下かつⅠ／２視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下

のもの 

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 

平衡機能に著しい障害を有するもの 

そしゃくの機能を欠くもの 

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 

一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

一上肢の全ての指を欠くもの 

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

両下肢の全ての指を欠くもの 

一下肢の機能に著しい障害を有する者 

一下肢を足関節以上で欠くもの 

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程

度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加

えることを必要とする程度のもの 

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以

上と認められる程度のもの 

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 
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第27 知的障害者更生相談所における処理 

（知的障害者福祉法）                          都道府県        

指定都市        

令和    年度分報告 

 

 

取 扱 
 

実人員 

相     談     内     容 判  定  内  容 判定書等交付件数 

施 設 
職 親 

 
委 託 

職 業 
医 療 

 
保 健 

生 活 教 育 
療 育 

 
手 帳 

その他 計 
医学的 

 
判 定 

心理学 
 

的判定 

職能的 
 

判 定 

その他 
 

の判定 
計 

障害 
支援 
区分 

療 育 
 

手 帳 
その他 計 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ 

来所 
(01) 

                   

巡回 
(02) 

                   

 

 この表は、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）により知的障害者更生相談所が本年度中に行っ

た相談及び判定について、その実人員、相談及び判定の内容並びに判定書等の交付件数を計上するもの

である。 

記入要領 

 この表は、知的障害者更生相談所に備え付けられている相談判定記録票等の記載内容に基づいて計上

すること。 

表  頭 

取 扱 実 人 員⑴ 

 

 
 
相 談 内 容 

⑵～⑼ 
判 定 内 容 

⑾～⒁ 

 

 

施   設⑵ 

 

職 親 委 託⑶ 

 

職   業⑷ 

 

医 療 保 健⑸ 

 

 

生   活⑹ 

 

 

 

 相談に応じ又は判定を行った者について、月毎の実人員の合計数を計上するこ

と。 

 

１ 相談内容及び判定内容は、相談判定記録票等の内容に基づいて区分するもの

であって、相談者の主訴事項によるものでないこと。 

２ 相談内容及び判定内容が２欄以上に該当する場合には、それぞれに計上する

こと。 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障

害者支援施設等への入所、通所利用に関する相談について計上すること。 

 生活指導及び技能習得訓練等を受けるための職親委託に関する相談について

計上すること。 

 職業につかせることについての相談又は職業安定所等への紹介の相談につい

て計上すること。 

 医療又は保健指導等の相談及び医療保健施設等への紹介依頼の相談について

計上すること。 

※条文 84頁参照 

 生活保護法の適用、生活福祉資金の貸付、所得税の障害者控除等生活に関する

相談について計上すること。 

 

名 
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教   育⑺ 

 

療 育 手 帳⑻ 

そ の 他⑼ 

医学的判定⑾ 
 
心理学的判定 

⑿ 
 

職能的判定⒀ 

 
 
その他の判定 

⒁ 

 

判定書等交付件 
数   ⒃～⒅ 

 

 

障害支援区分 
⒃ 

 
 
 

療 育 手 帳⒄ 

そ の 他⒅ 

 

表  側 

来   所(01) 

 

巡   回(02) 

 

 就学、特別支援学級への編入等学校教育に関する相談のほか、家庭における教

育等に関する相談についても計上すること。 

 療育手帳に関する相談について計上すること。 

 ⑵～⑻のいずれにも該当しない相談について計上すること。 

 精神医学的診断に基づき判定を行ったものについて計上すること。 

 心理学的諸検査及び観察等により、心理学的判定を行ったものについて計上す

ること。 

 動作能力、作業素質及び生活環境等により適職の判定を行ったものについて計

上すること。 

 ⑾～⒀のいずれにも該当しない判定について計上すること。 

 

市町村等に判定書等を交付した件数を計上すること。 

補 「相談内容」及び「判定内容」の件数にかかわりなく、判定書１枚につき１

件として計上すること。 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する介

護給付、訓練等給付の支給決定又は障害支援区分に関する意見書（判定書）交付

の件数について計上すること。 

 療育手帳の交付等に関する判定書交付の件数について計上すること。 

 ⒃、⒄のいずれにも該当しない判定書（各種証明等）交付の件数について計上

すること。 

 

 知的障害者更生相談所において行った相談及び判定について計上すること。 

補 来所をせず書面をもって判定を行った場合も計上すること。 

 知的障害者更生相談所が巡回、訪問により行った相談及び判定について計上す

ること。 

 

審査要領 

 １「取扱実人員⑴」≦「相談内容の計⑽」＋「判定内容の計⒂」 

 ２「判定書等交付件数の計⒆」≦「相談内容の計⑽」＋「判定内容の計⒂」 
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参照条文 

 知的障害者福祉法（抄）（昭和35年法律第37号） 

  （知的障害者更生相談所） 

第12条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。 

② 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第１項第１号に掲げる業務（第16条第

１項第２号の措置に係るものに限る。）並びに前条第１項第２号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第２項及び第３項、第26条第１項、第51条の７第２

項及び第３項並びに第51条の11に規定する業務を行うものとする。 

③ 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。 

④ 前３項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。 

  

 

身体障害者福祉法（抄）（昭和24年法律第283号） 

  （施設等） 

第５条 

② この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法（昭和22年法律第101号）に基づく保健所並びに医

療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院及び診療所をいう。 
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第31 療育手帳交付台帳登載数 

（知的障害者福祉法）                       都道府県        

指定都市        

令和    年度分報告 

 

 

前 年 度 末 現 在 

 

新 規 交 付 

（年度中） 

転 入 

（年度中） 

転 出 ・ 返 還 

（年度中） 

変     更（年度中） 
年 度 末 現 在 

18歳に達した場合 障 害 程 度 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ 

Ａ 

（重 度） 

18歳未満 (01)        

18歳以上 (02)        

Ｂ 

（中軽度） 

18歳未満 (03)        

18歳以上 (04)        

計 (05)        

 

 この表は、療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）により、本年

度中に新たに療育手帳の交付を受けた者、他の都道府県（指定都市、児童相談所を設置する中核市のう

ち、当該中核市の長が療育手帳を交付している場合は、当該中核市を含む。以下同じ。）の管内から転入

した者、他の都道府県の管内へ転出した者及び療育手帳返還者並びに年度末現在において療育手帳の交

付を受けている者の数を障害の程度、年齢区分別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県又は指定都市に備え付けている療育手帳交付台帳の記載内容に基づいて計上する

こと。 

ただし、児童相談所を設置する中核市に備え付けている療育手帳交付台帳の記載内容については、当

該中核市の属する都道府県において計上する。 

表  頭 

前年度末現在⑴ 

新 規 交 付⑵ 

 

転    入⑶ 

 

転 出 ・ 返 還⑷ 

 

変     更 
 
18歳に達した 
場合   ⑸ 
 

障 害 程 度⑹ 

 

 

 前年度分報告の「年度末現在⑺」の件数をそのまま計上すること。 

 新規に療育手帳の交付を受けた者の数を計上すること。（療育手帳所持者が、

転入により新住所地で新たに交付を受けた者は除く。） 

 他の都道府県、指定都市から転入してきた療育手帳を所持する者（新住所地

の療育手帳の交付を新たに受けた場合も含む。）の数を計上すること。 

 療育手帳所持者で他の都道府県、指定都市へ転出した者又は療育手帳を返還

した者（転出により療育手帳を返還した者は除く。）の数を計上すること。 

 

 本年度中に療育手帳所持者が18歳に達した場合、18歳未満に「－」で、18歳

以上に「＋」でそれぞれ計上すること。 

 本年度中に療育手帳所持者の障害の程度に変更があった場合、それまでの障

害欄に「－」で、新たな障害欄に「＋」でそれぞれ計上すること。 

名 
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表  側 
 
Ａ  （重 度） 
Ｂ  （中軽度） 

 

 
 

18 歳 未 満 
(01)(03) 

18 歳 以 上 

(02)(04) 

補 本年度中に18歳に達し、かつ、障害程度に変更があった場合は、まず「18歳

に達した場合⑸」で年齢の変更を処理し、次いで「障害程度⑹」で障害程度の

変更を処理すること。また、障害程度に変更あり、かつ、18歳に達した場合は、

まず「障害程度⑹」で障害程度の変更を処理し、次いで「18歳に達した場合⑸」

で年齢の変更を処理すること。 

 

療育手帳制度の実施について（昭和48年９月27日児発第725号児童家庭局長

通知）第３の１項の区分により計上すること。 

※条文 86頁参照 

年齢の区分は、表頭⑵～⑷の各欄の事項を処理した時点現在における満年

齢により計上すること。 

 

審査要領 

１ 「前年度末現在⑴」＝「前年度分報告の年度末現在⑺」 

２ 「年度末現在⑺」＝「前年度末現在⑴」＋「新規交付⑵」＋「転入⑶」－「転出・返還⑷」＋「変

更（「18歳に達した場合⑸」＋「障害程度⑹」）」 

３ 「18歳に達した場合⑸」のＡ（重度）・Ｂ（中軽度）別各欄 18歳未満＋18歳以上＝０ 

４ 「障害程度⑹」の「Ａ（重度）の18歳未満(01)」＋「Ｂ（中軽度）の18歳未満(03)」＝０ 

５ 「障害程度⑹」の「Ａ（重度）の18歳以上(02)」＋「Ｂ（中軽度）の18歳以上(04)」＝０ 

 

 

参照条文 

療育手帳制度の実施について（抄）（昭和48年９月27日児発第725号児童家庭局長通知） 

第３ 障害の程度の判定 

１ 障害の程度は、次の基準により重度とその他に区分するものとし、療育手帳の障害の程度の記載欄には、

重度の場合は「Ａ」と、その他の場合は「Ｂ」と表示するものとする。 

⑴ 重 度 

18歳未満の者 

平成24年８月20日障発0820第３号（「重度障害児支援加算費について」）の２対象となる措置児童等に

ついての⑴又は⑵に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの 

18歳以上の者 

昭和43年７月３日児発第422号児童家庭局長通知（「重度知的障害者収容棟の設備及び運営について」）

の１の⑴に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの 

(注) 前記通知の解釈にあたっては、知能指数が50以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障害
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を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が１級、２級又は３級に該当

するものとする。 

⑵ その他 

⑴に該当するもの以外の程度のもの 

２ 障害の程度の区分については、１に定める区分のほか中度等の他の区分を定めることもさしつかえない

ものとする。 

３ 障害の程度については、交付後も確認する必要があるので、その必要な次の判定年月を指定するものと

する。なお、次の障害の程度の確認の時期は、原則として２年後とするが、障害の状況からみて、２年を

超える期間ののち確認を行ってさしつかえないと認められる場合は、その時期を指定してもさしつかえな

いものとする。 

第５ 療育手帳交付後の手続 

３ 療育手帳の再交付 

療育手帳をなくしたとき、記載欄に余白がなくなったとき等は療育手帳の再交付を行うものとし、この

場合の申請手続きは、交付の申請の例によるものとする。 

４ 療育手帳の返還 

療育手帳の交付を受けた者又はその保護者は、交付を受けた者が交付対象者に該当しなくなったとき又

は死亡したとき、その他療育手帳を必要としなくなったときは、これを都道府県知事等に返還することと

する。 
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第32 老人ホーム・在所者 

（老人福祉法等）                         都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 
 

 
施 設 数 定 員 

入所者数（年度中） 退所者数（年度中） 年  度  末  現  在  員  数 

被措置者 そ の 他 被措置者 そ の 他 
被  措  置  者 

そ の 他 
管 内 分 管外に委託分 計 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ 

養 護 老 人 ホ ー ム 
公立(01)           

私立(02)           

特別養護老人ホーム 
公立(03)           

私立(04)           

軽 費 老 人 ホ ー ム 
公立(05)           

私立(06)           

都 市 型 軽 費 

老 人 ホ ー ム 

公立(07)           

私立(08)           

軽費老人ホームＡ型 
公立(09)           

私立(10)           

軽費老人ホームＢ型 
公立(11)           

私立(12)           

生 活 支 援 ハ ウ ス (13)           

この表は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「法」という。）による養護老人ホーム、特別養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム（「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について」（平成20年5月30日老発第0530002号

厚生労働省老健局長通知（以下、通知という））における「ケアハウス」を指すものである。）、都市型軽費老人ホー

ム（通知における｢都市型軽費老人ホーム｣を指すものである。）、軽費老人ホームＡ型（通知における「軽費老人ホ

ーム（Ａ型）」を指すものである。）、軽費老人ホームＢ型（通知における「軽費老人ホーム（Ｂ型）」を指すもので

ある。）及び「生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要綱」（平成12年９月27日老発第655号厚生

省老人保健福祉局長通知別紙）による生活支援ハウスについて、年度末現在における施設数、定員、本年度中にお

ける入退所者数及び年度末現在員数を施設の種類、公私立別に計上するものである。 

記入要領 

 この表は、指定都市、中核市又は市町村に備え付けられている措置台帳及び施設に備え付けられている入所者名

簿等の記載内容に基づいて計上すること。 

 なお、介護保険法の規定による入所者及び短期入所者は含めないこと。 

表 頭 

施  設  数⑴ 

 

 

 

 

定    員⑵ 

 

 

１ 本年度末現在において、現に設置されている施設（休止中のものを除く。）

の数をその施設を設置又は認可等した都道府県、指定都市又は中核市で計上

すること。 

２ 本年度末日に設置又は認可等された施設は含めて計上し、廃止された施設

は計上しないこと。 

 本年度末現在の施設（休止中のものを除く。）の定員をその施設を設置又は認

可等した都道府県、指定都市又は中核市で計上すること。 
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入所者数・退所者
数（年度中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 措 置 者 
⑶⑸ 

 

 

 

 

そ の 他 
⑷⑹⑽ 

 

 

 

管 内 分⑺ 

 

 

管外に委託分 
⑻ 

 

 

補 「施設数⑴」、「定員⑵」が前年度分報告と異なるときは、その理由を施設別

及び公私立別に注記欄に記載すること。 

１ 入所者については入所したときの、退所者については退所したときの区分

により「被措置者」又は「その他」のいずれかに計上すること。 

   なお、本年度中に廃止された施設の入所者、退所者も含めて計上すること。

補１ 本年度末日に廃止された施設の在所者は退所としてその施設の「退所者数」

に含めて計上すること。また、施設の廃止により他の老人ホームに入所する

者があるときは、入所した施設の「入所者数」にもその入所者を計上するこ

と。 

補２ 同一人が本年度中に施設に入所し、その後一旦退所し、再び同一施設に入

所した場合は「入所者数」に「２」、「退所者数」に「１」と計上すること。 

補３ ３月31日に死亡等で退所した場合は、「退所者数」に「１」と計上し、「年

度末現在員数」には退所者を差し引いた数を計上すること。 

補４ 本年度中に公立の施設が私立の施設となった場合、その施設の在所者は一

旦退所として公立の「退所者数」に計上し、私立の「入所者数」にその数を

改めて計上すること。私立の施設が公立の施設になった場合も同様の方法で

計上すること。 

２ 本年度中に「被措置者」から「その他」に又は「その他」から「被措置者」

に変更となり、引き続き在所する場合は「入所者数」及び「退所者数」の各

欄にそれぞれ計上すること。 

 やむを得ない事由により措置を受けて本年度中に施設に入所した者及び措置

を受けて入所している者のうち本年度中に退所した者の数を、措置を行った市町

村を管轄する都道府県又は指定都市、中核市で計上すること。 

補 Ａ県の管轄する市町村が、Ｂ県の設置又は認可等した施設に老人を入退所さ

せてもＡ県で計上すること。 

 「被措置者」以外の者で、本年度中に施設に入所した者、入所している者のう

ち本年度中に退所した者及び年度末現在に在所している者の数をその施設を設

置又は認可等した都道府県、指定都市又は中核市で計上すること。 

 なお、特別養護老人ホームについては当該欄には計上しないこと。 

 都道府県の管轄する市町村又は指定都市、中核市が当該都道府県、当該指定都

市若しくは当該中核市の設置した施設に入所させている、又は認可した施設に入

所を委託している場合において年度末現在の在所者数を計上すること。 

 都道府県の管轄する市町村又は指定都市、中核市が当該都道府県、当該指定都

市若しくは当該中核市以外の設置又は認可した施設に入所を委託している場合

において年度末現在の在所者数を計上すること。 
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表 側 

養護老人ホーム 
特別養護老人ホーム 
軽費老人ホーム 
都 市 型 軽 費 
老 人 ホ ー ム 
軽費老人ホームＡ型 
軽費老人ホームＢ型 
 
 
 

生活支援ハウス 

 

 

 

公 立 
(01)(03)(05) 
(07)(09)(11) 

私 立 
(02)(04)(06) 
(08)(10)(12) 

 

 

 法第20条の４から第20条の６までに規定する老人福祉施設を種類別に計上す

ること。 

 なお、軽費老人ホーム、都市型軽費老人ホーム、軽費老人ホームＡ型及び軽費

老人ホームＢ型については、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」（平

成20年５月９日厚生労働省令第107号）による施設を計上すること。 

※ 条文 91、92頁参照 

 「生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要綱」（平成12年 

９月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知別紙）による施設を計上する

こと。 

※ 条文 92頁参照 

 経営を他のものに委託していても、設置主体が地方公共団体であるものをい

う。 

 地方公共団体以外のものが設置したものをいう。 

補 国又は地方公共団体が所有している土地、建物等を使用している場合でも施

設の設置について私（法）人が認可等を受けているものは「私立」とすること。

 

審査要領 

１ 「年度末現在員数の被措置者の計⑼」＝「前年度分報告の年度末現在員数の被措置者の計⑼」＋

「入所者数の被措置者⑶」－「退所者数の被措置者⑸」 

２ 「年度末現在員数のその他⑽」＝「前年度分報告の年度末現在員数のその他⑽」＋「入所者数の

その他⑷」－「退所者数のその他⑹」 

３ 「管内分⑺」に計上数があるときは、施設数⑴、定員⑵にも計上数があること。 

 

参照条文 

 老人福祉法（抄）（昭和 38 年法律第 133 号） 

（老人ホームへの入所等） 

第11条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 

１ 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに限る。）により居宅におい

て養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以

外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 

２ 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅

においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介

護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該

市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホー
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ムに入所を委託すること。 

（養護老人ホーム） 

第20条の４ 養護老人ホームは、第11条第１項第１号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者

が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目

的とする施設とする。 

（特別養護老人ホーム） 

第20条の５ 特別養護老人ホームは、第11条第１項第２号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに

係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施

設とする。 

（軽費老人ホーム） 

第20条の６ 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要

な便宜を供与することを目的とする施設（第20条の２の２から前条までに定める施設を除く。）とする。 

 

 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要綱（抄） 

（平成 12 年９月 27 日老発第 655 号厚生省老人保健福祉局長通知別紙） 

１ 目 的 

 この事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高

齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

２ 実施主体 

 事業の実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、市

町村は、地域の実情に応じ、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法（平成

９年法律第123号）に規定する指定通所介護事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所リハビリ

テーション事業を行う介護老人保健施設（以下、「指定通所介護事業所等」という。）を経営する者であって、

適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。 

３ 実施施設 

 本事業は、居住部門を指定通所介護事業所等に合わせ、又は当該事業所等の隣地に整備した小規模多機能

施設（以下、「生活支援ハウス」という。）において実施するものとする。 

４ 利用対象者 

 居住部門の利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族

による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。 

５ 事業内容 

⑴ 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。 

⑵ 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。 

⑶ 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要
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とする場合は、必要に応じ、利用手続きの援助等を行うこと。 

⑷ 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため場の提供等を行うこと。 

６ 利用定員 

 居住部門の利用定員は、おおむね10人程度とする。ただし、20人を限度とする。 
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第33 養護老人ホームの措置人員（４月１日現在） 

 （老人福祉法）                          都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 
 
費用徴収階層別（被措置者分）  費用徴収階層別（扶養義務者分） 

 措 置 人 員   措 置 人 員 
 ⑴   ⑵ 

１    (01)   Ａ     (01)  

２    (02)   Ｂ     (02)  

３    (03)   Ｃ１    (03)  

４    (04)   Ｃ２    (04)  

５    (05)   Ｄ１    (05)  

６    (06)   Ｄ２    (06)  

７    (07)   Ｄ３    (07)  

８    (08)   Ｄ４    (08)  

９    (09)   Ｄ５    (09)  

10    (10)   Ｄ６    (10)  

11    (11)   Ｄ７    (11)  

12    (12)   Ｄ８    (12)  

13    (13)   Ｄ９    (13)  

14    (14)   Ｄ10    (14)  

15    (15)   Ｄ11    (15)  

16    (16)   Ｄ12    (16)  

17    (17)   Ｄ13    (17)  

18    (18)   Ｄ14    (18)  

19    (19)   扶養義務者なし(19)  

20    (20)   
計    (20)  

21    (21)   

22    (22)     

23    (23)     

24    (24)     

25    (25)     

26    (26)     

27    (27)     

28    (28)     

29    (29)     

30    (30)     

31    (31)     

32    (32)     

33    (33)     

34    (34)     

35    (35)     

36    (36)     

37    (37)     

38    (38)     

39    (39)     

計    (40)  
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 この表は、４月１日現在において、老人福祉法（昭和38年法律第133号）により養護老人ホームへ入所

の措置を行っている者について、費用徴収階層別（被措置者分）、費用徴収階層別（扶養義務者分）に計

上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、指定都市、中核市又は市町村に備え付けられている措置台帳等の記載内容に基づいて計上

すること。 

 なお、短期入所者は含めないこと。 

 

表  頭 

措 置 人 員 ⑴ ⑵ 

 

 

 

 

表  側 

費用徴収階層別
(被措置者分) 

 

 

 

 

 

 

費用徴収階層別
(扶養義務者分) 

 

 

 

 

 ４月１日現在において、養護老人ホームに措置されている者の数を、措置を行

った市町村を管轄する都道府県又は指定都市、中核市で計上すること。 

補 Ａ県の管轄する市町村が、Ｂ県で設置又は認可等をした施設に老人を入所さ

せた場合、Ａ県で計上すること。 

※条文 91、92頁参照 

 

 「老人福祉法第 11 条の規定による措置事務の実施に係る指針について（平成

18 年１月 24 日老発第 0124001 号厚生労働省老健局長通知）」の別紙２の別表１

「養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準」に定める階

層区分により計上すること。 

補 夫婦で老人ホームに入所し、費用が一括徴収されている場合は、夫婦２人の

対象収入が該当する費用徴収階層区分に「２」と計上すること。 

※別表1 97頁参照 

 「老人福祉法第 11 条の規定による措置事務の実施に係る指針について（平成

18 年１月 24 日老発第 0124001 号厚生労働省老健局長通知）」の別紙２の別表２

「扶養義務者費用徴収基準」に定める階層区分により計上すること。 

※別表２ 97頁参照 

  

 

審査要領 

１ 「措置人員⑴の計」≒「第32の年度末現在員数⑼の養護老人ホームの公立(01)＋私立(02)」 

２ 「措置人員⑴の計」＝「措置人員⑵の計」 
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老人福祉法第 11 条の規定による措置事務の実施に係る指針について（抄） 

（平成 18 年１月 24 日老発第 0124001 号厚生労働省老健局長通知） 

 

別紙２の別表１ 

養護老人ホーム被措置者 

養護委託による被措置者 費用徴収基準 

階層 

区分 
対象収入による階層区分 

   円      円 

1 0 ～ 270,000 

2 270,001 ～ 280,000 

3 280,001 ～ 300,000 

4 300,001 ～ 320,000 

5 320,001 ～ 340,000 

6 340,001 ～ 360,000 

7 360,001 ～ 380,000 

8 380,001 ～ 400,000 

9 400,001 ～ 420,000 

10 420,001 ～ 440,000 

11 440,001 ～ 460,000 

12 460,001 ～ 480,000 

13 480,001 ～ 500,000 

14 500,001 ～ 520,000 

15 520,001 ～ 540,000 

16 540,001 ～ 560,000 

17 560,001 ～ 580,000 

18 580,001 ～ 600,000 

19 600,001 ～ 640,000 

20 640,001 ～ 680,000 

21 680,001 ～ 720,000 

22 720,001 ～ 760,000 

23 760,001 ～ 800,000 

24 800,001 ～ 840,000 

25 840,001 ～ 880,000 

26 880,001 ～ 920,000 

27 920,001 ～ 960,000 

28 960,001 ～1,000,000 

29 1,000,001 ～1,040,000 

30 1,040,001 ～1,080,000 

31 1,080,001 ～1,120,000 

32 1,120,001 ～1,160,000 

33 1,160,001 ～1,200,000 

34 1,200,001 ～1,260,000 

35 1,260,001 ～1,320,000 

36 1,320,001 ～1,380,000 

37 1,380,001 ～1,440,000 

38 1,440,001 ～1,500,000 

39 1,500,001円以上 

 

別紙２の別表２ 

扶 養 義 務 者 費 用 徴 収 基 準 

階層区分 税 額 等 に よ る 階 層 区 分 

Ａ 生活保護法による被保護者（単給を含む） 

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 

Ｃ１ 
Ａ階層及びＢ階層

を除き前年分の所

得税非課税の者 

当該年度分の市町村民税所得割非課税 

（均等割のみ課税） 

Ｃ２ 当該年度分の市町村民税所得割課税 

Ｄ１ Ａ階層及びＢ階層

を除き前年分の所

得税課税の者であ

って、その税額の年

額区分が次の額で

ある者 

30,000 円以下 

Ｄ２ 30,001～  80,000 

Ｄ３ 80,001～ 140,000 

Ｄ４ 140,001～ 280,000 

Ｄ５ 280,001～ 500,000 

Ｄ６ 500,001～ 800,000 

Ｄ７ 800,001～1,160,000 

Ｄ８ 1,160,001～1,650,000 

Ｄ９ 1,650,001～2,260,000 

Ｄ10 2,260,001～3,000,000 

Ｄ11 3,000,001～3,960,000 

Ｄ12 3,960,001～5,030,000 

Ｄ13 5,030,001～6,270,000 

Ｄ14 6,270,001 円以上 
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第34 短期入所生活介護（被措置者分） 

（老人福祉法）                          都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

実 施
市 町 村 数

実 施
施 設 数 延 日 数

（年度末現在） （年度末現在）
実 人 員 延 人 員

（年度中）

(1) (2) (3) (4) (5)

短 期 入 所 生 活 介 護

利　　用　　人　　員
（年度中）

 

 この表は、老人福祉法第10条の４第１項第３号の規定する「やむを得ない事由」により、介護保険法

に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困難だと認められた者の措置の実施状況について

計上するものである。 

 なお、短期入所生活介護は介護予防短期入所生活介護を含むものである。以下同じ。 

 

記入要領 

 この表は、指定都市、中核市又は市町村に備え付けられている関係簿等の記載内容に基づいて計上す

ること。 

 

一般的事項 

各項目については、措置を行った市町村を管轄する都道府県、指定都市又は中核市で計上すること。 

 補 全項目にわたって計上数がないときは、注記欄に「該当なし」と明記すること。 

表 頭 

 実 施 市 町 村 数 
（年度末現在） ⑴ 

 

実 施 施 設 数 
（年度末現在） ⑵ 

 

 

 

利  用  人  員 
（年 度 中） 

実 人 員⑶ 

 

延 人 員⑷ 

延 日 数⑸ 

 

  本年度末現在において、「やむを得ない事由」による短期入所生活介護の措置

を行っている市町村数を計上すること。 

 本年度末現在において、上記の市町村の措置委託を受けている短期入所生活介

護の施設数を計上すること。 

補 「実施施設数(2)」に計上数がある場合については、「実施市町村数(1)」に

も計上数があること。 

 

 本年度中に、「やむを得ない事由」により短期入所生活介護の措置を行った者

の実人員を計上すること。 

 上記の者が本年度中に短期入所生活介護を利用した延人員を計上すること。 

 上記の者の本年度中に短期入所生活介護を利用した延日数を計上すること。 

補 延人員は本年度中の利用回数により計上すること。 
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例 本年度中に、同一人が３回（１回７日間）利用した場合は、実人員１、延

人員３、延日数21と計上すること。 

審査要領 

１ 実施市町村数⑴ ≦ 実施施設数⑵ ≦ 実人員⑶ ≦ 延人員⑷ ≦ 延日数⑸ 

２ 「実施市町村数⑴」に数が計上されている時は、「実施施設数⑵」、「実人員⑶」、「延人員⑷」、「延

日数⑸」のいずれにも数が計上されていること。 

 

 

参照条文 

 老人福祉法（抄）（昭和 38 年法律第 133 号） 

（居宅における介護等） 

第10条の４ 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 

３ 65歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に

困難となったものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期

入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、

当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第５条の２第４項の厚生労働省令で定める施設（以下

「老人短期入所施設等」という。）に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する

老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。
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第35 老人クラブ・会員数 

（老人福祉法）                          都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 
 

適  正  ク  ラ  ブ 

（ 年 度 末 現 在 ） 

そ の 他 の ク ラ ブ 

（ 年 度 末 現 在 ） 

郡 ・ 市 ・ 町 村 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 数 

（ 年 度 末 現 在） 

ク ラ ブ 数 

⑴ 

会  員  数 

⑵ 

ク ラ ブ 数 

⑶ 

会  員  数 

⑷ 

郡     部 

⑸ 

市     部 

⑹ 

町  村  部 

⑺ 

       

 

 この表は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）にいう老人クラブの本年度末における老人クラブ数、

会員数を適正クラブ、その他のクラブ別に計上するとともに、老人クラブ連合会数を郡部、市部、町村

部別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村及び特別区等の報告に基づき都道府県、指定都市又は中核市において計上すること。 

 

表 頭 

適 正 ク ラ ブ 

 

ク ラ ブ 数⑴ 

会 員 数⑵ 

 

その他のクラブ 

ク ラ ブ 数⑶ 

会 員 数⑷ 

 

郡・市・町村老人
クラブ連合会数  
郡   部⑸ 

市   部⑹ 

 

町 村 部⑺ 

 

 「老人クラブ等事業運営要綱」（平成13年10月１日老発第390号老健局長通知別

紙の別添）１（１）老人クラブに適合するクラブをいう。 

 各市町村及び特別区管内の適正クラブ数を計上すること。 

 上記のクラブに加入している会員数を計上すること。 

 

 

 各市町村及び特別区管内の適正クラブ以外のクラブ数を計上すること。 

 上記のクラブに加入している会員数を計上すること。 

 

 

 

 郡部で組織されている老人クラブ連合会数を計上すること。 

 市部（東京都の特別区及び指定都市の区を含む。）で組織されている老人クラ

ブ連合会数を計上すること。 

 町村部で組織されている老人クラブ連合会数を計上すること。 
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参照条文 

 老人福祉法（抄）（昭和38年法律第133号） 

（老人福祉の増進のための事業） 

第13条 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老

人が自主的かつ積極的に参加することができる事業（以下「老人健康保持事業」という。）を実施するよう

に努めなければならない。 

２ 地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその

他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。 

 

 老人クラブ等事業運営要綱（抄）（平成13年10月１日老発第390号老健局長通知別紙の別添） 

  １ 組織について 

（１） 老人クラブ 

ア 会員 

（ア） 年齢は６０歳以上とする。 

ただし，老後の社会活動の円滑な展開に資するため，６０歳未満の加入を妨げないものとする。 

（イ） 老人クラブは，活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者で組織するものとする。 

ただし，同一小地域で組織することが困難な場合は，当該小地域を越える区域における組織化を妨

げないものとする。 

イ 会員の規模 

おおむね３０人以上とする。 

ただし，山村，離島などの地理的条件，その他特別の事情がある場合には，この限りではない。 

ウ 役員 

会員の互選による代表者１人を置くとともに，必要に応じて役員を置くことができるものとする。 
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第36 婦人相談所及び婦人相談員の経路別受付 

（売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律） 

                                            都道府県 名      

令和    年度分報告 
 

    

本

人

自

身 

警

察

関

係 

法

務

関

係 

教

育

関

係 

労

働

関

係 

他
の
婦
人
相
談
所 

他
の
婦
人
相
談
員 

福

祉

事

務

所 

他

の

相

談

機

関 

社
会
福
祉
施
設
等 

医

療

機

関 

縁

故

者

・

知

人 

そ

の

他 

計 

    ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ 

都 
 

道 
 

府 
 

県 

婦人相談所 

婦 人 相 談 員 

新 規(01)               

再 来(02)               

その他の職員 

新 規(03)               

再 来(04)               

婦人相談所以外の事務所

の婦人相談員 

新 規(05)               

再 来(06)               

市 の 婦 人 相 談 員 

新 規(07)               

再 来(08)               

 

 この表は、売春防止法（昭和31年法律第118号）及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成13年法律第31号）により婦人相談員等が要保護女子の保護更生、暴力被害女性の保護及

び人身取引被害女性の保護の相談について本年度中に受け付けた実件数（実人員）を経路別、新規・再

来別に計上するものである。 

記入要領 

 この表は、婦人保護台帳等の記載内容に基づいて計上すること。 

一般的事項 

 １ 婦人相談員等が行った巡回相談、出張相談又は電話による相談等で受け付けた件数を計上するこ

と。 

 ２ 女性相談支援員として任用されていない職員（女性相談支援センターのその他の職員を除く。）が

受け付けた件数は計上しないこと。 

３ 「配偶者等からの暴力被害男性」からの相談は計上しないこと。 

 

表 頭 

経 路 区 分 

 

 

 

 

 

 受付の経路が２欄以上に該当するときは、相談記録票を起こした相談経路のみ

に計上すること。 

補 婦人相談所に福祉事務所から通知があり、ついで警察署から通知があった場

合相談記録票を起こしたのが警察署からの通知であれば「警察関係⑵」に計上

すること。 
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本 人 自 身⑴ 

警 察 関 係⑵ 

法 務 関 係⑶ 

 

 

教 育 関 係⑷ 

労 働 関 係⑸ 

他の婦人相談所 
⑹ 

 
他の婦人相談員 

⑺ 

 

福 祉 事 務 所⑻ 

 

他の相談機関⑼ 

 

医 療 機 関⑾ 

表 側 

新 規 

 

再 来 

 本人が自発的に相談したものについて計上すること。 

 警察官、麻薬取締官等司法警察職員から送られたものについて計上すること。

 地方検察庁、家庭裁判所、婦人補導院、保護司、人権擁護委員、地方更生保護

委員会、地方出入国在留管理局から送られたものについて計上すること。 

 

 学校、教育相談所、教育委員会等から送られたものについて計上すること。 

 公共職業安定所、労働基準監督署等から送られたものについて計上すること。

 

 他の婦人相談所にいる婦人相談員から送られたものについては「他の婦人相談

員⑺」に計上すること。 

 

 福祉事務所及び福祉事務所に配属されている母子・父子自立支援員、家庭相談

員等から送られたものについて計上すること。 

 民生委員、児童相談所、知的障害者更生相談所等の相談機関をはじめ、公私を問

わずいわゆる福祉相談を行っている機関から送られたものについて計上すること。 

 保健所、病院、医療相談室等から送られたものについて計上すること。 

 

 要保護女子、暴力被害女性及び人身取引被害女性が初めて婦人相談員等へ相談

に来たものをいう。 

 婦人相談員等に以前１度でも相談したことがあり、その相談の処理済み後再び

相談に来たものをいう。 

補１ 他の婦人相談所又は婦人相談員に１度でも相談したことのある場合は、そ

の相談の処理済みであるか否かにかかわりなく「再来」とすること。 

補２ 他の婦人相談所又は婦人相談員から単に紹介だけで送られて来た場合も

「再来」とすること。 

 

参照条文 

 売春防止法（抄）（昭和31年法律第118号） 

（婦人相談所） 

第34条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。 

② 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）は、婦人

相談所を設置することができる。 

③ 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子（以下「要保護女子」という。）の保

護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。 

１ 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。 
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２ 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこ

れらに付随して必要な指導を行うこと。 

３ 要保護女子の一時保護を行うこと。 

（婦人相談員） 

第35条 都道府県知事（婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第38条第１項第２号において同じ。）は、

社会的信望があり、かつ、第３項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうちから、婦

人相談員を委嘱するものとする。 

② 市長（婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。）は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務

を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。 

③ 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随

する業務を行うものとする。 

 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（抄）（平成13年法律第31号） 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者

暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

③ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行

うものとする。 

１ 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

２ 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

３ 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第６号、

第５条、第８条の３及び第９条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

４ 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用

等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

５ 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡調整その他の援

助を行うこと。 

６ 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援

助を行うこと。 

④ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し

て行うものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

 

 婦人保護事業実施要領（抄）（昭和38年３月19日厚生省発社第34号） 
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第１ 婦人保護事業の目的 

 婦人保護事業は、売春防止法に基づき要保護女子についてその転落の未然防止と保護更生を図ること及び

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき配偶者からの暴力の被害者である女性（以

下「暴力被害女性」という。）の保護を図ることを目的として、社会環境の浄化、配偶者からの暴力の防止

等に関する啓発活動を行うとともに、要保護女子及び暴力被害女性（以下「要保護女子等」という。）の早

期発見に努め、必要な相談、調査、判定、指導・援助、一時保護及び収容保護を行うものであること。 

第２ 関係機関等との連携 

 婦人保護事業の実施に当たっては社会福祉関係、公衆衛生関係、法務・警察関係、司法関係、教育関係及

び雇用・労働関係、男女共同参画関係等の関係機関並びに民生委員、児童委員、保護司、民間団体等の協力

機関との緊密な連携を図ること。 

第３ 婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の設置等 

１ 婦人相談所 

⑴ 都道府県は、婦人保護事業を実施するため婦人相談所を設置しなければならないことになっているが、

設置箇所数については都道府県の実情に即した配意をすること。 

⑵ 婦人相談所の設置に当たっては、その機能を十分発揮できるよう特別の考慮を払うとともに利用者等

の心理的影響をも考慮してその設置場所を選定すること。 

 なお、他の関連する相談所や施設との総合的有機的運営を図るため、これらの相談所や施設と併設す

ることも差し支えないこと。 

⑶ 都道府県の行うべき要保護女子等についての婦人保護施設への収容保護及びその廃止の決定並びに

移送及び被服等の支給の決定及び実施は、婦人相談所長に行わせること。 

２ 婦人相談員 

⑴ 都道府県は、管内の社会環境等に応じて必要と認められる数の婦人相談員を設置しなければならない

こと。 

⑵ 市は、売春防止法第35条第２項の規定により婦人相談員の設置については任意とされているが、社会

環境上その設置を必要とする市にあっては、これを必ず設置するよう指導すること。 

⑶ 婦人相談員を設置する場合は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、その業務を行うに必要な熱意と

識見をもつ真に活動力のある者のなかからこれを任命すること。 

⑷ 都道府県の婦人相談員は、原則として、婦人相談所長の指揮監督を受け、市の婦人相談員は原則とし

て、福祉事務所長の指揮監督を受けるものとすること。 

⑸ 婦人相談員は、原則として、社会環境上必要と認められる地区を管轄する福祉事務所において、その

業務を行うものとすること。 

⑹ 婦人相談員の担当区域は、福祉事務所の所管区域とし、必要に応じ、２以上の福祉事務所の所管区域

を担当することができるものとすること。 
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第37 婦人相談所及び婦人相談員の処理状況 

（売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律） 都道府県 名      

令和    年度分報告 
 

    処   理   済   実   人   員   （年 度 中） 

 

度 
 

指

導

延

件

数 
 

年 度 末 現 在 

未 処 理 人 員 

    

に

入

所

⑴ 

婦

人

保

護

施

設 

自

営 

就

職 

結

婚 

家

庭

へ

送

還 

移

送 

福

祉

事

務

所

へ 

人
相
談
員
へ
移
送 

婦
人
相
談
所
・
婦 

相

談

員

へ

移

送 

相

談

所

・

婦

人 

他

府

県

の

婦

人 

関
・
施
設
へ
移
送 

そ
の
他
の
関
係
機 

助
言
・
指
導
の
み 

そ

の

他 
計 

 
 

延

件

数 

訪

問

調

査

指

導 

一

時

保

護 

そ

の

他 

    ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ 

都 

道 

府 

県 

婦人相談所 

婦人相談員 (01)                

その他の職員 (02)                

婦 人 相 談 所 以 外 の 

事 務 所 の 婦 人 相 談 員 
(03)                

市 の 婦 人 相 談 員 (04)                

 

婦人相談所の一時

保 護 決定 延人 員 

（年 度 中） 

要保護女子・暴力被害女性 (05)  

 委託を行った延人員 (06)  

同 伴 し た 家 族 (07)  

 委託を行った延人員 (08)  

 

 この表は、売春防止法（昭和31年法律第118号）及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成13年法律第31号）により婦人相談員等が受け付けた要保護女子の保護更生、暴力被害女

性の保護及び人身取引被害女性の保護の相談について、本年度中にすべての処理を完了したものの実人

員、指導延件数及び年度末現在における未処理人員を計上するものである。 

記入要領 

 この表は、婦人保護台帳等の記載内容に基づいて計上すること。 

一般的事項 

１ 未処理のまま死亡した場合、又は相談継続中その所在が長期にわたって判明しない場合は、処理

済みとして「その他⑽」に計上すること。 

２ １人の要保護女子等が同一の問題で２人以上の婦人相談員等に受け付けられ、未処理のままとな

っている場合は、受付年月日の古い方を処理済みとして「その他⑽」に計上すること。 

３ 女性相談支援員として任用されていない職員（女性相談支援センターのその他の職員を除く。）

が処理を完了した場合は、計上しないこと。 

４ 「配偶者等からの暴力被害男性」からの相談を計上しないこと。 

 

上 表 

表 頭 

処 理 済 実 人 員 
（年度中） 

⑴～⑽ 

 

 

１ すべての処理を完了し、本年度中に処理済みとして取り扱ったケースにつ

いて、その実人員を計上すること。 
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婦人保護施設
に入所  ⑴ 

 

 

 

就職・自営⑵ 

 

 

結   婚⑶ 

 

家庭へ送還⑷ 

福祉事務所へ
移送   ⑸ 

 

その他の関係
機関・施設へ移
送    ⑻ 

 
助言・指導のみ    

⑼ 
 

指 導 延 件 数⑿ 

 

 

 

 

 

 

訪問調査指導延
件数(再掲) ⒀ 

 

年度末現在未処
理人員  ⒁⒂ 

 
 

 

下 表 

表 側 

婦人相談所の一
時保護決定延人
員（年度中） 

２ 処理が２欄以上に該当するときは、主なもののみに計上すること。 

３ すべての処理が完了した後、本年度中に再び同一人について相談に応じ、

本年度中に同一の処理を完了した場合はそれぞれ該当欄に計上すること。 

 婦人保護施設に入所の措置を決定したものを計上すること。 

補 「女性自立支援施設に入所⑴」においては、措置の決定を行った都道府県

で計上すること。よって、「第38 女性自立支援施設入退所者の状況」の「入

所人員(1)」と合計が合わない場合がある。 

 就職が決定したもの、自営を始めたものを計上すること。 

補 公共職業安定所のあっせんにより就職決定の通知を受理したものも含めて計

上すること。 

 婚姻（婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係にあると認められるものを含

む。）したものを計上すること。 

 家庭へ送還したものを計上すること。 

 福祉事務所あてに移送通知書等を発行したものを計上すること。 

 

 保健所、医療施設、児童相談所、民生委員等に移送通知書等を発行したものを

計上すること。 

 助言又は指導だけで処理を完了したものを計上すること。 

 

 処理済実人員について、すべての処理を完了するまでの間に、来所、世帯訪問

等によって調査又は指導した総延件数を計上すること。 

補１ 本年度中に処理を完了したものにかかる前年度以前の指導件数も含めて計

上すること。 

補２ 「処理済み実人員（年度中）」の「計⑾」に計上数がある場合については、

「相談支援延件数⑿」にも計上数があること。なお、一方の計上数 がない場合

については、理由を注記欄に記載すること。 

 指導延件数のうち、調査又は指導のため、世帯を訪問した延件数を再掲するこ

と。 

 本年度末現在において処理が完了していないものについて計上すること。 

補 前年度分報告の「年度末現在未処理人員⒀⒁」の数値に相違が生じて審査要

領が成立しない場合は、注記欄に理由を記載すること。 

 

 

 一時保護の決定を受けた要保護女子、暴力被害女性及びそれらの同伴した家

族、人身取引被害女性を入所させた延人員を計上すること。 
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(05)～(08) 

 

 

 また、総延人員のうち、委託を行った延人員を計上すること。 

補 １人の要保護女子が２人の乳幼児を同伴して４日間一時保護された場合は

「要保護女子・暴力被害女性(05)」に「４」、「同伴した家族(07)」に「８」と

計上すること。 

 

審査要領 

 婦人相談員(01)、その他の職員(02)、婦人相談所以外の事務所の婦人相談員(03)、市の婦人相談員(04)

欄について 

 「年度末現在未処理人員⒁＋⒂」＝「前年度分報告の年度末現在未処理人員⒁＋⒂」＋「第36の計⒁

の新規＋再来」－「処理済実人員の計⑾」 
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第38 婦人保護施設入退所者の状況 

（売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律） 

 都道府県 名      

令和    年度分報告 

 

年 

度 
 

入

所

人

員 

理  由  別  退  所  人  員  （年 度 中） 年
度
末
在
所
人
員 

 

度 
 

入

所

延

人

員 
職業訓練の状況（年度中） 

自

営 

就

職 

帰

宅

・

帰

郷 

結

婚 

施

設

へ

移

送 

関

係

機

関

・ 

そ

の

他

の 

無

断

退

所 

そ

の

他 

計 

施

設

内

訓

練 

施

設

外

訓

練 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ 

            

 
要保護女子・暴力被害

女性が同伴した家族 

（年度中） 

 

 

 この表は、売春防止法（昭和31年法律第118号）及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成13年法律第31号）による婦人保護施設の本年度中における入所人員、退所人員、入所延

人員及び職業訓練の状況並びに年度末在所人員を計上するものである。 

記入要領 

 この表は、婦人保護施設からの報告に基づいて当該施設の所在する都道府県において計上すること。 

補 全項目にわたって計上数がないときは、注記欄に理由及び「該当なし」と記載すること。 

※条文 111頁参照 

上 表 

表 頭 

入 所 人 員⑴ 

 

 

理由別退所人員 

結   婚⑷ 

 

その他の関係
機関・施設へ移
送    ⑸ 

 

無 断 退 所 ⑹ 

 

年度末在所人員

⑼ 

 

 

 

 本年度中に入所した人員を計上すること。 

補 本年度中に入所した者が本年度中に退所し、再び同一施設に入所した場合は、

「入所人員⑴」に「２」、該当する退所人員欄に「１」と計上すること。 

 退所理由が２欄以上に該当するときは主な理由のみに計上すること。 

 婚姻（婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係にあると認められる者を含

む。）のために退所した者を計上すること。 

 他の婦人保護施設、他の婦人相談所、他の婦人相談員、福祉事務所、児童相談

所、医療機関又は保健所等へ移送したことにより退所の取扱いをした者を計上す

ること。 

 正規の手続きを経ないで長期間帰所しない等により退所として処理した者を

計上すること。 

年度末に在所している人員を計上すること。 

補 前年度報告分の「年度末在所人員⑼」の数値に相違が生じて審査要領

が成立しない場合は、その理由を注記欄に記載すること。 
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入 所 延 人 員 
(年度中)  ⑽ 

 

 

 
 

職業訓練の状況
(年度中) ⑾⑿ 

 

 

 

 

 

 
 

下 表 

要保護女子・暴力
被害女性が同伴
した家族 
（年度中） 

 本年度中に入所した延人員（人員×日数）を計上すること。 

補１ １人の要保護女子等が20日間入所すれば「20」と計上すること。 

補２ 施設に入所している者が外泊又は傷病で入院した場合の日数も含めて計上

すること。 

 入所者のうち、職業訓練を受けた人数（実人員。但し、退所後に再度入所した

場合は重複して計上する。）を計上すること。 

補１ 同一人が本年度中に施設内と施設外で職業訓練を受けていた場合は、「施設

内訓練⑾」及び「施設外訓練⑿」の各欄にそれぞれ「１」と計上すること。 

補２ 施設外で職業訓練を受けていた者が、本年度中に一旦退所し、再び入所し

て施設外で職業訓練を受けた場合は、「施設外訓練⑿」に「２」と計上するこ

と。 

 

 要保護女子・暴力被害女性の入所に伴って同伴した家族の入所延人員（人員×

日数）を計上すること。 

補１ 要保護女子・暴力被害女性が同伴した乳幼児２人が20日間入所すれば「40」

と計上すること。 

補２ 「困難な問題を抱える女性・暴力被害女性が同伴した家族(年度中)」の件

数が、「入所延人員(年度中) ⑽」の件数と乖離がある場合は誤りがないか確認

すること。 

 

審査要領 

 １ 「年度末在所人員⑼」＝「前年度分報告の年度末在所人員⑼」＋「入所人員⑴」－「理由別退所

人員の計⑻」 

 ２ 「理由別退所人員 計（8）」＋「年度末在所人員（9）」≧「職業訓練の状況 施設内訓練（11）」 

 ３ 「理由別退所人員 計（8）」＋「年度末在所人員（9）」≧「職業訓練の状況 施設外訓練（12）」 

 

参照条文 

 売春防止法（抄）（昭和31年法律第118号） 

（婦人保護施設） 

第36条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設（以下「婦人保護施設」という。）を設置するこ

とができる。 

 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（抄）（平成13年法律第31号） 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 
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 婦人保護事業実施要領（抄）（昭和38年３月19日厚生省発社第34号） 

第３ 婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の設置等 

３ 婦人保護施設 

 都道府県は、婦人保護施設が要保護女子の保護更生及び暴力被害女性の保護のため必要不可欠であること

にかんがみ、都道府県の区域内に１以上設置されるよう努めること。 
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第39 民生委員（児童委員）の推薦状況 

 （民生委員法・児童福祉法）                    都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

 

 
定 数 

前 年 度 末 

現 在 数 
推 薦 数 

解 嘱 事 由 報 告 数 年 度 末 

現 在 数 死 亡 傷 病 そ の 他 計 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ 

民生委員数 

男 (01)         

女 (02)         

（ 再 掲 ） 

主任児童委員数 

男 (03)         

女 (04)         

 

 この表は、民生委員法（昭和23年法律第198号。以下「法」という。）、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）による民生委員（児童委員）及び主任児童委員の本年度中における推薦及び解嘱の状況を計上する

ものである。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県、指定都市及び中核市に備え付けられている民生委員名簿等に基づいて計上する

こと。 

表 頭 

定    数⑴ 

 

 

 

 

 

前年度末現在数 
⑵ 

 
 
 

推  薦  数⑶ 

 

 

解嘱事由報告数 

死   亡⑷ 

傷   病⑸ 

 

 法第４条の規定により都道府県知事又は指定都市及び中核市の市長が条例で

定めた本年度末現在における民生委員（児童委員）及び主任児童委員の定数を計

上すること。 

 補 表頭の各項目において、「（再掲）主任児童委員数」は「民生委員数」の内

数であることに留意すること。 

※条文 114頁参照 

 前年度分報告の「年度末現在数」の数をそのまま計上すること。 

補 前年度分報告の「年度末現在数」の数値に相違が生じて審査要領が成立し

ない場合は、注記欄に理由を記載すること。 

 本年度中に民生委員（児童委員）として委嘱及び主任児童委員として指名する

ため、都道府県知事又は指定都市及び中核市の市長が厚生労働大臣に推薦した数

を計上すること。 

 

 本人の死亡のため解嘱された者の数を計上すること。 

 本人の傷病のため解嘱された者の数を計上すること。 
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そ の 他⑹ 

 

 

年度末現在数⑻ 

 「死亡」及び「傷病」以外の理由（任期満了を含む。）で解嘱又は主任児童委

員の指名を解除された者の数を計上すること。 

補 任期満了には一斉改選による解嘱を含む。（再任する場合にも計上すること。） 

 本年度末現在において委嘱されている民生委員（児童委員）数及び主任児童委

員数を計上すること。 

 

審査要領 

１ 「前年度末現在数⑵」＝「前年度分報告の年度末現在数⑻」 

２ 「年度末現在数⑻」＝「前年度末現在数⑵」＋「推薦数⑶」－「解嘱事由報告数の計⑺」 

 

 

参照条文 

 民生委員法（抄）（昭和23年法律第198号） 

第４条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定

める。 
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第40 民生委員（児童委員）の活動状況 

（民生委員法・児童福祉法）                    都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

 

 

 

 この表は、民生委員法（昭和23年法律第198号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定に基づき、

本年度中に民生委員（児童委員）及び主任児童委員が行った相談・支援等の活動状況の延件数を計上す

るものである。 

 

記入要領 

 この表は、民生委員（児童委員）及び主任児童委員の活動記録の記載内容に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

１ 本年度中に同一人に対して、数回にわたって相談・支援等を行った場合は、全ての回数を計上す

ること。 

２ 本年度中に同一人に対して、２欄以上にわたる相談・支援等を行った場合は、該当するそれぞれ

の欄に計上すること。 

補 同一人に対して、仕事についての相談を本年度中に２回行えば、「仕事⑼」に「２」と計上し、同一人

に対して、家族関係についての相談を２回と住居に関する相談を３回行えば「家族関係⑽」に「２」、「住

居⑾」に「３」と計上すること。 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

民　生
委　員

(01)

（再掲）
主任児
童委員

(02)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

民　生

委　員
(01)

（再掲）
主任児
童委員

(02)

生

活

費

在

宅

福

祉

介

護

保

険

健

康

・

保

健

医

療

子

育

て

・

母

子

保

健

子

ど

も

の

地

域

生

活

学

校

生

活

子

ど

も

の

教

育

・

年

金

・

保

険

仕

事

家

族

関

係

住

居

生

活

環

境

日

常

的

な

支

援

そ

の

他

計

内 容 別 相 談 ・ 支 援 件 数
（年 度 中）

高

齢

者

に

関

す

る

こ

と

障

害

者

に

関

す

る

こ

と

子

ど

も

に

関

す

る

こ

と

そ

の

他

計

分野別相談・支援件数
（年 度 中）

調

査

・

実

態

把

握

会

議

へ

の

参

加

協

力

行

事

・

事

業

・

自

主

活

動

地

域

福

祉

活

動

・

民

児

協

運

営

・

研

修

証

明(

調

査

・

確

認

等)

事

務

発

見

の

通

告

・

仲

介

要

保

護

児

童

の

訪

問

・

連

絡

活

動

そ

の

他

委

員

相

互

そ

の

他

の

関

係

機

関

活

動

日

数

連絡調整
回 数

訪問回数
そ の 他 の 活 動 件 数

（年 度 中）
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上 表 

表 頭 

内 容 別 相 談 ・ 
支 援 件 数 

在 宅 福 祉⑴ 

 

 

 

 

 

 

介 護 保 険⑵ 

 

 

健康・保健医療 
⑶ 

 

 

 

子育て・母子保
健    ⑷ 

 

 
 

子どもの地域
生活   ⑸ 

 

子どもの教育・ 
学校生活 ⑹ 

 

生 活 費⑺ 

 

 

 

 

年金・保険⑻ 

 

 

 

 

 

 

 

 介護・介助に関する一般的な相談、介護保険を除く各種在宅福祉サービス（障

害（児）者に対する各種福祉サービス、食事サービス、入浴サービス、移送サー

ビス等）の利用、日常生活自立支援事業の利用、介護保険施設を除く社会福祉施

設への入所等についての相談、補装具、日常生活用具の給付・貸与や住宅改造、

身体障害者手帳や療育手帳の交付に関すること等について相談・支援を行った延

件数を計上すること。※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に関することは、この区分に計上。 

 介護保険のサービス（居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域

支援事業等）の利用、要介護認定、保険料、利用料に関すること等について相談・

支援を行った延件数を計上すること。 

 心身上の疾病・障害の予防及び治療、医療費、精神保健、生活習慣病予防、リ

ハビリテーション、健康増進（健康・食生活相談、健康教育）、健康保険、国民

健康保険、高齢者医療制度に関すること等について相談・支援を行った延件数を

計上すること。（介護保険に関すること及び母子保健に関することを除く。） 

 育児支援のための認定こども園や幼稚園、保育所、福祉サービス等の利用、児

童虐待、児童養護等子育ての問題に関すること、妊娠や出産等母子保健に関する

こと等について相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 子ども会や自治会行事への参加、遊び場や通学通園路の問題に関すること等に

ついて相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 学校教育や進学の問題等子どもの教育に関すること、不登校やいじめの問題、

学校生活に関すること等について相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 生活保護の申請・受給、生活困窮者自立支援制度の利用、生活に必要な経費・

貸付金・借入金（消費者金融、クレジットローン、税金等）、生活援助資金（生

活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構の奨学金及び高齢者住宅

整備資金、障害者住宅整備資金等）、悪質な訪問販売等について相談・支援を行

った延件数を計上すること。 

 厚生年金保険、国民年金、労災保険、雇用保険、自動車損害賠償責任保険等の

年金・保険の問題及び児童、障害者、高齢者等の各種福祉手当等に関する相談・

支援を行った延件数を計上すること。（健康保険、国民健康保険に関することを

除く。） 
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仕   事⑼ 

 

 

家 族 関 係⑽ 

 

住   居⑾ 

 

生 活 環 境⑿ 

 

日常的な支援⒀ 

 

 

そ の 他⒁ 

 

分 野 別 相 談 ・ 
支 援 件 数 

高齢者に関す
ること  ⒃ 

障害者に関す
ること  ⒄ 

子どもに関す
ること  ⒅ 

そ の 他 ⒆ 

下 表 

表 頭 

その他の活動件数 

調査・実態把握    
⑴ 

 

行事・事業・会
議への参加協
力    ⑵ 

 

 

 

地 域 福 祉 活
動・自主活動⑶ 

 

 就職、雇用、失業、出稼ぎ、職業指導、職業能力の開発、内職、仕事に関する

資金の借入（生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金に関することを除く。）や機

器購入に関すること等の相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 結婚、離婚、親子関係、扶養、相続、家庭不和、行方不明、近隣関係等の問題 

について相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 入居、立退き、借地、借家、家賃、家屋の補修、土地の売買、境界線、宅地等

の問題について相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 危険箇所、公害、環境衛生等の環境問題への苦情に関すること等の相談・支援

を行った延件数を計上すること。 

 ⑴～⑿のいずれにも該当しない内容のうち、他に代替手段がないなどによりや

むを得ず、通院の付添、買い物の代行、ゴミ出し、除雪灰等軽易な日常生活に関

する相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 ⑴～⒀のいずれにも該当しない内容について相談・支援を行った延件数を計上

すること。 

 
 

 高齢者に関する相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 

 障害者に関する相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 

 子ども（障害児を含む。）に関する相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 

 ⒃～⒅以外に関する相談・支援を行った延件数を計上すること。 

 

 

 

 世帯の支援に必要な情報収集や状況把握、民児協の独自調査、市町村、社協、

他の機関・団体からの依頼により調査を行った延件数を計上すること。 

 民生委員（児童委員）、主任児童委員として出席、参加した諸会合、行事、協

力した事業（共同募金、敬老金の配布等の行事、葬儀への列席等を含む。）の延

件数を計上すること。 

※１つの行事・事業・会議につき１件。１日に複数の行事等に参加・協力し

た場合は、その延件数を計上すること。 

 民生委員（児童委員）、主任児童委員又は民児協が社協や関係機関・団体等と

協働して行う地域福祉活動、民児協独自で行う地域福祉活動の延件数を計上する
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民児協運営・研
修    ⑷ 

 

証明（調査・確
認等）事務⑸ 

 
 
 

要保護児童の発 
見の通告・仲介⑹ 

 

 

訪 問 回 数 

訪問・連絡活動
⑺ 

 

 

そ の 他 ⑻ 

連 絡 調 整 回 数 

委 員 相 互⑼ 

 
 

その他の関係
機関   ⑽ 

 

活 動 日 数⑾ 

こと。 

 民児協の定例会、部会・委員会、研修会等の企画実施に携わった延件数及びこ

れらに参加した延件数を計上すること。 

 就学困難証明・生活困窮証明、児童の監護・養育者に関する事実等、本人や行

政機関等から協力を求められた場合に行った証明・調査又は事実確認等の延件数

を計上すること。 

 要保護児童を発見し福祉事務所又は児童相談所へ通告した延件数及び要保護

児童発見者からの依頼により福祉事務所又は児童相談所へ通告した延件数を計

上すること。 

 

 見守り、声かけなどを目的として障害（児）者、ひとり暮らしや寝たきりの高

齢者等に対して訪問・連絡活動（電話や電子メールによるものを含む。）を行っ

た延件数を計上すること。※要保護児童等に対するものも含む。 

 ⑺以外に関する訪問・連絡活動を行った延件数を計上すること。 

 
 

 他の民生委員（児童委員）、主任児童委員への連絡調整を行った延件数を計上

すること。 

 社会福祉施設、市町村、福祉事務所、児童相談所、婦人相談所、学校、教育委

員会、社協等の関係機関・団体への連絡調整を行った延件数を計上すること。 

 活動を行った実日数を計上すること。 

補 「内容別相談・支援件数の計⒂」及び「分野別相談・支援件数の計⒇」に計

上数がある場合には、「活動日数⑾」にも計上数があること。 

 

審査要領 

 １ 「内容別相談・支援件数の計⒂」＝「分野別相談・支援件数の計⒇」 

 ２ 各表頭の「民生委員(01)」 ≧ 各表頭の「（再掲）主任児童委員(02)」 

 

参照条文 

 民生委員法（抄）（昭和23年法律第198号） 

（担当の区域、事項） 

第13条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとす

る。 

（職務内容） 

第14条 民生委員の職務は、次のとおりとする。 
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１ 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 

２ 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関す

る相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。 

３ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこ

と。 

４ 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業

又は活動を支援すること。 

５ 社会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他の関係行政機関の業務

に協力すること。 

② 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。 

 

児童福祉法（抄）（昭和22年法律第164号） 

（児童委員の職務） 

第17条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 

１ 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 

２ 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情

報の提供その他の援助及び指導を行うこと。 

３ 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動

を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 

４ 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 

５ 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 

６ 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。 

② 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員（主任

児童委員である者を除く。以下この項において同じ。）との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対

する援助及び協力を行う。 

③ 前項の規定は、主任児童委員が第１項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。 

④ 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。 
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第41 社会福祉法人数・認可件数及び社会福祉連携推進法人数・認定件数 

（社会福祉法）                          都道府県        

                         指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

 

社会福祉協議会 共 同 募 金 会 社会福祉事業団 施 設 経 営 法 人 そ の 他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 都 道 府 県 知 事・
 指定都市長･中核市長

(01)

 都　道　府　県　の
 区 域 内 の 市  長

(02)

 都 道 府 県 知 事・
 指定都市長･中核市長

(03)

 都　道　府　県　の
 区 域 内 の 市  長

(04)

 都 道 府 県 知 事・
 指定都市長･中核市長

(05)

 都　道　府　県　の
 区 域 内 の 市  長

(06)

 都 道 府 県 知 事・
 指定都市長･中核市長

(07)

 都　道　府　県　の
 区 域 内 の 市  長

(08)

法 人 数

社 会 福 祉 法 人
社 会 福 祉 連 携
推 進 法 人

認
可
／
認
定
件
数
（

年
度
中
）

設立認可／
設立認定件数

解散認可(認定)
／認定取消件数

合併認可件数

（年度末現在）

 

  

この表は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）により設立された社会福祉法人

及び法により認定された社会福祉連携推進法人について、その年度末現在数及び年度中の認可（認定）

件数を法人の種類別に計上するものである。 

 

記入要領 

１ 都道府県においては、都道府県知事が所轄庁（社会福祉連携推進法人については認定所轄庁。以下

同じ。）である法人及び区域内の市長（指定都市長、中核市長を除く。）が所轄庁である法人について

計上し、２以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行っている法人であって、厚生労働省令で定

めるもの（厚生労働大臣所管分）については計上しないこと。 

２ 指定都市及び中核市においては、指定都市長及び中核市長が所轄庁である法人について計上し、２

以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行っている法人であって、厚生労働省令で定めるもの

（厚生労働大臣所管分）については計上しないこと。 

補 休眠中のものを除くこと。 

 

表 頭 

社会福祉法人 

 

社会福祉協議会⑴  法第109条～第111条に基づく社会福祉協議会であって社会福祉法人として認

可されているものを計上すること。 

※ 条文 125、126、127頁参照 

共 同 募 金 会⑵  法第 113 条に基づく共同募金会を計上すること。 

※ 条文 127頁参照 
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社会福祉事業団⑶  「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」（昭和 46 年７月 16 日社

庶第 121 号社会局長・児童家庭局長連名通知）に基づく社会福祉事業団を計上す

ること。 

施設経営法人⑷  法第２条に規定する社会福祉施設を経営する法人を計上すること。 

 ただし、社会福祉事業団は計上しないこと。 

 具体的には129頁の表を参照すること。 

そ の 他⑸ ⑴～⑷のいずれにも該当しない社会福祉法人を計上すること。 

社会福祉連携推進法人⑺  法第 127 条に規定する社会福祉連携推進法人を計上すること。 

  

表 側  

法 人 数 
(01)～(02) 

 

 社会福祉法人（表頭⑴～⑸）については、本年度末現在において法第 29 条に

規定する設立登記を終了している法人数、社会福祉連携推進法人（表頭⑺）につ

いては本年度末現在において法第 127 条に規定する法人数を計上すること。 

補１ ３月31日付で設立登記を終了した法人は計上し、３月31日付で解散した法

人は計上しないこと。 

補２ 前年度報告分の法人数（01）～(02)の数値に相違が生じて審査要領が成立

しない場合は、その理由を施設別及び欄別に注記欄に記載すること。) 

※ 条文 123、127頁参照 

 都道府県においては、都道府県知事が所轄庁である法人(01)及び区域内の市長

（指定都市長、中核市長を除く。）が所轄庁である法人(02)について計上するこ

と。指定都市及び中核市においては、(01)欄のみに計上すること。 

認可／認定件数 
（ 年 度 中 ） 

 

設立認可／設立
認定件数 

(03)～(04)

 社会福祉法人（表頭⑴～⑸）については、法第 31 条に基づき設立認可を行っ

た件数を計上すること。 

※ 条文 123頁参照 

 社会福祉連携推進法人（表頭⑺）については、法第 127 条に基づき認定を行っ

た件数を計上すること。 

※ 条文 127頁参照 

 都道府県においては、都道府県知事が所轄庁である法人(03)及び区域内の市長

（指定都市長、中核市長を除く。）が所轄庁である法人(04)について計上するこ

と。指定都市及び中核市においては、(03)欄のみに計上すること。 

解 散 認 可
（ 認 定 ） ／ 
認定取消件数 

(05)～(06) 

 社会福祉法人（表頭⑴～⑸）については、法第 46 条第１項（第４号を除く。）

に基づき解散認可（認定）を行った件数を計上すること。 

補 法第46条第３項に基づき届出された件数も含めて計上すること。 
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※ 条文 125頁参照 

 社会福祉連携推進法人（表頭⑺）については、法第 141 条に基づき解散の認定

を行った件数及び法第 145 条第１項又は第２項に基づき社会福祉連携推進認定

を取り消した件数を計上すること。 

補 法第141条において準用する法第46条第３項に基づき届出された件数も含め

て計上すること。 

※ 条文 128頁参照 

 都道府県においては、都道府県知事が所轄庁である法人(05)及び区域内の市長

（指定都市長、中核市長を除く。）が所轄庁である法人(06)について計上するこ

と。指定都市及び中核市においては、(05)欄のみに計上すること。 

合併認可件数 
(07)～(08) 

 

 社会福祉法人について、法第 50 条及び第 54 条の６に基づき合併認可を行った

件数を計上すること。 

 都道府県においては、都道府県知事が所轄庁である法人(07)及び区域内の市長

（指定都市長、中核市長を除く。）が所轄庁である法人(08)について計上するこ

と。指定都市及び中核市においては、(07)欄のみに計上すること。 

※ 条文 125頁参照 

 

審査要領 

 １ 法人数(01)≒「前年度分報告の法人数(01)」＋「設立認可／設立認定件数(03)」－「解散認可（認

定）／認定取消件数(05)」－「合併認可件数(07)」 

２ 法人数(02)≒「前年度分報告の法人数(02)」＋「設立認可／設立認定件数(04)」－「解散認可（認

定）／認定取消件数(06)」－「合併認可件数(08)」 

 

 

参照条文 

 社会福祉法（抄）（昭和26年法律第45号） 

（登記） 

第29条 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の

移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、

登記をしなければならない。 

② 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三

者に対抗することができない。 

（所轄庁） 

第30条 社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。ただし、次
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の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 

 １ 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人（次号に掲げる社会福祉法人を除く。）であつ

てその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長（特別区の区長を含む。以下同じ。） 

 ２ 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が１の都道府県

の区域内において２以上の市町村の区域にわたるもの及び第109条第２項に規定する地区社会福

祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長 

② 社会福祉法人でその行う事業が２以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労

働省令で定めるものにあっては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣と

する。 

（申請） 

第31条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、

厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 

１ 目的 

２ 名称 

３ 社会福祉事業の種類 

４ 事務所の所在地 

５ 評議員及び評議員会に関する事項 

６ 役員（理事及び監事をいう。以下この条、次節第２款、第６章第８節、第９章及び第10章に

おいて同じ。）の定数その他役員に関する事項 

７ 理事会に関する事項 

８ 会計監査人を置く場合には、これに関する事項 

９ 資産に関する事項 

10 会計に関する事項 

11 公益事業を行う場合には、その種類 

12 収益事業を行う場合には、その種類 

13 解散に関する事項 

14 定款の変更に関する事項 

15 公告の方法 

② 前項の定款は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識すること

ができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして

厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）をもつて作成することができる。 

③ 設立当初の役員及び評議員は、定款で定めなければならない。 

④ 設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人（会計監査人を置く社会福祉法

人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同



－125－ 

 

じ。）であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。 

⑤ 第１項第５号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する

旨の定款の定めは、その効力を有しない。 

⑥ 第１項第13号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、そ

の者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければなら

ない。 

（解散事由） 

第46条 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。 

１ 評議員会の決議 

２ 定款に定めた解散事由の発生 

３ 目的たる事業の成功の不能 

４ 合併（合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。） 

５ 破産手続開始の決定 

６ 所轄庁の解散命令 

② 前項第１号又は第３号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効

力を生じない。 

③ 清算人は、第１項第２号又は第５号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨

を所轄庁に届け出なければならない。 

（吸収合併の効力の発生等） 

第50条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において

合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。 

② 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権

利義務（当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づ

いて有する権利義務を含む。）を承継する。 

③ 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

④ 第32条の規定は、前項の認可について準用する。 

（新設合併の効力の発生等） 

第54条の６ 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の

権利義務（当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基

づいて有する権利義務を含む。）を承継する。 

② 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

③ 第32条の規定は、前項の認可について準用する。 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第109条 市町村社会福祉協議会は、１又は同一都道府県内の２以上の市町村の区域内において次に
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掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内

における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、

かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又

は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内にお

ける社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

４ 前３号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事

業 

② 地区社会福祉協議会は、１又は２以上の区（地方自治法第252条の20に規定する区及び同法第252

条の20の２に規定する総合区をいう。）の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより

地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とす

る事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社

会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

③ 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第１項各号に掲げる事業

のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うもの

とする。 

④ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的

な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第１項各号に掲げる事業を実施することができ

る。 

⑤ 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができ

る。ただし、役員の総数の５分の１を超えてはならない。 

⑥ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又

は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを

拒んではならない。 

（都道府県社会福祉協議会） 

第110条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより

地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議

会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

１ 前条第１項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切な

もの 

２ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 

３ 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言 
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４ 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 

② 前条第５項及び第６項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。 

（社会福祉協議会連合会） 

第111条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、

社会福祉協議会連合会を設立することができる。 

② 第109条第５項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。 

（共同募金会） 

第113条 共同募金を行う事業は、第２条の規定にかかわらず、第１種社会福祉事業とする。 

② 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。 

③ 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。 

④ 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文

字を用いてはならない。 

（社会福祉連携推進法人の認定） 

第125条 次に掲げる業務（以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。）を行おうとす

る一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄

庁の認定を受けることができる。 

１ 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援 

２ 災害が発生した場合における社員（社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第５号及び第

６号において同じ。）が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するため

の支援 

３ 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援 

４ 資金の貸付けその他の社員（社会福祉法人に限る。）が社会福祉事業に係る業務を行うのに必

要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの 

５ 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための

研修 

６ 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給 

（認定の基準） 

第127条 所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合する

と認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 

（略） 

（準用） 

第131条 第30条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。この場合において、

同条第１項第２号中「もの及び第109条第２項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法

人」とあるのは、「もの」と読み替えるものとする。 
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第141条 第46条第３項、第46条の２、第46条の６第４項及び第５項並びに第47条の４から第47条の

６までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散及び清算について準用する。この場合において、

第46条第３項中「第１項第２号又は第５号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律第148条各号」と、「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁（第139条第１項に規定する認定所轄

庁をいう。第46条の６第４項及び第５項並びに第47条の５において同じ。）」と、第46条の６第４

項及び第５項並びに第47条の５中「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁」と、第47条の６第２項中

「第46条の13」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第216条」と、「準用す

る。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読

み替えるものとする」とあるのは「準用する」と読み替えるものとする。 

（社会福祉連携推進認定の取消し） 

第145条 認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福

祉連携推進認定を取り消さなければならない。 

１ 第128条第１号又は第３号に該当するに至つたとき。 

２ 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。 

② 認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連

携推進認定を取り消すことができる。 

１ 第127条各号（第５号を除く。）に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。 

２ 社会福祉連携推進法人から社会福祉連携推進認定の取消しの申請があつたとき。 

３ この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 

③ 認定所轄庁は、前２項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

④ 第１項又は第２項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福祉連携推進法人は、

その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたもの

とみなす。 

⑤ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第29条第６項及

び第７項の規定は、認定所轄庁が第１項又は第２項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消

した場合について準用する。この場合において、同条第６項中「行政庁は、第１項又は第２項の

規定による公益認定」とあるのは、「社会福祉法第139条第１項に規定する認定所轄庁は、同法第

126条第１項に規定する社会福祉連携推進認定」と読み替えるものとする。 
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表（福祉行政報告例第41において施設経営法人の「施設」の対象となる社会福祉施設一覧） 

法第２条第２項

第１号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する救護施設、更生施設その他生

計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的と

する施設 

法第２条第２項

第２号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、

児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設 

法第２条第２項

第３号 

老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する養護老人ホーム、特別養護老

人ホーム又は軽費老人ホーム 

法第２条第２項

第４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）に規定する障害者支援施設 

法第２条第２項

第６号 

売春防止法（昭和31年法律第118号）に規定する婦人保護施設 

法第２条第２項

第７号 

授産施設を経営する事業 

法第２条第３項 

第２号 

児童福祉法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援セン

ター 

法第２条第３項 

第２号の２ 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号）に規定する幼保連携型認定こども園 

法第２条第３項 

第３号 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に規定する母子・父

子福祉施設 

法第２条第３項 

第４号 

老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福

祉センター又は老人介護支援センター 

法第２条第３項 

第４号の２ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地

域活動支援センター又は福祉ホーム 

法第２条第３項 

第５号 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に規定する身体障害者福祉センタ

ー、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設 

注：法第２条第４項に該当するものは対象外である。 
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第42 社会福祉法人等に対する指導・監督 

（社会福祉法等） 
都道府県        

                        指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

(社会福祉法人に対する指導)

特 別 監 査 一 般 監 査

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(01)

(社会福祉連携推進法人に対する指導)

特 別 監 査 一 般 監 査

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(02)

(施設又は事業に対する指導)

報 告 徴 収 立 入 検 査 管 理 規 定 の
変 更 の 命 令

事 業 の 制 限
の 命 令

施 設 の 設 備
又 は 運 営 の
改 善 の 命 令

事 業 の 停 止
の 命 令

事 業 の 廃 止
の 命 令

認 可 ( 許 可 )
の 取 消

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

生活保護法 (03)

(04)

(05)

社会福祉法 (06)

指　　　　　　導　　　　　　の　　　　　　状　　　　　　況

指　　　導　　　の　　　状　　　況

業 務 停 止
命 令

役 員 解 職
勧 告

保護施設

老人福祉法
養護老人ホーム又は
特別養護老人ホーム

無料低額宿泊所

 社会福祉法による
 社会福祉連携推進法人
 に対する指導

報 告 徴 収 立 入 検 査 勧 告

予 算 変 更
勧 告

役 員 解 職
勧 告

財 産 返 還
命 令

 (他法におい
 て準用する
 場合を含む｡)

根　拠　法 施設（事業）種別

公 表 措 置 命 令

措 置 命 令 業 務 停 止
命 令

役 員 解 職
勧 告

解 散 命 令 公益 事業 又は
収 益 事 業 の
停 止 の 命 令

報 告 徴 収
( 法 第 58 条 第
２ 項 第 １ 号 )

指　　　　　　導　　　　　　の　　　　　　状　　　　　　況

 社会福祉法による
 社会福祉法人に
 対する指導

報 告 徴 収
( 法 第 56 条
第 １ 項 )

立 入 検 査 勧 告 公 表

老人居宅生活支援事業又は老人デイ
サービスセンター、老人短期入所施設
若しくは老人介護支援センター

 

この表は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）により設立された社会福祉法人、社会福祉法により認

定された社会福祉連携推進法人、社会福祉法その他の法律により許可、認可又は届出がなされた社会福

祉事業に対する本年度中の指導・監督の状況について、指導の根拠法、施設・事業の種類別に件数を計

上するものである。 

 

記入要領 

１ 社会福祉法人に対する指導・監督について、都道府県においては、都道府県知事が所轄庁である法

人及び区域内の市長（指定都市長、中核市長を除く。）が所轄庁である法人について計上し、２以上

の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行っている法人であって、厚生労働省令で定めるもの（厚生

労働大臣所管分）については計上しないこと。 

２ 指定都市及び中核市においては、指定都市長及び中核市長が所轄庁である法人について計上し、２

以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行っている法人であって、厚生労働省令で定めるもの

（厚生労働大臣所管分）については計上しないこと。 

３ 上表の立入検査については、「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（平成29年４月27日雇児

発0427第７号・社援発0427第１号・老発0427第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護

局長、老健局長連名通知）にいう指導監査のうち、一般監査及び特別監査について計上すること。 

４ 中表の立入検査については、「社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱の制定について」（令和４年

12月26日社援発1226第５号厚生労働省社会・援護局長通知）にいう指導監査のうち、一般監査及び特

別監査について計上すること。 

５ 下表の立入検査については、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設
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に対する指導監督の徹底について」（平成13年７月23日雇児発第488号・社援発第1275号・老発第274

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）にいう指導監査のうち、

特別監査について計上し、一般監査については計上しないこと。 

６ 全項目にわたって計上数がないときは、注記欄に「該当なし」と記載すること。 

上 表 

 

 

 社会福祉法人に対する指導・監督件数を計上すること。また、他法において社

会福祉法の規定を準用する場合も含めて計上することとし、準用した場合は（ ）

の中に再掲すること。 

表 頭 

報 告 徴 収（法
第56条第１項）⑴ 

 

立 入 検 査 

 特 別 監 査 ⑵ 

 

 一 般 監 査 ⑶ 

 

勧 告 ⑷ 

 

公 表 ⑸ 

 

措 置 命 令⑹ 

 

業務停止命令⑺ 

 

役員解職勧告⑻ 

 

解 散 命 令 ⑼ 

 

公益事業又は収
益事業の停止の
命 令    ⑽ 

報告徴収（法第58
条第２項第１号）⑾ 

 

 

 

 社会福祉法第 56 条第１項に基づき、業務又は財産の報告を徴収した件数を計

上すること。（一般監査は計上しないこと。） ※ 条文 135 頁参照 

  

社会福祉法第 56 条第１項に基づき、業務及び財産の状況を検査した件数を計

上すること。 

社会福祉法第 56 条第１項に基づき、業務及び財産の状況を検査（一般監査）

した件数を計上すること。    ※ 条文 135 頁参照 

社会福祉法第 56 条第４項に基づき、その改善のために必要な措置（役員の解

職を除く。）をとるべき旨を勧告した件数を計上すること。 ※ 条文 135 頁参照 

社会福祉法第 56 条第５項に基づき、勧告に従わなかった旨を公表した件数を

計上すること。   ※ 条文 135 頁参照 

社会福祉法第 56 条第６項に基づき、必要な措置を採るべき旨を命じた件数を

計上すること。         ※ 条文 135 頁参照 

 社会福祉法第 56 条第７項に基づき、業務の全部若しくは一部の停止を命じた

件数を計上すること。      ※ 条文 135 頁参照 

 社会福祉法第 56 条第７項に基づき、役員の解職を勧告した件数を計上するこ

と。 

 社会福祉法第 56 条第８項に基づき、解散を命じた件数を計上すること。 

※ 条文 135頁参照 

 社会福祉法第 57 条に基づき、公益事業又は収益事業の停止を命じた件数を計

上すること。          ※ 条文 135 頁参照 
 

 社会福祉法第 58 条第２項第１号に基づき、事業又は会計の状況の報告を徴収

した件数を計上すること。    ※ 条文 135 頁参照 

 生活保護法第 74 条の２、老人福祉法第 25 条において社会福祉法を準用した場

合も含めること。また、その件数は（ ）の中に再掲すること。 
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予算変更勧告⑿ 

 

役員解職勧告⒀ 

 

財産返還命令⒁ 

 

 

 （予算変更勧告⑿、役員解職勧告⒀、財産返還命令⒁についても同じ取り扱い

とすること。）         ※ 条文 139、140 頁参照 

 社会福祉法第 58 条第２項第２号に基づき予算の変更を勧告した件数を計上す

ること。            ※ 条文 135 頁参照 

 社会福祉法第 58 条第２項第３号に基づき、役員の解職を勧告した件数を計上

すること。           ※ 条文 135 頁参照 

 社会福祉法第 58 条第３項に基づき、財産の返還を命じた件数を計上すること。 

※ 条文 135頁参照 

 

中 表 

表 頭 

 社会福祉連携推進法人に対する指導・監督件数を計上すること。 

報 告 徴 収⑴ 

 

立 入 検 査 

 特 別 監 査 ⑵ 

 

 一 般 監 査 ⑶ 

 

勧 告 ⑷ 

 

 

公 表 ⑸ 

 

措 置 命 令⑹ 

 

業務停止命令⑺ 

 

役員解職勧告⑻ 

 

 社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第１項に基づき、業務又は財産

の報告を徴収した件数を計上すること。（一般監査は計上しないこと。） 

  

社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第１項に基づき、業務及び財産

の状況を検査した件数を計上すること。 

社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第１項に基づき、業務及び財産

の状況を検査（一般監査）した件数を計上すること。 

社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第４項に基づき、その改善のた

めに必要な措置（役員の解職を除く。）をとるべき旨を勧告した件数を計上する

こと。 

社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第５項に基づき、勧告に従わな

かった旨を公表した件数を計上すること。 

社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第６項に基づき、必要な措置を

採るべき旨を命じた件数を計上すること。 

 社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第７項に基づき、業務の全部若

しくは一部の停止を命じた件数を計上すること。 

 社会福祉法第 144 条において準用する第 56 条第７項に基づき、役員の解職を

勧告した件数を計上すること。 

※ 条文 137 頁参照 
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下 表 

表 頭 

報 告 徴 収⑴ 

立 入 検 査⑵ 

管理規定の変更
の命令   ⑶ 

事業の制限の命
令 ⑷ 

施設の設備又は
運営の改善の命
令 ⑸ 

 
事業の停止の命
令 ⑹ 

 
事業の廃止の命
令 ⑺ 

 
認可（許可）の取
消     ⑻ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

次表の各法の規定に基づく指導監督を行った件数を計上すること。 

※ 条文 136、138、139頁参照 

 
（該当する法律の条項一覧） 
（施設又は事業に対する指導） 

根拠法 施設(事業)種別 

指   導   の   状   況 

報告徴
収 
 
 
 

立入検
査 
 
 
 

管理規
定の変
更の命
令 
 

事業の
制限の
命令 
 
 

施設の
設備又
は運営
の改善
の命令 

事業の
停止の
命令 
 
 

事業の
廃止の
命令 
 
 

認 可
(許可)
の取消 
 
 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ 

生活保護
法 
 

保 護 施 設 
(02) 

 

第44条 
 
 

第44条 
 
 

第46条
第３項 
 

 
第45条
第１項
第２項 

第45条
第１項
第２項 

第45条
第１項 
 

第45条
第２項 
 

老人福祉
法 
 
 
 
 

老人居宅生活支援事
業又は老人デイサー
ビスセンター、老人
短期入所施設若しく
は老人介護支援セン
ター     (03) 

第18条
第１項 
 
 
 
 

第18条
第１項 
 
 
 
 

 

第18条
の２第
２項 
 
 
 

 

第18条
の２第
２項 
 
 
 

  

 
養護老人ホーム又は
特別養護老人ホーム 

(04) 

第18条
第２項 
 

第18条
第２項 
 

  
第19条
第１項 
 

第19条
第１項 
 

第19条
第１項 
 

第19条
第１項 
 

社会福祉
法 

無料低額宿泊所(05) 
第70条 
 

第70条 
 

 
第72条 

 
第71条 
 

第72条 
 

 
 

 
 

表 側 

保 護 施 設(03) 

老人居宅生活支
援事業又は老人
デイサービスセ
ンター、老人短期
入所施設若しく
は老人介護支援
センター   (04) 

 

無料低額宿泊所 
 (06) 

 

 

 

 

 生活保護法第 38 条に規定する保護施設をいう。 

 老人居宅生活支援事業は、老人福祉法第５条の２に規定するものをいう。 

 

 

 

 

 社会福祉法第２条第３項第８号に規定する、生計困難者のために、無料又は低

額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を

行う施設をいう。  
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参照条文 

 社会福祉法（抄）（昭和26年法律第45号） 

（監督） 

第56条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しく

は財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入

り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

④ 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、

又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、そ

の改善のために必要な措置（役員の解職を除く。）をとるべき旨を勧告することができる。 

⑤ 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項

の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

⑥ 所轄庁は、第４項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告

に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措

置をとるべき旨を命ずることができる。 

⑦ 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定

めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。 

⑧ 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した

場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないの

に１年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。 

（公益事業又は収益事業の停止） 

第57条 所轄庁は、第26条第１項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、

次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事

業の停止を命ずることができる。 

１ 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。 

２ 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及

び公益事業以外の目的に使用すること。 

３ 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。 

（助成等） 

第58条 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体

の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該

社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸

し付けることができる。ただし、国有財産法（昭和23年法律第73号）及び地方自治法第237条第２

項の規定の適用を妨げない。 

② 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共
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団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対し

て、次に掲げる権限を有する。 

１ 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。 

２ 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予

算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。 

３ 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合にお

いて、その役員を解職すべき旨を勧告すること。 

③ 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかったときは、交付し

た補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を

命ずることができる。 

（調査） 

第70条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必

要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業

経営の状況を調査させることができる。 

（改善命令） 

第71条 都道府県知事は、第62条第１項の規定による届出をし、若しくは同条第２項の規定による

許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の２第１項若しくは第２項の規定によ

る届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第１項又は第68条の５第１項の基準に

適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するた

めに必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 

（許可の取消し等） 

第72条 都道府県知事は、第62条第１項、第67条第１項、第68条の２第１項若しくは第２項若しく

は第69条第１項の規定による届出をし、又は第62条第２項若しくは第67条第２項の規定による許

可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第６項（第63条第３項及び第67条第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定による条件に違反し、第63条第１項若しくは第２項、第68条、第

68条の３若しくは第69条第２項の規定に違反し、第70条の規定による報告の求めに応ぜず、若し

くは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サ

ービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を

経営することを制限し、その停止を命じ、又は第62条第２項若しくは第67条第２項の許可を取り

消すことができる。 

② 都道府県知事は、第62条第１項、第67条第１項、第68条の２第１項若しくは第２項若しくは第

69条第１項の規定による届出をし、若しくは第74条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は

第62条第２項若しくは第67条第２項の規定による許可を受け、若しくは第74条に規定する他の法
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律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者（次章において「社会福祉事業

の経営者」という。）が、第77条又は第79条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事

業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第62条第２項若しくは第67条第２項の許可若

しくは第74条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。 

③ 都道府県知事は、第62条第１項若しくは第２項、第67条第１項若しくは第２項、第68条の２第

１項若しくは第２項又は第69条第１項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業

に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をし

たときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることが

できる。 

（監督等） 

第144条 第56条（第８項を除く。）、第57条の２、第59条、第59条の２（第２項を除く。）及び第59

条の３の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

第56条第１項 所轄庁 認定所轄庁（第139条第１項に規定する認定

所轄庁をいう。以下同じ。） 

第56条第４項から第７項ま

で、第９項及び第11項、第57

条の２、第59条並びに第59

条の２第４項 

所轄庁 認定所轄庁 

第57条の２第２項 及び第４項から第９項

まで並びに前条 

、第４項から第７項まで及び第９項 

第59条第１号 第45条の32第１項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律第129条第１項 

第59条第２号 第45条の34第２項 第138条第１項において準用する第45条の

34第２項 

第59条の２第１項第１号 第31条第１項若しくは

第45条の36第２項 

第139条第１項 

同条第４項 同条第３項 

第59条の２第１項第２号 第45条の35第２項 第138条第１項において準用する第45条の

35第２項 

第59条の２第３項 前項前段の事務 当該都道府県の区域内に主たる事務所を有

する社会福祉連携推進法人（厚生労働大臣

が認定所轄庁であるものを除く。）の活動の

状況その他の厚生労働省令で定める事項に

ついて、調査、分析及び必要な統計その他

の資料の作成 

所轄庁（市長に限る。

次項において同じ。） 

認定所轄庁 
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 生活保護法（抄）（昭和25年法律144号） 

（報告の徴収及び立入検査） 

第44条 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と

認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び

会計書類、診療録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当該

電磁的記録を含む。第51条第２項第５号及び第54条第１項において同じ。）の閲覧及び説明を求め

させ、若しくはこれを検査させることができる。 

（改善命令等） 

第45条 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、

次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はそ

の保護施設の廃止を命ずることができる。 

１ その保護施設が第39条第１項の基準に適合しなくなつたとき。 

２ その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 

３ その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反し

たとき。 

② 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、そ

の保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第41条第２項の認可

を取り消すことができる。 

１ その保護施設が前項各号の１に該当するとき。 

２ その保護施設が第41条第３項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 

３ その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 

４ 正当な理由がないのに、第41条第２項第６号の予定年月日（同条第５項の規定により変更の

認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日）までに事業を開始しないとき。 

５ 第41条第５項の規定に違反したとき。 

（管理規程） 

第46条 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定

めなければならない。 

１ 事業の目的及び方針 

２ 職員の定数、区分及び職務内容 

３ その施設を利用する者に対する処遇方法 

４ その施設を利用する者が守るべき規律 

５ 入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 
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６ その他施設の管理についての重要事項 

② 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届

け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 

③ 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に

対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずること

ができる。 

（準用規定） 

第74条の２ 社会福祉法第58条第２項から第４項までの規定は、国有財産特別措置法（昭和27年法

律第219号）第２条第２項第１号の規定又は同法第３条第１項第４号及び同条第２項の規定により

普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 

 
 

 老人福祉法（抄）（昭和38年法律第133号） 

（報告の徴収等） 

第18条 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業

を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設

置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若

しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

② 都道府県知事は、前条第１項の基準を維持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若

しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

（改善命令等） 

第18条の２ 

② 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入

所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは

これらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第

５条の２第２項から第７項まで、第20条の２の２若しくは第20条の３に規定する者の処遇につき

不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又

は停止を命ずることができる。 

第19条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこ

れに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第１

項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善

若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第15条第４項の規定による認可を取り消すこ

とができる。 
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（準用規定） 

第25条 社会福祉法第58条第２項から第４項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、

又は国有財産特別措置法（昭和27年法律第219号）第２条第２項第４号の規定若しくは同法第３条

第１項第４号及び同条第２項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人

に準用する。 
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第43 児童相談経路別児童受付 

（児童福祉法）                          都道府県        

指定都市        
中 核 市        
〔特別区      〕 
令和    年度分報告 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

男
(01)

女
(02)

男
(03)

女
(04)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

男
(01)

女
(02)

男
(03)

女
(04)

児童相談所

市 町 村

そ の 他 計
(再　　　　掲)

措置

変更

期間

延長

巡回

相談

電話

相談

幼 稚 園 学 校 教 育 委

員 会 等

児童相談所

市 町 村

里 親 児 童 委 員
( 通 告 の

仲 介 を
含 む )

家 族
・

親 戚

近 隣
・

知 人

児 童
本 人

そ の 他 保 育 所 児童福祉

施　　設

指　　定

発達支援
医療機関

保 健 所 医 療

機 関

認　　定
こども園

警 察 等 家　庭
裁判所

児 童

相 談 所

福 祉

事 務 所

保 健

セ ン ター

そ の 他 福 祉

事 務 所

児 童

委 員

保　　健

センター

都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 町 村
児 童 福 祉 施 設 ・

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関
保 健 所 及 び
医 療 機 関

学 校 等
児童家庭
支　　援
センター

 

  

この表は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）により本年度中に児童相談所及

び市町村で児童の福祉に関する相談等を受けて児童記録票を起こした件数について経路別、男女別に計

上するものである。 

記入要領 

 この表は、児童相談所及び市町村に備え付けられている児童記録票の記載内容に基づいて計上するこ

と。 

 

一般的事項 

 各児童相談所及び各市町村の報告について、設置又は管轄する都道府県・指定都市・中核市又は特別

区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で集計すること。

報告については、都道府県・指定都市又は中核市が行うこと。 

 

 新たに児童記録票を起こしたケースのほか、次の場合も計上すること。 

１ 以前に相談に応じた児童で現在措置が解除され若しくはその他の対応が完了した児童について、

再び相談に応じた場合 

２ 措置継続中の児童について、措置変更若しくは在所期間の延長のための相談に応じて、児童記録

票を再び用いた場合（再掲の措置変更(28)若しくは期間延長(29)の欄にも計上すること。） 

 

 

 

名
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表 頭 

経 路 種 別 

 

 

 

 

都 道 府 県 ・ 

指 定 都 市 ・ 

中核市・特別区 
⑴⑵⑶⑷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 
⑸⑹⑺⑻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受付の経路が２欄以上に該当するときは、児童記録票を起こした相談経路のみ 

に計上すること。 

補 児童相談所に児童委員から通告があり、ついで警察署からも通告があった場

合、児童記録票を起こしたのが警察署からの通告であれば「警察等」に計上す

ること。 

 都道府県、指定都市、中核市、特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談

所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）の関係機関から通告等があったケー

スについて計上すること。 

 「児童相談所」の欄には、他の児童相談所からの通告等があったケースについ

て計上すること。 

補 児童相談所においては、移管を受けた場合若しくは情報提供を受けて通告と

判断した場合は、ここに計上すること。 

 「福祉事務所」の欄には、都道府県、指定都市、中核市、特別区（ただし、中

核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）の設置し

た福祉事務所から法第25条の８の規定により送致されたケースのほか、児童問題

についての連絡又は通知等があったケースについて計上すること。 

 「保健センター」の欄には、指定都市、中核市、特別区（ただし、中核市及び

特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）の設置した地域保

健法（昭和22年法律第101号）第18条の規定による「市町村保健センター」から

の通告等があったケースについて計上すること。 

 「その他」の欄には、児童相談所、福祉事務所及び保健センター以外の都道府

県、指定都市、中核市、特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置

する市（特別区を含む。）に限る。）関係機関の長（他に分類されるものを除く。）

から通告等があったケースについて計上すること。 

 市町村の関係機関から通告等があったケースについて計上すること。 

「保健センター」の欄は、地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）第 18 条の規定

による「市町村保健センター」からの通告等があったケースについて計上するこ 

と。 

 「その他」の欄には福祉事務所、児童委員、保健センター以外の市町村関係機

関の長（他に分類されるものを除く。）からの通告等があったケースについて計

上すること。 

※条文 142頁参照 

補 都道府県・市町村の職員であっても私人の立場で要保護児童を通告したとき

は本欄に計上せず、表頭に掲げる経路別のうち該当する欄に計上すること。 
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児 童 福 祉 施
設・指定発達支
援 医 療 機 関 

⑼⑽⑾ 
 

児童家庭支援 
センター ⑿ 
 
認定こども園 

⒀ 
 

警 察 等⒁ 

 

家庭裁判所⒂ 

 

保健所及び医 
療機関 ⒃⒄ 

 

 
 

学校等⒅⒆⒇ 

 

 

 

 

 

里  親  (21) 

 

児童委員(通告
の 仲 介 を 含
む。)   (22) 

 

そ の 他 ( 2 6 ) 

(再  掲) 

措置変更  (28) 

 

期間延長  (29) 

 

 

巡回相談  (30) 

電話相談  (31) 

 

 保育所（保育所型認定こども園を除く。）、児童福祉施設（児童家庭支援センタ

ーを除く。）、指定発達支援医療機関からの相談、通告等があったケースを計上す

ること。 

 児童家庭支援センターからの通告等があったケースについて計上すること。 

 

 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地

方裁量型認定こども園からの通告等があったケースについて計上すること。 

警察官のほか麻薬取締官等司法警察職員としての職務を行う者からの通告等

があったケースについて計上すること。 

 家庭裁判所から児童問題についての通告等があったケースについて計上する

こと。 

 保健所の欄には、保健所から児童問題についての通告等があったケースについ

て計上すること。 

 医療機関の欄には、医療機関からの通告等があったケースについて計上するこ

と。 

 学校等のうち、学校の欄には小学校、中学校、高等学校等からの連絡、通告等

があったケースについて計上すること。 

 教育委員会等の欄には、教育委員会（教育相談室等）、社会教育関係機関等か

らの連絡、通告等があったケースについて計上すること。 

補 幼稚園の欄には幼稚園型認定こども園からの通告等があったケースについては

計上せず、⒀に計上すること。 

 里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）からの連絡、相談等に

より受け付けたケースについて計上すること。 

 法第25条の規定による児童委員を介しての連絡、通告等があったケースについ

て計上すること。 
 

 ⑴～(25)のいずれにも該当しないケースについて計上すること。 

 

 措置継続中の児童について、措置変更のための相談に応じて児童記録票を再び

用いたものについて再掲として計上すること。 

 法第31条等による保護期間の延長のための相談に応じ児童記録票を再び用い

たものについて再掲として計上すること。 

※条文 143頁参照 

 巡回相談又は出張相談で受け付けたケースについて再掲として計上すること。 

 電話によって相談をうけ、児童記録票を起こしたもので、電話のみで対応を完

了したものについて再掲として計上すること。 
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表 側 

児 童 相 談 所 

男   (01) 

女   (02) 

 

市 町 村 

男   (03) 

女   (04) 

 

 

本年度中に児童相談所で児童の福祉に関する相談等を受けて、児童記録票を起

こした件数を男女別に計上すること。 

 

 

 本年度中に市町村で児童の福祉に関する相談等を受けて、児童記録票を起こし

た件数を男女別に計上すること。 

 

審査要領 

１ 「（再掲）措置変更(28)」≦「計(27)」 

２ 「（再掲）期間延長(29)」≦「計(27)」 

３ 「（再掲）巡回相談(30)」≦「計(27)」 

４ 「（再掲）電話相談(31)」≦「計(27)」 

 

 

参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

（要保護児童発見者の通告義務） 

第 25 条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童

相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告

しなければならない。ただし、罪を犯した満 14 歳以上の児童については、この限りでない。この

場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 

（福祉事務所長の採るべき措置） 

第 25 条の８ 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第 25 条第１項の規定による通告又は前条第

２項第２号若しくは次条第１項第４号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ

の保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らな

ければならない。 

１ 第 27 条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保

健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

２ 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させるこ

と。 

３ 保育の利用等（助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第 24 条第５項の規定に

よる措置をいう。以下同じ。）が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等

に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。 
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４ 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事

に報告すること。 

５ 第 21 条の６の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長

に報告し、又は通知すること。 

（保護期間の延長等） 

第 31 条 都道府県等は、第 23 条第１項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童につい

ては、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満 20 歳に達するまで、

引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 

② 都道府県は、第 27 条第１項第３号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里

親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設（第 42 条第１号に規定する福祉型障害児入所

施設に限る。）、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満 20 歳に

達するまで、引き続き同項第３号の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福

祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。 

③ 都道府県は、第 27 条第１項第３号の規定により障害児入所施設（第 42 条第２号に規定する医

療型障害児入所施設に限る。）に入所した児童又は第 27 条第２項の規定による委託により指定発

達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満 20 歳に

達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委

託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。 
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第44 児童相談種類別児童受付 
都道府県               
指定都市               
中 核 市               
〔特 別 区            〕 

 
令和           年度分報告 

 

 

養 護 相 談 
保

健

相

談 

障       害       相       談 非 行 相 談 育    成    相    談 
そ

の

他

の

相

談 

計 

（ 再   掲 ） 

児

童

虐

待

相

談 

そ

の

他

の

相

談 

肢

体

不

自

由

相

談 

視

聴

覚

障

害

相

談 

言
語
発
達
障
害
等
相
談 

重
症
心
身
障
害
相
談 

知

的

障

害

相

談 

発

達

障

害

相

談 

ぐ

犯

行

為

等

相

談 

触

法

行

為

等

相

談 

性

格

行

動

相

談 

不

登

校

相

談 

適

性

相

談 

育
児
・
し
つ
け
相
談 

児

童

虐

待

通

告 

い

じ

め

相

談 

児
童
買
春
等
被
害
相
談 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ 

児 童 
相談所 

０   歳 (01)                     
１   歳 (02)                     
２   歳 (03)                     
３   歳 (04)                     
４   歳 (05)                     
５   歳 (06)                     
６   歳 (07)                     
７   歳 (08)                     
８   歳 (09)                     
９   歳 (10)                     
10   歳 (11)                     
11   歳 (12)                     
12   歳 (13)                     
13   歳 (14)                     
14   歳 (15)                     
15   歳 (16)                     
16   歳 (17)                     
17   歳 (18)                     
1 8歳 以 上 (19)                     

計 (20)                     

市町村 

０   歳 (21)                     
１   歳 (22)                     
２   歳 (23)                     
３   歳 (24)                     
４   歳 (25)                     
５   歳 (26)                     
６   歳 (27)                     
７   歳 (28)                     
８   歳 (29)                     
９   歳 (30)                     
10   歳 (31)                     
11   歳 (32)                     
12   歳 (33)                     
13   歳 (34)                     
14   歳 (35)                     
15   歳 (36)                     
16   歳 (37)                     
17   歳 (38)                     
1 8歳 以 上 (39)                     

計 (40)                     
                       

児 童 
相談所 

１歳６ヶ月 
児精神発達 
精密健康診 
査 
（再掲） 

(41)                     

３歳児精神 
発達精密健 
康診査 
（再掲） 

(42)                     

                       

児 童 
相談所 

特別児童扶養手当支給にかかる判定相談（計⒄の再掲） (43)               

里親、養親希望に関する相談 (44)               
 

名 （児童福祉法）
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 この表は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）により、本年度中に児童相談所

及び市町村が新たに受け付けた相談のうち、本年度中に判定会議等の結果、相談種別を決定した件数を

計上するものである。 

 

記入要領  

 この表は、児童相談所及び市町村に備え付けられている児童記録票に記載された相談種別によって分

類計上すること。 

 

一般的事項 

 各児童相談所及び各市町村の報告について、設置又は管轄する都道府県・指定都市・中核市又は特別

区(ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。)で集計すること。

報告については、都道府県・指定都市又は中核市が行うこと。 

１ 相談種別は原則として判定会議・援助方針会議等の結果により分類すること。 

２ 以前相談に応じ現在措置が解除されている児童、若しくはその他の対応が完了した児童について

再び相談に応じて児童記録票を再び用いたものも含めて計上すること。 

上 表 

表 頭 

相 談 種 別 

養 護 相 談 

児童虐待相談 
⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

その他の相談 
⑵ 

 

 

保 健 相 談 ⑶ 

 

 

 

 相談種別が２欄以上に該当するときは、おもな相談のみに計上すること。 

 

 児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に関する相談。 

（児童の安全確認の結果を踏まえた判定会議等の結果により、児童虐待相談に

は該当しないと分類されたものは本欄には含まない） 

※条文 184頁参照 

⑴ 身体的虐待 

  生命・健康に危険のある身体的な暴行 

⑵ 性的虐待 

  性交、性的暴行、性的行為の強要 

⑶ 心理的虐待 

  暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童が同居する家庭における配偶

者、家族に対する暴力 

⑷ 保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

  保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児 

 父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養

育困難児、迷子、親権を喪失した若しくは停止された親の子、後見人を持たぬ児

童等児童虐待相談以外の環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談。 

 低出生体重児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機能障害、小児喘息、

その他の疾患（精神疾患を含む。）を有する児童に関する相談。 
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障 害 相 談 

肢体不自由相
談 ⑷ 

 

視聴覚障害相
談 ⑸ 

 

言語発達障害
等相談  ⑹ 

 

 

 

重症心身障害
相談   ⑺ 

 

知的障害相談 
⑻ 

 

発達障害相談 
⑼ 

 

非 行 相 談 

ぐ犯行為等相
談 ⑽ 

 

 

触法行為等相
談 ⑾ 

 

 
 
 

 

育 成 相 談 

性格行動相談 
⑿ 

 
 
 

不登校相談⒀ 

 
 

 

適 性 相 談⒁ 

育児・しつけ
相談   ⒂ 

その他の相談⒃ 
 

 

肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 

 

 盲（弱視を含む。）、ろう（難聴を含む。）等視聴覚障害児に関する相談。 

 

構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ児童、言語発達遅滞を有

する児童等に関する相談。 

 ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等他の相談種別に分 

類される場合は本欄には計上せず該当する種別に計上すること。 

 重症心身障害児に関する相談。 

 
 

 知的障害児に関する相談。 

 

 自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥

多動性障害等の児童に関する相談。（自閉症スペクトラム障害を含む。） 

 

 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問題行動のある

児童、警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、又は触法行為があったと思

料されても警察署から法第 25 条による通告のない児童に関する相談。 

 触法行為があったとして警察署から法第 25 条による通告のあった児童、犯罪

少年に関して家庭裁判所から送致のあった児童に関する相談。受け付けた時には

通告がなくとも調査の結果通告が予定されている児童に関する相談についても

本欄に計上すること。 

※条文 149頁参照 

 

 児童の人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、

緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格又は行動上の問題を有

する児童に関する相談。 

 学校、幼稚園、保育所又は認定こども園に在籍中で、登校（園）していない状

態にある児童に関する相談について計上すること。非行が主である場合や精神疾

患、養護問題が主である場合等には、そのそれぞれの項に計上すること。 

 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 

 家庭内における幼児の育児・しつけ、児童の性教育、遊び等に関する相談。 

 

 (1)～(15)のいずれにも該当しない相談。 
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（再掲） 

児童虐待通告 
⒅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

いじめ相談⒆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童買春等被
害相談  ⒇ 
 

 

表 側 

児 童 相 談 所 

市 町 村 

年 齢 区 分 

 
 

18歳以上⒆及 
び18歳以上(39) 

 
 
 
 
 
 

１歳６か月児
精神発達精密
健康診査(再
掲)    (41) 

 
 
 
 
 
 

 

表頭の各種相談のうち、児童虐待の防止等に関する法律の第６条の規定に基づ

く通告及び同法第２条に係る相談に関して、「相談・通告受付票」を起こし、受

理会議段階で児童虐待相談（疑い、おそれを含む。）として受け付けた件数につ

いて再掲すること。このため、当該欄は、児童虐待相談⑴の件数よりも多くなる

場合があることに留意すること。 

（判定会議等の結果、児童虐待相談以外として判定したものも計上すること。） 

※条文 184頁参照 

 表頭の各種相談のうち、言葉での脅し、冷やかし・からかい、仲間はずれ、暴

力等「いじめ」に関する相談について再掲すること。 

 「いじめ」の定義：本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否か

の判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立っ

て行うものとする。「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学

校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」

とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

      ※条文 149 頁参照 

 表頭の各種相談のうち、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰

並びに児童の保護等に関する法律」（平成 11 年 5 月 26 日法律第 52 号）における

児童買春、児童ポルノに係る相談について再掲すること。 

 

 児童相談所及び市町村に備え付けられている児童記録票に記載された相談種

別ごとに年齢別で計上すること。 

 児童相談所及び市町村で受け付けたときの満年齢により計上すること。 

    補 特定妊婦は 0 歳に計上すること。 

 次の各号のいずれかに該当する場合について計上すること。 

⑴ 法第 31 条の規定による措置延長の相談があった場合 

※条文 143頁参照 

⑵ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和 39 年法律第 134 号）による

認定診断の依頼があった場合 

 母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 12 条の規定による１歳６か月児健康

診査の結果、母子保健法施行規則（昭和 40 年厚生省令第 55 号）第２条第１項第

７号による「精神発達の状況」について、精密健康診査の依頼があったものを再

掲すること。 

※条文 150頁参照 
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３歳児精神発
達精密健康診
査(再掲) (42) 

 

 

 

下 表 

特別児童扶養
手当支給にか
かる判定相談 
(計⒄の再掲) 

(43) 

里親、養親希
望に関する相
談    (44) 

 母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 12 条の規定による３歳児健康診査の

結果、母子保健法施行規則（昭和 40 年厚生省令第 55 号）第２条第２項第９号に

よる「精神発達の状況」について、精密健康診査の依頼があったものを再掲する

こと。 

※条文 150頁参照 

 

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和 39 年法律第 134 号）による特

別児童扶養手当の支給にかかる判定相談について再掲すること。 

 

 法第 27 条第１項第３号に規定する里親及び「養子制度等の運用について」（平

成 14 年９月５日雇児発第 0905004 号）に基づく養子縁組希望者からの相談につ

いて計上すること。 

※条文 157頁参照 

 

審査要領 

  表頭の「計⒄」の「計⒇」≒「第43の計(27)の男(01)＋女(02)」 

   〃 「計⒄」の「計(40)」≒「第43の計(27)の男(03)＋女(04)」 

 

参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和22年法律第164号） 

（要保護児童発見者の通告義務） 

第 25 条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童

相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告

しなければならない。ただし、罪を犯した満 14 歳以上の児童については、この限りでない。この

場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 

  

いじめ防止対策推進法（抄）（平成25年法律第71号） 

  （定義） 

  第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し

ている等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等

が心身の苦痛を感じているものをいう。 
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母子保健法（抄）（昭和40年法律第141号） 

（健康診査） 

第 12 条 市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなけれ

ばならない。 

１ 満１歳６か月を超え満２歳に達しない幼児 

２ 満３歳を超え満４歳に達しない幼児 

 

 母子保健法施行規則（抄）（昭和40年厚生省令第55号） 

（健康診査） 

第２条 母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号。以下「法」という。）第 12 条の規定による満１歳６

か月を超え満２歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うもの

とする。 

１ 身体発育状況 

２ 栄養状態 

３ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 

４ 皮膚の疾病の有無 

５ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

６ 四肢運動障害の有無 

７ 精神発達の状況 

８ 言語障害の有無 

９ 予防接種の実施状況 

10 育児上問題となる事項 

11 その他の疾病及び異常の有無 

② 法第 12 条の規定による満３歳を超え満４歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲

げる項目について行うものとする。 

１ 身体発育状況 

２ 栄養状態 

３ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 

４ 皮膚の疾病の有無 

５ 眼の疾病及び異常の有無 

６ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無 

７ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

８ 四肢運動障害の有無 

９ 精神発達の状況 

10 言語障害の有無 

11 予防接種の実施状況 

12 育児上問題となる事項 

13 その他の疾病及び異常の有無 



 

 

―
1
5
1
―
 

第45 児童相談種類別対応件数 
都道府県        
指定都市        
中 核 市        
〔特 別 区     〕 

 
令和    年度分報告 

 

名 （児童福祉法）

　
　

（
再
　
　
掲

）

家
庭
裁
判
所
送
致

法
第
2
7
条
の
３
に
よ
る

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

児 童 虐 待 相 談 (01)

そ の 他 の 相 談 (02)

(03)

肢 体 不 自 由 相 談 (04)

視 聴 覚 障 害 相 談 (05)

言語発達障害等相談 (06)

重 症 心 身 障 害 相 談 (07)

知 的 障 害 相 談 (08)

発 達 障 害 相 談 (09)

ぐ 犯 行 為 等 相 談 (10)

触 法 行 為 等 相 談 (11)

性 格 行 動 相 談 (12)

不 登 校 相 談 (13)

適 性 相 談 (14)

育 児 ・ し つ け 相 談 (15)

(16)

(17)

児 童 虐 待 相 談 (18)

そ の 他 の 相 談 (19)

(20)

肢 体 不 自 由 相 談 (21)

視 聴 覚 障 害 相 談 (22)

言語発達障害等相談 (23)

重 症 心 身 障 害 相 談 (24)

知 的 障 害 相 談 (25)

発 達 障 害 相 談 (26)

ぐ 犯 行 為 等 相 談 (27)

触 法 行 為 等 相 談 (28)

性 格 行 動 相 談 (29)

不 登 校 相 談 (30)

適 性 相 談 (31)

育 児 ・ し つ け 相 談 (32)

(33)

(34)

い じ め 相 談 (35)

児童買春等被害相談 (36)

い じ め 相 談 (37)

児童買春等被害相談 (38)

児 童
相 談 所

再 掲

市 町 村 再 掲

市 町 村

養 護
相 談

保 健 相 談

障 害
相 談

施

設

入

所

待

機

（
再

掲

）

そ

の

他

計

他

機

関

あ

っ

せ

ん

入

所

育成相談

育成相談

継

続

指

導

非 行
相 談

訓

戒

・

誓

約

そ の 他 の 相 談

計

施

設

入

所

待

機

（
再

掲

）

に

よ

る

家

庭

裁

判

所

送

致

法

第

2
7

条

第

１

項

第

４

号

児 童
相 談 所

養 護
相 談

保 健 相 談

障 害
相 談

非 行
相 談

社

会

福

祉

主

事

指

導

知

的

障

害

者

福

祉

司

・

そ の 他 の 相 談

計

助

言

指

導

会

福

祉

主

事

指

導

を

含

む

。

）

（
知

的

障

害

者

福

祉

司

・

社

福

祉

事

務

所

送

致

又

は

通

知

通

所

対　　応　　件　　数　　（　年　　度　　中　）

児童福祉施設 指

定

発

達

支

援

医

療

機

関

委

託

里

親

委

託

児

童

相

談

所

送

致

利

用

契

約

障

害

児

入

所

施

設

等

へ

の

未

対

応

件

数

（
年

度

末

現

在

）

面接指導 児

童

福

祉

司

指

導

児

童

委

員

指

導

指

導

・

指

導

委

託

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー

係

る

都

道

府

県

知

事

へ

の

報

告

助

産

又

は

母

子

保

護

の

実

施

に

市

町

村

指

導

委

託

市

町

村

送

致
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 この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）により、本年度中に児童相談

所及び市町村が新たに受け付けた相談及び前年度に未対応であった相談について、本年度中に対応した

件数及び年度末現在の未対応件数を対応種別、相談種別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、児童相談所及び市町村に備え付けられている児童記録票の記載内容に基づいて計上するこ

と。 

 

一般的事項 

 各児童相談所及び各市町村の報告について、設置又は管轄する都道府県・指定都市・中核市又は特別

区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で集計すること。

報告については、都道府県・指定都市又は中核市が行うこと。 

 

 この表でいう対応とは、法第 26 条第１項及び第 27 条第１項にいう措置のほか、児童相談所及び市町

村が行う児童の福祉に関する相談の対応をいい、援助方針会議等の結果により分類すること。ただし、

援助内容決定後指導等を継続し、その指導等が終結した場合にはあらためて計上はしない。 

※条文 156、157頁参照 

表 頭 

対 応 件 数 

（ 年 度 中 ） 

 

面 接 指 導 

助言指導 ⑴ 

 

継続指導 ⑵ 

 

 

 

他機関あっせ
ん    ⑶ 
 
 
 

 

児童福祉司指導 
⑷ 

 

 

 

１ 対応が２欄以上に該当するときは、それぞれの対応に計上すること。 

２ 同一人について一度とられた対応がその後の経過の中で別の対応に変更さ

れる場合には、新たにとられた対応についても計上すること。 

 

 １～３回程度の助言、指示等を与えることによる指導対応を行うことに決定し

たものの数を計上すること。 

 心理療法やカウンセリング・面接による指導等を少なくとも数回以上にわたっ

て継続実施することに決定したものの数を計上すること。援助方針会議による決

定までに数回以上の継続的な面接等による指導があった場合も本欄に計上する

こと。 

 他の児童相談所、福祉事務所、保健所、医療機関、教育相談所等他の機関に移

管、あっせん紹介したものの数を計上すること。 

補 児童相談所においては、移管した場合若しくは情報提供を受けて通告と判断

した場合は、ここに計上すること。 

 児童福祉司の指導の措置（法第26条第１項第２号又は法第27条第１項第２号）

を採ったものの数を計上すること。 

※条文 156、157頁参照 
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児 童 委 員 指 導 
⑸ 

 
 

児童家庭支援セ
ンター指導・指
導委託   ⑹ 

 

市町村指導委託 
⑺ 

市 町 村 送 致 ⑻ 

 

福祉事務所送致 
又は通知(知的
障害者福祉司・
社会福祉主事指
導を含む。)⑼ 

 

児童相談所送致 
⑽ 

 

知的障害者福祉
司・社会福祉主
事指導   ⑾ 

 

助産又は母子保
護の実施に係る
都道府県知事へ
の報告   ⑿ 
 

訓戒・誓約 ⒀ 

 

児 童 福 祉 施 設 

入   所⒁ 

 

 

法第27条の３
による家庭裁
判所送致(再
掲)    ⒂ 

 

 

通   所⒃ 

 

指定発達支援医
療 機 関 委 託

⒄   
 

 児童委員の指導の措置（法第26条第１項第２号又は法第27条第１項第２号）を

採ったものの数を計上すること。 

 児童家庭支援センターの職員に指導させる措置（法第27条第１項第２号）又は、

児童家庭支援センターに指導を委託する措置（法第26条第１項第２号又は法第27

条第１項第２号）を採ったものの数を計上すること。 

 市町村に指導を委託する措置（法第26条第１項第２号又は法第27条第１項第２

号）を採ったものの数を計上すること。 

法第26条第１項第３号に基づき、市町村へ送致した件数を計上すること。 

 

福祉事務所への送致（法第26条第１項第４号）又は通知（法附則第63条の２及

び法附則第63条の３）及び知的障害者福祉司並びに社会福祉主事の指導の措置

（法第27条第１項第２号）をしたものの数を計上すること。 

※条文 156、157、162頁参照 

 法第25条の７第１項第１号又は第２項第１号に基づく児童相談所への送致を 

計上すること。 

 法第25条の７第１項第２号又は第２項第２号に基づく知的障害者福祉司、社会

福祉主事が行った指導の件数を計上すること。 
 

 法第25条の７第２項第３号に基づく助産又は母子保護の実施に係る都道府県

知事への報告を計上すること。 

 

 訓戒又は誓約の措置（法第27条第１項第１号）を採ったものの数を計上するこ

と。   ※条文 157頁参照 

 

 児童福祉施設に入所の措置（法第27条第１項第３号）を採ったものの数を計上

すること。 

※条文 157頁参照 

 「児童福祉施設」の「入所⒁」に計上されたもののうち、法第27条の３により

家庭裁判所に送致され、児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような

強制的措置を認められたものの数を再掲すること。 

※条文 157頁参照 

 児童福祉施設に通所の措置（法第27条第１項第２号）を採ったものの数を計上

すること。 
  

指定発達支援医療機関に委託（法第27条第２項）したものの数を計上すること。 

※条文 157頁参照 
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里 親 委 託⒅ 

 

 

法第27条第１項
第４号による家
庭裁判所送致⒆ 

 

障害児入所施設等
への利用契約(20) 

 

 

そ  の  他(21) 

 

施 設 入 所 待 機 
(再掲)     (23) 

 

 

未 対 応 件 数 
(年度末現在) (24) 

 

施 設 入 所 待 機 
(再掲)     (25) 

 

 

表 側 

児 童 相 談 所 

市 町 村 

相 談 種 別 

 里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）委託の措置（法第27

条第１項第３号）を採ったものの数を計上すること。 

※条文 157頁参照 

 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めて、家庭裁判所へ送致の措

置（法第27条第１項第４号）をしたものの数を計上すること。 

※条文 157頁参照 

 障害児入所施設等への入所に関して、児童相談所が入所受給者証を交付(法第

24条の３第６項）した件数を計上すること。 

 

 ⑴～⒇のいずれにも該当しない対応件数を計上すること。 

  

施設入所又は指定医療機関委託の対応が必要とされたもののうち、施設に空き

がなく、当面の方策として、児童福祉司の指導、児童委員の指導及び面接指導等

の対応を行い、自宅等で待機しているものの数を再掲として計上すること。 

 一時保護施設に入所中のもの及び一時保護施設以外の施設に委託している一

時保護委託者についても計上すること。 

 施設入所又は指定医療機関へ委託の対応を決定したが、年度末現在において施

設に空きがなく、未対応のまま一時保護施設又は自宅等で待機しているものの数

を再掲として計上すること。 

 

 児童相談所及び市町村が行った相談種別ごとの対応についてそれぞれに計上

すること。 

 表側の相談種別については、「第44 児童相談種類別児童受付」の相談種別に

より計上すること。 
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参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

（通告児童等に対する措置） 

第 25 条の７ 市町村（次項に規定する町村を除く。）は、要保護児童若しくは要支援児童及びその

保護者又は特定妊婦（次項において「要保護児童等」という。）に対する支援の実施状況を的確に

把握するものとし、第 25 条第１項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその

保護者（以下「通告児童等」という。）について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれ

かの措置を採らなければならない。 

１ 第 27 条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保

健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

２ 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）

第９条第６項に規定する知的障害者福祉司（以下「知的障害者福祉司」という。）又は社会福

祉主事に指導させること。 

３ 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事

に報告すること。 

４ 児童虐待の防止等に関する法律第８条の２第１項の規定による出頭の求め及び調査若しくは

質問、第 29 条若しくは同法第９条第１項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第 33

条第１項若しくは第２項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道

府県知事又は児童相談所長に通知すること。 

② 福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握する

ものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの

措置を採らなければならない。 

１ 第 27 条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保

健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

２ 次条第２号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する

福祉事務所に送致すること。 

３ 助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る

都道府県知事に報告すること。 

４ 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事

に報告すること。 

５ 児童虐待の防止等に関する法律第８条の２第１項の規定による出頭の求め及び調査若しくは

質問、第 29 条若しくは同法第９条第１項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第 33

条第１項若しくは第２項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道

府県知事又は児童相談所長に通知すること。 
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（児童相談所長の採るべき措置） 

第 26 条 児童相談所長は、第 25 条第１項の規定による通告を受けた児童、第 25 条の７第１項第１

号若しくは第２項第１号、前条第１号又は少年法（昭和 23 年法律第 168 号）第６条の６第１項若

しくは第 18 条第１項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産

婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

１ 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。 

２ 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務

所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若し

くは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者

の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律第５条第 18 項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業（次

条第１項第２号及び第 34 条の７において「障害者等相談支援事業」という。）を行う者その他

当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させるこ

と。 

３ 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談（専門的な知識及び技術を必要と

するものを除く。）に応ずること、調査及び指導（医学的、心理学的、教育学的、社会学的及

び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。）を行うことその他の支援（専門的な知識及び

技術を必要とするものを除く。）を行うことを要すると認める者（次条の措置を要すると認め

る者を除く。）は、これを市町村に送致すること。 

４ 第 25 条の７第１項第２号又は前条第２号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務

所に送致すること。 

５ 保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県

又は市町村の長に報告し、又は通知すること。 

６  児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事

に報告すること。 

７  第 21 条の６の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の

長に報告し、又は通知すること。 

８  放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事

業、子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第 59 条第１号に掲げる事業その他市町

村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事

業の実施に係る市町村の長に通知すること。 

②  前項第１号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び

家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増

進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。 
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（都道府県の採るべき措置） 

第 27 条 都道府県は、前条第１項第１号の規定による報告又は少年法第 18 条第２項の規定による

送致のあった児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

１ 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 

２ 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務

所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若し

くは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都

道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業

に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、

当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第１項第２号に規定する内

閣府令で定める者に委託して指導させること。 

３ 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施

設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

４ 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致する

こと。 

② 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第３号の措置に代え

て、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設（第 42 条第２号に

規定する医療型障害児入所施設に限る。）におけると同様な治療等を行うことを委託することがで

きる。 

（家庭裁判所への送致） 

第 27 条の３ 都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強

制的措置を必要とするときは、第 33 条、第 33 条の２及び第 47 条の規定により認められる場合を

除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。 
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第46 児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導・措置解除 

   （児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律）           都道府県        

指定都市        

中 核 市        

〔特別区      〕 

令和    年度分報告 

  

この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）により児童相談所が、児童を

児童福祉施設、指定発達支援医療機関・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号）に規定する障害者支援施設等障害福祉サービス又は里親・小規模住居型児童

養育事業（ファミリーホーム）に措置したもののうち、本年度中に措置停止並びに措置中の調査・診断・

指導を行った延件数を計上する。また、措置の解除については、児童虐待の防止等に関する法律（平成

12 年法律第 82 号）第４条の親子関係再構築への取り組みを促進する規定により、家庭復帰や社会的自

立の実態を相談種別ごとに計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、児童相談所に備え付けられている児童記録票に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

 各児童相談所の報告について、設置する都道府県・指定都市・中核市又は特別区（ただし、中核市及

び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で集計すること。報告については、都

道府県・指定都市又は中核市が行うこと。 

同一ケースについて２種以上の職員による調査・診断・指導が行われたときは、延件数を計上するこ

と。 

補 施設を訪問し、入所児童全員を対象に調査又は指導を行った場合には、その児童数を件数として計上す

ること。また、調査・診断・指導を同一ケースについて時間、場所を同じくしてあわせて行ったときは、

１件として計上すること。 

（措置停止・措置中の調査・診断・指導）

(1) (2)

(01)

(02)

(03)

（措置解除）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(04)

(05)

(06)

児 童 福 祉 施 設

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関

障 害 者 支 援 施 設

里 親

家 庭 復 帰

社 会 的 自 立

そ の 他

措 置 停 止 調 査 ・ 診 断 ・ 指 導

児 童 虐 待 そ の 他
障 害 非 行 育 成 保 健 ・ そ の 他

養 護

相 談 種 類

名
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(措置停止･措置中
の調査･診断･指
導) 

表 頭 

措 置 停 止 ⑴ 

調査・診断・指導
⑵ 

 

 

表 側 

児 童 福 祉 施 設 
(01) 

 

 

指定発達支援医 
療機関・障害者 
支援施設 (02) 

 

 

 

里      親 (03) 

 

 

(措置解除) 

表 頭 

相 談 種 別 

養 護 

児童虐待⑴ 

 

そ の 他⑵ 

 

 

 

障    害⑶ 

 

非    行⑷ 

育    成⑸ 

 

保健・その他⑹ 

 

 

 

 
 

 措置を停止した件数を計上すること。 

 措置中の児童及び児童の家族、施設職員、里親、小規模住居型児童養育事業（フ

ァミリーホーム）に対して必要な調査・診断・指導を行った件数を計上すること。 

 ※条文 155、156、162頁参照 

 
 

 法第27条第１項第３号により児童福祉施設に措置（委託）したものにおける件

数を計上すること。 

 
 
 

法第27条第２項により指定発達支援医療機関に措置（委託）したもの及び法附

則第63条の２又は法附則第63条の３により市町村長に通知したもののうち障害

者支援施設に措置したものにおける件数を計上すること。 

 
 
 

法第27条第１項第３号により里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホ

ーム）に措置（委託）したものにおける件数を計上すること。 

 

 
 

措置を解除した件数を計上すること。 

 相談種別が２欄以上に該当するときは、おもな相談のみを計上すること。 

 

児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する行為に関する相談を計上

すること。 

 父又は母等保護者の家出・失踪・死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養

育困難児、迷子、親権を喪失した若しくは停止された親の子、後見人を持たぬ児

童等、児童虐待相談以外の環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談につ

いて計上すること。 

 肢体不自由相談、視聴覚障害相談、言語発達障害等相談、重症心身障害相談、

知的障害相談、発達障害相談などの障害相談を計上すること。 

 ぐ犯行為等相談、触法行為等相談の非行相談について計上すること。 

 性格行動相談、不登校相談、適性相談、育児・しつけ相談など育成相談につい

て計上すること。 

 保健相談及び⑴～⑸に該当しない相談を計上すること。 
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表 側 

家 庭 復 帰 (04) 

 

 

社会的自立(05) 

 

そ の 他 (06) 

 

 児童が再び保護者や親族と生活をともにする場合について計上すること。 

補 措置前に保護者と生活をしていたケースで、措置解除後別世帯の祖父母等と

ともに生活する場合はその他に計上すること。 

 家庭に戻らず、親族とも生活をともにしないが社会的に自立できた場合につい

て計上すること。 

 (04)(05)いずれでもない場合について計上すること。 

補 グループホームへの入居は本欄に計上すること。 
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参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

附則 

（児童相談所長の市町村の長への通知） 

第 63 条の２ 児童相談所長は、当分の間、第 26 条第１項に規定する児童のうち身体障害者福祉法

第 15 条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた 15 歳以上の者について、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第 11 項に規定する障害者支援施設（次

条において「障害者支援施設」という。）に入所すること又は障害福祉サービス（同法第４条第１

項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。）を利用することが適当で

あると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第９条又は障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第 19 条第２項若しくは第３項に規定する市町村の長に通知すること

ができる。 

第 63 条の３ 児童相談所長は、当分の間、第 26 条第１項に規定する児童のうち 15 歳以上の者につ

いて、障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認め

るときは、その旨を知的障害者福祉法第９条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第 19 条第２項若しくは第３項に規定する市町村の長に通知することができる。 

 

 児童虐待の防止等に関する法律（抄）（平成 12 年法律第 82 号） 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第４条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた

児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後 18 歳となった者に対する自立の支援を含む。第

３項及び次条第２項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進

への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良

好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関

係省庁相互間又は関係地方公共団体相互間、市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）第３条第１項に規定する配

偶者暴力相談支援センター（次条第一項において単に「配偶者暴力相談支援センター」という。）、

学校及び医療機関の間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の

提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 
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第 47 一時保護児童 

   （児童福祉法）                                                  都道府県        

指定都市        

中 核 市        

〔特 別 区     〕 

〔児童相談所    〕 
 

令和    年度分報告 

 

（備考）都道府県・指定都市・児童相談所を設置する市（特別区を含む。）においては、児童相談所からの報告をまとめ、総括の報告表を作成すること。 

 

名 

（所内保護分）
受　　付（年度中）

前年度末 他の児童 年度末継

継続保護 ０～５歳 ６～11歳 12～14歳 15歳以上 児童福祉 里親委託 相談所・ 家庭裁判 帰　宅 その他 計 延日数  続保護

施設入所 機関に移 所 送 致

送　　　

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

養 児童虐待 (01)

護 そ の 他 (02)

障　　　　　　　　害 (03)

非　　　　　　　　行 (04)

育　　　　　　　　成 (05)

保　健 ・ そ　の　他 (06)

         計 (07)

延　　　 日　　　 数 (08)

（委託保護分）
委　　託（年度中） 委　　託　　解　　除（年度中）

前年度末 児　童　福　祉　施　設

継続委託 年 度 末 他の児童

保　　護 ０～５歳 ６～11歳 12～14歳 15歳以上 警 察 等 児童養護 乳 児 院 児童自立 児童心理 障害児関 その他 里　　親 そ の 他 計 延 日 数 継 続 委 児童福祉 里親委託 相談所・ 家庭裁判 帰　　宅 そ の 他 計

施　　設 支援施設 治療施設  係施設 の施設 託 保 護 施設入所 機関に移 所 送 致

送　　　

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

養 児童虐待 (09)

護 そ の 他 (10)

障　　　　　　　　害 (11)

非　　　　　　　　行 (12)

育　　　　　　　　成 (13)

保　健 ・ そ　の　他 (14)

　　　　　計 (15)

延　　　 日　　　 数 (16)

対　　　応（年度中）

職権によ
る一時保

護
（再掲）

２か月を超

えて一時保
護した件数

（再掲）

対　　　　応（年度中）

職権によ
る一時保

護
（再掲）

２か月を超

えて一時保
護した件数

（再掲）

1
6
3 
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 この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）により児童相談所が本年度中

に一時保護した件数を対応別、相談種別に計上するとともに、適当な者に一時保護を委託及び解除した

件数について計上するものである。 

 

記入要領 

 上表（所内保護分）は、法第 33 条第１項及び第２項の規定により一時保護したものについて児童記録

票の記載内容に基づいて計上すること。 

 下表（委託保護分）は、法第 33 条第１項及び第２項の規定により、児童福祉施設や医療機関等の適当

な者に一時保護を委託及び解除したものについて計上すること。 

 ※条文 168頁参照 

一般的事項 

 児童相談所毎に集計し、その児童相談所を設置する都道府県・指定都市・中核市又は特別区（ただし、

中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）でとりまとめを行うこと。報

告については、都道府県・指定都市又は中核市で行うこと。 

（所内保護分） 

 一時保護施設に宿泊した者に限らず、例えば、迷子のように短時間保護を行った者も含めて計上すること。 

（委託保護分） 

 児童福祉施設や医療機関等に一時保護を委託及び解除したものの数を計上すること。 

 

（所内保護分） 

表 頭 

前年度末継続保
護 ⑴ 

 

受 付 
⑵～⑸ 

 

 

 

対 応 

 

 

児童福祉施設
入所   ⑹ 

 

里 親 委 託⑺ 
 
 
 
 

 

 前年度分報告の「年度末継続保護」の件数をそのまま計上すること。 

 

 本年度中に一時保護施設に入所した児童について、入所した時の満年齢により

計上すること。 

補 年度中に児童相談所が設置されたこと等により児童の移管を受けた場合も本

欄に計上すること。 

 本年度中に一時保護された児童に対する法第27条第１項第３号による措置の

ほか、一時保護に関するすべての対応を含めて計上すること。 

     ※条文 157頁参照 

 法第27条第１項第３号に基づいて児童福祉施設に入所したものの数を計上す

ること。 

法第27条第１項第３号に基づいて里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリ

ーホーム）に委託したものの数を計上すること。 

     ※条文 157頁参照 
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他の児童相談
所・機関に移送 

⑻ 

 

家庭裁判所送
致 ⑼ 

帰   宅⑽ 

そ の 他⑾ 

 

 

職権による一

時保護(再掲)

⒀ 

 

 

２か月を超え
て一時保護し
た件数（再掲） 
     ⒁ 

延 日 数⒂ 

 

 

表 側 

養 護 

児童虐待(0l) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

そ の 他(02) 

 

 

障   害(03) 

 

非   行(04) 

 他の児童相談所、福祉事務所、保健所、医療機関、研究所等に移送、あっせん、

紹介したものの数を計上すること。 

補 他の児童相談所に移管した場合も本欄に計上すること。 

 家庭裁判所に送致したものの数を計上すること。 

 

 児童が保護者のもとに復帰したものの数を計上すること。 

 ⑹～⑽のいずれにも該当しないものの数を計上すること。 

補 児童の親せきあるいは知人宅に指導のため預けられたもの、又は養子縁組が

決定して退所したもの等の数を計上すること。 

 ⑿のうち保護者の同意を得ないで一時保護を実施した数を再掲すること。 

補 最初は職権による一時保護を行ったが、対応の段階で同意を得られた場合も

計上すること。また、最初は同意を得て一時保護を行ったが、最終的には同意

を翻したため、職権による一時保護になった場合も計上すること。 

⑿のうち２か月を超えて一時保護を実施した数を再掲すること。 

 

 

 本年度中に退所した児童について、一時保護施設に入所した日から対応が決定

し退所するまでに要した延日数について相談種別に計上すること。 

 

 

 

 児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に関する相談。 

※条文 184頁参照 

⑴ 身体的虐待  生命・健康に危険のある身体的な暴行 

⑵ 性的虐待    性交、性的暴行、性的行為の強要 

⑶ 心理的虐待  暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童が同居する家

庭における配偶者、家族に対する暴力 

⑷ 保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

  保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児 

 父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養

育困難児、迷子、親権を喪失した若しくは停止された親の子、後見人を持たぬ児

童等児童虐待相談以外の環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談。  

肢体不自由相談、視聴覚障害相談、言語発達障害等相談、重症心身障害相談、

知的障害相談、発達障害相談について計上すること。 

 ぐ犯行為等相談、触法行為等相談について計上すること。 



 

－166－ 

 

育   成(05) 

 

保 健 ・ そ の 他 
(06) 

延 日 数(08) 

 性格行動相談、不登校相談、適性相談、育児・しつけ相談について計上するこ

と。 

 保健相談、その他の相談について計上すること。 

 

 本年度中に退所した児童について、一時保護施設に入所した日から対応が決定

し退所するまでに要した延日数を処理別に計上すること。 

（委託保護分） 

表 頭 

前年度末継続委
託保護   ⑴ 
 

委 託 
⑵～⑸ 

 
 
 
 

委 託 解 除 

警 察 等 ⑹ 

 

児童福祉施設 
⑺～⑿ 

 

 里   親⒀ 

 

 そ の 他⒁ 

 

 延 日 数⒃ 

 

対     応 

 家 庭 裁 判 所 
 送  致(21)  

職権による
一時保護(再
掲)  (25) 

 

 

 

２か月を超
えて一時保
護した件数
（再掲）(26) 

 

 

 前年度末現在において、委託解除をせず、委託保護を継続した件数を計上する

こと。 

 本年度中に一時保護を委託した児童について、委託した時の満年齢により計上

すること。 

補 年度中に児童相談所が設置されたこと等により児童の移管を受けた場合も本

欄に計上すること。 

 

 警察署等に保護を委託した児童のうち、本年度中に委託を解除した児童数を計

上すること。 

 児童福祉施設に一時保護を委託した児童のうち、本年度中に委託を解除した児

童数を児童福祉施設の種類ごとに計上すること。 

 里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に一時保護を委託した

児童のうち、本年度中に委託を解除した児童数を計上すること。 

 ⑹～⒀以外の者（医療機関等）に一時保護を委託した児童のうち、本年度中に

委託を解除した児童数を計上すること。 

 本年度中に委託解除した児童について、委託した日から委託を解除するまでに

要した延日数について相談種別に計上すること。 

 

 家庭裁判所に送致したものの数を計上すること。 

 

(24)のうち保護者の同意を得ないで一時保護を実施した数を再掲すること。 

補 最初は職権による一時保護を行ったが、対応の段階で同意を得られた場合も

計上すること。また、最初は同意を得て一時保護を行ったが、最終的には同意

を翻したため、職権による一時保護になった場合も計上すること。 

 

(24)のうち２か月を超えて一時保護を実施した数を再掲すること。 
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表 側 

延  日  数 ⒃ 

 
 

 本年度中に委託保護を解除した児童について、委託した日から委託を解除する

までに要した延日数を委託先ごとに計上する。 

 

 

 

審査要領 

（所内保護分） 

１ 「前年度末継続保護⑴」＝前年度分報告の「年度末継続保護⒃」 

２ 「前年度末継続保護⑴」＋「０～５歳⑵」＋「６～11 歳⑶」＋「l2～14 歳⑷」＋「l5 歳以上⑸」

＝「対応の計⑿」＋「年度末継続保護⒃」 

３ 「対応（「児童福祉施設入所⑹」～「２か月を超えて一時保護した件数（再掲）⒁」）」の表側「計(07)」

≦表側「延日数(08)」 

４ 「計⑿」≧「職権による一時保護（再掲）⒀」 

５ 「計⑿」≧「２か月を超えて一時保護した件数（再掲）⒁）」 

６ 「計⑿」≦「延日数⒂」 

７ 「延日数⒂」の「計(07)」＝「計⑿」の「延日数(08)」 

 

（委託保護分） 

１ 「前年度末継続保護⑴」＝前年度分報告の「年度末継続保護⒄」 

２ 「前年度末継続委託保護⑴」＋「０～５歳⑵」＋「６～11 歳⑶」＋「l2～14 歳⑷」＋「15 歳以上

⑸」＝「委託解除の計⒂」＋「年度末継続委託保護⒄」 

３ 「委託解除（「警察等⑹」～「計⒂」）」の表側「計⒂」≦表側「延日数⒃」 

４ 「計⒂」≦「延日数⒃」 

５ 「延日数⒃」の「計⒂」＝「計⒂」の「延日数⒃」 

６ 「委託解除の「計⒂」」＝「対応の「計(24)」」 

７ 「計(24)」≧「職権による一時保護（再掲）(25)」 

８ 「計(24)」≧「２か月を超えて一時保護した件数（再掲）(26)」 
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参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

（児童の一時保護） 

第 33 条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第 26 条第１項の措置を採るに至るまで、

児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環

境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保

護を行わせることができる。 

② 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第 27 条第１項又は第２項の措置（第 28 条第４

項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。）を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保

し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握す

るため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に、当該一時保護を行う

ことを委託させることができる。 
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第 48 児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等 

（児童福祉法）                          都道府県        

指定都市        

中 核 市        

〔特別区      〕 

令和    年度分報告 
 

 

調
査･

社
会
診
断
指
導 

医 学 的 診 断 指 導 心 理 診 断 指 導 そ
の
他
の
診
断
指
導 

心理療法・カウンセリング等 

診

断

・

指

導 

医

学

的

検

査 

そ

の

他 

知

能

検

査 

発

達

検

査 

人

格

検

査 

そ

の

他

の

検

査 

面
接･
観
察･

指
導 

医

師 

児

童

心

理

司

等 

児

童

福

祉

司

等 

そ

の

他

の

所

員 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ 

児     童 (01)               

(再掲)児童虐待 (02)               

(再掲)非  行 (03)               

保  護  者 (04)               

(再掲)児童虐待 (05)               

(再掲)非  行 (06)               

そ  の  他 (07)               

(再掲)児童虐待 (08)               

(再掲)非  行 (09)               

計 (10)               

(再掲)児童虐待 (11)               

(再掲)非  行 (12)               

 

 この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）により、児童相談所で受け付

けたケースに対して、本年度中に実施した調査・社会診断指導、医学診断指導、心理診断指導、その他

の診断指導及び心理療法・カウンセリング等(ソーシャルワーク、集団心理療法、指導キャンプ等）の件

数を方法別、実施者別、対象別に計上するものである。 

記入要領 

 この表は、児童相談所に備え付けられている児童記録票の記載内容に基づいて計上すること。 

一般的事項 

 各児童相談所の報告について、設置する都道府県・指定都市・中核市又は特別区（ただし、中核市及

び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で集計すること。報告については、都

道府県・指定都市又は中核市が行うこと。 

１ この表には、法第 12 条第２項に規定する業務のうち、調査、判定のもとになる各診断及び心理療法・

カウンセリング等を行った件数並びに法第 12 条第５項、法第 18 条第４項に規定する調査の委嘱を行

った件数について計上すること。 

※条文 173頁参照 

２ 同一ケースについて時間、場所を同じくして調査と社会診断指導を行った場合、同一項目なので１

件として計上すること。診察と指導、面接と観察と指導、その他の診断と指導を行った場合も同様と

する。 

名



 

－170－ 

 

表 頭 

調査・社会診断指
導     ⑴ 

 

 

 

医学的診断指導 

 

 

 

診察・指導⑵ 

医学的検査⑶ 

そ の 他⑷ 

心 理 診 断 指 導 

 

 

 

知 能 検 査⑸ 

発 達 検 査⑹ 

 

人 格 検 査⑺ 

 

その他の検査 
⑻ 

 

面接・観察・指
導    ⑼ 

 

 

 

 

その他の診断指
導 ⑽ 
 

心理療法・カウン
セ リ ン グ 等 

 

 

 

 

１ 児童福祉司、相談員等のケースワーカーが面接、電話、文書照会、調査の委

嘱等により調査・指導を行った件数を対象者別に計上すること。 

２ 同一ケースについて、時間又は場所を異にして２回以上行った場合は実施し

た調査の全数を計上すること。 

１ 同一ケースについて２種以上の検査等を行ったり、同一の検査を２回以上行

った場合は、その全数を計上すること。 

２ 児童相談所で医学診断指導を行った件数及び他の医療機関に委託して行っ

た件数を計上すること。 

 医師が診察指導を行った件数を計上すること。 

 脳波測定、血液検査、聴力検査等各種医学的検査を行った件数を計上すること。 

 身体測定その他の医学診断指導を行った件数を計上すること。 

 児童心理司、心理療法担当職員等が行った心理診断指導について計上するこ

と。 

 同一ケースについて２種以上の検査、面接等を行ったり、同一の検査を２回以

上行った場合は、その全数を計上すること。 

 団体式又は個別式にかかわらず、各種知能検査を行った件数を計上すること。 

 団体式又は個別式にかかわらず、各種発達検査、社会生活能力検査を行った件

数を計上すること。 

 団体式又は個別式にかかわらず、被検査者の人格構造を主眼として理解しよう

とする各種人格検査を行った件数を計上すること。 

 ⑸～⑺のいずれにも該当しない心理学的検査を行った件数を計上すること。 

 

 心理診断を主たる目的として児童心理司等が行った面接、プレイルーム等にお

いて行動観察を主たる目的で行った観察、児童心理司等が行った指導等について

その件数を計上すること。 

 同一ケースの対象者について時間、場所を同じくして面接、観察、指導を行っ

た場合には対象者毎に１件として計上すること。 

 言語治療担当職員や理学療法士等が行った診断・指導について、その件数を計

上すること。 

 心理療法・カウンセリング等の複雑な指導を数回以上にわたって継続実施した

もの（第 45 の継続指導、児童福祉司指導等が該当する。）について、実施した延

件数を計上すること。 

補 個人療法のみでなく集団療法も含めて計上すること。担当者が複数のチーム

によって行う場合は、当該ケースの児童及びその関係者に対してそれぞれ主担
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医   師⑾ 

児童心理司等 
⑿ 

 

児童福祉司等 
⒀ 

 

その他の所員 
⒁ 

 

表 側 

保 護 者(04) 

 

そ の 他(07) 

(再掲)児童虐待 
(02)(05)(08) 

(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(再掲)非  行 
(03)(06)(09) 

(12) 

当者を定め、主担当者（精神科医・児童心理司・児童福祉司等のいずれか）の

欄に件数を計上すること。例えば、１人の児童を児童心理司と児童福祉司等が

扱った場合、児童心理司が主担当者であれば「児童心理司等⑿」に計上し、「児

童福祉司等⒀」には計上しないこと。 

 医師が心理療法・カウンセリング等を行った件数を計上すること。 

 児童心理司又は心理療法担当職員が心理療法・カウンセリング等を行った件数

を計上すること。 

 児童福祉司又は相談員が心理療法・カウンセリング等を行った件数を計上する

こと。 

 言語治療担当職員、理学療法士、保健師等が心理療法・カウンセリング等を行

った件数を計上すること。 

 

親権を行う者、後見人及びその他の者で、児童を現に監護する者をいう。 

 ※条文 172頁参照 

 保護者以外の児童の関係者をいう。 

 児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に対して実施し

た調査・社会診断指導、医学診断指導、心理診断指導、その他の診断指導及び心

理療法・カウンセリング等の件数を再掲する。 

 ※条文 184頁参照 

⑴ 身体的虐待 

  生命・健康に危険のある身体的な暴行 

⑵ 性的虐待 

  性交、性的暴行、性的行為の強要 

⑶ 心理的虐待 

  暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童が同居する家庭における配偶

者、家族に対する暴力 

⑷ 保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

  保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児 

 

 非行（ぐ犯行為、触法行為等）の相談で実施した調査・社会診断指導、医学診

断指導、心理診断指導、その他の診断指導及び心理療法・カウンセリング等の件

数を再掲する。 
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同一ケースについて 

１ 時間または場所が異なる場合延件数で計上する。 

２ 時間も場所も同じ場合下記により計上する。 

例１ 
１人の対象者に、観察・指導・面接等
を行った。 

例えば、心理診断指導で、 
・面接を行った場合       １件 
・観察と指導を行った場合    １件 
・面接と観察と指導を行った場合 １件 
と計上。 

例２ 
保護者と児童、２人１度に面接等をし
た。 

表側の児童に「１」、保護者に「１」と計
上。 

例３ ２種以上の検査等を行った。 それぞれの表頭項目に全数を計上。 

例４ 
何人かの児童が集団で「面接・観察・
指導」を受けた。 

対象者ごとに１件として計上。 

例５ 
担当者が複数のチームにより、心理療
法・カウンセリング等を行った。 

主担当者を決め、表頭の主担当者の欄に
「１」と計上。 

 

審査要領 

１ 「計⑽」＝「児童(0l)」＋「保護者(04)」＋「その他(07)」 

２ 「(再掲)児童虐待⑾」＝「(再掲)児童虐待(02)＋(05)＋(08)」 

３ 「(再掲)非行⑿」＝「(再掲)非行(03)＋(06)＋(09)」 

 

参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

（保護者） 

第６条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護す

る者をいう。 

（都道府県の業務） 

第 11 条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

１ 第 10 条第１項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に

対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務

を行うこと。 

２ 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応

ずること。 

ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び

精神保健上の判定を行うこと。 

ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の
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発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。 

ホ 児童の一時保護を行うこと。 

ヘ 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の

状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。 

ト 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。 

(１) 里親に関する普及啓発を行うこと。 

(２) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 

(３) 里親と第 27 条第１項第３号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、

児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提

供すること。 

(４) 第 27 条第１項第３号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と

児童との間の調整を行うこと。 

(５) 第 27 条第１項第３号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに

里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項について当該児

童の養育に関する計画を作成すること。 

チ 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子

縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母（民法

（明治 29 年法律第 89 号）第 817 条の２第１項に規定する特別養子縁組（第 33 条の６の２

において「特別養子縁組」という。）により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実

方の父母を含む。）その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、

必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 

３ 前２号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並び

に家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。 

（児童相談所） 

第 12 条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。 

③ 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第１項第１号に掲げる業務（市町村職員の研

修を除く。）並びに同項第２号（イを除く。）及び第３号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律第 22 条第２項及び第３項並びに第 26 条第１項に規定

する業務を行うものとする。 

⑥児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所（以下「福祉事務

所」という。）の長（以下「福祉事務所長」という。）に必要な調査を委嘱することができる。 

（市町村長又は児童相談所長と児童委員との関係） 

第 18 条 

④ 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。 
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 この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）により、児童相談所が今年度

中に養護相談として新たに受け付けたもののうち、本年度中に対応した件数（前年度に未対応であった

ものを含む。）を理由種別、対応種別に計上するものである。なお、虐待相談については、児童福祉施設

に入所措置を採ったものの内訳、相談種別・経路、相談種別・主な虐待者、被虐待児童の年齢・相談種

別、児童虐待防止法関係についての件数を計上するものである。また、本年度中に児童相談所長の申立

てにより親権又は後見人に関する対応がなされたものについて、請求、承認別に計上するものである。 

記入要領 

 この表は、児童相談所に備え付けられている児童記録票に基づき、「養護相談の理由」表は養護相談の

理由種別に計上するとともに、虐待相談について虐待相談の経路等を再掲し、「親権・後見人関係」表は

法第 33 条の７、法第 33 条の８、法第 33 条の９及び法第 47 条第５項により対応がなされたものについ

て計上すること。 

※条文 184頁参照 

一般的事項 

 各児童相談所の報告について、設置する都道府県・指定都市・中核市又は特別区（ただし、中核市及

び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で集計すること。報告については、都

道府県・指定都市又は中核市が行うこと。 

 

 養護相談の理由は、必ず判定会議等の結果により分類すること。 

 虐待相談の児童福祉施設に入所措置を採ったものの内訳、経路、虐待相談の主な虐待者、被虐待児童

の年齢・相談種別、児童虐待防止法関係の件数は、養護相談の理由における虐待相談の再掲とし、児童

記録票等に記載された内容に基づき計上すること。 

 親権・後見人関係は、家庭裁判所に請求したもの、家庭裁判所から承認のあったもの及び法第 47 条第

５項により児童の生命や身体の安全を確保するために緊急措置をとった者から報告を受けた件数につい

て計上すること。 

 

１（養護相談の理由） 

表 頭 

理 由 種 別 

家   出⑴ 
(失踪を含む) 

 

死   亡⑵ 

 

離   婚⑶ 

 

傷   病⑷ 
(入院を含む) 

 

 

 理由が２欄以上に該当するときは、それぞれの欄に計上すること。 

 保護者等が家出又は失踪したために児童の養育に問題が生じたものの数を計

上すること。 

 保護者等が病気又は交通事故等により死亡したために児童の養育に問題が生

じたものの数を計上すること。 

 保護者等の離婚又は事実上離婚と同様の別居状態のために児童の養育に問題

を生じたものの数を計上すること。 

 保護者等の疾病、負傷等のために児童の養育に問題を生じたものの数を計上す

ること。 



－177－ 

家 族 環 境 

 

 

虐  待⑸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他⑹ 

そ の 他⑺ 

表 側 

対 応 種 別 
(01)～(04) 

 保護者の児童に関する虐待若しくは放任、不和等のため、あるいは保護者等の

精神障害や性格上の問題等のため、家族の環境が児童の監護、養育上不適当な状

態にあるものの数を計上すること。 

 児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する下記の行為がみられたも

の数を計上すること。 

※条文 184頁参照 

⑴ 身体的虐待 

  生命・健康に危険のある身体的な暴行 

⑵ 性的虐待 

  性交、性的暴行、性的行為の強要 

⑶ 心理的虐待 

  暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童が同居する家庭における配偶

者、家族に対する暴力 

⑷ 保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

  保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児 

 ⑸以外の家族環境によるものについて計上すること。 

 ⑴～⑹のいずれにも該当しない対応件数を計上すること。 

 

 「第45 児童相談種類別対応件数」で行った分類で計上すること。 

「虐待⑸」の再掲 

⑴（「児童福祉施設に入所(01)」の内訳） 

 （養護相談の理由）の表頭「虐待⑸」の表側「児童福祉施設に入所(01)」で計

上したケースを児童福祉施設の種類別にそれぞれ計上すること。 

表 頭 

児童福祉施設の
種類別 

⑴～⑸ 

 

 児童福祉法に規定する児童福祉施設の種類別に計上すること。 

⑵（虐待相談の相談種別・経路） 

 （養護相談の理由）の虐待⑸で計上したケースを、経路別にそれぞれ計上する

こと。 

表 頭 

経 路 種 別 
⑴～(32) 

 

都道府県・指定都
市・中核市・特別
区  ⑴⑵⑶⑷ 

 

 経路が２欄以上に該当するときは、児童記録票を起した最初の相談経路のみに

計上すること。「第43 児童相談経路別児童受付」で行った分類で計上すること。 

 都道府県・指定都市・中核市・特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談

所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）の関係機関を経路とするものを計上
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市 町 村 
⑸⑹⑺⑻ 

 
 

 

児童福祉施設・指
定発達支援医療
機関   ⑼⑽⑾ 
 

児童家庭支援セ
ンター   ⑿ 
 

認定こども園⒀ 

 

警 察 等 ⒁ 

 

家庭裁判所 ⒂ 

保 健 所 及 び 
医 療 機 関 

⒃⒄ 

 

学 校 等 
⒅⒆⒇ 

 

 

 

里    親(21) 

 

すること。 

 「児童相談所」の欄には、他の児童相談所からの経路について計上すること。 

 「福祉事務所」の欄には、都道府県・指定都市・中核市・特別区(ただし、中

核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）の設置し

た福祉事務所からの経路について計上すること。 

 「保健センター」の欄には、指定都市・中核市・特別区(ただし、中核市及び

特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）の設置した保健セ

ンターからの経路について計上すること。 

 「その他」の欄には、児童相談所、福祉事務所及び保健センター以外の都道府

県・指定都市・中核市・特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置

する市（特別区を含む。）に限る。）関係機関（他に分類されるものを除く。）か

らの経路について計上すること。 

 市町村の関係機関からの経路について計上すること。 

 市町村の「その他」の欄には、福祉事務所、児童委員、保健センター以外の市

町村関係機関（他に分類されるものを除く。）からの経路について計上すること。 

 保育所（保育所型認定こども園を除く。）、児童福祉施設（児童家庭支援センタ

ーを除く。）、指定発達支援医療機関からの経路について計上すること。 

 

児童家庭支援センターからの経路について計上すること。 

 

 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地

方裁量型認定こども園からの経路について計上すること。 
 

警察官のほか麻薬取締官等司法警察職員としての職務を行う者からの経路に

ついて計上すること。 

家庭裁判所からの経路について計上すること。 

 保健所の欄には、保健所からの経路について計上すること。 

 医療機関の欄には、病院、診療所、その他の医療を提供する施設からの経路に

ついて計上すること。 

 学校等のうち、学校の欄には小学校、中学校、高等学校等からの経路、教育委

員会等の欄には、教育委員会（教育相談室等）、社会教育関係機関等からの経路

について計上すること。 

補 幼稚園の欄には幼稚園型認定こども園からの経路については計上せず、「認定こ

ども園⒀」に計上すること。 

 法27第条１項第３号の規定による里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリ

ーホーム）からの経路について計上すること。 
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児童委員(通告の
仲介を含む) (22) 

そ  の  他(32) 

表 側 

虐 待 の 種 類 
(06)～(09) 

 法第25条の規定による児童委員を介した経路について計上すること。 

 

 ⑴～(31)にいずれにも該当しない経路について計上すること。 

 

 児童虐待の防止等に関する法律第２条の規定により、相談種別を「身体的虐待」 

「性的虐待」「心理的虐待」「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」に分けそれぞれ

のケースに計上すること。 

⑶（虐待相談の相談種別・主な虐待者） 

 （養護相談の理由）の虐待⑸で計上したケースを、虐待相談の相談種別・主な

虐待者別にそれぞれ計上すること。 

表 頭 

主 な 虐 待 者 別 
⑴～⑸ 

 
実   父⑴ 

 
実父以外の父
親 ⑵ 
 
 
実   母⑶ 

実母以外の母
親 ⑷ 

 

そ の 他⑸ 

 

表 側 

虐 待 の 種 類 

⑾～⒁ 

 

 

 被虐待児童と虐待者の関係についてそれぞれ計上すること。 

 

 血縁関係にある父親について計上すること。 
 
 義父・養父等直接血縁関係にない父親について計上すること。 

 

 血縁関係にある母親について計上すること。 

 義母・養母等直接血縁関係にない母親について計上すること。 

 

⑴～⑷のいずれにも該当しない場合について計上すること。 

補 特別養子縁組の場合は、実父⑴ 又は実母⑶ に計上すること。 

 

 児童虐待の防止等に関する法律第２条の規定により、相談種別を「身体的虐待」 

「性的虐待」「心理的虐待」「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」に分けそれぞれ

のケースに計上すること。 

⑷（被虐待者の年齢・相談種別） 

 （養護相談の理由）の虐待⑸で計上したケースを、被虐待児童の年齢・相談種

別にそれぞれ計上すること。 

 ⑹、⑺には、児童相談所において把握した棄児数、置き去り児童数を再掲する

こと。（他の児童相談所から移管されたケースについては、移管元においてのみ

計上すること。） 

表 頭 

相 談 種 別 
⑴⑵⑶⑸ 

 
 
 

 

 相談種別が２欄以上に該当するときは、主な相談のみに計上し、相談件数１件

につき複数の計上は行わないこと。 
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 暴力の目撃等    
によるもの 
（再掲）  ⑷ 

 

 

保護の怠慢・拒否
（ネグレクト）⑸ 

棄   児 
（再掲）  ⑹ 

 

  置き去り児 
童（再掲）⑺ 

 

  登校・登園の
禁止（再掲）  

⑻ 

 

保護者以外
の者による
虐待 

⑼～⑾ 

 

 

表 側 

年 齢 別 
(16)～(34) 

 

市町村と重複 
（再掲）  (36) 

 
 
 

 被虐待児童が同居する家庭における配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に対する暴力や、被虐待児童のきょ

うだいが虐待行為の目撃等により、心理的虐待⑶に計上されている件数を再掲す

ること。 

 

病院等の玄関先、敷地内、路上等に遺棄された児童であって、保護された時に

親が分からない児童について再掲すること。 

 親が監護を放棄して、家庭の内外（産科、知人宅、自宅など）に放置された児

童であって、保護された時に親が判明している児童について再掲すること。 

 児童の意思に反して学校等に登校・登園させない場合や、児童が学校等に登

校・登園するように促すなどの児童に教育を保障する努力をしない場合の件数を

再掲すること。 

 保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの

をいう。）以外の者が、身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待の行為を行ってい

るにもかかわらず、保護者がそれを放置していることにより⑸に計上されている

場合、保護者以外の者が行っている主な虐待行為の種類１つのみに再掲するこ

と。 

 

 対応した時点での満年齢により件数を計上し、相談として受け付けた時点での

計上は行わないこと。 

 市町村と児童相談所の双方が対応した案件（虐待相談として、児童相談所送致

や市町村送致を行ったケースのほか、要保護児童対策地域協議会において、同一

案件として登録されている事案などで、児童相談所が把握している案件）につい

て、その全ての件数を再掲として計上すること。 

補 市町村（第49の２）と相談種別が異なる場合は、児童相談所（第49）で計上

している相談種別で再掲すること。 

⑸（児童虐待防止法関係） 

                    （養護相談の理由）の虐待⑸で計上した件数のうち、下記の件数についてそれ 

ぞれ計上すること。 

表 頭 

安 全 確 認 ⑴ 

 

出 頭 要 求 ⑵ 

立 入 調 査 ⑶ 

 

 

 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「虐待防止法」

という。）第８条第２項の規定に基づき安全確認を行った件数を計上すること。 

  虐待防止法第８条の２の規定に基づき出頭要求を行った件数を計上すること。 

 虐待防止法第９条第１項の規定に基づき立入調査を行った件数を計上するこ

と。 
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再出頭要求 ⑷ 

 

臨検・捜索 ⑸ 

 

援 助 要 請 ⑹ 

 

保護者指導勧告⑺ 

一時保護・施設措
置等 ⑻ 

 

 

 

親権喪失審判 ⑼ 

親権停止審判 ⑽  

管理権喪失審判⑾ 

 

 

 

全 部 制 限 ⑿ 
面 会 制 限 ⒀ 
通 信 制 限 ⒁ 

 

住所情報の制限⒂ 

 

接近禁止命令 ⒃ 

 虐待防止法第９条の２第１項の規定に基づき再出頭要求を行った件数を計上

すること。 

  虐待防止法第９条の３第１項の規定に基づき臨検、捜索を行った件数を計上す

ること。 

 虐待防止法第 10 条の規定に基づき警察署長への援助要請を行った件数を計上

すること。 

 虐待防止法第 11 条第４項の規定に基づき勧告を行った件数を計上すること。 

  虐待防止法第 11 条第５項の規定に基づき一時保護、施設入所措置等を行った

件数を計上すること。（例：一つのケースについて、一時保護のみの場合「１件」、

一時保護から施設入所に至った場合でも「１件」としてカウント。）虐待防止法

第 11 条第４項の規定に基づく勧告を経ずに一時保護・施設入所措置等を行った

件数の計上は行わないこと。 

  虐待防止法第 11 条第６項の規定に基づき親権喪失の請求を行った件数を「親

権喪失審判⑼」に、親権停止の請求を行った件数を「親権停止審判⑽」に、管理

権喪失の審判の請求を行った件数を「管理権喪失審判⑾」に計上すること。虐待

防止法第 11 条第４項の規定に基づく勧告を経ずに請求を行った件数の計上は行

わないこと。 

  虐待防止法第 12 条第１項の規定に基づき同項各号に掲げる行為の全部の制限

を行った件数を「全部制限⑿」に、面会制限のみ行った件数を「面会制限⒀」に、

通信制限のみ行った件数を「通信制限⒁」に計上すること。 

  虐待防止法第 12 条第３項の規定に基づき住所又は居所を明らかにしなかった

件数を計上すること。 

  虐待防止法第12条の４第１項の規定に基づき接近禁止命令を行った件数を計

上すること。 

２（親権・後見人関係） 

表 頭 

管理権喪失審判
の請求     ⑴ 

 

親 権 喪 失 審 判  
取消しの請求⑵ 

 

親 権 停 止 審 判
取消しの請求⑶ 

 

管理権喪失審判
取消しの請求⑷ 

 
 

 

 法第 33 条の７により、管理権喪失の審判の請求を行い、また、その承認を得

たものの数を計上すること。 

 法第 33 条の７により、親権喪失審判取消しの請求を行い、また、その承認を

得たものの数を計上すること。 

法第 33 条の７により、親権停止審判取消しの請求を行い、また、その承認を

得たものの数を計上すること。 

法第 33 条の７により、管理権喪失審判取消しの請求を行い、また、その承認

を得たものの数を計上すること。 
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後見人選任の請
求 ⑸ 

 

後見人解任の請
求        ⑹ 

 

 法第47条第５項 
の報告       ⑺ 

 
 
 
 
 
 
 

表 側 

請求件数(38) 

承認件数(39) 

却下件数(40) 

取下げ件数(41) 

 法第 33 条の８により、未成年後見人選任の請求を行い、また、その承認を得

たものの数を計上すること。 

 法第 33 条の９により、未成年後見人解任の請求を行い、また、その承認を得

たものの数を計上すること。 ※条文 184 頁参照  

 法第 47 条第５項により、児童の生命や身体の安全を確保するために緊急措置

をとった者からの報告を受けたものの数を計上すること。 

（平成 24 年３月 27 日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、家庭福祉課

長、保育課長、母子保健課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知参

照） 

 

 

 前年度に家庭裁判所に請求し、本年度中に承認のあった場合は、「承認件数」

欄のみに計上し、本年度中に請求し、承認のなされてない場合は「請求件数」欄

のみに計上すること。また、本年度中に却下された場合は「却下件数」、取り下

げた場合は「取下げ件数」に計上すること。 

 

 

 

 

審査要領 

（養護相談の理由） 

１ 「児童福祉施設に入所(01)」の「計⑻」－「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談のその他の相談(02)」の「児童福祉施設入所⒁」 

２ 「児童福祉施設に入所(01)」の「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談の児童虐待相談(01)」の「児童福祉施設入所⒁」 

３ 「里親委託(02)」の「計⑻」－「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談のその他の相談(02)」の「里親委託⒅」 

４ 「里親委託(02)」の「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談の児童虐待相談(01)」の「里親委託⒅」 

５ 「面接指導(03)」の「計⑻」－「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談のその他の相談(02)」の「助言指導⑴」＋「継続指導⑵」 

          ＋「他機関あっせん⑶」 

６ 「面接指導(03)」の「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談の児童虐待相談(01)」の「助言指導⑴」＋「継続指導⑵」 

          ＋「他機関あっせん⑶」 
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７ 「その他(04)」の「計⑻」－「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談のその他の相談(02)」の「計(22)」－｛「面接指導⑴～⑶」 

          ＋「児童福祉施設への入所⒁」＋「里親委託⒅」｝ 

８ 「その他(04)」の「虐待⑸」 

         ＝「第45の養護相談の児童虐待相談(01)」の「計(22)」－｛「面接指導⑴～⑶」 

          ＋「児童福祉施設への入所⒁」＋「里親委託⒅」｝ 

９ 「虐待⑸」の「児童福祉施設に入所(01)」＝「児童福祉施設に入所(05)の計⑹」 

10 「虐待⑸の合計」 

          ≧「虐待相談の相談種別・経路の計(33)の計(10)」 

          ≧「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の計(15)」 

          ≧「被虐待者の年齢・相談種別の計(12)の計(35)」 

          ≧「児童虐待防止法関係の安全確認⑴」 

11 「虐待相談の相談種別・経路の計(33)の計⑽」 

＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の計(15)」 

＝「被虐待者の年齢・相談種別の計(12)の計(35)」 

12 「虐待相談の相談種別・経路の計(33)の身体的虐待(06)」 

       ＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計(6)の身体的虐待(11)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の身体的虐待(１)の計(35)」 

13 「虐待相談の相談種別・経路の計(33)の性的虐待(07)」 

       ＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計(6)の性的虐待(12)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の性的虐待(２)の計(35)」 

14 「虐待相談の相談種別・経路の計(33)の心理的虐待(08)」 

       ＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計(6)の心理的虐待(13)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の心理的虐待(３)の計(35)」 

15 「虐待相談の相談種別・経路の計(33)の保護の怠慢・拒否（ネグレクト）(09)」 

       ＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計(6)の保護の怠慢・拒否（ネグレクト）(14)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の保護の怠慢・拒否（ネグレクト）(５)の計(35)」 

16 「被虐待者の年齢・相談種別の計(12)の市町村と重複（再掲）(36)」 

≦「第 49 の 2 の被虐待者の年齢・相談種別の計(10)の計(32)」 

17  児童虐待防止法関係「保護者指導勧告⑺」≧「一時保護・施設措置等⑻」 

                      ≧「親権喪失審判⑼」 

                      ≧「親権停止審判⑽」 

                      ≧「管理権喪失審判⑾」 
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参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

（親権喪失審判等の請求） 

第33条の７ 児童の親権者に係る民法第834条本文、第834条の２第１項、第835条又は第836条の規

定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求

は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。 

（未成年後見人選任の請求） 

第33条の８ 児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるとき

は、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。 

（未成年後見人解任の請求） 

第33条の９ 児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由

があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、

児童相談所長も、これを行うことができる。 

（児童福祉施設の長の親権等） 

第47条 

①～④ （略） 

⑤ 第３項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると

認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。

この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速や

かに、そのとつた措置について、当該児童に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第21条

の６、第24条第５項若しくは第６項若しくは第27条第１項第３号の措置、助産の実施若しくは

母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第20条第４項に規定する教育・保育

給付認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。 

 

 児童虐待の防止等に関する法律（抄）（平成 12 年法律第 82 号） 

（児童虐待の定義） 

第２条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（18歳に満たない者をいう。以

下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

１ 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

２ 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

３ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人

による前２号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著し

く怠ること。 

４ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対

する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
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の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身

に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこ

と。 

（児童虐待に係る通告） 

第６条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の

設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉

事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条第１項の規定による通告とみなして、同法の規

定を適用する。 

３ 刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

第１項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第８条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第６条第１項の規定による通告を受けたとき

は、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員そ

の他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を

講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

１～２略 

② 児童相談所が第６条第１項の規定による通告又は児童福祉法第25条の７第１項第１号若しく

は第２項第１号若しくは第25条の８第１号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、

必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児

童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次

に掲げる措置を採るものとする。 

 １ 児童福祉法第33条第１項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託し

て、当該一時保護を行わせること。 

 ２ 児童福祉法第26条第１項第３号の規定により当該児童のうち第６条第１項の規定による通

告を受けたものを市町村に送致すること。 

 ３ 当該児童のうち児童福祉法第25条の８第３号に規定する保育の利用等（以下この号におい

て「保育の利用等」という。）が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道府

県又は市町村の長へ報告し、又は通知すること。 

 ４ 当該児童のうち児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第

３項に規定する子育て短期支援事業、同条第５項に規定する養育支援訪問事業、同条第６

項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業、

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条第１号に掲げる事業その他市町村が

実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事業の実

施に係る市町村の長へ通知すること。 

③ 前２項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童相談所への送致又は一時
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保護を行う者は、速やかにこれを行うものとする。 

（出頭要求等） 

第８条の２ 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の

保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務

に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その

身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならな

い。 

（立入調査等） 

第９条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児

童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は

質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者

の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

（再出頭要求等） 

第９条の２ 都道府県知事は、第８条の２第１項の保護者又は前条第１項の児童の保護者が正当な

理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調

査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めると

きは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に

関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合におい

ては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなけ

ればならない。 

（臨検、捜索等） 

第９条の３ 都道府県知事は、第８条の２第１項の保護者又は第９条第１項の児童の保護者が正当

な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は

調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当

該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する

職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判

所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当

該児童を捜索させることができる。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第10条 児童相談所長は、第８条第２項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第１号

の一時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し

必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を

求めることができる。都道府県知事が、第９条第１項の規定による立入り及び調査若しくは質問

をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 
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（児童虐待を行った保護者に対する指導等） 

第11条 略 

② 略 

③ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第27条第１項第２号の措置が採られた場合にお

いては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。 

④ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に

対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 

⑤ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において

必要があると認めるときは、児童福祉法第33条第２項の規定により児童相談所長をして児童虐

待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、同

法第27条第１項第３号又は第28条第１項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずるもの

とする。 

⑥ 児童相談所長は、第４項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護す

る児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、

適切に、児童福祉法第33条の７の規定による請求を行うものとする。 

⑦ 略 

（面会等の制限等） 

第12条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第27条第１項第３号の措置（以下「施設入所等

の措置」という。）が採られ、又は同法第33条第１項若しくは第２項の規定による一時保護が行わ

れた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認める

ときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該

施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、内閣府令で定めるところにより、当該児童

虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。 

１ 当該児童との面会 

２ 当該児童との通信 

② 略 

③ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第28条の規定によるものに限

る。）が採られ、又は同法第33条第１項若しくは第２項の規定による一時保護が行われた場合

において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれ

ば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、

又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当

該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 

第12条の４ 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置

が採られ、又は児童福祉法第33条第１項若しくは第２項の規定による一時保護が行われ、かつ、

第12条第１項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全

部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に
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必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、６月を超えない期間を定めて、当

該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の

身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場

所（通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。）の

付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。 
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 この表は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）により、今年度中に市町村が、

養護相談として新たに受け付けたもの（前年度に未対応であったものを含む。）のうち、本年度中に対応

した件数を理由種別、対応種別に計上するものである。なお、虐待相談については、虐待相談の相談種

別・経路、虐待相談の相談種別・主な虐待者、被虐待児童の年齢・相談種別、児童虐待防止法関係につ

いての件数を計上するものである。 

 また、法第47条第５項により、児童の生命や身体の安全を確保するために緊急措置をとった者から報

告を受けた件数について計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村に備え付けられている児童記録票に基づき、「養護相談の理由」表は養護相談の理由

種別に計上する。虐待相談については、虐待相談の経路等を再掲して計上すること。 

 親権関係については、法第47条第５項により児童の生命や身体の安全を確保するために緊急措置をと

った者から報告を受けた件数を計上すること。 

 

一般的事項 

 市町村の報告について、管轄する都道府県で集計すること。ただし、指定都市・中核市又は特別区（中

核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）は前記に含めず別で集計するこ

と。報告については、都道府県・指定都市又は中核市（ただし、中核市は児童相談所を設置する市に限

る。）が行うこと。 

 養護相談の理由は、必ず判定会議等の結果により分類すること。 

 虐待相談の経路、虐待相談の主な虐待者、被虐待児童の年齢・相談種別、児童虐待防止法関係は、養

護相談の理由における虐待相談の再掲とし、児童記録票等に記載された内容に基づき計上すること。 

 

１ (養護相談の理由） 

表 頭 

理 由 種 別 

家   出⑴ 
(失踪を含む) 

 

死   亡⑵ 

 

離   婚⑶ 

 

傷   病⑷ 
(入院を含む) 

 

家 族 環 境 

 

 

 理由が２欄以上に該当するときは、それぞれの欄に計上すること。 

 保護者等が家出又は失踪したために児童の養育に問題が生じたものの数を計

上すること。 

 保護者等が病気又は交通事故等により死亡したために児童の養育に問題が生

じたものの数を計上すること。 

 保護者等の離婚又は事実上離婚と同様の別居状態のために児童の養育に問題

を生じたものの数を計上すること。 

 保護者等の疾病、負傷等のために児童の養育に問題を生じたものの数を計上す

ること。 

 保護者の児童に関する虐待若しくは放任、不和等のため、あるいは保護者等の

精神障害や性格上の問題等のため、家族の環境が児童の監護、養育上不適当な状



－191－ 

 

虐   待⑸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他⑹ 

そ の 他⑺ 

 

表 側 

面 接 指 導(01) 

 

そ の 他(02) 

態にあるものの数を計上すること。 

 児童虐待の防止に関する法律の第２条に規定する下記の行為がみられたもの

の数を計上すること。 

⑴ 身体的虐待 

 生命・健康に危険のある身体的な暴行 

⑵ 性的虐待 

 性交、性的暴行、性的行為の強要 

⑶ 心理的虐待 

 暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童が同居する家庭における配偶

者、家族に対する暴力 

⑷ 保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 

 保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児 

 「虐待⑸」以外の家族環境によるものについて計上すること。 

 理由種別⑴～⑹のいずれにも該当しない対応件数を計上すること。 

 

 

 「第 45 児童相談種類別対応件数」で行った分類のうち、面接指導について計

上すること。 

 面接指導以外のものについて計上すること。 

「虐待(5)」の再掲 

⑴ （虐待相談の相談種別・経路） 

表 頭 

経 路 種 別 
⑴～(32) 

 

 

 

都 道 府 県 ・ 
指 定 都 市 ・ 
中 核 市 ・ 
特  別  区  

⑴⑵⑶⑷ 

 

 

 

 

 

 

(養護相談の理由）の表頭「虐待⑸」で計上したケースを、経路別にそれぞれ計 

上すること。 

 経路が２欄以上に該当するときは、児童記録票を起こした最初の相談経路のみ

に計上すること。「第 43 児童相談経路別児童受付」で行った分類で計上すること。 

 都道府県・指定都市・中核市・特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談

所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）の関係機関からの経路について計上

すること。 

 「児童相談所」の欄には、他の児童相談所からの経路について計上すること。 

 「福祉事務所」の欄には、都道府県・指定都市・中核市・特別区(ただし、中

核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。)の設置し

た福祉事務所からの経路について計上すること。 

 「保健センター」の欄には、都道府県・指定都市・中核市・特別区(ただし、
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市 町 村 
⑸⑹⑺ 

 

 

児 童 福 祉 施 設 
・指定発達支援 
医 療 機 関 

⑻⑼⑽ 

認 定 こ ど も 園 
⑾ 
 

警 察 等 ⑿ 

 

保 健 所 及 び 
医 療 機 関 

⒀⒁ 

 

学 校 等 
⒂⒃⒄ 

 

 

 

里  親  ⒅ 

 

児童委員（通告の
仲介を含む） ⒆ 

その他  (29) 

表   側 

虐 待 の 種 類 
(03)～(06) 

中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。)の設置

した保健センターからの経路について計上すること。 

 「その他」の欄には、児童相談所、福祉事務所及び保健センター以外の都道府

県・指定都市・中核市・特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置

する市（特別区を含む。）に限る。）関係機関（他に分類されるものを除く。）か

らの経路について計上すること。 

 市町村（指定都市及び児童相談所を設置する市（特別区を含む。）を除く。）の

関係機関からの経路について計上すること。 

 市町村の「その他」の欄には、福祉事務所、保健センター以外の市町村の関係

機関（他に分類されるものを除く)からの経路について計上すること。 

 保育所（保育所型認定こども園を除く）、児童福祉施設（児童家庭支援センタ

ーを除く）指定発達支援医療機関からの経路について計上すること。 

 

 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地

方裁量型認定こども園からの経路について計上すること。 

警察官のほか麻薬取締官等司法警察職員としての職務を行う者からの経路に

ついて計上すること。 

 保健所の欄には、保健所からの経路について計上すること。 

 医療機関の欄には、病院、診療所、その他の医療を提供する施設からの経路に

ついて計上すること。 

 学校等のうち、学校の欄には小学校、中学校、高等学校等からの経路、教育委

員会等の欄には、教育委員会（教育相談室等）、社会教育関係機関等からの経路

について計上すること。 

補 幼稚園の欄には幼稚園型認定こども園からの通告等があったケースについて

は計上せず、「認定こども園⑾」に計上すること。 

 法第 27 条１項第３号の規定による里親・小規模住居型児童養育事業（ファミ

リーホーム）からの経路について、計上すること。 

 法第 25 条の規定による児童委員を介した経路について計上すること。 

 

 ⑴～(28)のいずれにも該当しない経路について計上すること。 

 

 児童虐待の防止等に関する法律第２条の規定により、相談種別を「身体的虐待」 

「性的虐待」「心理的虐待」「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」に分け、それぞ

れのケースに計上すること。 
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⑵ （虐待相談の相談種別・主な虐待者） 

 

 

表   頭 

主 な 虐 待 者 別 
⑴～⑸ 

実 父   ⑴ 

実 父 以 外 の 
父 親   ⑵ 

実 母   ⑶ 

実 母 以 外 の 
母 親   ⑷ 

その他   ⑸ 

 

表   側 

虐 待 の 種 類 
(08)～(11) 

 

（養護相談の理由）の虐待⑸で計上したケースを、虐待相談の相談種別・主な虐

待者別にそれぞれ計上すること。 

 

 被虐待児童と虐待者の関係について、それぞれ計上すること。 

 

 血縁関係にある父親について計上する。 

 義父・養父等直接血縁関係にない父親について計上すること。 

 

 血縁関係にある母親について計上すること。 

 義母・養母等直接血縁関係にない母親について計上すること。 

 

⑴～⑷のいずれにも該当しない場合について計上すること。 

補 特別養子縁組の場合は、実父⑴ 又は実母⑶ に計上すること。 

 

児童虐待の防止等に関する法律第２条の規定により、相談種別を「身体的虐待」 

「性的虐待」「心理的虐待」「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」に分け、それぞ

れのケースに計上すること。 

⑶ （被虐待者の年齢・相談種別） 

 

 

表   頭 

相 談 種 別 
⑴⑵⑶⑸ 

 

暴力の目撃等  
によるもの 
（再掲）  ⑷ 

 

 

保護の怠慢・拒否
（ネグレクト）⑸ 

登校・登園の  
禁止（再掲） 

    ⑹ 

 

保護者以外の
者による虐待 

⑺～⑼ 

 

（養護相談の理由）の虐待⑸で計上したケースを、被虐待者の年齢・相談種別に

それぞれ計上すること。 

 

相談種別が２欄以上に該当するときは、おもな相談のみに計上し、相談件数１

件につき複数の計上は行わないこと。 

被虐待児童が同居する家庭における配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に対する暴力や、被虐待児童のきょ

うだいが虐待行為の目撃等により、心理的虐待⑶に計上されている件数を再掲す

ること。 

 

児童の意思に反して学校等に登校・登園させない場合や、児童が学校等に登

校・登園するように促すなどの児童に教育を保障する努力をしない場合の件数を

再掲すること。 

 保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの

をいう）以外の者が、身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待の行為を行っている

にもかかわらず、保護者がそれを放置していることにより⑸に計上されている場
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表   側 

年 齢 別 
(13)～(31) 

 

合、保護者以外の者が行っている主な虐待行為の種類１つのみに再掲すること。 

 

 対応した時点での満年齢により件数を計上し、相談として受け付けた時点での

計上は行わないこと。 

⑷ （児童虐待防止法関係） 

 （養護相談の理由）の虐待⑸で計上した件数のうち、下記の件数についてそれぞ

れ計上すること。 

表   頭 

安全確認件数⑴ 

 

送 致 件 数 ⑵ 

 

出 頭 要 求 等 
通知件数  ⑶ 

 

 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「虐待防止法」

という。）の第８条第１項の規定に基づき安全確認を行った件数を計上すること。 

 虐待防止法の第８条第１項第１号の規定に基づき児童相談所に送致した件数

を計上すること。 

 虐待防止法の第８条第１項第２号の規定に基づき都道府県知事又は児童相談

所長に通知した件数を計上すること。 

２（親権関係） 

法第47条第５項の 

報告件数    (34) 

法第 47 条第５項により、児童の生命や身体の安全を確保するために緊急措置

をとった者からの報告を受けたものの数を計上すること。 

（平成 24 年３月 27 日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、家庭福祉課

長、保育課長、母子保健課長、社会援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知参照） 
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審査要領 

（養護相談の理由） 

１ 「面接指導(01)」の「虐待⑸」 

       ＝「第45の養護相談の児童虐待相談⒅」の「助言指導⑴」＋「継続指導⑵」 

        ＋「他機関あっせん⑶」 

２ 「面接指導(01)」の「計⑻」－「虐待⑸」 

       ＝「第45の養護相談のその他の相談⒆」の「助言指導⑴」＋「継続指導⑵」 

        ＋「他機関あっせん⑶」 

３ 「その他(02)」の「虐待⑸」 

       ＝「第45の養護相談の児童虐待相談⒅」の「計(22)」 

        －｛「助言指導⑴」＋「継続指導⑵」＋「他機関あっせん⑶」｝ 

４ 「その他(02)」の「計⑻」－「虐待⑸」 

       ＝「第45の養護相談のその他の相談⒆」の「計(22)」 

        －｛「助言指導⑴」＋「継続指導⑵」＋「他機関あっせん⑶」｝ 

５ 「虐待⑸の合計」 

       ≧「虐待相談の相談種別・経路の計(30)の計(07)」 

       ≧「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の計(12)」 

       ≧「被虐待者の年齢・相談種別の計(10)の計(32)」 

       ≧「児童虐待防止法関係の安全確認件数⑴」 

６ 「虐待相談の相談種別・経路の計(30)の計(07)」 

＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の計(12)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の計(10)の計(32)」 

７ 「虐待相談の相談種別・経路の計(30)の身体的虐待(03)」 

＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の身体的虐待(08)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の身体的虐待(１)の計(32)」 

８ 「虐待相談の相談種別・経路の計(30)の性的虐待(04)」 

＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の性的虐待(09)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の性的虐待(２)の計(32)」 

９ 「虐待相談の相談種別・経路の計(30)の心理的虐待(05)」 

＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の心理的虐待(10)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の心理的虐待(３)の計(32)」 

10 「虐待相談の相談種別・経路の計(30)の保護の怠慢・拒否（ネグレクト）(06)」 

       ＝「虐待相談の相談種別・主な虐待者の計⑹の保護の怠慢・拒否（ネグレクト）(11)」 

       ＝「被虐待者の年齢・相談種別の保護の怠慢・拒否（ネグレクト）(５)の計(32)」 
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参照条文 

児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

 （保護者の児童虐待等の場合の措置） 

第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著

しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第１項第３号の措置を採ることが児童の親権を行

う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。 

１ 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第１

項第３号の措置を採ること。 

２ 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後

見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童

の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第１項第３号の措

置を採ること。 

② 前項第１号及び第２号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から２年

を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置（第27条第１項第２号

の措置をいう。以下この条並びに第33条第２項及び第９項において同じ。）の効果等に照らし、

当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく

当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、

当該期間を更新することができる。 

③ 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむ

を得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定

するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判が

あつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限

る。 

④ 家庭裁判所は、第１項第１号若しくは第２号ただし書又は第２項ただし書の承認（以下「措

置に関する承認」という。）の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申

立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対す

る指導措置に関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関

する必要な資料の提出を求めることができる。 

⑤ 家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するもの

とする。 

⑥ 家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措

置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが

相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。 
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児童虐待の防止等に関する法律（抄）（平成12年法律第82号） 

 （児童虐待の定義） 

第２条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（18歳に満たない者をいう。以

下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

１ 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

２ 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

３ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人

による前２号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著し

く怠ること。 

４ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対

する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身

に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこ

と。 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第８条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第６条第１項の規定による通告を受けたとき

は、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その

他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ず

るとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

１ 児童福祉法第25条の７第１項第１号若しくは第２項第１号又は第25条の８第１号の規定によ

り当該児童を児童相談所に送致すること。 

２ 当該児童のうち次条第１項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第９条第１項の

規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第33条第１項若しくは第２項の規定に

よる一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知するこ

と。 
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 この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）による児童福祉施設（乳児院、

児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設）について年度末現在における施設数、定員及び

本年度中における入退所人員及び年度末在籍人員を施設の種類別・公私立別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、児童相談所に備え付けられている児童記録票又は児童福祉施設に備え付けられている入所

者名簿等の記載内容に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

 児童相談所毎に集計し、その児童相談所を設置する都道府県・指定都市・中核市又は特別区(ただし、

中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。)でとりまとめを行うこと。報

告については、都道府県・指定都市又は中核市で行うこと。 

１ 施設の設置又は認可が年度をさかのぼって行われても、そ及することなく、決裁のあった日の属

する年度の報告から計上すること。 

２ 施設の設置主体が変更になり公立の施設が私立の施設になったり私立の施設が公立の施設にな

った場合及び施設の種類が変更になった場合は、変更前の施設については「退所」欄のみ計上し、

変更後の施設については「入所」欄に計上すること。 

 なお、施設の設置主体が変更になっても、変更の前後とも公立の施設、変更の前後とも私立の施設

であれば計上しないこと。 

３ 施設が併設されている場合は、施設の種類ごとに該当欄に計上すること。 

４ 乳児院（公立(01)・私立(02)）以外は、一時保護者及び短期入所者を含めないこと。 

５ 措置人員以外の項目について、児童相談所毎に計上することが困難な場合は都道府県・指定都

市・中核市又は特別区(ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に

限る。)が総括の表で各児童相談所の計に加算して報告すること。 

 

上 表 

表 頭 

施  設  数⑴ 

 

 

 

 

定    員⑵ 

 

 

 

 

 本年度末現在で児童福祉施設として設置又は認可されている施設(休止中のも

のを除く。)の数を、施設を管轄する児童相談所で計上すること。 

補 Ａ県の法人等がＢ県の認可を受けてＢ県に施設を設置した場合は、施設を認

可しているＢ県の児童相談所で計上すること。児童相談所毎の把握が困難な場

合は、Ｂ県の総括の報告表に計上すること。 

 施設数(1)に計上した施設の定員を、施設を管轄する児童相談所で計上するこ

と。 

補１ Ａ県の法人等がＢ県の認可を受けて、Ｂ県に施設を設置した場合の定員は、
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入 所 

措置人員 ⑶ 

 

 

 

そ の 他⑷ 

 

 

 

 

 

退 所 

措置人員 ⑸ 

 

 

そ の 他⑹ 

 

 

 

下 表 

年 度 末 在 籍 

措置人員 
⑺～(26) 

 

 

そ の 他 (28) 

 

表 側 

 児童養護施設 

 

 

施設を認可しているＢ県の児童相談所で計上すること。児童相談所毎の把握が

困難な場合は、Ｂ県の総括の報告表に計上すること。 

補２ 暫定定員を計上しないこと。 

補３ 「施設数(1)」、「定員(2)」が前年度分報告と異なるときは、その理由を注

記欄に記載すること。 

 

 本年度中に措置を受けて入所した人員を、措置を行った児童相談所で計上する

こと。 

補 措置以外の理由で在所中に入所措置を受けたときは、この欄に計上するとと

もに「退所」の「その他(6)」にも計上すること。 

 本年度中に措置以外で入所した人員を、施設を管轄する児童相談所若しくは、

施設を設置又は認可した都道府県・指定都市・中核市又は特別区(ただし、中核

市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で計上する

こと。 

補 在所中に措置が解除され、引き続き在所するときは、この欄に計上するとと

もに「退所」の「措置人員(5)」にも計上すること。 

 

 本年度中に措置が解除され退所した人員を、措置を行った児童相談所で計上す

ること。 

補 本年度４月１日付で措置が解除された者の場合、この欄に計上すること。 

 措置以外で在籍しているもののうち本年度中に退所した人員を、施設を管轄す

る児童相談所若しくは、施設を設置又は認可した都道府県・指定都市・中核市又

は特別区(ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）

に限る。）で計上すること。 

 

 

 本年度末現在、入所措置を受けている児童を０歳～19 歳の年齢別に計上する

こと。 

補 本年度末現在における満年齢に応じて計上すること。 

 措置以外の理由により在籍している児童を計上すること。 

 

 

地域小規模児童養護施設は、児童養護施設における本体に含めて計上するこ

と。 

補 「施設数（1）」には本体施設数のみを計上し、「定員（2）」から「その他（11）」
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児童自立支援施
設 

入所(07)(08) 

 

 

公 立 

(01)(03)(05)(07) 

 

私 立 

(02)(04)(06)(08) 

 

 

には本体施設及び地域小規模児童養護施設の合計人員を計上すること。 

１ 「施設数(1)」には入所部門のみの施設及び１つの施設で入所部門と通所部

門を有する施設を計上すること。 

２ 「定員(2)」から「その他(11)」には入所部門のみの人員を計上すること。 

 

 経営を他のものに委託していても、設置主体が地方公共団体であるものをい

う。 

 設置主体が地方公共団体以外のものをいう。 

補 国又は地方公共団体が所有している土地建物等を使用していても、当該施設

の設置について私（法）人が認可を受けているものは「私立」とすること。 

 

 

審査要領 

１ 「年度末在籍の措置人員(27)」 ＝「前年度分報告の年度末在籍の措置人員(10)」 

                 ＋「入所の措置人員(3)」－「退所の措置人員(5)」 

２ 「年度末在籍のその他(28)」  ＝「前年度分報告の年度末在籍のその他(11)」 

                 ＋「入所のその他(4)」－「退所のその他(6)」 
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第52 助産施設・母子生活支援施設在所者 

(児童福祉法)                            都道府県        

 指定都市 名      
中 核 市        

令和    年度分報告 

 

 
施 設 数 定  員 

年       度       中  年 度 末 在 籍 

入  所 
私的契約 
入  所 退  所 

私的契約 
退  所  入  所 

私的契約 
入  所 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹  ⑺ ⑻ 

助 産 

施 設 

公立 
(01) 

人 員 

(02) 

         

私立          

母子生 

活支援 

施 設 

公立 

世帯数 

(03) 

 

        

人 員 

(04) 
        

私立 

世帯数 

(05) 

 

        

人 員 

(06) 
        

 

 この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）による助産施設、母子生活支

援施設の年度末現在における施設数、定員、本年度中における入退所世帯数・人員及び年度末在籍世帯

数・人員を公私立別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、福祉事務所に備え付けられている保護台帳又は施設に備え付けられている入所者名簿等の

記載内容に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

１ 施設の設置又は認可が年度をさかのぼって行われていても、そ及することなく、決裁のあった日

の属する年度の報告から計上すること。 

２ 施設の設置主体が変更になり、公立の施設が私立の施設になったり、私立の施設が公立の施設に

なった場合及び施設の種類が変更になった場合は、変更前の施設については「年度中」の「退所」

欄のみに計上し、変更後の施設については「年度途中」の「入所」欄に計上すること。 

 なお、施設の設置主体が変更になっても、変更の前後とも公立の施設、変更の前後とも私立の施

設であれば計上しないこと。 
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表 頭 

施  設  数⑴ 

 

 

 

 

定    員⑵ 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 中 

入   所⑶ 

 

 

 

私的契約入所 
⑷ 

 

 

 

退   所⑸ 

 

 

 

私的契約退所 
⑹ 
 

表 側 

助 産 施 設 

 

母子生活支援施
設 

世 帯 数 
人 員 

 

 本年度末現在で設置又は認可されている施設（休止中のものを除く。）の数を、

その施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上すること。 

補 Ａ県の法人等がＢ県の認可を受けてＢ県に施設を設置した場合は、施設を認

可しているＢ県で計上すること。 

 本年度末現在で設置又は認可されている施設(休止中のものを除く。)の定員

(世帯数)を、その施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上

すること。 

補１ Ａ県の法人等がＢ県の認可を受けてＢ県に施設を設置した場合の定員は、

施設を認可しているＢ県で計上すること。 

補２ 暫定定員を計上しないこと。 

補３ 「施設数⑴」、「定員⑵」が前年度分報告と異なるときは、その理由を注記

欄に記載すること。 

 

 本年度中に法に基づく入所申込みを受けて入所した「人員」及び「世帯数」を、

計上すること。 

補 私的契約で在所中に法に基づく入所申込みを受けて入所したときは、この欄

に計上するとともに「年度中」の「私的契約退所⑹」にも計上すること。 

 本年度中に法に基づかない入所契約により入所した「人員」及び「世帯数」を

計上すること。 

補 在所中に法に基づく入所契約を解除され、引き続き在所するときは、この欄

に計上するとともに「年度中」の「退所⑸」にも計上すること。 

 本年度中に法に基づく入所契約が解除された「人員」及び「世帯数」を計上す

ること。 

補 本年度４月１日付で法に基づく入所契約が解除された者の場合、「年度中」の

「退所⑸」欄に計上すること。 

 法に基づかない入所契約により入所している者のうち本年度中に退所した「人

員」及び「世帯数」を計上すること。 

 

 入所している妊産婦数を計上し、妊産婦が分娩した新生児数は計上しないこ

と。 

 

 「年度中⑶～⑹」の「世帯数」は世帯主(母)が異動した場合に計上し、扶養さ

れている児童だけが異動した場合は、「人員」のみについて計上すること。 
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公 立 

 

私 立 

 

補１ 母子生活支援施設に入所中の世帯において出生児があったときは、出生児 

の数を「年度中」の「入所」の「人員」に計上すること。 

補２ 母子生活支援施設に入所中の児童が法定年令に達し、法に基づく入所契約

が解除され引き続き母親と同居している場合には、その子のみを「年度中」

の「私的契約入所⑷」及び「年度中」の「退所⑸」の各欄の「人員」に計上

すること。 

 経営を他のものに委託していても、設置主体が地方公共団体であるものをい

う。 

 設置主体が地方公共団体以外のものをいう。 

補 国又は地方公共団体が所有している土地建物等を使用していても、当該施設

の設置について私(法)人が認可を受けているものは「私立」とすること。 

 

審査要領 

１ 「年度末在籍の入所⑺」＝「前年度分報告の年度末在籍の入所⑺」＋「年度中の入所⑶」－「年

度中の退所⑸」 

２ 「年度末在籍の私的契約⑻」＝「前年度分報告の年度末在籍の私的契約⑻」＋「年度中の私的契

約入所⑷」－「年度中の私的契約退所⑹」 

３ 「母子生活支援施設の公立の世帯数(03)」≦「母子生活支援施設の公立の人員(04)」 

４ 「母子生活支援施設の私立の世帯数(05)」≦「母子生活支援施設の私立の人員(06)」 

 

参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

（助産の実施） 

第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村（以下「都道府県等」という。）は、それぞれその設置

する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入

院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助

産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があると

きは、この限りでない。 

（母子保護の実施） 

第23条 都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子

又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合にお

いて、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなけ

ればならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法（昭

和25年法律第144号）の適用等適切な保護を行わなければならない。 
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月 途 中

初日施設数 初日認可定員 初日利用定員

入所人員 措置人員
障 害 児
受 入 人 員
( 再 掲 ）

特 別 児 童
扶 養 手 当
受 給 児 童
（ 再 掲 ）

私的契約人員 入所人員
私的契約
入所人員

退所人員
私的契約
退所人員

入 所 人 員 私的契約人員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

公立(01)

私立(02)

0　 　歳 １・２歳 ３　　 歳 ４歳以上 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

公立(03)

保育短時間(再掲)
(04)

私立(05)

保育短時間(再掲)
(06)

初　　　　日　　　　在　　　　籍

初　日　入　所　人　員　　　年　齢　階　層
障害児保育の
ための加配職

員数

月　 末　在　籍

第54 保育所・在所者 

（児童福祉法）                         都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和  年  月分報告 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）及び子ども・子育て支援法（平

成 24 年法律第 65 号。以下「支援法」という。）による保育所の本月初日現在における施設数、定員、在

籍人員及び障害児保育のための加配職員数、並びに本月中における入退所人員、月末在籍人員を計上す

るものである。 

 

記入要領 

 この表は、市町村に備えつけられている台帳又は施設に備えつけられている児童名簿等の記載内容に

基づいて計上すること。 

補 本表には保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成 18 年法律第 77 号。）による保育所型認定こども園の数値を計上すること。保育所型

認定こども園においては、保育所と同様に支援法第 19 条第１項第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもの受入れに係る部分について計上すること。 

※条文 218 頁参照 

 

一般的事項 

１ 施設の設置、認可又は確認が月をさかのぼって行われても、そ及することなく、決裁のあった日

の属する月の報告から計上すること。 

２ 施設の設置、認可又は確認が月の途中の場合は、「月途中入所」、「月途中退所」及び「月末在籍」

欄のみ計上すること。 

３ 施設の設置主体が変更になり、公立の施設が私立の施設になったり、私立の施設が公立の施設に

なった場合は、次により計上すること。 

⑴  初日に変更になった場合 

 変更前の施設については「月途中退所」欄のみ計上し、変更後の施設については、「初日施設数」、
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「初日認可定員」、「初日利用定員」、「初日在籍」及び「月途中入所」欄に計上すること。 

⑵  月の中途及び末日に変更になった場合 

 変更前の施設については「初日施設数」、「初日認可定員」、「初日利用定員」、「初日在籍」及び

「月途中退所」欄に計上し、変更後の施設については「月途中入所」欄のみ計上すること。 

 なお、施設の設置主体が変更になっても、変更前の前後とも公立の施設、変更の前後とも私立

の施設であれば計上しないこと。 

 ４ 「保育所」が「幼保連携型認定こども園」に変更となった場合は、３に準じて計上すること。こ

の場合は、第54と第54の２の両方に関わることに留意すること。 

５ 進級児童について、事務処理上支援法に基づく支給認定を取消し、引き続き翌月支援法に基づく

支給認定を行うものは月途中入退所として計上しないこと。 

６ 障害児保育のための加配職員数については、４月１日時点の状況を計上すること。（４月分のみ） 

 
 

上 表 

表 頭 

初 日 施 設 数⑴ 

 

 

 

 

 

初日認可定員⑵ 

 

 

 

 

初日利用定員⑶ 

 

 

 

 

初 日 在 籍 

入 所 人 員⑷ 

 

 

 

 

１ 本月１日現在で設置又は認可されている施設（休止中のものを除く。）の数

を、その施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上するこ

と。 

２ 月の中途で設置又は認可された施設はその月の初日施設数には計上せず、翌

月から計上すること。 

３ 分園については別計上しないこと。なお、定員は合算して計上すること。 

 本月１日現在で設置又は認可されている施設(休止中のものを除く。)の認可定

員を、その施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上するこ

と。なお、支援法第 19 条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

の受入れに係る部分について計上できない場合は、施設全体の認可定員を計上す

ること。 

本月１日現在で確認を受けている施設（休止中のものを除く。）の利用定員を、

その施設を確認した市町村を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中核市で

計上すること。 

補 「初日施設数⑴」、「初日認可定員⑵」、「初日利用定員⑶」が前月分報告と異

なるときはその理由を注記欄に記載すること。 

 

 本月１日現在で、支援法に基づく支給認定を受けて入所している児童につい

て、支給認定を行った市町村を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中核市で

計上すること。 
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措 置 人 員 ⑸ 

 

 

障害児受入人
員（再掲）⑹ 

 

 

特別児童扶養
手当受給児童
（ 再 掲 ） ⑺ 

 

 

 

 

私的契約人員 
⑻ 

 
 
 
 

月 途 中 

入 所 人 員⑼ 

 

 

 

 

 

 

 

私的契約入所
人員   ⑽ 

 

 

 

退 所 人 員⑾ 

補１ 本月１日現在で支給認定を受けている児童は計上し、支給認定を取り消し

た児童は計上しないこと。 

補２ 当該都道府県又は当該指定都市若しくは当該中核市以外の設置又は認可し

ている施設に入所している児童についても計上すること。 

本月１日現在で、法第24条第５項又は第６項に基づき市町村が措置した児童に

ついて、措置を行った市町村を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中核市で

計上すること。     ※条文 218頁参照 

「入所人員(4)」及び「措置人員⑸」のうち、市町村が認める障害児（身体障

害者手帳等の交付の有無は問わない。）の受入人員について、支給認定を行った

市町村を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中核市で再掲すること。 
 

「障害児受入人員(6)」のうち、特別児童扶養手当受給児童の受入人員につい

て、支援法に基づく支給認定を行った市町村を管轄する都道府県又は指定都市若

しくは中核市で再掲すること。 

補１ 特別児童扶養手当の支給停止中の対象児童を含めて計上すること。 

補２ 手当の支給対象期間についてはそ及せず、認定を受けた日が初日の場合は

その月から、月途中の場合は翌月分報告から計上すること。 

本月１日現在で、支援法に基づく支給認定を受けずに入所している児童をその

施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上すること。 

補 本月１日付で支援法に基づく支給認定を取り消され、引き続き在所する児童

も含めて計上すること。 

 

 本月中(本月１日から末日まで)に支援法に基づく支給認定を受けて入所した

児童を計上すること。 

補１ 私的契約で在所中に支援法に基づく支給認定を受けて入所したときは、こ

の欄に計上するとともに、月途中の「私的契約退所人員⑿」にも計上するこ

と。 

補２ 保育所間において入所児童が異動したときは、当該児童が入所した保育所

においては、この欄に計上するとともに当該児童が退所した保育所にあって

は、月途中の「退所人員⑾」にも計上すること。 

 本月中(本月１日から末日まで)に支援法に基づく支給認定を受けずに入所し

た児童を計上すること。 

補 在所中に支援法に基づく支給認定を取り消され、引き続き在所するときはこ

の欄に計上するとともに月途中の「退所人員⑾」にも計上すること。 

 本月中(本月１日から末日まで)に支援法に基づく支給認定を取り消された児
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私的契約退所
人員   ⑿ 

 
 

表 側 

公   立(01) 

私   立(02) 

 

 

下 表 

表 頭 

初日入所人員 

年齢階層 ⑴～⑷ 

 

 

 

 

 

 

障害児保育のた

めの加配職員数 

 ⑹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

童又は退所した児童を計上すること。 

補 ４月１日付けで支援法に基づく支給認定を取り消された児童は、４月分報告

月途中の「退所人員⑾」欄に計上し、「初日在籍入所人員⑷」欄には計上しない

こと。 

 支援法に基づく支給認定を受けずに入所している児童のうち本月中（本月１日

から末日まで）に退所した児童を計上すること。 

 

 経営を他のものに委託していても設置主体が地方公共団体であるものをいう。 

 設置主体が地方公共団体以外であるものをいう。 

補 国又は地方公共団体が所有している土地建物等を使用していても、当該施設

の設置について私(法)人が認可を受けているものは「私立」とすること。 

 

 本月１日現在の支援法に基づく支給認定を受けて入所している児童について、

年齢階層別に計上すること。 

１ 前年度から引き続き入所している児童については、年度の初日の前日におけ

る満年齢により区分すること。 

２ 年度途中から入所した児童については、その児童が入所した日の属する年度

の初日の前日における満年齢により区分すること。 

４月分の報告表には、４月１日現在で標準的な職員数を超えて障害児保育のた

めに加配されている職員数を計上すること。 

補１ 常勤職員だけでなく、非常勤職員（常勤換算後）を含めて計上すること。

非常勤職員の常勤換算数は、当該職員の１週間の勤務時間を施設が定めた１週

間の勤務時間で除し、小数第２位を四捨五入して小数第１位まで求めた数の合

計を原則とする。ただし週により時間にばらつきがある場合は、実態に近くな

るよう月単位又は年単位で換算する。なお、非常勤職員の勤務時間は障害児保

育に従事する時間に限定するものではない。 

補２ ４月１日時点で障害児が入所していない場合であっても、障害児受入れに

備えて標準的な職員数を超えて職員を加配している場合には、加配職員として

計上すること。 

補３ 常勤換算の具体例については 212 頁を参照すること。 

 

表 側 

公   立(03) 

私   立(05) 

 

上表に同じ。 

上表に同じ。 
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保育短時間（再
掲） (04)(06) 

本月１日現在で、支援法に基づく保育短時間認定がされた児童について、年齢

階層別に再掲すること。 

 

審査要領 

１ 「月末在籍の入所人員⒀」＝「前月分報告の月末在籍の入所人員⒀」＋「月途中の入所人員⑼」

－「月途中の退所人員⑾」 

２ 「月末在籍の私的契約人員⒁」＝「前月分報告の月末在籍の私的契約人員⒁」＋「月途中の私的

契約入所人員⑽」－「月途中の私的契約退所人員⑿」 

３ 「前月分報告の月末在籍の入所人員⒀」＋「月途中の入所人員⑼」≧「初日在籍の入所人員⑷」

≧「前月分報告の月末在籍の入所人員⒀」－「月途中の退所人員⑾」 

４ 「前月分報告の月末在籍の私的契約人員⒁」＋「月途中の私的契約入所人員⑽」≧「初日在籍の

私的契約人員⑻」≧「前月分報告の月末在籍の私的契約人員⒁」―「月途中の私的契約退所人員⑿」 

５ 「初日在籍の入所人員⑷の公立(01)」＝「初日入所人員年齢階層の計⑸の公立(03)」 

６ 「初日在籍の入所人員⑷の私立(02)」＝「初日入所人員年齢階層の計⑸の私立(05)」 

７ 「障害児受入人員（再掲）⑹の公立(01)」≦「初日在籍の入所人員⑷の公立(01)」＋「初日在籍

の措置人員⑸の公立(01)」 

８ 「障害児受入人員（再掲）⑹の私立(02)」≦「初日在籍の入所人員⑷の私立(02)」＋「初日在籍

の措置人員⑸の私立(02)」 

９ 「特別児童扶養手当受給児童（再掲）⑺の公立(01)」≦「初日在籍の障害児受入人員⑹の公立(01)」 

10 「特別児童扶養手当受給児童（再掲）⑺の私立(02)」≦「初日在籍の障害児受入人員⑹の私立(02)」 

11 「初日入所人員年齢階層 公立(03)」≧「初日入所人員年齢階層 公立 保育短時間（再掲）(04)」 

12 「初日入所人員年齢階層 私立(05)」≧「初日入所人員年齢階層 私立 保育短時間（再掲）(06)」 

13 「初日施設数⑴の公立(01)」＝０のとき、「障害児保育のための加配職員数⑹の公立(03)」＝０ 

14 「初日施設数⑴の私立(02)」＝０のとき、「障害児保育のための加配職員数⑹の私立(05)」＝０ 
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※障害児保育のための加配職員数について 

 障害児保育の実施にあたっては、「障害児保育に係る保育士等の配置について（平成 30 年３月 27 日子

保発 0327 第１号）」により、概ね障害児２名に対し、保育士１名の配置を標準としつつ、障害のある子

どもの状況に応じて適切に職員を配置することとしている。 

 

○ 職員とは、保育に従事する保育士、看護師及びみなし保育士（児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準第 95 条及び第 96 条に規定）を指し、保育を行うことを主として配置されていない職員（会計

事務等に従事する職員、休業中の職員、保育士資格を持たない保育補助者等）を含めないこと。 

○ 障害児保育のための加配職員とは、障害児がいるクラスの保育士、延長保育や縦割り活動などにお

いて障害児保育に関わる保育士等として、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年 12

月 29 日厚生省令第 63 号）第 33 条に基づき算出される標準的な職員数を超えて加配した職員を指す。

ただし、国庫補助を受けて配置している職員（例：医療的ケア児保育支援事業（保育対策総合支援事

業費補助金）を受けて配置している保育士や看護師等）は含めないこと。 

○ 非常勤職員は、当該施設が定めた勤務時間の全てを勤務している職員以外の職員をいう。 

（例）施設が定めた勤務時間が１日８時間、週５日の場合 

・上記のとおり勤務している者は、雇用形態や名称に関わらず常勤職員として１を計上する。 

・「１日５時間、週５日勤務」「１日８時間、週３日勤務」など上記に満たない場合、非常勤職員と

して常勤換算する。 

・人手が足りない時のみ勤務する職員の場合（例：月２日程度等）は、実態に近くなるように、 

月平均あるいは年平均により常勤換算した上で計上を行う。 

 １日８時間、月２日勤務 → 16 時間 ／ 184 時間 ＝ 0.086… ≒ 0.1 

                      （１か月 23 日勤務とした場合） 

◎非常勤職員の常勤換算方法 

 ・１週間の勤務時間（超過勤務時間を除く。）を、当該施設が定めた１週間の勤務時間で除し、小数第

２位を四捨五入した数の合計を計上すること。 

  （例）週 40 時間勤務の施設において、「１日５時間、週５日勤務」「１日８時間、週３日勤務」 

「１日５時間、週３日勤務」がそれぞれ１名の場合 

  １日５時間、週５日勤務 → 25 時間 ／ 40 時間 ＝ 0.625 ≒ 0.6 

  １日８時間、週３日勤務 → 24 時間 ／ 40 時間 ＝ 0.600 ≒ 0.6 

  １日５時間、週３日勤務 → 15 時間 ／ 40 時間 ＝ 0.375 ≒ 0.4 

                            合計  ＝ 1.6
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月 途 中 月　 末　 在 　籍

初日施設数

計

２・３号
認　定

（再　掲）

初日利用定員

入所人員 措置人員
障 害 児
受 入 人 員
( 再 掲 ）

特 別 児 童
扶 養 手 当
受 給 児 童
（ 再 掲 ）

私的契約人員 入所人員
私的契約
入所人員

退所人員
私的契約
退所人員

入 所 人 員 私的契約人員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

公立(01)

私立(02)

0　 　歳 １・２歳 ３　　 歳 ４歳以上 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

公立(03)

保育短時間(再掲)
(04)

私立(05)

保育短時間(再掲)
(06)

初日認可定員 初　　　　日　　　　在　　　　籍

初　日　入　所　人　員　　　年　齢　階　層 障害児保育の
ための加配職

員数

第54の2 幼保連携型認定こども園・在所者 

         （就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律）       
                  都道府県        

指定都市 名      
中 核 市        

令和  年  月分報告 

 

 

 

 

 

 

この表は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法

律第 77 号。）による幼保連携型認定こども園の子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「支

援法」という。）の第 19 条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの受入れに係る部分の

本月初日現在における施設数、定員、在籍人員及び障害児保育のための加配職員数、本月中における入

退所人員、月末在籍人員を計上するものである。ただし「初日認可定員 計⑵」については、支援法第

19 条第１項第１号・２号・３号に掲げる部分の合計を計上するものである。  ※条文 218 頁参照 

 

記入要領 

 この表は、市町村に備えつけられている台帳又は施設に備えつけられている児童名簿等の記載内容に

基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

１ 施設の設置、認可又は確認が月をさかのぼって行われても、そ及することなく、決裁のあった日

の属する月の報告から計上すること。 

２ 施設の設置、認可又は確認が月の途中の場合は、「月途中入所」、「月途中退所」及び「月末在籍」

欄のみ計上すること。 

３ 施設の設置主体が変更になり、公立の施設が私立の施設になったり、私立の施設が公立の施設に

なった場合は、次により計上すること。 

⑴ 初日に変更になった場合 

 変更前の施設については「月途中退所」欄のみ計上し、変更後の施設については、「初日施設数」、

「初日認可定員」、「初日利用定員」、「初日在籍」及び「月途中入所」欄に計上すること。 
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⑵ 月の中途及び末日に変更になった場合 

変更前の施設については「初日施設数」、「初日認可定員」、「初日利用定員」、「初日在籍」及び

「月途中退所」欄に計上し、変更後の施設については「月途中入所」欄のみ計上すること。 

 なお、施設の設置主体が変更になっても、変更前の前後とも公立の施設、変更の前後とも私立

の施設であれば計上しないこと。 

４ 「保育所」が「幼保連携型認定こども園」に変更となった場合は、３に準じて計上すること。こ

の場合は、第 54 と第 54 の２の両方に関わることに留意すること。 

５ 進級児童について、事務処理上支援法に基づく支給認定を取消し、引き続き翌月支援法に基づく

支給認定を行うものは月途中入退所として計上しないこと。 

６ 障害児保育のための加配職員数については、４月１日時点の状況を計上すること。（４月分のみ） 

 

上 表 

表 頭 

初 日 施 設 数⑴ 

 

 

 

 

 

初 日 認 可 定 員 

 

計     ⑵ 

２・３号認定 
（再掲）⑶ 

 

 

 

 

 

 

初日利用定員⑷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本月１日現在で設置又は認可されている施設（休止中のものを除く。）の数

を、その施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上するこ

と。 

２ 月の中途で設置又は認可された施設はその月の初日施設数には計上せず、翌

月から計上すること。 

３ 分園については別計上しないこと。なお、定員は合算して計上すること。 

 本月１日現在で設置又は認可された施設(休止中のものを除く。)の認可定員

を、その施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上すること。 

「計⑵」には施設全体の認可定員を計上し、「２・３号認定（再掲）⑶」には

支援法第 19 条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの受入れに

係る部分について計上する。なお、⑶に計上できない場合は、その旨を注記欄に

記載し、⑶は０とすること。 

補１「計⑵」には、１号認定も含む１施設全体の認可定員の合計を計上する。 

補２「２・３号認定（再掲）⑶」には、認可定員を１号、２号、３号の区分がで

きない施設が１施設でもあれば、「０」とすること。 

本月１日現在で確認を受けた施設（休止中のものを除く。）の支援法第 19 条第

１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの受入れに係る部分の利用

定員を、その施設を確認した市町村を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中

核市で計上すること。 

補 「初日施設数⑴」、初日認可定員「計⑵」、「２・３号認定（再掲）⑶」、「初日

利用定員⑷」が前月分報告と異なるときはその理由を注記欄に記載すること。 
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初 日 在 籍 

入所人員 ⑸ 

 

 

 

 

 

 

措 置 人 員 ⑹ 

 

 

 

障害児受入人
員（再掲）⑺ 

 

 

特別児童扶養
手当受給児童
（再掲）⑻ 

 

 

 

 

私的契約人員 
⑼ 

 

     

 

月  途  中 

入 所 人 員⑽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本月１日現在で、支援法第 19 条第１項第２号又は第３号についての支給認定

を受けて入所している児童について、支給認定を行った市町村を管轄する都道府

県又は指定都市若しくは中核市で計上すること。 

補１ 本月１日現在で支給認定を受けている児童は計上し、支給認定を取り消し

た児童は計上しないこと。 

補２ 当該都道府県又は当該指定都市若しくは当該中核市以外の設置又は認可し

ている施設に入所している児童についても計上すること。 

 本月１日現在で、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下同じ。）第 24 条

第５項又は第６項に基づき市町村が措置した児童について、措置を行った市町村

を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中核市で計上すること。   

※条文 218 頁参照 

 「入所人員⑸」及び「措置人員⑹」のうち、市町村が認める障害児（身体障害

者手帳等の交付の有無は問わない。）の受入人員について、支給認定を行った市

町村を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中核市で再掲すること。 

 「障害児受入人員⑺」のうち、特別児童扶養手当受給児童の受入人員について、

支援法の支給認定を行った市町村を管轄する都道府県又は指定都市若しくは中

核市で再掲すること。 

補１ 特別児童扶養手当の支給停止中の対象児童を含めて計上すること。 

補２ 手当の支給対象期間についてはそ及せず、認定を受けた日が初日の場合は

その月から、月途中の場合は翌月分報告から計上すること。 

 本月１日現在で、支援法に基づく支給認定を受けずに入所している児童をその

施設を設置又は認可した都道府県、指定都市又は中核市で計上すること。 

補 本月１日付で支援法に基づく支給認定を取り消され、引き続き在所する児童

も含めて計上すること。 

 

 本月中(本月１日から末日まで)に支援法第 19 条第１項第２号又は第３号につ

いての支給認定を受けて入所した児童を計上すること。 

補１ 私的契約で在所中に支援法に基づく支給認定を受けて入所したときは、こ

の欄に計上するとともに、月途中の「私的契約退所人員(13)」にも計上する

こと。 

補２ 保育所間において入所児童が異動したときは、当該児童が入所した保育所

においては、この欄に計上するとともに当該児童が退所した保育所にあって

は、月途中の「退所人員(12)」にも計上すること。 
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私的契約入所
人 員 ⑾   

 

 

退 所 人 員⑿ 

 

 

 

 

 
私的契約退所
人 員 ⒀   

 

表 側 

公   立(01) 

私   立(02) 

 

 

下 表 

表 頭 

初日入所人員年
齢階層  ⑴～⑷ 

 

 

 

 

 

障害児保育のた
めの加配職員数 

⑹ 

 

 

 

 

 

 

 

表  側 

公 立(03) 

本月中(本月１日から末日まで)に支援法に基づく支給認定を受けずに入所し

た児童を計上すること。 

補 在所中に支援法に基づく支給認定を取り消され、引き続き在所するときはこ

の欄に計上するとともに月途中の「退所人員(12)」にも計上すること。 

 本月中(本月１日から末日まで)に支援法第 19 条第１項第２号又は第３号につ

いての支給認定を取り消された児童又は退所した児童を計上すること。 

補 ４月１日付けで支援法に基づく支給認定を取り消された児童は、４月分報告

月途中の「退所人員(12)」欄に計上し、「初日在籍入所人員(5)」欄には計上し

ないこと。 

 支援法に基づく支給認定を受けずに入所している児童のうち本月中（本月１日

から末日まで）に退所した児童を計上すること。 

 

 経営を他のものに委託していても設置主体が地方公共団体であるものをいう。 

 設置主体が地方公共団体以外であるものをいう。 

補 国又は地方公共団体が所有している土地建物等を使用していても、当該施設

の設置について私(法)人が認可を受けているものは「私立」とすること。 

 

 

 本月１日現在の支援法第 19 条第１項第２号又は第３号についての支給認定を

受けて入所している児童について、年齢階層別に計上すること。 

１ 前年度から引き続き入所している児童については、年度の初日の前日におけ

る満年齢により区分すること。 

２ 年度途中から入所した児童については、その児童が入所した日の属する年度

の初日の前日における満年齢により区分すること。 

４月分の報告表には、４月１日現在で標準的な職員数を超えて障害児保育のた

めに加配されている職員数を計上すること。 

補１ 常勤職員だけでなく、非常勤職員（常勤換算後）を含めて計上すること。

換算方法は第 54 と同様とし、具体例については 212 頁を参照すること。 

補２ ４月１日時点で障害児が入所していない場合であっても、障害児受入れに

備えて標準的な職員数を超えて職員を加配している場合には、加配職員として

計上すること。 

補３ １号認定の障害児のみを担当する職員は含めないこと。保育士の兼任等に

より、２号・３号認定のみの計上が難しい場合は、合理的な計算により職員数

に含めること。 

 

上表に同じ。 
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私 立(05) 

保育短時間（再
掲） (04)(06) 

上表に同じ。 

本月１日現在で、支援法に基づく保育短時間認定がされた児童について、年齢

階層別に再掲すること。 

 

審査要領 

１ 「月末在籍の入所人員⒁」＝「前月分報告の月末在籍の入所人員⒁」＋「月途中の入所人員⑽」

－「月途中の退所人員⑿」 

２ 「月末在籍の私的契約人員⒂」＝「前月分報告の月末在籍の私的契約人員⒂」＋「月途中の私的

契約入所人員⑾」－「月途中の私的契約退所人員⒀」 

３ 「初日認可定員の２・３号認定（再掲）（3）」≧「初日利用定員（4）」 

４ 「前月分報告の月末在籍の入所人員⒁」＋「月途中の入所人員⑽」≧「初日在籍の入所人員⑸」

≧「前月分報告の月末在籍の入所人員⒁」－「月途中の退所人員⑿」 

５ 「前月分報告の月末在籍の私的契約人員⒂」＋「月途中の私的契約入所人員⑾」≧「初日在籍の

私的契約人員⑼」≧「前月分報告の月末在籍の私的契約人員⒂」―「月途中の私的契約退所人員⒀」 

６ 「初日在籍の入所人員⑸の公立(01)」＝「初日入所人員年齢階層の計⑸の公立(03)」 

７ 「初日在籍の入所人員⑸の私立(02)」＝「初日入所人員年齢階層の計⑸の私立(05)」 

８ 「障害児受入人員（再掲）⑺の公立(01)」≦「初日在籍の入所人員⑸の公立(01)」＋「初日在籍

の措置人員⑹の公立(01)」 

９ 「障害児受入人員（再掲）⑺の私立(02)」≦「初日在籍の入所人員⑸の私立(02)」＋「初日在籍

の措置人員⑹の私立(02)」 

10 「特別児童扶養手当受給児童（再掲）⑻の公立(01)」≦「初日在籍の障害児受入人員⑺の公立(01)」 

11 「特別児童扶養手当受給児童（再掲）⑻の私立(02)」≦「初日在籍の障害児受入人員⑺の私立(02)」 

12 「初日入所人員年齢階層 公立(03)」≧「初日入所人員年齢階層 公立 保育短時間（再掲）(04)」 

13 「初日入所人員年齢階層 私立(05)」≧「初日入所人員年齢階層 私立 保育短時間（再掲）(06)」 

14 「初日施設数⑴の公立(01)」＝０のとき、「障害児保育のための加配職員数⑹の公立(03)」＝０ 

15 「初日施設数⑴の私立(02)」＝０のとき、「障害児保育のための加配職員数⑹の私立(05)」＝０ 
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参照条文 

 児童福祉法（抄）（昭和 22 年法律第 164 号） 

第24条  

⑤  市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由

により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費（同法第28条第１項第２

号 に係るものを除く。次項において同じ。）又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保

育給付費（同法第30条第１項第２号 に係るものを除く。次項において同じ。）の支給に係る保育を受ける

ことが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認

定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入

所を委託して、保育を行わなければならない。  

⑥  市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第42条第１項 又

は第54条第１項 の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、な

お保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給

付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けるこ

とが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。  

１  当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に

入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託し

て、保育を行うこと。  

２ 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又

は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託

すること。 

 

子ども・子育て支援法（抄）（平成 24 年法律第 65 号） 

（支給要件） 

第19条 子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学

前子どもの第27条第１項に規定する特定教育・保育、第28条第１項第２号に規定する特別利用保育、同項第

３号に規定する特別利用教育、第29条第１項に規定する特定地域型保育又は第30条第１項第４号に規定する

特例保育の利用について行う。 

① 満３歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。） 

② 満３歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由によ

り家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 

③  満３歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保

育を受けることが困難であるもの 
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(1) (2) (3) (4)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(11)

認 定 及 び 登 録 里 親 数

養 育 里 親

専 門 里 親

親 族 里 親

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

登 録 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

登 録 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

認 定 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

登 録 里 親 数

（

再

掲

）

前 年 度 末 現 在 新 規 （ 年 度 中 ） 年 度 末 現 在取 消 （ 年 度 中 ）

養 子 縁 組

里 親

事 業 所 数 定 員

入 所 （ 年 度 中 ） 退 所 （ 年 度 中 ） 年 度 末 在 籍

措 置 人 員 そ の 他 措 置 人 員 措 置 人 員そ の 他 そ の 他

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 （ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム ）

第 56 里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

   （児童福祉法）                          都道府県        

指定都市  名     
中 核 市        

〔特 別 区          〕 
〔児童相談所    〕 

令和    年度分報告 

 

 （備考）都道府県・指定都市・児童相談所を設置する市（特別区を含む。）においては、児童相談所からの報告をまとめ、総括の報告表を作成すること。 

 

この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）及び児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11

号）による認定及び登録里親数、児童が委託されている里親数について、本年度中における新規、取消

及び年度末現在の状況を計上するものである。また小規模住居型児童養育事業(ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ)について、本

年度末現在における事業所数、定員、本年度中における入退所人員及び年度末在籍人員を計上するもの

である。 

 

記入要領 

 この表は、養育里親名簿、児童相談所に備え付けられている児童記録票等の記載内容に基づいて計上

すること。 

 

一般的事項 

 児童相談所毎に集計し、その児童相談所を設置する都道府県・指定都市・中核市又は特別区（ただし、

中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）でとりまとめを行いうこと。

報告については、都道府県・指定都市又は中核市で行うこと。 

 事業所の設置が年度をさかのぼって行われても、そ及することなく、決裁のあった日の属する年度の

報告から計上すること。 
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上 表 

表 頭 

前年度末現在⑴ 

新    規⑵ 

 

 

取    消⑶ 

 

 

 

表 側 

認定及び登録里
親数   (01) 

 

 
 
 

 

児童が委託され
ている里親数 

(02) 

 

 

 

 

再 掲 

登 録 里 親 数 
(03)(05)(09) 

 

 
 
 

認 定 里 親 数 
(07) 

 

児童が委託さ
れている里親
数 (04)(06) 

(08)(10) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 前年度分報告の「年度末現在⑷」の数をそのまま計上すること。 

 新規に里親の登録等をした者の数を計上すること。 

補 「児童が委託されている里親数(02)」は、本年度中に１人でも児童を委託し

ている場合、年度内に新たに他の児童を委託しても重ねて計上はしないこと。 

 本人の申し出の時期ではなく、児童福祉審議会後の知事決定の時点で計上する 

こと。 

補 「児童が委託されている里親数(02)」には本年度末に委託児童が１人もいな

くなった里親の数を計上すること。 

 

 養育里親、専門里親及び養子縁組里親については登録里親数を計上し、親族里

親については認定里親数を計上すること。 

補１ 複数の里親として登録及び認定されている者についても「１」と計上するこ

と。 

補２ 同一世帯に複数の里親がいる場合は、里親数を「１」と計上すること。 

 児童が委託されている里親数を計上すること。 

補１ 他の児童相談所より措置児童を委託されている里親も含めて計上するこ

と。 

補２ 複数の里親として児童が委託されている者についても「１」と計上するこ

と。 

補３ 同一世帯に複数の里親がいる場合は、里親数を「１」と計上すること。 

 

 全認定及び登録里親数のうち、養育里親、専門里親及び養子縁組里親として登

録している者の数を各々再掲すること。 

補 複数の里親として登録している世帯については、同種類の里親がいても「１」

と計上すること。 

 全認定及び登録里親数のうち、親族里親として認定されている者の数を再掲す

ること。 

 児童が委託されている里親数について、委託されている里親の種類ごとに再掲

すること。 

補 複数の種類に登録されている里親に児童が委託されている場合は委託措置を

されている里親の種類の欄に計上すること。1人の児童に対して複数の種類の計

上をしないこと。複数の児童の里親委託を受けており、それぞれ、違う種類の

里親として委託を受けている場合は、それぞれに「１」と計上すること。 



 

－221－ 

下 表 

 

 

 

表 頭 

事 業 所 数(1) 

 

 

 

 

定   員(2) 

 

 

 

 

 

 

入     所 

 措 置 人 員⑶ 

 

 

 

 

 
 

 そ の 他⑷ 

 

 

 

 

 

退     所 

 措置人員 ⑸ 

 

 

 

 

 ※ 措置人員以外の項目について、児童相談所毎に計上することが困難な場合は、都道

府県・指定都市・中核市又は特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置

する市（特別区を含む。）に限る。）が総括の表で各児童相談所の計に加算して報告す

ること。 

 

 本年度末現在で運営している事業所(休止中のものを除く。)の数を、事業所所

在地を管轄する児童相談所で計上すること。 

補 Ａ県の法人等がＢ県に事業所を設置した場合は、事業所所在地であるＢ県の

児童相談所で計上すること。児童相談所毎の把握が困難な場合は、Ｂ県の総括

の報告表に計上すること。 

 事業所数(1)に計上した事業所の定員を、事業所を管轄する児童相談所で計上

すること。 

補１ Ａ県の法人等がＢ県に事業所を設置した場合は、事業所所在地であるＢ県

の児童相談所で計上すること。児童相談所毎の把握が困難な場合は、Ｂ県の総

括の報告表に計上すること。 

補２ 「事業所数(1)」、「定員(2)」が前年度分報告と異なるときは、その理由を

注記欄に記載すること。 

 

 本年度中に措置を受けて入所した人員を、措置を行った児童相談所で計上する

こと。 

補１ 措置以外の理由で在所中に入所措置を受けたときは、この欄に計上すると

共に「退所」の「その他(6)」にも計上すること。 

補２ 第57の小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された児童(06)の「新

規又は措置変更により委託された児童数（年度中）の計(4)」と一致すること。 

 本年度中に措置以外で入所した人員を、事業所を管轄する児童相談所若しくは

事業所を認可した都道府県・指定都市・中核市又は特別区（ただし、中核市及び

特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で計上すること。 

補 在所中に措置が解除され、引き続き在所するときは、この欄に計上するとと

もに「退所」の「措置人員(5)」にも計上すること。 

 

 本年度中に措置が解除され退所した人員を、措置を行った児童相談所で計上す

ること。 

補１ 本年度４月１日付で措置が解除された者の場合、この欄に計上すること。 

補２ 第57の小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された児童(06)の「措

置を解除又は変更された児童数（年度中）」の「解除の計（13）」及び「変更の
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 そ の 他⑹ 
 

計(17)」の合計数と一致すること。 

 措置以外で在籍しているもののうち本年度中に退所した人員を、事業所を管轄

する児童相談所若しくは、事業所を認可した都道府県、指定都市、中核市又は特

別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置する市(特別区を含む。)

に限る。）で計上すること。 

 

審査要領 

上  表 

 １ 「前年度末現在(1)」＝「前年度分報告の年度末現在(4)」 

 ２ 「年度末現在(4)」＝「前年度末現在(1)」＋「新規(2)」－「取消(3)」 

 ３ 「前年度末現在(1)」、「新規(2)」、「取消(3)」及び「年度末現在(4)」について 

① 「認定及び登録里親数(01)」≦「養育里親」の「登録里親数(03)」＋「専門里親」の「登録里

親数(05)」＋「親族里親」の「認定里親数(07)」＋「養子縁組里親」の「登録里親数(09)」 

※ 例えば、一世帯の里親が「養育里親」と「専門里親」の登録をしている場合には、(01)は、

(03)、(05)、(07)、(09)の単純な合計にはならないことに留意すること。 

② 「児童が委託されている里親数(02)」≦「養育里親」の「児童が委託されている里親数(04)」

＋「専門里親」の「児童が委託されている里親数(06)」＋「親族里親」の「児童が委託されてい

る里親数(08)」＋「養子縁組里親」の「児童が委託されている里親数(10)」 

※ 例えば、一世帯の里親が「養育里親」と「専門里親」としてそれぞれ児童の委託を受けてい

る場合には、(02)は、(04)、(06)、(08)、(10)の単純な合計にはならないことに留意すること。 

 

下  表 

４ 「年度末在籍の措置人員(7)」＝ 「前年度分報告の年度末在籍の措置人員(7)」+「入所（年度中）

の措置人員(3)」－「退所（年度中）の措置人員(5)」 

５ 「年度末在籍のその他 (8)」＝「前年度分報告の年度末在籍のその他(8)」+「入所（年度中）の

その他(4)」－「退所（年度中）のその他(6)」 

６ 「入所（年度中）の措置人員(3)」＝第 57 の上表の「新規又は措置変更により委託された児童（年

度中）の計（４）」の「小規模住居型児童養育事業(ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ)に委託された児童(06)」 

７ 「退所（年度中）の措置人員(5)」＝第 57 の上表の「措置を解除又は変更された児童数（年度中）

の解除の計（13）」の「小規模住居型児童養育事業(ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ)に委託された児童(06)」＋「措置を

解除又は変更された児童数（年度中）の変更の計(17)」の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）

に委託された児童(06)」 

８ 「年度末在籍の措置人員(7)」＝第 57 表の上表の「年度末現在委託児童数（18）」の「小規模住

居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された児童(06)」 
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この表は、児童福祉法（昭和 22 年法律 164 号）及び児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令 11 号）

により里親及び小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託されている児童について、本年度中にお

ける新規又は措置変更による委託児童数、措置を解除又は変更された児童数及び年齢別委託児童数を計

上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、養育里親名簿等の記載内容に基づいて計上すること。 

 

一般的事項 

１ 措置を行った児童相談所毎に集計し、その児童相談所を設置する都道府県・指定都市・中核市又

は特別区（ただし、中核市及び特別区は児童相談所を設置する市（特別区を含む。）に限る。）で取

りまとめを行うこと。報告については、都道府県・指定都市又は中核市で行うこと。 

補 Ａ県の児童を、Ｂ県の登録里親に委託した場合は、委託したＡ県の児童相談所に計上すること。 

２ 一時保護委託は計上しないこと。 

上 表 

表 頭 

新規又は措置変
更により委託さ
れた児童数 

児童福祉施設
から受託 ⑴ 

 

家庭から受託 
⑵ 
 

そ の 他⑶ 

 

 

 

措置を解除又は
変更された児童
数 

解 除 

 

 

保護の必要
がなくなり
帰宅  ⑸ 

普 通 養 子 
縁 組 ⑹ 

 

 
 

 

 

 一時保護施設から委託された場合には一時保護施設に入所する前の状況によ

って⑴～⑶のいずれかに計上すること。 

 児童福祉施設に措置されている児童が措置変更により里親又は小規模住居型

児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された数を計上すること。 

 家庭にいた児童が里親又は小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託され

た数を計上すること。 

 他の里親又は小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に措置されている児童が

措置変更により里親又は小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された数

を含めて計上すること。 

 

 

 里親又は小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託されている児童が措置

解除となり一時保護施設に入所することとなった場合は、措置解除そのものの理

由により「保護の必要がなくなり帰宅⑸～その他⑿」のいずれかに計上すること。 

 家庭環境が改善されて家庭に復帰するため（親族にひきとられる場合を含む。） 

措置解除された児童の数を計上すること。 

 民法上の特別養子縁組以外の縁組が成立したため措置解除された児童の数を

計上すること。 
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特 別 養 子 
縁 組 ⑺ 

 

満  年⑻ 

 

逃  亡⑼ 

 

死  亡⑽ 

就  職⑾ 

 

変 更 

児童福祉施
設に入所⒁ 

 

他の里親に
委 託 ⒂  

 

表 側 

里 親 の 種 類 別 

里親に委託さ
れた児童(02) 
(03)(04)(05) 
 
 
 
 

 

小規模住居型
児童養育事業
(ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）(06) 

     

 

 

 

 

 

 

下 表 

表 頭 

年齢別委託児童
数（年度末） 

(1)～(20) 
 

 民法上の特別養子縁組が成立したため措置解除された児童の数を計上するこ

と。 

満 18 歳（措置延長の場合は満 20 歳）に達したため措置解除された児童の数を

計上すること。 

 里親又は小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）の元から逃亡し、短期間に発

見できないため措置解除された児童の数を計上すること。 

 死亡したため措置解除された児童の数を計上すること。 

 義務教育を修了したのちに就職して自立可能となったため措置解除された児

童の数を計上すること。 

 

 児童福祉施設に入所するため措置変更された児童の数を計上すること。 

 

 他の里親又は小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託するため措置変更

された児童の数を計上すること。 

 

 

 里親に委託された児童数について、里親の種類別に児童数を計上すること。 

補１ 複数の種類に登録されている里親に児童が委託されている場合は委託措置

をされている里親の欄に児童数を計上すること。 

補２ 「養育里親に委託された児童(02)」と「専門里親に委託された児童(03)」

と「養子縁組里親に委託された児童（04）」を重複させないこと。 

 小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された児童数を計上すること。 

補１ 「新規又は措置変更により委託された児童数（年度中）」の「計（４）」は、

第56表の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）(11)」の「入所（年度中）

の措置人員(3)」と一致すること。 

補２ 「措置を解除又は変更された児童数（年度中）」の「解除計（13）」及び「変

更計(17)」の合計数は、第56の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）(11)」

の「退所（年度中）の措置人員(5)」と一致すること。 

補３ 「年度末現在委託児童数（18）」は、第56の「小規模住居型児童養育事業（ﾌ

ｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）(11)」の「年度末在籍の措置人員(7)」と一致すること。 

 

 

 本年度末現在、里親又は小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託されて

いる児童を０～19 歳の年齢別に計上すること。 

補 上表表頭｢年度末現在委託児童数⒅｣に計上した児童について、本年度末現在
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表 側 

里 親 の 種 類 別 

里親に委託さ
れている児童
(08)(09)(10) 
(11) 

における満年齢に応じて計上すること。 

  

 

 里親に委託されている児童について、里親の種類別に児童数を計上すること。 

 

審査要領 

１ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」 

    ＝「前年度報告分の年度末現在委託児童数(18)」 

     ＋「新規又は措置変更により委託された児童数の計(４)」 

     －「解除の計(13)」－「変更の計(17)」 

２ 上表の「里親に委託された児童(01)」 

    ＝「養育里親に委託された児童（02）」 

     ＋「専門里親に委託された児童(03)」 

     ＋「親族里親に委託された児童(04)」 

     ＋「養子縁組里親に委託された児童(05)」 

３ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「里親に委託された児童(01)」 

    ＝下表の「計(21)」の「里親に委託されている児童(07)」 

４ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「養育里親に委託された児童(02)」 

    ＝下表の「計(21)」の「養育里親に委託されている児童(08)」 

５ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「専門里親に委託された児童(03)」 

    ＝下表の「計(21)」の「専門里親に委託されている児童(09)」 

６ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「親族里親に委託された児童(04)」 

    ＝下表の「計(21)」の「親族里親に委託されている児童(10)」 

７ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「養子縁組里親に委託された児童(05)」 

＝下表の「計(21)」の「養子縁組里親に委託されている児童(11)」 

８ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「養育里親に委託された児童(02)」 

≧第56の「年度末現在（4）」の「（再掲）養育里親・児童が委託されている里親数（04）」 

９ 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「専門里親に委託された児童(03)」 

≧第56の「年度末現在（4）」の「（再掲）専門里親・児童が委託されている里親数（06）」 

10 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「親族里親に委託された児童(04)」 

≧第56の「年度末現在（4）」の「（再掲）親族里親・児童が委託されている里親数（08）」 

11 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「養子縁組里親に委託された児童(05)」 

≧第56の「年度末現在（4）」の「（再掲）養子縁組里親・児童が委託されている里親数（10）」 
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12 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された

児童(06)」 

＝下表の「計(21)」の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託されている児童(12)」 

13 上表の「新規又は措置変更により委託された児童数（年度中）の計（4）」の「小規模住居型児童

養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された児童(06)」 

＝第56の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）(11)」の「入所（年度中）の措置人員(3)」 

14 上表の「措置を解除又は変更された児童数（年度中）の解除の計（13）」の「小規模住居型児童

養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された児童(06)」＋「変更の計(17)」の「小規模住居型児童養育事業

（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された児童(06)」 

＝第56の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）(11)」の「退所（年度中）の措置人員(5)」 

15 上表の「年度末現在委託児童数(18)」の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）に委託された

児童(06)」 

＝第56の「小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ）(11)」の「年度末在籍の措置人員(7)」 
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この表は、児童扶養手当法（昭和 36 年法律第 238 号。以下｢法｣という。）及び国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和 60 年法律第 34 号。以下｢改正法｣という。）に基づいて、本月中に都道府県・市等が

行った認定請求書受付件数、受給資格認定件数、却下件数及び現況届受付件数を計上するものであり、

また、児童扶養手当受給資格者の本月中の異動状況及び本月末現在における受給者数を、世帯類型別・

対象児童との続柄別･手当の支給類型別・受給対象児童数別・公的年金の受給別に計上し、本月中におけ

る手当の支給類型の変更及び本月末現在における児童扶養手当の受給の対象となっている児童のうち、

満 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日を超える児童数を計上するとともに、法第 13 条の３による５

年等満了月（児童扶養手当法施行規則第３条の４第１項に規定する「５年等満了月」をいう。以下同じ。）

を迎えた児童扶養手当受給資格者（養育者を除く）の本月中の異動状況及び本月末現在における受給資

格者数を計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、児童扶養手当関係書類受付処理簿及び児童扶養手当受給資格者台帳等の記載内容に基づい

て計上すること。 

上 表 

表 頭 

前月末現在未処
理件数   ⑴ 

認定請求書受付
件数（月中） ⑵ 

 
 

受給資格認定件
数（月中） 

受 給 者⑶ 

 

 

支給停止者⑷ 

 

却下件数（月中）  
 ⑸ 

 

 

現況届受付件数
（月中） 

受 給 者⑺ 

 

 

 

 

 前月分報告の｢月末現在未処理件数⑹｣の件数をそのまま計上すること。 

 

 児童扶養手当法施行規則（昭和36年厚生省令第51号。以下｢施行規則｣という。） 

第１条により受け付けた児童扶養手当認定請求書の件数を計上すること。 

※条文 246頁参照 

 

 本月中に法第６条による認定を受けた者（法第９条から第 11 条まで又は第 13

条の２の規定に該当し、全部支給停止になった者を除く。）の数を計上すること。 

※条文 241、242頁参照 

 本月中に法第６条による認定を受けた者のうち、法第９条から第 11 条まで又

は第 13 条の２の規定に該当し、全部支給停止になった者の数を計上すること。 

 施行規則第17 条により児童扶養手当認定請求を却下した件数を計上すること。 

※条文 248頁参照 

補 新規認定前に本人から受給辞退の申出があった場合（取り下げ）も、含めて

計上すること。 

 

 施行規則第４条により受給者が提出した児童扶養手当現況届の受付件数を計

上すること。（一部支給停止者もこちらに計上すること。） 

※条文 247頁参照 
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支給停止者⑻ 

 

 

表 側 

都道府県・市等支
給対象者  (01) 

国 支 給 対 象 者 

(02) 
 

 

中 表 

表 頭 

前月末現在数⑴ 

月 中 の 異 動 

新 規 認 定⑵ 

全部支給停止
が解除された 

⑶⑷ 

 
 

 

他の支給機関
が管轄する区
域から転入⑸ 

受給資格喪失 

 

受給者が死
亡した ⑹ 

 

 

対象児童が
死亡した ⑺ 
 

対象児童が
18歳の年度
末に達した 

⑻ 
 
 
 

 

 

 

 

 施行規則第 12 条の３において準用する第４条により手当の全部支給停止者が

提出した児童扶養手当現況届の受付件数を計上すること。 

※条文 248頁参照 

 

 昭和 60 年８月１日以降に認定請求をし、認定を受けた者をいう。（手当に都道

府県・市等の費用負担が入る者） 

 昭和60年７月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求

をしている者であって、その後認定を受けた者をいう。（手当が全額国庫負担と

なる者） 

 

 

 前月分報告の「月末現在数⒄」に計上した件数をそのまま計上すること。 

 

 児童扶養手当認定請求書に基づき本月中に認定した件数を計上すること。 

 法第６条の認定を受けた者のうち、第９条から第 11 条まで又は第 13 条の２の

規定に該当したことにより、全部支給停止となっていたが、その後全部支給停止

が解除された者の件数を該当する区分により計上すること。 

※条文 241、242頁参照 

 受給者が他の支給機関から転入してきたことにより、児童扶養手当移管通知書

又は受給資格者の台帳の写しを受理した件数を計上すること。 

 受給資格の喪失事由が２欄以上に該当するときは、番号の小さいものを優先し

て１欄のみに計上すること。 

 施行規則第 12 条の規定による受給者の死亡の届出があったことにより、受給

資格を喪失した者の件数を計上すること。 

※条文 248頁参照 

 対象児童が死亡したことにより、受給資格を喪失した者の件数を計上するこ

と。 

対象児童が 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日をむかえることにより、受

給資格を喪失した者の件数を計上すること。 

補 当該年度３月31日で受給資格を喪失する者について、翌月の４月末日までに

資格喪失の処理が行われた件数は、当該年度３月分に計上すること。 

 なお、前年度末で受給資格を喪失した者であって、その資格喪失の処理が５

月以降に行われた場合は、その処理月に計上すること。 
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父又は母が
婚姻(事実上
の婚姻関係
を含む。)した 

⑼ 

児童が遺棄
の状態でな
く な っ た 

⑽   

父又は母の
拘禁が終了
し た  ⑾ 

 
 

 

そ の 他⑿ 

 

 

 

全部支給停止
になった⒁⒂ 

 
 
 

他の支給機関
が管轄する区
域 へ 転 出 ⒃ 

表 側 

受 給 者 数 

 

都道府県･市等
支 給 対 象 者 

(03) 

国支給対象者 
(04) 

 

 

全部支給停止者
数 

 

 

 

 

 

 

 父又は母が婚姻（婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係にあると認められ

る者を含む。）したことにより、受給資格を喪失した者の件数を計上すること。 

 

 児童が父又は母から監護されるようになったことにより、受給資格を喪失した

者の件数を計上すること。 

 

 児童扶養手当法施行令（昭和 36 年政令第 405 号。以下「施行令」という。）第

１条の２第３号に該当する児童の父又は第２条第３号に該当する児童の母が拘

禁されなくなったことにより、受給資格を喪失した者の件数を計上すること。 

※条文 244頁参照 

 ⑹～⑾のいずれにも該当しない事由により、受給資格を喪失した者の件数を計

上すること。 

   補 20 歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童が 20 歳に達したこと

により、受給資格を喪失した者はこの区分に計上すること。 

 法第９条から第 11 条まで又は第 13 条の２の規定に該当したことにより、手当

の全部の支給が停止された者の件数を計上すること。 

※条文 241、242頁参照 

 受給者が他の支給機関へ転出したことにより、児童扶養手当移管通知書又は受 

給資格者の台帳の写しを発送した者の件数を計上すること。 

 

 法第６条の認定を受けた者のうち、全部支給停止者を除いた者の数を計上する

こと。  ※条文 241 頁参照 

 昭和 60 年 8 月 1 日以降に認定請求をし、認定を受けた者をいう。（手当に都道

府県・市等の費用負担が入る者） 

 昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求

をしている者であって、その後認定を受けた者をいう。（手当が全額国庫負担と

なる者） 

 法第６条の認定を受けた者のうち第９条から第11条まで又は第13条の２の規

定に該当したことにより、手当の全部の支給が停止されている者の数を計上する

こと。    ※条文 241、242 頁参照 

補 全部支給停止者数欄において、本人所得と扶養義務者等所得の間に変更があ

った場合には、一旦支給停止を解除したこととして⑶又は⑷欄の各々該当する

箇所に計上し、新たに支給停止されたとして、⒁又は⒂欄の各々該当する箇所

についても計上すること。 
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本人所得(05) 

 

扶養義務者等
所得  (06) 

 

下 表 

表 頭 

月末現在受給者
数内訳 

世 帯 類 型 別 

母 子 世 帯 

生別母子世帯 

 離  婚⑴ 

 

 そ の 他 ⑵ 

 

 

 
 

死別母子世帯 
⑶ 

 
 
 

未婚の母子世 
帯 ⑷ 

 

 

 

障害者世帯⑸ 

 

 

遺 棄 世 帯⑹ 

 

 
 

D V 保 護 命 令 
世帯    ⑺  

 
 

父 子 世 帯 
生別父子世帯 

 離  婚⑻  

 

 

 法第９条又は第９条の２に該当する手当の全部支給停止者数を計上すること。 

※条文 241頁参照 

 法第 10 条、第 11 条又は第 13 条の２に該当する全部支給停止者数を計上する

こと。    ※条文 241、242 頁参照 

 

 

 

 

 

 

 法第４条第１項第１号イ（父母が婚姻を解消した児童）に該当する児童を母が

監護する世帯の数を計上すること。    ※条文 240 頁参照 

 法第４条第１項第１号ニ（父の生死が明らかでない児童）又は施行令第１条の

２第３号（父が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童）に該当する児

童を母が監護する世帯の数を計上すること。 

※条文 240、244頁参照 

 法第４条第１項第１号ロ（父が死亡した児童）に該当する児童を母が監護する 

世帯の数を計上すること。    

※条文 240 頁参照 

 施行令第１条の２第４号（母が婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある場合を含む。）によらないで懐胎した児童）に該当する

児童を母が監護する世帯の数を計上すること。 

※条文 244頁参照 

 法第４条第１項第１号ハ（父が施行令別表第２に定める程度の障害の状態にあ

る児童）に該当する児童を母が監護する世帯の数を計上すること。 

※条文 240頁参照 

 施行令第１条の２第１号（父が引き続き１年以上遺棄している児童）に該当す

る児童を母が監護する世帯の数を計上すること。 

※条文 244頁参照 

施行令第１条の２第２号（父が裁判所からの保護命令を受けた児童）に該当す

る児童を母が監護する世帯の数を計上すること。 

※条文 244頁参照 

 
 

 法第４条第１項第２号イ（父母が婚姻を解消した児童）に該当する児童を父が

監護し、かつ生計を同じくしている世帯の数を計上すること。 

※条文 240頁参照 
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 そ の 他 ⑼ 

 

 

 
 

死別父子世帯 
⑽ 

 
 
 

未婚の父子世 
帯 ⑾ 

 
 
 
 
 
 

障害者世帯⑿ 

 

 

 

遺 棄 世 帯⒀ 

 

 
 

D V 保 護 命 令 
世帯    ⒁  

 

 

その他の世帯 
⒂ 

 

 

 

対象児童との続
柄別 

母 ⒃ 

養育費受領者
数（再掲） ⒄ 

 

父 ⒅ 

養育費受領者
数（再掲）⒆ 

  

養 育 者⒇ 

 

 法第４条第１項第２号ニ（母の生死が明らかでない児童）又は施行令第２条第

３号（母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童）に該当する児童を

父が監護し、かつ生計を同じくしている世帯の数を計上すること。 

※条文 240、244頁参照 

 法第４条第１項第２号ロ（母が死亡した児童）に該当する児童を父が監護し、 

かつ生計を同じくしている世帯の数を計上すること。 

※条文 240頁参照 

 施行令第２条第４号（母が婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある場合を含む。）によらないで懐胎した児童）に該当する児童

を父が監護し、かつ生計を同じくしている世帯の数を計上すること。 

※条文 244頁参照 

 法第４条第１項第２号ハ（母が施行令別表第２に定める程度の障害の状態にあ

る児童）に該当する児童を父が監護し、かつ生計を同じくしている世帯の数を計

上すること。 

※条文 240頁参照 

 施行令第２条第１号（母が引き続き１年以上遺棄している児童）に該当する児

童を父が監護し、かつ生計を同じくしている世帯の数を計上すること。 

※条文 244頁参照 

施行令第２条第２号（母が裁判所からの保護命令を受けた児童）に該当する児

童を父が監護し、かつ生計を同じくしている世帯の数を計上すること。 

※条文 244頁参照 

法第４条第１項第１号又は第２号いずれかに２人以上の児童がそれぞれ異な

って該当する場合において、その２人以上の児童を母が監護する世帯又は父が監

護し、かつ生計を同じくしている世帯並びに法第４条第１項第３号のいずれかに

該当する児童を父又は母以外の者が養育している世帯の数を計上すること。 

※条文 240頁参照 

 

 受給者が対象児童の母である世帯の数を計上すること。 

 ⒃のうち施行令第４条に定める養育に必要な費用の受領者数を再掲すること。 

※条文 244頁参照 

受給者が対象児童の父である世帯の数を計上すること。 

 ⒅のうち施行令第４条に定める養育に必要な費用の受領者数を再掲すること。 

※条文 244頁参照 

受給者が対象児童の父又は母以外の者（養育者）である世帯の数を計上するこ

と。 
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手当の支給類型
別 

全部支給(21) 

 

 養育費受領     
者数（再掲）  
(22) 

一部支給(23) 

 

 養育費受領 
者数（再掲）
(24) 

公的年金の受給
別 

受 給 有 り(31) 

 

 

法13条の２第 
 １項適用(32) 

  

 法13条の２第 
 ２項適用(33) 
 

法13条の２第 
 ３項適用(34) 
 

 そ の 他(35) 

 

受 給 な し(36) 

 

 

最 下 表 

手当の支給類型
の変更（月中） 

一部支給から
全部支給 ⑴ 
 

全部支給から
一部支給 ⑵ 

 

 

児童扶養手当の
受給の対象とな
っている児童の

 

 法第９条から第 11 条まで又は第 13 条の２の規定に該当せず、手当の全部が支

給されている世帯の数を計上すること。 

 (21)のうち施行令第４条に定める養育に必要な費用の受領者数を再掲するこ

と。    ※条文 244 頁参照 

 法第９条又は第 13 条の２の規定により手当の一部が支給停止（一部支給）さ

れている世帯の数を計上すること。 

(23)のうち施行令第４条に定める養育に必要な費用の受領者数を再掲するこ

と。    ※条文 244 頁参照 

 
 
   

法第 13 条の２の規定に基づき、児童又は受給資格者が公的年金給付、遺族補

償等を受けることができるため、手当の支給制限の対象となって手当の一部が支

給停止されている世帯の数を計上すること。 

児童が法第 13 条の２第１項のいずれかに該当するため、手当の支給制限の対

象となっている世帯の数を計上すること。 

受給資格者が法第 13 条の２第２項のいずれかに該当するため、手当の支給制

限の対象となっている世帯の数を計上すること。 

受給資格者が法第 13 条の２第３項に該当するため、手当の支給制限の対象と

なっている世帯の数を計上すること。 

法第 13 条の２第１項～第３項の複数の規定に該当するため、手当の支給制限

の対象となっている世帯の数を計上すること。 

法第 13 条の２の規定に該当せず、手当の全部又は一部が支給されている世帯

の数を計上すること。 

※条文 242 頁参照 

  

 

 

手当の一部が支給停止されているもので、法第９条又は第 13 条の２の規定に

該当せず本月中にその全部が支給されるようになったものの数を計上すること。 

 手当の全部が支給されているもので、法第９条又は第 13 条の２の規定により

本月中にその一部が支給停止（一部支給）されるようになったものの数を計上す

ること。 

 受給対象児童のうち、18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日を超える満 20

歳未満の児童で、施行令別表第１に定める程度の障害の状態にある児童数を計上
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うち18歳の年度
末を超える児童
数(月末現在)⑶ 

 
 
 
 
 
 
５年等満了月を迎
えた児童扶養手当
受給資格者（養育者
を除く） 

前月末現在受給
資格者数⑴ 

 

一部支給停止
者数（再掲） 
     ⑵ 

月中の異動 

５年等満了月
を迎えた受給
資格者数 ⑶ 

 

一部支給停止
者数   ⑷ 

 

転入 

受給資格者数 
     ⑸ 

 一部支給停止 
者数(再掲)⑹ 

  

転出 

受給資格者数 
     ⑺ 

 一部支給停止 
者数(再掲)⑻ 

一部支給停止から
一部支給停止適用
除外     ⑼

一部支給停止適用
除外から一部支給
停止      ⑽

 

 

すること。 

補 施行令別表第１に定める程度の障害の状態にある者で、前年度末（３月31日）

までに満18歳に達している満20歳未満の者を計上すること。 

例 令和５年度報告においては、平成17年４月１日以前に生まれた満20歳未満

の障害のある児童数が計上される。 

※条文 243頁参照 

 

 

 

前月末までに５年等満了月を迎えた受給資格者数（現況届未提出等により支払

いが一時差し止めされている者を含む。ただし、全部支給停止者を除く。）を計

上すること。 

 ⑴のうち法第 13 条の３による一部支給停止者数を再掲すること。 

※条文 242頁参照 

 
   

 月中に５年等満了月を迎えた受給資格者数（現況届未提出等により支払いが一

時差し止めされている者を含む。ただし、全部支給停止者を除く。）を計上する

こと。 

 月中に法第 13 条の３による一部支給停止となった受給資格者数（⑹を除く。）

を計上すること。 

 

月中に転入してきた５年等満了月を迎えている受給資格者数（⑶を除く。）を

計上すること。 
 
 ⑸のうち法第 13 条の３による一部支給停止者数を再掲すること。      
 
 
 
 

 月中に転出した５年等満了月を迎えている受給資格者数を計上すること。 

  

⑺のうち法第 13 条の３による一部支給停止者数を再掲すること。 

 

 月中に法第 13 条の３による一部支給停止から一部支給停止適用除外になった

受給資格者数を計上すること。（⒁を除く。） 

 月中に一部支給停止適用除外から法第 13 条の３による一部支給停止になった

受給資格者数を計上すること。 

※条文 242頁参照 
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受給資格喪失者 
数       ⑾ 

 

一部支給停止 
者数(再掲)⑿ 

そ  の  他 ⒀ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

一部支給停止 
者数(再掲)⒁ 

月末現在受給資格者
数             ⒂ 

 

 

一部支給適用除
外者数     ⒃ 

 

 適用除外事由別
内訳 

  就業中  ⒄ 

 
 

  求職活動中等 
       ⒅ 
 

障 害  ⒆ 

 

 

負傷疾病  ⒇ 

 

介  護 (21) 

 

一部支給停止者数
(22) 

 
そ の 他(23) 

    

５年等満了月を迎えている受給資格者のうち、月中に受給資格喪失になった受

給資格者数を計上すること。 
  

 ⑾のうち、法第 13 条の３による一部支給停止者数を再掲すること。 

 

 ５年等満了月を迎えている受給資格者のうち、月中に法第 13 条の３の規定の

対象外となった受給資格者数などを計上すること。（子供が生まれた、所得制限

により全部支給停止となった等）（⑾を除く。） 

 補 ５年等満了月を迎えている受給資格者のうち、全部支給停止者であった者が全部

支給停止でなくなった場合は、（3）に計上すること。 
 

 ⒀のうち、法第 13 条の３による一部支給停止者数を再掲すること。 

 

 月末までに５年等満了月を迎えた受給資格者数（現況届未提出等により支払い

が一時差し止めされている者を含む。ただし、全部支給停止者を除く。）を計上

すること。 

⒂のうち法第 13 条の３により、一部支給停止の適用を除外している者の数を

計上すること。 
 
⒃の内訳を下記の主な事由別に計上すること。 

 

⒃のうち施行規則第３条の４第１項第１号イに掲げる事由に該当する者の数

を計上すること。 

⒃のうち施行規則第３条の４第１項第１号ロ及びハに掲げる事由に該当する

者の数を計上すること。 

⒃のうち施行規則第３条の４第１項第２号に掲げる事由に該当する者の数を

計上すること。 

⒃のうち施行規則第 24 条の５第３項第１号に掲げる事由に該当する者の数を

計上すること。 

⒃のうち施行規則第 24 条の５第３項第２号に掲げる事由に該当する者の数を

計上すること。 

⒂のうち法第 13 条の３による一部支給停止者数を計上すること。 

 

 現況届未提出等により、法第 13 条の３の対象であるが、（16）（22）のどちら

に該当しているか不明な者を計上すること。 

補 月中に５年等満了月を迎えた受給資格者については、適用除外事由発生月が満了

月の翌月以降であることから、満了月はその他（23）に計上し、翌月以降に改めて

（4）（16）（23）のいずれかに計上すること。 
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審査要領 

上  表 

１ ｢前月末現在未処理件数⑴｣＝「前月分報告の月末現在未処理件数⑹」 

２ 「月末現在未処理件数⑹」＝「前月末現在未処理件数⑴」＋「認定請求書受付件数⑵」－「受給

者⑶」－「支給停止者⑷」－「却下件数⑸」 

３ 「受給者⑶」＝中表の「新規認定⑵」の表側「受給者数の都道府県・市等支給対象者(03)」 

４ 「支給停止者⑷」＝中表の「新規認定⑵」の表側「全部支給停止者数（｢本人所得(05)｣＋「扶養

義務者等所得(06)」）」 

 

中  表 

５ 「前月末現在数⑴」＝「前月分報告の月末現在数⒄」 

６ 「月末現在数⒄」の表側「受給者数」の「都道府県･市等支給対象者(03)」、「国支給対象者(04)」

＝「前月末現在数⑴」＋「新規認定⑵」＋「全部支給停止から全部支給⑶」＋「全部支給停止から

一部支給⑷」＋「他の支給機関が管轄する区域から転入⑸」－「計⒀」－「全部支給から全部支給

停止⒁」－「一部支給から全部支給停止⒂」－「他の支給機関が管轄する区域へ転出⒃」 

７ 「月末現在数⒄」の表側「全部支給停止者数」の「本人所得(05)」、「扶養義務者等所得(06)」＝

「前月末現在数⑴」＋｢新規認定⑵｣－「全部支給停止から全部支給⑶」－「全部支給停止から一部

支給⑷」＋「他の支給機関が管轄する区域から転入⑸」－「計⒀」＋「全部支給から全部支給停止

⒁」＋「一部支給から全部支給停止⒂」－「他の支給機関が管轄する区域へ転出⒃」 

８ 「全部支給停止から全部支給⑶」、「全部支給停止から一部支給⑷」の「受給者数（「都道府県・

市等支給対象者(03)」＋「国支給対象者(04)」）」＝「全部支給停止者数（｢本人所得(05)｣＋「扶養

義務者等所得(06)」）」 

９ 「全部支給から全部支給停止⒁」、「一部支給から全部支給停止⒂」の「受給者数（｢都道府県・

市等支給対象者(03)｣＋「国支給対象者(04)」）」＝「全部支給停止者数（｢本人所得(05)｣＋「扶養

義務者等所得(06)」）」 

 

下  表 

10 表側「都道府県・市等支給対象者(07)」の「世帯類型別⑴～⒂」の合計＝中表の「月末現在数⒄」

の受給者数「都道府県･市等支給対象者(03)」 

11 表側「都道府県･市等支給対象者(07)」の「対象児童との続柄別⒃+⒅+⒇」の合計＝中表の「月

末現在数⒄」の受給者数「都道府県・市等支給対象者(03)」 

12 表側「都道府県・市等支給対象者(07)」の「手当の支給類型別(21)+(23)」の合計＝中表の「月

末現在数⒄」の受給者数「都道府県・市等支給対象者(03)」 

13 表側「都道府県・市等支給対象者(07)」の「受給対象児童数別(25)～(30)」の合計＝中表の「月

末現在数⒄」の受給者数「都道府県・市等支給対象者(03)」 
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14 表側「都道府県・市等支給対象者(07)」の「公的年金の受給別 受給有り(31)」＝「公的年金の

受給別 受給有り 法第13条の２第１項適用(32)～その他(35)」の合計 

15 表側「都道府県・市等支給対象者(07)」の「公的年金の受給別(31)と(36)」の合計＝中表の「月

末現在数⒄」の受給者数「都道府県・市等支給対象者(03)」 

16 表側「都道府県・市等支給対象者(07)」の｢対象児童との続柄別(17)+(19)｣＝｢手当の支給類型別

(22)+(24)｣ 

17 表側「国支給対象者(08)」の「世帯類型別⑴～⒂」の合計＝中表の「月末現在数⒄」の受給者数

「国支給対象者(04)」 

18 表側「国支給対象者(08)」の｢対象児童との続柄別⒃+⒇｣の合計＝中表の「月末現在数⒄」の受

給者数「国支給対象者(04)」 

19 表側「国支給対象者(08)」の「手当の支給類型別(21)+(23) 」の合計＝中表の「月末現在数⒄」

の受給者数「国支給対象者(04)」 

20 表側「国支給対象者(08)」の｢受給対象児童数別(25)～(30)｣の合計＝中表の「月末現在数⒄」の

受給者数「国支給対象者(04)」 

21 表側「国支給対象者(08)」の「公的年金の受給別 受給有り(31)」＝「公的年金の受給別 受給

有り 法第13条の２第１項適用(32)～その他(35)」の合計 

22 表側「国支給対象者(08)」の「公的年金の受給別(31)と(36)」の合計＝中表の「月末現在数⒄」

の受給者数「国支給対象者(04)」 

23 表側「国支給対象者(08)」の｢対象児童との続柄別(17)｣＝｢手当の支給類型別(22)+(24)｣ 

 

最 下 表 

24 表側「都道府県・市等支給対象者(09)」の手当の支給類型の変更（｢一部支給から全部支給⑴｣＋

「全部支給から一部支給⑵」）≦中表の「月末現在数⒄」の受給者数「都道府県・市等支給対象者

(03)」 

25 表側「国支給対象者(10)」の手当の支給類型の変更（｢一部支給から全部支給⑴｣＋「全部支給か

ら一部支給⑵」）≦中表の「月末現在数⒄」の受給者数「国支給対象者(04)」 

26 「児童扶養手当の受給の対象となっている児童のうち18歳の年度末を超える児童数⑶」≦ 中表

の「月末現在数⒄」の「受給者数（「都道府県・市等支給対象者(03)」＋「国支給対象者(04)」）」 

 

５年等満了月を迎えた児童扶養手当受給資格者（養育者を除く） 

27 「前月末現在受給資格者数⑴」＝「前月分報告の月末現在受給資格者数⒂」 

28 「一部支給停止者数（再掲）⑵」＝「前月分報告の一部支給停止者数(22)」 

29 「月末現在受給資格者数⒂」の表側「受給資格者数」の「都道府県・市等支給対象者⑾」、「国支

給対象者⑿」＝「前月末現在受給資格者数⑴」＋「５年等満了月を迎えた受給資格者数⑶」＋「受

給資格者数⑸」－「受給資格者数⑺」－「受給資格喪失者数⑾」－「その他（法第13条の３の規定
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の対象外と規定の対象外となった）⒀」 

30 「一部支給停止者数(22)」の表側「受給資格者数」の「都道府県・市等支給対象者⑾」、「国支給

対象者⑿」＝「一部支給停止者数（再掲）⑵」＋「一部支給停止者数⑷」＋「一部支給停止者数（再

掲）⑹」－「一部支給停止者数（再掲）⑻」－「一部支給停止から一部支給停止適用除外⑼」＋「一

部支給停止適用除外から一部支給停止⑽」－「一部支給停止者数（再掲）⑿」－「一部支給停止者

数（再掲）⒁」 

31 「月末現在受給資格者数⒂」の表側「受給資格者数」の「都道府県・市等支給対象者⑾」、「国支

給対象者⑿」＝「一部支給停止適用除外者数⒃」＋「一部支給停止者数(22)」＋「その他(23)」 

32 「一部支給停止適用除外者数⒃」の表側「受給資格者数」の「都道府県・市等支給対象者⑾」、「国

支給対象者⑿」＝適用除外事由別内訳「就業中⒄」＋「求職活動中等⒅」＋「障害⒆」＋「負傷疾

病⒇」＋「介護(21)」 

 

 

参照条文 

 児童扶養手当法（抄）（昭和 36 年法律第 238 号） 

（用語の定義） 

第３条 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者又は20歳未

満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 

（支給要件） 

第４条 都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。以下同じ。）及び福祉事務所（社会福祉法（昭和26年法

律第45号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を管理する町村長（以下「都道府県知事等」

という。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当（以

下「手当」という。）を支給する。 

１ 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母 

イ 父母が婚姻を解消した児童 

ロ 父が死亡した児童 

ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

ニ 父の生死が明らかでない児童 

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 

 

２ 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする

場合 当該父 

イ 父母が婚姻を解消した児童 

ロ 母が死亡した児童 

ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童 



 

－241－ 

ニ 母の生死が明らかでない児童 

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 

３ 第１号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのい

ずれかに該当する児童（同号ロに該当するものを除く。）の母がない場合であって、当該母以外の者が当

該児童を養育する（児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。）

とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくし

ない場合（父がない場合を除く。）若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童（同号ロに該当

するものを除く。）の父がない場合であって、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がな

い場合であって、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者 

② 略 

③ 第１項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあっては当該母が、父に対する手当にあっては当

該父が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。 

（認定） 

第６条 手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）は、手当の支給を受けようとするとき

は、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 

② 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合に

おいて、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 

（支給の制限） 

第９条 手当は、受給資格者（第４条第１項第１号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第２号ロ又

はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。）

の前年の所得が、その者の所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下

「扶養親族等」という。）並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31

日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月か

ら翌年の10月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 

② 受給資格者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受

けたとき、又は受給資格者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母か

ら当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用

の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。 

第９条の２ 手当は、受給資格者（前条第１項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。）の前年

の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月

31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月

から翌年の10月までは、支給しない。 

第10条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法（明

治29年法律第89号）第877条第１項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年

の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月か
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ら翌年の10月までは、支給しない。 

第11条 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第１項に定

める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応

じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。 

第13条の２ 手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第１号、第２号又は第４号のいずれかに該

当するとき、父に対する手当にあつては児童が第１号、第３号又は第４号のいずれかに該当するときは、当

該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 

１ 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきそ

の支給が停止されているときを除く。 

２ 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。 

３ 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。 

４ 父又は母の死亡について労働基準法（昭和22年法律第49号）の規定による遺族補償その他政令で定める法

令によるこれに相当する給付（以下この条において「遺族補償等」という。）を受けることができる場合で

あつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から６年を経過していないとき。 

② 手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全

部又は一部を支給しない。 

１ 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付（次項において

「障害基礎年金等」という。）及び国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）附則第32条

第１項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第１条による改正前の国民年金法に基づく老齢

福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されてい

るときを除く。 

２ 遺族補償等（父又は母の死亡について支給されるものに限る。）を受けることができる場合であつて、当

該遺族補償等の給付事由が発生した日から６年を経過していないとき。 

③ 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき（その全額につきその支給が停止

されているときを除く。）は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付（子を有する者に係

る加算に係る部分に限る。）の額に相当する額を支給しない。 

④ 第１項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が２人以上である受給資格

者に支給される手当の額が監護等児童が１人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのない

ようにするものとする。 

第13条の３ 受給資格者（養育者を除く。以下この条において同じ。）に対する手当は、支給開始月の初日か

ら起算して５年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して７年を経過した

とき（第６条第１項の規定による認定の請求をした日において３歳未満の児童を監護する受給資格者にあつ

ては、当該児童が３歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して５年を経過したとき）は、政令で定

めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌

月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の２分の１に相当する額を超えることができない。 
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② 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定め

る事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当してい

る期間は、同項の規定を適用しない。 

 

 児童扶養手当法施行令（抄）（昭和 36 年政令第 405 号） 

（法第３条第１項及び第４条第１項第１号ハの政令で定める程度の障害の状態） 

第１条 児童扶養手当法（以下「法」という。）第３条第１項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、

別表第１に定めるとおりとする。 

 別表第１（第１条、第８条関係） 

１ 次に掲げる視覚障害 

  イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 

  ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 

  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80

度以下かつⅠ／２視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 

  ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下

のもの 

２ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 

３ 平衡機能に著しい障害を有するもの 

４ そしゃくの機能を欠くもの 

５ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

６ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

７ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 

８ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

９ 一上肢の全ての指を欠くもの 

10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

11 両下肢の全ての指を欠くもの 

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

13 一下肢を足関節以上で欠くもの 

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程

度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加え

ることを必要とする程度のもの 

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以

上と認められる程度のもの 
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（備考）視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測

定する。 

 

（法第４条第１項第１号ホの政令で定める児童） 

第１条の２ 法第４条第１項第１号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童と

する。 

１ 父（母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者を含む。以下同じ。）が引き続き１年以上遺棄している児童 

２ 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第10条第１項の

規定による命令（母の申立てにより発せられたものに限る。）を受けた児童 

３ 父が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

４ 母が婚姻（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）に

よらないで懐胎した児童 

５ 前号に該当するかどうかが明らかでない児童 

（法第４条第１項第２号ホの政令で定める児童） 

第２条 法第４条第１項第２号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 

１ 母が引き続き１年以上遺棄している児童 

２ 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第１項の規定による命令（父の申

立てにより発せられたものに限る。）を受けた児童 

３ 母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

４ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

５ 前号に該当するかどうかが明らかでない児童 

（手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法）  

第４条  法第９条第１項及び第９条の２から第11条までに規定する所得の額は、その年の４月１日の属する年

度（以下「当該年度」という。）分の道府県民税に係る地方税法第32条第１項に規定する総所得金額（母子

家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第28条第１項に規定する給与所得又は同法

第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第２項の規定により計算した

金額及び同法第35条第２項第１号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額（当該

金額が零を下回る場合には、零とする。）と同項第２号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給

与所得の金額及び同条第１項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。）、退職所得金額

及び山林所得金額、同法 附則第33条の３第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34

条第１項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しく

は第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35

条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条第１項に規定する短期譲
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渡所得の金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34

条の３第１項、第35条第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32

条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の４第１

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律（昭和37年法律第144号)第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律 （昭和44年法律第46号）第３条の２の２第４項に規定する条約

適用利子等の額並びに同条第６項に規定する条約適用配当等の額の合計額（以下この項において「総所得金

額等合計額」という。）から８万円を控除した額とする。ただし、法第９条第１項に規定する受給資格者が

母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必

要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額（１

円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額）の合計額から８万円を控除した額とし、同項に

規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これ

と生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な

利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額（１円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得

た金額）の合計額から８万円を控除した額とする。 

（法第13条の３第１項の規定により支給しない手当の額） 

第７条 受給資格者（法第13条の３第１項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。）

に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月（法第７条

第１項に規定する支給開始月をいう。）の初日から起算して５年又は手当の支給要件に該当するに至った日

の属する月の初日から起算して７年を経過した日（法第６条第１項の規定による認定の請求をした日におい

て３歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が３歳に達した日の属する月の翌月の初日か

ら起算して５年を経過した日）の属する月の翌月以降に法第13条の３の規定の適用がないものとして法の規

定により支給すべき手当の額に２分の１を乗じて得た額（その額が同条第１項ただし書に規定する当該受給

資格者に支払うべき手当の額の２分の１に相当する額を超えるときは、当該相当する額）とし、これらの額

に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（法第13条の３第２項の政令で定める事由） 

第８条 法第13条の３第２項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 

１ 受給資格者が就業していること又は求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をし

ていること。 

２ 受給資格者が別表第１に定める障害の状態にあること。 

３ 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自

立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。 
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 児童扶養手当法施行規則（抄）（昭和 36 年厚生省令第 51 号） 

（認定の請求） 

第１条 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号。以下｢法｣という。）第６条の規定による児童扶養手当（以下 

｢手当｣という。）の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書（様式第１号）   

に、次の各号に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所（社会福祉法（昭和26年法律45

号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を管理する都道府県知事、市長（特別区の区長を含

む。以下同じ。）又は町村長（以下｢手当の支給機関｣という。）に提出することによって行わなければならな

い。 

（一部支給停止の適用除外に関する届出） 

第３条の４ 受給資格者（養育者を除く。以下この条、第24条の５第３項、第24条の６及び第26条第２項にお

いて同じ。）は、法第13条の３第１項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第８条各号に掲

げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第13条の３第２項の規定の適用を受け

ようとするときは、当該適用を受けようとする月（以下「適用除外事由発生月」という。）の属する年の８

月１日（適用除外事由発生月が８月から10月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその３月前

の月の初日とし、適用除外事由発生月が１月から７月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前

年の８月１日とする。）から適用除外事由発生月の末日（適用除外事由発生月が８月である場合にあつては、

当該年の９月30日。第１号において同じ。）までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書（様式

第５号の４）を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じて

いること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しな

ければならない。  

１  令第８条第１号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合 次のイからハまでに掲げ

る場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類（適用除外事由発生月の属する年の６月１日（適用

除外事由発生月が８月である場合にあつては当該年の５月１日とし、適用除外事由発生月が１月から７月ま

でのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の６月１日とする。）から適用除外事由発生月の末日

までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求

職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第24条の５第２項第１号に掲げる活動をしていることを

それぞれ明らかにできる書類に限る。） 

イ 就業している場合 雇用されていることを証明することができる書類の写し又は受給資格者が事業主で

あること若しくは在宅就業等を行つていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明

らかにできる書類 

ロ 求職活動をしている場合 次に掲げるいずれかの書類 

（１） 公共職業安定所、母子家庭就業支援事業（母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和39年法律第129号）

第30条第１項第３号 に規定する母子家庭就業支援事業をいう。第24条の５第１項において同じ。）若しくは

父子家庭就業支援事業（同法第31条の９第１項第３号に規定する父子家庭就業支援事業をいう。第24条の５

第１項において同じ。）を実施する機関、特定地方公共団体（職業安定法（昭和22年法律第141号）第４条第
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９項に規定する特定地方公共団体をいう。第24条の５第１項において同じ。）又は職業紹介事業者（同法第

４条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第24条の５第１項において同じ。）において就職に関する相

談等を受けたことを明らかにできる書類 

（２） 求人者に面接したことその他の就業するための活動を行つていることを明らかにできる書類 

ハ 第24条の５第２項第１号に掲げる活動をしている場合 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学してい

ることその他の職業能力の開発及び向上を図つていることを明らかにできる書類 

２ 令第８条第２号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合 当該障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診断書 

（現況の届出） 

第４条 受給者は、児童扶養手当現況届（様式第６号）に第１条第７号（ヘを除く。）及び第８号（ニを除く。）

並びに次の各号に掲げる書類を添えて、毎年（前条の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした

年を除く。）８月１日から同月31日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、

対象児童の父又は母が第３号の２イに該当する場合であって、既に同号イに掲げる書類を提出しているとき

は、当該書類については、この限りでない。 

１ 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し 

１の２ 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じ

くしているときは、その事実を明らかにすることができる書類 

２ 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明ら

かにすることができる書類 

３ 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類 

３の２ 受給者が法第９条に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 

イ 対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は

抄本 

ロ 対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 

ハ 対象児童の父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにする

ことができる書類 

ニ 対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本 

４ 受給者が法第４条第１項第１号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき（前号に該当する

場合を除く。第６号及び第７号において同じ。）又は同項第２号ニに規定する児童を監護し、かつ、これ

と生計を同じくし若しくは養育しているとき（前号に該当する場合を除く。第６号及び第７号において同

じ。）は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類 

５ 受給者が令第１条の２第１号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第２条第１号

に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は

母から引き続き１年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類 

６ 受給者が令第１条の２第３号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第２条第３号



 

－248－ 

に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は

母が法令により引き続き１年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類 

７ 受給者が令第１条の２第５号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第２条第５号

に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の

謄本又は抄本 

（死亡の届出） 

第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法（昭和22年法律第224号）の規定による死亡の届出義務者は、次の

各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関

に提出しなければならない。 

１ 氏   名 

２ 死亡した年月日 

３ 児童扶養手当証明書の番号 

（準用） 

第12条の３ 第３条から第６条まで（第３条の２第１項、第３条の３第１項、第３条の４、第５条第２号及び

第６条第１項第３号を除く。）、第11条から前条まで（第12条第３号を除く）及び第14条の規定は、受給資格

の認定を受けた者であって法第９条から第11条まで又は第13条の２の規定により手当の全部の支給を受け

ていないもの（以下「全部支給停止者」という。）について準用する。この場合において、第３条の２第２

項中｢第９条第１項｣とあるのは｢第９条第１項、第10条、第11条又は第13条の２｣と、「一部」とあるのは｢全

部｣と、第３条の２第３項中「第９条第１項」とあるのは「第９条から第11条まで又は第13条の２」と、第

４条の２中「手当の支給が行われている児童」とあるのは「法第９条から第11条まで又は第13条の２の規定

により手当の全部の支給が行われていない児童」、第６条第２項第１号中「前項第１号及び第３号」とある

のは「前項第１号」と、第12条の２中「、第９条及び前条の届書又は申請書」とあるのは「及び前条の届書」

と、第14条中｢、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書｣とあるのは「又は診断書」と、「提出又は返

納する場合」とあるのは｢提出する場合｣と読み替えるものとする。 

（認定請求の却下通知） 

第17条 手当の支給機関は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手

当認定請求却下通知書（様式第12号）を請求者に交付しなければならない。 

  第 24 条の５ 

   ③  令第８条第３号 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。  

１ 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困

難であること。  

２ 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要

介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があ

り就業することが困難であること。 
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第 62 戦傷病者手帳交付台帳登録数 

（戦傷病者特別援護法）                      都道府県 名      
令和    年度分報告 

 

 

軍          人 軍       属 準   軍   属 合          計 

特項 
｜ 

2項症 

3項 
｜ 

4項症 

5項 
｜ 

6項症 
7項症 款症 目症 

そ 
の 
他 

計 
特項 
｜ 

2項症 

3項 
｜ 

4項症 

5項 
｜ 

6項症 
7項症 款症 

そ 
の 
他 

計 
特項 
｜ 

2項症 

3項 
｜ 

4項症 

5項 
｜ 

6項症 
款症 

そ 
の 
他 

計 
特項 
｜ 

2項症 

3項 
｜ 

4項症 

5項 
｜ 

6項症 
7項症 款症 目症 

そ 
の 
他 

計 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 

視覚障害 (01)                              

聴覚障害 (02)                              

言語機能 
障 害 

(03)                              

し 体 
不 自 由 

(04)                              

中枢神経 
機能障害 

(05)                              

そ の 他 (06)                              

計 (07)                              

 

 この表は、戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号。以下「法」という。）による戦傷病者手帳

を本年度末現在において、現に所持している者の数を軍人軍属等の別、障害の程度別及び障害の種類別

に計上するものである。 

記入要領 

 この表は、都道府県に備え付けられている戦傷病者カードの記載内容に基づいて計上すること。 

表 頭 

軍 人 

 

軍 属 

 

準 軍 属 

 

障 害 の 程 度 

特項－２項症 
⑴⑼⒃(22) 

 

３項－４項症 
⑵⑽⒄(23) 

 

５項－６項症 
⑶⑾⒅(24) 

 

７ 項 症 
⑷⑿(25) 
 

款 症 
⑸⒀⒆(26) 

 

 

 

 法第２条第２項第１号に該当する者の数を計上すること。 

※条文 250頁参照 

 法第２条第２項第２号から第５号までに該当する者の数を計上すること。 

※条文 250、251頁参照 

 法第２条第２項第６号から第 12 号までに該当する者の数を計上すること。 

※条文 251頁参照 

 

 障害の程度が特別項症から第２項症まで又は第１級から第２級までに該当す

る者の数を計上すること。 

 障害の程度が第３項症若しくは第４項症又は第３級、第４級上、第４級若しく

は第５級上に該当する者の数を計上すること。 

 障害の程度が第５項症若しくは第６項症又は第５級、第６級上若しくは第６級

に該当する者の数を計上すること。 

 障害の程度が第７項症に該当する者の数を計上すること。 

 

 障害の程度が旧第１款症から旧第４款症又は新第１款症から新第５款症まで

に該当する者の数を計上すること。 
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目 症 
⑹(27) 

 

そ の 他 
⑺⒁⒇(28) 

 

 

表 側 

障 害 の 区 分 
(01)～(06) 

 障害の程度が第１目症から第４目症に該当する者の数を計上すること。 

 

 法第４条第１項第１号に該当しないが、同条同項第２号の認定を受けたことに

より戦傷病者手帳の交付を受けた者の数を計上すること。 

※条文 252頁参照 

 

１ 戦傷病者特別援護法施行令（昭和 38 年政令第 358 号）の別表（第９条関係）

の区分により計上すること。 

２ 障害の種類が２欄以上に該当しているときは、おもな障害のみに計上するこ

と。 

 

参照条文 

 戦傷病者特別援護法（抄）（昭和 38 年法律第 168 号） 

（定義） 

第２条 この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍属等であった者で第４条の規定により戦傷病者手帳の交

付を受けているものをいう。 

② この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、｢公務上の傷病｣とは、次の各号に掲

げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。 

１ 恩給法の一部を改正する法律（昭和21年法律第31号）による改正前の恩給法（大正12年法律第48号）（以

下「改正前の恩給法」という。）第21条に規定する軍人又は準軍人（陸軍及び海軍の廃止後において未復

員の状態にある者を含む。） 公務による負傷又は疾病（恩給法の規定により公務による負傷又は疾病と

みなされるもの及び軍人又は準軍人たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で

戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和27年法律第127号）第４条第１項に規定する審議会等において公務に

よる負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。） 

２ 元の陸軍若しくは海軍部内の改正前の恩給法第19条に規定する公務員若しくは公務員に準ずべき者（前

号に掲げる者に該当する者を除く。）又は戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せ

しめたる文官補闕の件（明治38年勅令第43号。以下この「号において「文官補闕の件」という。」に規定

する文官（陸軍及び海軍の廃止後において未復員（文官補闕の件に規定する文官にあっては、海外からの

未帰還を含む。）の状態にあるこれらの者を含む。） 昭和12年７月７日以後における公務による負傷又は

疾病（恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び公務員、公務員に準ずべき者又

は文官補闕の件に規定する文官たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷

病者戦没者遺族等援護法第４条第１項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべ

きものと議決したものを含む。） 

３ もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員（陸軍及び海軍の廃止後において

未復員の状態にある者を含む。） 昭和12年７月７日以後における公務による負傷又は疾病 
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４ 旧国家総動員法（昭和13年法律第55号。旧関東州国家総動員令（昭和14年勅令第609号）を含む。）に基

づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤

務を解かれた日までの期間内及び昭和20年９月２日以後引き続き海外にあって帰還するまでの期間内に

おける業務による負傷又は疾病 

５ もとの陸軍若しくは海軍の指揮監督のもとに前４号に掲げる者の業務と同様の業務にもっぱら従事中

の南満洲鉄道株式会社（南満洲鉄道株式会社に関する件（明治39年勅令142号）に基づいて設立された会

社をいう。）の職員又は政令で定めるこれに準ずる者 昭和12年７月７日以後、期間を定めないで、又は

１箇月以上の期間を定めて、事変地又は戦地における当該業務に就くことを命ぜられた日から当該業務に

就くことを解かれた日までの期間内における業務による負傷又は疾病 

６ 旧国家総動員法第４条若しくは第５条（旧南洋群島における国家総動員に関する件（昭和13年勅令第317

号）及び旧関東州国家総動員令においてこれらの規定による場合を含む。）の規定に基づく被徴用者若し

くは総動員業務の協力者又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和16年12月８日以後中国（もと

の関東州及び台湾を除く。）において総動員業務と同様の業務につき協力中の者 業務による負傷又は疾

病 

７ もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者 当該戦闘に基づく負傷又は疾病 

８ 昭和20年３月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員 業

務による負傷又は疾病 

９ 昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓

青年義勇隊の隊員（昭和12年11月30日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施さ

れた満洲青年移民を含む。）又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民と

なった者により構成された義勇隊開拓団の団員（当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかった者を除く。）

昭和20年８月９日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務によ

る負傷若しくは疾病 

10 旧特別未帰還者給与法（昭和23年法律第279号）第１条に規定する特別未帰還者 昭和20年９月２日以

後引き続き海外にあって帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負

傷又は疾病で厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの 

11 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁された者 当該拘禁中における自己の責に帰する

ことができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が第１号から第９号までに規定する負傷又は疾

病と同視することを相当と認めたもの 

12 旧防空法（昭和12年法律第47号）第６条第１項若しくは第２項（旧関東州防空令（昭和12年勅令第728

号）及び旧南洋群島防空令（昭和19年勅令第66号）においてよる場合を含む。）の規定により防空の実施

に従事中の者又は同法第６条ノ２第１項（旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含

む。）の指定を受けた者（第４号に掲げる者を除く。） 業務による負傷又は疾病 

（戦傷病者手帳の交付） 

第４条 厚生労働大臣は、軍人軍属等であった者で次の各号の１に該当するものに対し、その者の請求により、
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戦傷病者手帳を交付する。 

１ 公務上の傷病により恩給法別表第１号表ノ２又は別表第１号表ノ３に定める程度の障害がある者 

２ 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者 

② 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第２条第２項第１号に掲げる軍人又は準軍人であった者で、当該軍

人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令（大正12年勅令第367号。恩給法施行令の一部を改

正する勅令（昭和21年勅令第504号）による改正前のものをいう。）第31条第１項に定める程度の障害がある

ものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 
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第63 戦傷病者等の療養の給付・療養費の支給及び療養手当 

   受給者数並びに更生医療給付決定件数 

（戦傷病者特別援護法）                       都道府県      名 
令和    年度分報告 

 

 

前 年 度 末 患 者 数 
年    度    中    異    動    状    況 

年 度 末 患 者 数 
新 規 患 者 数 変 更 患 者 数 減   少   患   者   数 

指 定 医
療 機 関 

一 般 医
療 機 関 

計 新 規 転 入 計 
入院外か
ら入院 

入 院 か ら
入院外 

治 ゆ 中 断 死 亡 転 出 計 
指 定 医
療 機 関 

一 般 医
療 機 関 

計 

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ 

入

院 

結 核 (01)                 

精 神 病 (02)                 

そ の 他 (03)                 

計 (04)                 

入

院

外 

結 核 (05)                 

精 神 病 (06)                 

そ の 他 (07)                 

計 (08)                 

計 

結 核 (09)                 

精 神 病 (10)                 

そ の 他 (11)                 

計 (12)                 

法 附 則 第
1 1項該当
者(再掲) 

入 院 (13)                 

入院外 (14)                 
                    

療養手当受給者数 
（年度末現在） 

(15)   
更 生 医 療 
給 付 決 定 件 数 

(16)        

 

 この表は、戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号。以下「法」という。）により療養の給付又

は療養費の支給を受けている戦傷病者及び法附則第 11 項の規定により療養給付認定票の交付を受けた

者の本年度中の異動状況を医療機関別、入院・入院外別、病類別に計上するとともに、本年度末現在に

おける療養手当受給者数及び更生医療給付決定件数を計上するものである。 

記入要領 

 この表は、都道府県に備え付けられている療養給付等原簿及び戦傷病者カード等の記載内容に基づい

て計上すること。 

上 表 

表 頭 

前年度末患者数 
⑴⑵⑶ 

 

年 度 末 患 者 数 

指定医療機関 
⒁ 
 

 

一般医療機関 
⒂ 

 
 

 

 

 

 前年度分報告の「年度末患者数⒁⒂⒃」の件数をそのまま計上すること。 

 

 

 法第 12 条に規定する病院又は診療所において療養の給付を受けていた者の数

を計上すること。 

※条文 255頁参照 

 指定医療機関以外の病院又は診療所において療養費の支給を受けていた者の

数を計上すること。 
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年度中異動状況 

新 規 患 者 数 

新  規⑷ 

 

転  入⑸ 

変 更 患 者 数 

入院外から
入院  ⑺ 

入院から入
院外  ⑻ 

 

 

減 少 患 者 数 

治  ゆ⑼ 

中  断⑽ 

死  亡⑾ 
 

転  出⑿ 

表 側 

（ 病 類 区 分 ） 

 

 

 

法附則第11項該
当者  （再掲） 

(13)(14) 

 

 

下 表 

療養手当受給者
数 ⒂ 

 

更生医療給付決
定件数   ⒃ 

 

 

 本年度中に傷病が治ゆした者又は治療を中断した者が再び療養の給付又は療

養費の支給を受けた場合にも新規として計上すること。 

 他の都道府県から転入した者の数を計上すること。 

 

 

 該当病類欄にそれぞれ計上すること。 

補 結核で通院していた者が入院した場合、表頭「入院外から入院⑺」の表側「入

院」の「結核(01)」及び「入院外」の「結核(05)」にそれぞれ計上すること。 

 

 

 療養給付等原簿の裏面の備考欄の記載内容に基づいて計上すること。 

 

 他の都道府県に転出した者を計上すること。 

 

 療養給付等原簿に記載されている認定傷病名により区分すること。 

補１ 結核と精神病又はその他の傷病が合併している場合は「結核」に計上する

こと。 

補２ 精神病と結核以外の傷病が合併している場合は「精神病」に計上すること。 

 法附則第11項に該当する者を再掲として計上すること。ただし、法附則第11

項該当者のうち、新たに戦傷病者手帳を交付した場合は、その旨を欄外に注記す

ること。 

※条文 256頁参照 

 

 療養手当を受給している者の数を計上すること。 

 

 更生医療の給付を決定したものについてその件数を計上すること。 

補 更生医療の期間延長又は内容変更が行われても計上しないこと。 
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審査要領 

１ 「前年度末患者数⑴⑵⑶」＝「前年度分報告の年度末患者数⒁⒂⒃」 

２ 表側の「入院(01)～(04)」欄、「法附則第11項該当者の入院(13)」欄について 

 「年度末患者数計⒃」＝「計⑶」＋「計⑹」＋「入院外から入院⑺」－「入院から入院外⑻」－

「計⒀」 

３ 表側の「入院外(05)～(08)」欄、「法附則第11項該当者の入院外(14)」欄について 

 「年度末患者数計⒃」＝「計⑶」＋「計⑹」－「入院外から入院⑺」＋「入院から入院外⑻」－

「計⒀」 

４ 表側の「計(09)～(12)」欄について 

  「年度末患者数計⒃」＝「計⑶」＋「計⑹」－「計⒀」 

 

 

参照条文 

 戦傷病者特別援護法（抄）（昭和 38 年法律第 168 号） 

（療養の給付） 

第10条 厚生労働大臣は、第４条第１項第２号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病につい

て、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。 

（療養の給付の機関） 

第12条 療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政令で定め

るものを含む。）又は薬局（以下「指定医療機関」という。）において、行なうものとする。 

（療養費の支給） 

第17条 厚生労働大臣は、第10条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得な

い事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養

の給付に代えて、療養費を支給することができる。 

② 前項の規定により支給する療養費の額は、第14条の規定により指定医療機関が請求することができる診療

報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。 

③ 厚生労働大臣は、第１項の規定により療養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行った者

又はこれを使用する者に対し、その行なった療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の

提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。 

（療養手当の支給） 

第18条 厚生労働大臣は、引き続き一年以上病院又は診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付（前

条第１項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。）を受けている者（以下「長期入院患者」という。）

に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。 

③ 療養手当の支給は、長期入院患者が、療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月から始め、その者

が長期入院患者でなくなった日の属する月で終わる。 
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④ 長期入院患者が、同一の事由について、療養の給付と恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これ

らに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、

その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。 

（更生医療の給付） 

第20条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中

枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要

であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療（以下「更生医療」という。）

の給付を行うことができる。 

 

 法附則第 11 項 

（実績の保障） 

11 この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付（療養費の支給を含む。）を受けて

いる者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることがで

きないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付

（療養費の支給を含む。）、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、この法律の規定（第２条、

第４条第１項から第３項まで及び第20条から第23条までの規定を除く。）を準用する。 
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第 64 戦傷病者の補装具支給及び修理 

（戦傷病者特別援護法）                      都道府県 名      
令和    年度分報告 

 

支                    給 修                    理

請　求　件　数 決　定　件　数 金　　　　額 請　求　件　数 決　定　件　数 金　　　　額

(1) (2) (3)（千円） (4) (5) (6)（千円）

義  手 (01)

義  足 (02)

 装      具 (03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

義 肢

座 位 保 持 装 置

視覚障害者安全つえ

義 眼

眼 鏡

座 位 保 持 椅 子

補 聴 器

起 立 保 持 具

車 椅 子

電 動 車 椅 子

歩 行 器

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

重 度 障 害 者 用
意 思 伝 達 装 置

歩 行 補 助 つ え

そ の 他

計

人 工 内 耳

 

 

 この表は、戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号）により戦傷病者に対し本年度中におこなっ

た補装具の支給及び修理の状況を補装具の種目別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県に備え付けられている戦傷病者カード等の記載内容に基づいて計上すること。 

 金額欄には、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成 18 年厚生労働省

告示第 528 号）（以下「告示」という。）の別表の規定による額の 100 分の 106 に相当する額を計上する

こと。ただし、「告示」の第４項に該当する場合は、別表の規定による額の 100 分の 110 に相当する額、

第５項に該当する場合はそれぞれ第３項又は第４項に掲げる額の100分の95に相当する額を計上するこ

と。 

 金額については、各都道府県が円単位でまとめたのち、千円単位で計上すること。 

 なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。 

 ただし、四捨五入の結果、金額欄が０千円となってしまう場合は１千円として計上すること。 

 「計(20)」欄には、表側(01)～(19)の各欄に千円単位で計上した額を積み上げた額を計上すること。 
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一般的事項 

 表側の(01)～(18)の項目には「告示」の別表に掲げる基準内支給のものを計上し、(19)の項目には「告

示」の別表の規定によることができず、基準外支給のものを計上すること。 

表 頭 

支 給 

請 求 件 数⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決 定 件 数⑵ 

 

 

 

 

金   額⑶ 

 

修 理 

請 求 件 数 ⑷ 

 

 

 

決 定 件 数 ⑸ 

 

 

金 額 ⑹ 

 

 

 都道府県に補装具の支給を請求された件数を種目別に計上するものであって、

実人員を計上するものではないこと。 

 １枚の請求書で種目（名称）又は型式が異なる補装具の申請があった場合には、

種目、型式別に件数を計上すること。 

補 １枚の請求書で常用下腿義足と作業用下腿義足の申請があった場合、名称は

同じであるが、型式が異なるので２件として計上すること。 

⑴ 次のような場合は、あわせて１件として計上すること。 

① 付属品として装具を支給する場合 

 たとえば、長下肢装具の付属品として仙腸装具を同時に購入する場合 

② 「告示」に示されている付属品を装備して同時に支給する場合 

(2) 次のような場合は、２件として計上すること。 

① 義肢・装具で同一種目（名称）、型式のものを左右同時に支給する場合 

② 歩行補助つえを左右同時に支給する場合 

③ コンタクトレンズ、補聴器、義眼を左右同時に支給する場合 

 都道府県において支給を決定した件数を計上すること。 

補１ 補装具費の支給が決定されたのち、本人死亡等のため支給しなかった場合

でも計上すること。 

補２ 「請求件数(1)」より「決定件数(2)」が大きいときは、その理由を欄外に

注記すること。 

 補装具の支給に要する費用の予定額（補装具交付券に記載されたもの）を計上

すること。 

 

 支給の「請求件数⑴」の取扱いに準じて計上すること。 

補１ 断端袋については一括して支給することが認められているが、補装具修理

券１枚につき１件として計上すること。 

補２ 人工内耳を、左右同時に修理する場合は２件として計上すること。 

 支給の「決定件数⑵」の取扱いに準じて計上すること。 

補 「請求件数⑷」より「決定件数⑸」が大きいときは、その理由を欄外に注記

すること。 

 支給の「金額⑶」の取扱いに準じて計上すること。 



 

－259－ 

表 側 

種目・型式の区分 
( 0 1 ) ～ ( 1 8 ) 

 

そ  の  他 (19) 

 

「告示」の別表の規定によること。 

 

「告示」の別表の規定によることができず基準外支給したものを計上すること。 

 

審査要領 

１ 「支給」の「決定件数⑵」に計上数があるときは、「金額⑶」にも金額が計上されていること。 

２ 「修理」の「決定件数⑸」に計上数があるときは、「金額⑹」にも金額が計上されていること。 

 

参照条文 

 戦傷病者特別援護法（抄）（昭和 38 年法律第 168 号） 

（補装具の支給及び修理） 

第21条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中

枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認め

るときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定め

る補装具を支給し、又は修理することができる。 
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第 65 戦傷病者乗車券引換証受給者数 

（戦傷病者特別援護法）                       都道府県 名      
令和    年度分報告 

 

  

特
別
項
症 

第
一
項
症 

第
二
項
症 

第
三
項
症 

第
四
項
症 

第
五
項
症 

第
六
項
症 

第
一
款
症 

第
二
款
症 

第
三
款
症 

第
四
款
症 

第
五
款
症 

目

症 

計 

  ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ 

甲 種 (01)               

乙 種 (02)               

甲種・乙種 (03)               

 

 この表は、戦傷病者特別援護法（昭和 38 年法律第 168 号）により本年度中に戦傷病者乗車券引換証の

交付を受けた者を、障害の程度別及び戦傷病者乗車券引換証の種類別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県に備え付けられている戦傷病者乗車券引換証交付原簿の記載内容に基づいて計上

すること。 

表 頭 

特 別 項 症⑴ 
～  目  症⒀ 

 

 

表 側 

甲   種(01) 

乙   種(02) 

甲種・乙種(03) 

 

 障害の程度が特別項症から目症までに該当する者の数を計上すること。 

補 第７項症は第１款症、旧第１款症は第２款症、旧第２款症は第３款症、旧第

３款症は第４款症、旧第４款症は第５款症として計上すること。 

 

 戦傷病者乗車券引換証の種別が「甲種」のみの交付を受けた者の数を計上する。 

 戦傷病者乗車券引換証の種別が「乙種」のみの交付を受けた者の数を計上する。 

 戦傷病者乗車券引換証の種別が「甲種」と「乙種」の双方の交付を受けた者の

数を計上する。 

 

参照条文 

 戦傷病者特別援護法（抄）（昭和 38 年法律第 168 号） 

（旅客会社の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い） 

第23条 戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその

介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができ

る。 

 



 

- 262 - 
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第66 給付金の種類別被給付世帯数及び被給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律） 
 

都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和   年 月分報告 

 この表は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30 号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）により本月

中に支援給付を受けた実世帯数・実人員、停止中の実世帯数・実人員及び給付金の種類別の世帯数・人

員を計上し、配偶者支援金を受けた実世帯数・実人員については再掲として計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県、指定都市及び中核市において、管轄する支援給付及び配偶者支援金の実施機関

の支援給付及び配偶者支援金決定調書により計上すること。 

 

一般的事項 

１ 支援給付或いは配偶者支援金の決定処分をした日（実際に支援給付及び配偶者支援金の実施機関の

長が決裁した日）の属する月の区分により計上すること。（決裁主義） 

但し、特定中国残留邦人等が死亡した月になされた配偶者支援金の申請に係る決裁が当該月中に行

われた場合のみ、計上は翌月とすること。（死亡した特定中国残留邦人等が受給していた老齢基礎年

金は死亡した月は支払われるため） 

なお、前月以前に決裁された支援給付或いは配偶者支援金の決定処分が、本月も継続している場合

は、当該支援給付或いは配偶者支援金決定上の内容によって計上すること。 

２ 本月中に１日でも又は１回でも支援給付を受けたものはすべて計上すること。 

補１ ４月１日から支援給付を開始する決裁が５月１日に行われた場合は、５月分から報告し、また、４月

10 日をもって支援給付を廃止する決裁が３月 31 日に行われた場合は、４月分報告からその世帯・人員

を減少すること。 

補２ 開始、廃止等の決裁に基づいて計上するものであるので、前月以前に決裁がなされた支援給付或いは

配偶者支援金開始の決定処分が本月も継続している場合には、前月と同様に計上すること。 

　　給付金世帯数・人員（実数）(月中）

生活支援
給　　付

住宅支援
給　　付

介護支援
給　　付

出産支援
給　　付

生業支援
給　　付

葬祭支援
給　　付

計

う ち 配 偶 者
支 援 金
（ 再 掲 ）

う ち 配 偶 者
支 援 金
（ 再 掲 ）

入院 入院外

(1) （2） （3） (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(01)

(02)

日 本 の 国 籍 を
有 し な い も の
（ 再 掲 ）

人 員 (03)

人　 　　　　　　員

給　　　付　　　金　　　の　　　種　　　類　　　（　　月　　　中　　）

 現に給付を受けたもの 給付金支給停止中のもの 医療支援給付

世　　　帯　　　数
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補３ 初日又は末日に支援給付或いは配偶者支援金が廃止になった場合でも、当該月は世帯数・人員とも計

上し翌月から減少すること。 

３ 市町村の廃置分合又は境界変更等に伴い、被支援世帯を管轄する支援給付及び配偶者支援金の実施

機関が変わった場合は、当該被支援世帯に対する支援給付及び配偶者支援金の実施責任のある実施機

関において計上すること。 

 

表  頭 

現に給付を受け
たもの   ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち配偶者支
援金（再掲）(2) 

 

給付金支給停止
中のもの  ⑶ 

 

 

 

 

 

 

本月中に支援給付を受けた実世帯数及び実人員を計上すること。 

補１ 月の中途で転入又は転出があった場合は、転入・転出した世帯・人員ともそ

の月には計上し、翌月から転出した世帯数・人員を減少して計上すること。 

補２ 月の中途で支援給付が廃止され、同一世帯について同月中に再び支援給付開

始の決裁が行われた場合は、その処分ごとに世帯数及び人員を計上すること。 

例えば、生活支援給付のみを受ける２人世帯について、月の中途で支援給付

が廃止され、同月中に再びこの世帯に生活支援給付と住宅支援給付が開始され

た場合は、「現に給付を受けたもの⑴」の「世帯数」に「２」、「人員」に「４」、

「生活支援給付⑸」の「世帯数」に「２」、「人員」に「４」、「住宅支援給付⑹」

の「世帯数」に「１」、「人員」に「２」と計上すること。 

補３ 被支援世帯が支援給付継続のまま２以上の世帯に分離した場合は、分離した

世帯及び人員を重複して計上すること。 

補４ 「人員」は、支援給付の対象となっている実人員を計上し、医療支援給付及

び生業支援給付の単給世帯で、支援給付を受けていなかった他の世帯員は計上

しないこと。 

例えば、２人世帯において、生活支援を受けていた場合は「２」と計上し、

２人世帯のうち１人だけが医療支援給付をうけていた場合は「１」と計上する

こと。 

本月中に支援給付を受けた実世帯・実人員のうち、配偶者支援金を受けた実世

帯数及び実人員を再掲すること。 

 

月の初日から末日まで引き続いて支援給付が停止されていた実世帯数・実人員

を計上すること。 

補１ 支援給付を受けていた世帯が月の中途で支援給付が停止された場合は、その

月の中途まで支援給付を受けていたのであるから、この欄には計上せず「現に

支援給付を受けたもの⑴」に計上すること。 

補２ 「人員」は支援給付の停止時において支援給付の対象となっていた実人員を

計上し、医療支援給付及び生業支援給付の単給世帯において支援給付を受けて
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うち配偶者支

援金（再掲）⑷ 
 
給付金の種類(月
中) 

生活支援給付⑸ 

～葬祭支援給付 

⑿ 

生活支援給付⑸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅支援給付⑹ 

 

 

 

 

 

介護支援給付⑺ 

 

 

いなかった他の世帯員は含めないこと。 

例えば、２人世帯において支援給付停止時の直前に生活支援給付を受けてい

た場合には「２」と、２人世帯のうち１人が医療支援給付を受けていた場合に

は「１」と計上すること。 

補３ 本月の初日から支援給付が停止されていた人員が、中途で死亡又は転出等の

ため支援給付が廃止又は変更となった場合は、その人員を減ずることなく計上

すること。 

本月中に支援給付が停止されていた実世帯・実人員のうち、配偶者支援金を受

けた実世帯数・実人員を再掲すること。 

 
 

本月中に１日でも支援給付を受けたすべての世帯・人員について、支援給付の

種類ごとにそれぞれ該当欄に計上すること。 

他法により入院している単身者が日用品費を受けている場合は「生活支援給付

⑸」欄のみに計上すること。 

なお、医療支援給付単給の取扱いになるものは、「生活支援給付⑸」欄には計

上しないで、「医療支援給付入院⑻」もしくは「医療支援給付入院外⑼」欄のみ

計上すること。 

また、介護支援給付単給の取扱いになるものも、「生活支援給付⑸」欄には計

上しないで、「介護支援給付⑺」欄のみ計上すること。 

補１ 他法により入院し日用品費を受けている単身者が、同じ病院で歯科等にかか

り医療支援給付を受給した場合は、「生活支援給付」と「医療支援給付」に計上

すること。 

補２ 医療支援給付を受給している単身者が、入院患者日用品費を受けている場合

は「医療支援給付」のみ計上すること。 

※医療支援給付単給の取扱いになるもの。276頁参照 

補 世帯員のうち入院や出稼ぎ等により、現に居住していない者は、住宅支援給付

人員に計上しないこと。 

ただし、「支援給付の実施要領」（局長通知）の第６－３－⑴－エ－(ｱ)により、

入院後６か月を限度として住宅支援給付が認定されている単身世帯（２人世帯で、

２人ともに入院した場合を含む。）については、住宅支援給付認定期間中は毎月、

その認定人員を計上すること。 

本月中に１日でも介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業及び地

域密着型サービスも含め介護支援給付の適用となったすべての世帯数及び人員

を計上すること。 
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医療支援給付 
⑻⑼ 

 

 

 

 

 

出産支援給付⑽ 

 

生業支援給付⑾ 

 

葬祭支援給付⑿ 

 

 

 

表  側 

日本の国籍を有
しないもの 
（再掲）(03) 

本月中に１日でも医療支援給付を受けたすべての人員を入院、入院外別に計上

すること。 

補１ 本月中最終の支援給付決定処分の内容が同一人について「入院」と「入院外」

の両方に該当する場合は入院を優先し、入院外には含めないこと。 

補２ 月の途中まで「入院」し、その後「入院外」となった場合、又は月の中途か

ら「入院」となり、それが月末まで継続している場合には、後の方の決定処分

の内容により分類し、それぞれ「入院外」又は「入院」とすること。 

 

「人員」は産婦の数を計上すること。したがって双子の場合でも１件として計

上すること。 

補 生業支援給付のうち技能修得費を一括支給されている場合であっても認定支給

期間中は毎月、世帯・人員を計上すること。 

補 生活保護法（昭和25年法律第144号）第18条第２項（中国残留邦人等支援法第14

条第４項により、特別の定めがある場合のほか、生活保護法の規定の例による。）

の規定による葬祭支援給付を受けた場合でも死亡した者及びその世帯を計上する

こと。 

世帯数と人員の異なるときはその理由を欄外に注記すること。 

 

世帯主が、日本の国籍を有しない者の世帯人員を再掲すること。 

補１ 世帯主とは世帯の構成員のうち、その世帯の特定中国残留邦人等をいう。ま

た、特定中国残留邦人等が死亡し、その配偶者が支援給付を受ける場合には、

その配偶者が世帯主となる。 

補２ 世帯員の中に日本の国籍を有する者がいても、世帯主が日本の国籍を有しな

い場合は、当該世帯人員をこの欄に再掲すること。 

補３ 外国籍である中国残留邦人等（世帯主）が死亡等のため、日本の国籍を持つ

配偶者が世帯主となった場合は、変更のあった日の属する月の翌月から、日本

の国籍を有したものとしてこの欄には再掲しないこと。 
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審査要領 

１ 「世帯数(01)」≦「人員(02)」 

２ 世帯数が０のときは人員も０ 

３ 計⒀＝各表側の⑸＋⑹＋⑺＋⑻＋⑼＋⑽＋⑾＋⑿ 

４ 「現に給付を受けたもの⑴の世帯数(01)」－「生活支援給付⑸の世帯数(01)」≦「現に給付を受け

たもの⑴の人員(02)」－「生活支援給付⑸の人員(02)」 

５ 「人員(02)」≧「日本の国籍を有しないもの（再掲）」の「人員(03)」 

６ 「現に給付を受けたもの⑴」≧給付金の種類欄の「各支援給付」別 

７ 「現に給付を受けたもの⑴」≦「計⒀」 

８ 「現に給付を受けたもの⑴」≧「うち配偶者支援金（再掲）(2)」 

９ 「給付金支給停止中のもの⑶」≧「うち配偶者支援金（再掲）⑷」 

10 「人員(02)」の 

「現に給付を受けたもの⑴」≧「医療支援給付 入院⑻」＋「医療支援給付 入院外⑼」 

11 「日本の国籍を有しないもの（再掲） 人員(03)」の 

「現に給付を受けたもの⑴」≧「医療支援給付 入院⑻」＋「医療支援給付 入院外⑼」 

 

 

参考条文 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（抄）（平成6年法律第30号） 

 （支援給付の実施） 

    第 14 条 この法律による支援給付（以下「支援給付」という。）は、特定中国残留邦人等であって、

その者の属する世帯の収入の額（その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で

定める額を除く。）がその者（当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留邦人等

その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。）について生活保護法 （昭和

25 年法律第 144 号）第８条第１項 の基準により算出した額に比して不足するものに対して、そ

の不足する範囲内において行うものとする。  

２  支援給付の種類は、次のとおりとする。  

一  生活支援給付  

二  住宅支援給付  

三  医療支援給付  

四  介護支援給付  

五  その他政令で定める給付  

３ 支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の特定配偶
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者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該特定配偶者の属

する世帯の収入の額（厚生労働省令で定める額を除く。）が当該特定配偶者（当該世帯に厚生労働

省令で定める者があるときは、その者を含む。）について生活保護法第８条第１項の基準により算

出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除

き、当該特定配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。

ただし、当該特定配偶者が当該死亡後に婚姻したとき（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者となったときを含む。）は、この限りでない。 

４ この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 

 

（配偶者支援金の支給） 

第15条 この法律による配偶者支援金の支給は、前条第３項の規定により支援給付を受ける権利を

有する特定配偶者に対して行うものとする。 

 

 

生活保護法（抄）（昭和25年法律144号） 

（基準及び程度の原則） 

第８条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、

その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 

（種類） 

第 11 条 保護の種類は、次のとおりとする。 

一 生活扶助 

二 教育扶助 

三 住宅扶助 

四 医療扶助 

五 介護扶助 

六 出産扶助 

七 生業扶助 

八 葬祭扶助 
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第67 給付の開始・廃止及び変更 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律） 
都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 
 

給 付 金 支 給 開 始 給 付 金 支 給 廃 止  給付金支給変更

申請件数
申請取下
げ件数

申請却下
件数

決 定
転入

（再掲）
職権給付
（再掲）

決 定
一時的支
援給付
（再掲）

転出
（再掲）

増 減

（1） (2) （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11）

世 帯 数 (01)

人 員 (02)
 

 

この表は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）により本年度中に支援給付が開始又は廃止された世帯

数及び人員、支援給付の変更により増加又は減少した人員並びに支援給付開始の申請及び却下の件数を

計上するものである。 

 

記入要領 

この表は、都道府県、指定都市及び中核市において、管轄する支援給付の実施機関の支援給付申請受

理簿等により計上すること。 

 

一般的事項 

１ 支援給付の決定処分をした日（実際に支援給付の実施機関の長が決裁した日）の属する年度の区分

により計上すること。（決裁主義） 

したがって現に支援給付の開始、廃止又は変更をした日の属する年度によるものではないこと。 

２ 市町村の廃置分合又は境界変更等のため支援給付の実施機関の管轄が変わり、支援給付事務の引き

継ぎが行われた場合は、開始、廃止又は変更としては計上しないこと。 

３ 保護施設事務費のみが支出の対象となっている場合は計上しないこと。 

また、すでに支援給付を支給されていた被支援者（世帯）が保護施設事務費のみ支出の対象となっ

た場合は、支援給付廃止として扱うこと。 

ただし、授産施設を利用している者については、保護施設事務費のみ支出の対象となっている場合

であっても「支援給付の実施要領」（局長通知）第８－２－⑸－ウ－(ｱ)により生業支援給付を受ける

者については、被支援者として扱うこと。 
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表  頭 

申 請 件 数 ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請取下げ件数 
⑵ 

申請却下件数⑶ 

給付金支給開始 

決  定 ⑷ 

 

 

転    入 
（再掲）  ⑸ 

 

職 権 給 付 
（再掲）  ⑹ 

 

給付金支給廃止 

決  定 ⑺ 

 

 

 

 

 

 

 

一時的支援給
付（再掲） ⑻ 

 

本年度中に支援給付の実施機関において支援給付開始の申請書を受付けた件

数を計上すること。 

法施行時に生活保護から移行した者については計上しないこと。 

補１ 次の場合はいずれもこの欄に計上すること。 

⑴ 支援給付決定前に本人より申請辞退の申出があった場合 

⑵ 保護施設事務費のみ支出の対象とされていた者が支援給付を支給される被支

援者と決定された場合 

⑶ 被支援世帯が支援給付継続のまま新しい世帯に分離した場合 

なお、分離した人員については、「給付金支給変更」の「減⑾」にも計上する

こと。 

⑷ 本人が死亡したため、他の者が葬祭支援給付の申請を提出した場合 

補２ 職権による支援給付の開始の場合には申請件数には計上しないこと。 

決裁前に辞退の申出等申請の取下げがあった件数を計上すること。 

 

本年度中に却下の決裁をした件数を計上すること。 

本年度中に支援給付金の開始の決裁をしたものについて計上すること。 

補 「葬祭支援給付」等一時的性格の支援給付のみを決定した場合も計上すること。 

なお、「給付金支給廃止」の「決定⑺」及び「一時的支援給付（再掲）⑻」に

も計上すること。 

 被支援世帯が他の支援給付の実施機関の管内から転入したものについて計上

すること。 

職権により支援給付を開始したものについて計上すること。 

 

本年度中に支援給付廃止の決裁をしたものについて計上すること。 

補 次の場合はいずれもこの欄に計上すること。 

⑴ 一時的性格の支援給付のみを受給していた場合 

   なお、「一時的支援給付（再掲）⑻」にも計上すること。 

⑵ 支援給付が支給されていた被支援者（世帯）が、保護施設事務費のみの対象

となった場合 

⑶ 同一管内の被支援世帯が支援給付継続のまま合併した場合、編入した世帯は

この欄に計上すること。なお、編入した世帯に属する人員については、「給付金

支給変更」の「増⑽」にも計上すること。 

本年度中に一時的性格の支援給付のみを受給し、廃止の決裁をしたものについ

て計上すること。 
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転    出 
（再掲）  ⑼ 

給付金支給変更 

 

 

 

 

増 ⑽ 

 

 

 

 

 

 

減 ⑾ 

 

他の支援給付の実施機関の管内に転出したものを計上すること。 

 

本年度中に支援給付の変更の決裁をしたもので、その変更に伴い人員の増減が

生じたものについて、その人員を計上すること。 

補 生活支援給付のみを受給していた世帯が、新たに医療支援給付を併給すること

になった場合等、人員の増減が生じない場合には計上しないこと。 

 

変更に伴い増加した人員を計上すること。 

補１ 世帯員の転入により人員が増加した場合、その増加数を計上すること。 

補２ 収入の減少などにより、支援給付の対象となる者が増加した場合、その増加

数を計上する。例えば、世帯員のうち１人だけが医療支援給付のみを受けてい

る２人世帯（医療支援給付単給世帯）において、収入の減少により世帯全体が

生活支援給付の対象となった場合「１」と計上する。 

 

変更に伴い減少した人員を計上すること。 

補 世帯員の転出、死亡により人員が減少した場合、その減少数を計上すること。 

 

審査要領 

１ 「世帯数(01)」≦「人員(02)」 

２ 「世帯数(01)」が０のとき「人員(02)」も０ 

３ 「給付金支給開始決定⑷」≧「給付金支給開始転入（再掲）⑸」 

４ 「給付金支給開始決定⑷」≧「給付金支給開始職権給付（再掲）⑹」 

５ 「給付金支給廃止決定⑺」≧「給付金支給廃止一時的支援給付（再掲）⑻」 

６ 「給付金支給廃止決定⑺」≧「給付金支給廃止転出（再掲）⑼」 

７ 「給付金支給開始決定⑷」≧「給付金支給廃止一時的支援（再掲）⑻」 
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男 女 計 男 女 計 男 女 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

45 歳 未 満 (01)

45 ～ 49 (02)

50 ～ 54 (03)

55 ～ 59 (04)

60 ～ 64 (05)

65 ～ 69 (06)

70 ～ 74 (07)

75 ～ 79 (08)

80 ～ 84 (09)

85 ～ 89 (10)

90 歳 以 上 (11)

　　　計 （12）

本　　人 配　偶　者
うち配偶者支援金を受けたもの

年

齢

階

級

第68 性・年齢階級別被給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律） 
都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

 

この表は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）により、本年度末現在の支援給付及び配偶者支援金を

受けている本人・配偶者について、性別及び年齢階級別に計上するものである。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県、指定都市又は中核市において、管轄する実施機関の支援給付及び配偶者支援金

決定調書により計上すること。 

 

一般的事項 

 本年度末現在における支援給付及び配偶者支援金決定調書上の年齢により、性・年齢階級別にそれぞ

れの欄に該当する者の人数を記入する。 

表  頭 

本     人 
(1)～(3) 

 

配  偶  者 
(4)～(6) 

 

うち配偶者支援
金を受けたもの 

(7)～(9) 

 

 

 

支援給付を受けている中国残留邦人等（本人）（支給停止中の者を含む。）を

計上すること。 

支援給付を受けている中国残留邦人等の配偶者（支給停止中の者及び日本国籍

以外の者を含む。）を計上すること。 

支援給付を受けている中国残留邦人等の配偶者（支給停止中の者及び日本国籍

以外の者を含む。）のうち配偶者支援金を受けている中国残留邦人等の特定配偶

者（日本国籍以外の者を含む。）を再掲すること。 
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表  側 

年 齢 階 級 

 

本年度末現在の満年齢により、該当欄に計上すること。 

 

審査要領 

１ 計⑶＝各表頭⑴＋⑵ 

２ 計⑹＝各表頭⑷＋⑸ 

３ 計⑼＝各表頭⑺＋⑻ 

４ 計⑿＝各表側の(01)＋(02)＋(03)＋(04)＋(05)＋(06)＋(07)＋(08)＋(09)＋(10)＋(11) 

５ 配偶者 男⑷≧うち配偶者支援金を受けたもの 男⑺ 

６ 配偶者 女⑸≧うち配偶者支援金を受けたもの 女⑻ 

７ 配偶者 計⑹≧うち配偶者支援金を受けたもの 計⑼ 

８ 「本人の計⑶の計⑿」＋「配偶者の計⑹の計⑿」 

≦「第 66（令和６年３月分）の現に給付を受けたもの⑴の人員(02)＋給付金支給停止中のもの⑶の

人員(02)」 
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入　　　　　　　　　　院　　　　　（　　　年　　度　　末　　現　　在　　　　）

医　　療　　支　　援　　給　　付　　単　　給

 　　医療支援給付単給のみ       計
      医療支援給付併給

計 介護老人 保健
施 設 入 所 者

精神疾患 その他 精神疾患 その他 精神疾患 その他 （再掲）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

入　　　　　　　　　　院　　　　　　　　　外　　　　　（　　　　年　　度　　末　　現　　在　　　　）

医　　療　　支　　援　　給　　付　　単　　給

    医療支援給付単給のみ       計
  　　 医療支援給付併給

計 訪 問 看 護
利 用 者

精神疾患 その他 精神疾患 その他 精神疾患 その他 （再掲）

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

その他の単給
（一時的支援給付等を含む）

その他の単給
（入院患者日用品費・

一時的支援給付等を含む）

第69 医療支援給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律） 
都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

 

 

 この表は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）により本年度末現在において医療支援給付を受けてい

る者を病類別、単給・併給別及び入院・入院外（訪問看護利用を含む。以下同じ。）別に計上するもので

ある。 

 

記入要領 

 この表は、都道府県、指定都市又は中核市において、管轄する実施機関の支援給付決定調書により計

上すること。 

 

一般的事項 

１ 本年度末現在において医療支援給付を受けているすべての人員を支援給付決定処分の内容により、

入院・入院外別、及び病類別に計上し、同一人を２欄以上に重複して計上しないこと。 

２ 単給・併給別は医療支援給付を受けている者の属する世帯が本年度末現在において医療支援給付の

みを受けている場合（医療支援給付のみを受けているとみなされる場合を含む。単給欄を参照）か、

あるいはそれ以外の支援給付を併せて受けている場合（医療支援給付併給の扱いとなる場合）かによ

り分類すること。 

  したがって、医療支援給付と期末一時支援給付金又は冬季加算を受けた場合は、「医療支援給付単給

のみ」とし、入院医療支援給付と入院患者日用品費（介護老人保健施設の場合は日常生活費）を受け
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る者に冬季加算がなされた場合でも、「医療支援給付単給」の「その他の単給」とすること。 

  補 医療支援給付を開始し、その人員を計上する場合には指定医療機関からの医療要否意見書等の提出遅延の

ため、決裁上の事務処理と、実際の医療支援給付適用との間に時間的なずれを生じやすいが、人員の計上は

すべて支援給付決定調書の決裁に基づいて計上すること。 

また、医療支援給付を受けている患者が治癒しても、廃止又は変更等の決裁が行われるまでは医療支援給

付を受けているものとしてその人員を計上すること。 

３ 市町村の廃置分合又は境界変更等に伴い、被支援世帯を管轄する支援給付の実施機関が変わった場

合は、当該被支援世帯に対する支援給付の実施責任のある実施機関において計上すること。 

 

上  表 

表  頭 

入     院 
（年度末現在） 

 

 

 

医療支援給付単
給 

医療支援給付
単給のみ 

 

その他の単給 
(入院患者日用
品費・一時的支
援給付等を含
む) 
(一時的支援等
を含む) 

 

 

 

 

医療支援給付併
給 

精神疾患 
⑴⑶⑹⑽⑿⒂ 

その他 
⑵⑷⑺⑾⒀⒃ 

 

 

 

 

補 本年度末現在の支援給付決定処分の内容が同一人について「入院」と「入院外」

の両方に該当する場合は入院を優先し、入院外には含めないこと。 

ただし、例えば軽症のため精神疾患では入院を必要としない者がその他の疾病

を理由として入院した場合でも、本年度末現在の受給状況が、精神疾患とその他

の疾病とを合併していれば「入院外」の「精神疾患」に計上すること。 

 

本人支払額の有無にかかわらず医療支援給付のみの決定がなされているもの

を計上すること。 

医療支援給付と併せて、入院患者日用品費（介護老人保健施設の場合は、日常

生活費）のみを受けている者、又は入院患者日用品費及び障害者加算、介護保険

料加算等の加算を受けている者並びに生活支援給付の被服費・家具什器費・移送

費、住宅支援給付の住宅維持費・敷金、出産支援給付、生業支援給付の生業費、

技能修得費及び就職支度費、葬祭支援給付等の一時的性格の支援給付を受けてい

る者を計上すること。 

補 「日常生活費」とは、介護施設入所者基本生活費に介護施設入所者加算又は障

害者加算のいずれかの加算が加わったものをいう。 

上記以外で医療支援給付に併せて医療支援給付以外の支援給付を受けている

者を計上すること。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）による自立支援医療の適用がある精神疾患とその他の疾病とを合併し

ている場合には、「その他」に計上すること。なお、自立支援医療の適用されな

い精神疾患とその他の疾病とを合併している場合には、「精神疾患」に計上する

こと。 

補 支援給付の変更決裁で病類変更がなされた場合は変更後の病類を計上すること。 



－277－ 

計⑻ 

介護老人保健 
施 設 入 所 者 
（再掲）  ⑼ 

 

 

 

下  表 

表  頭 

入  院  外 
（年度末現在） 

 

計⒄ 

訪問看護利用 
者（再掲）⒅ 

 

介護老人保健施設に入所している者で経過措置として施設療養に相当するサ

ービスに係る医療支援給付を受けている者を再掲として計上すること。 

補 介護保険適用者で介護老人保健施設に入所している者が、介護保険適用外の医

療行為を受け、医療支援給付を受給した場合は、「入院外」として計上すること。 

  ※通知 277頁参照 

 

 

補 他法の適用を受けている者に対し、医療支援給付の移送費等が支給された場合

も、「入院外」として計上すること。 

 

 

医療支援給付受給者で訪問看護を利用している者を再掲として計上すること。 

 

審査要領 

 １ 「入院医療支援給付単給のみ⑴＋⑵」＋「入院その他の単給⑶＋⑷」＝「入院医療支援給付単給 

  計⑸」 

 ２ 「入院医療支援給付単給の計⑸」＋「入院医療支援給付併給⑹＋⑺」＝「入院計⑻」 

 ３ 「入院計⑻」≧「介護老人保健施設入所者（再掲）⑼」 

 ４ 「入院外医療支援給付単給のみ⑽＋⑾」＋「入院外その他の単給⑿＋⒀」＝ 

「入院外医療支援給付単給計⒁」 

 ５ 「入院外医療支援給付単給の計⒁」＋「入院外医療支援給付併給⒂＋⒃」＝「入院外計⒄」 

 ６ 「入院外計⒄」≧「訪問看護利用者（再掲）⒅」 

 ７ 「医療支援給付単給の計⑸＋⒁」≧「第71の（再掲）医療支援給付単給⑸の計(07)＋⑾の計(07)」 

 ８ 「入院計⑻」≦「第66（令和６年３月分）の医療支援給付の入院⑻の人員(02)」 

 ９ 「入院外計⒄」≦「第66（令和６年３月分）の医療支援給付の入院外⑼の人員(02)」 

 

参照条文 

「特定老人保健施設に入所し施設療養に相当するサービスを受ける者に対する生活保護法による医

療扶助の実施について」（抄）（平成12年５月15日 社援第1084号社会・援護局長通知） 

１ 本措置の対象となるのは、介護保険法施行の際現に介護保険法施行法（平成９年法律第124号）

第26条第１項に規定する特定老人保健施設に入所し、当該入所について生活保護法第34条の規定に

よる医療扶助を受けており又は施行後に保護を要する状態となった者（以下「医療扶助受給者等」

という。）であって、介護保険法第41条第４項に規定する要介護被保険者でないものであり、施行

日以降引き続き当該施設に入所し、当該施設から介護保険法施行法による改正前の老人保健法（以
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下「旧老人保健法」という。）に規定する施設療養に相当するサービス（以下「施設療養相当サー

ビス」という。）を受けている間のみ対象となるものであること。 
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                           施  　　設　  　介  　　護　　  （　　  年　　度　　末　　現　　在  　　）

介護支援給付単給 介護支援給付併給

介護支援給付
単給のみ

計 医療支援給付
併給のみ

その他の併給 計

（１） （２） （３） （４） （５） （６）

介 護 老 人 福 祉 施 設 (01)

介 護 老 人 保 健 施 設 (02)

介護療養型医療施設 (03)

介 護 医 療 院 (04)

地 域 密 着 型 介 護
老 人 福 祉 施 設

(05)

               居　 　宅  　介  　護    ・　　介　　護　　予　　防  　等　（  　年　　度　　末　　現　　在　  ）

介護支援給付単給 介護支援給付併給

介護支援給付
単給のみ

計 医療支援給付
併給のみ

その他の併給 計

（１） （２） （３） （４） （５） （６）

居 宅 介 護 (06)

介 護 予 防 (07)

介護予防・日常生活
支 援

(08)

その他の単給
（日常生活費・一時的
支援給付等を含む）

その他の単給
（一時的支援

給付等を含む）

第70 介護支援給付人員 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律） 
都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

 

 

この表は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）により本年度末現在において介護支援給付を受けてい

る者を単給・併給別及び施設介護・居宅介護別に計上（施設介護の場合は、施設の種類別に計上。以下

同じ。）するものである。 

 

記入要領 

この表は、都道府県、指定都市又は中核市において、管轄する支援給付の実施機関の支援給付の決定

調書等により計上すること。 

 

一般的事項 

１ 本年度末現在において介護支援給付を受けているすべての人員を支援給付決定処分の内容により、

施設介護・居宅介護別に計上し、同一人を２欄以上に重複して計上しないこと。 

２ 単給・併給別は介護支援給付を受けている者の属する世帯が介護支援給付のみを受けている場合（介

護支援給付のみを受けているものとみなされる場合を含む。単給欄を参照）か、あるいはそれ以外の

支援給付を併せて受けている場合（介護支援給付併給の扱いとなる場合）かにより分類すること。 

  したがって、介護支援給付と期末一時支援給付又は冬季加算を受けた場合は、「介護支援給付単給の

み」とし、施設介護支援給付と日常生活費を受ける者に冬季加算がなされた場合でも、「介護支援給

付単給」の「その他の単給」とすること。 
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３ 市町村の廃置分合又は境界変更等に伴い、被支援世帯を管轄する支援給付の実施機関が変わった場

合は、当該被支援世帯に対する支援給付の実施責任のある実施機関において計上すること。 

 

上  表 

表  頭 

施 設 介 護 
(年度末現在) 

 

介護支援給付単
給 
 

介護支援給付 
単給のみ ⑴ 

 

 

その他の単給 
(日常生活費・
一時的支援給
付等を含む)  
(一時的支援給
付等を含む)  
⑵ 

 

 

 
介護支援給付併
給 

医療支援給付
併給のみ⑷ 

 

 

その他の併給⑸ 

 

表  側 

施設介護の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設介護とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設

サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

をいう。 

 
 

本人支払い額の有無にかかわらず介護支援給付のみの決定がなされているも

のを計上すること。 

 

介護支援給付と併せて、日常生活費のみを受けている者及び介護保険料加算並

びに生活支援給付の被服費・家具什器費・移送費、住宅支援給付の住宅維持費・

敷金、出産支援給付費、生業支援給付の生業費、技能取得費及び就職支度費、葬

祭支援給付等の一時的性格の支援給付を受けているものを計上すること。 

補 本表でいう「日常生活費」とは、介護施設入所者基本生活費に介護施設入所者

加算又は障害者加算のいずれかの加算が加わったものをいう。 

上記以外で介護支援給付に併せて介護支援給付以外の支援給付を受けている

者を計上すること。 

介護支援給付（介護支援給付のみを受けているとみなされるものを含む。介護

支援給付単給欄参照）と医療支援給付（医療支援給付のみを受けているとみなさ

れるものを含む。第69「医療支援給付人員」の医療支援給付単給欄参照）のみを

受けているものを計上すること。 

「介護支援給付併給」に該当するもののうち、「医療支援給付併給のみ」の要

件に該当しないものを計上すること。 

 

支援給付決定処分の内容により分類し、該当施設欄に計上すること。 
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下  表 

表  側 

居宅介護( 0 6 ) 

 

 

 

 

 

 

介護予防（07） 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生

活支援（08） 

 

 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理

指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介

護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模

多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス並びにこれらに相当するサービス及び居宅介護サービス計

画費をいう。 

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、

介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入

所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介

護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型

居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービス

及び介護予防サービス計画費をいう。 

第１号訪問事業、第１号通所事業及び第１号生活支援事業による支援に相当す

る支援をいう。 

なお、本欄(08)には、｢介護予防・日常生活支援｣のみを利用し介護支援給付を

受けたものを計上すること。 

 

審査要領 

１ 「⑶」＝「各表側の⑴＋⑵」 

２ 「⑹」＝「各表側の⑷＋⑸」 

３ 「施設介護の計⑶と計⑹」＋「居宅介護・介護予防等の計⑶と計⑹」 

≦「第66（令和６年３月分）の介護支援給付⑺の人員(02)」 
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第71 世帯の労働力類型別被給付世帯数 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律） 
都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

　現　　に　　給　　付　　金　　を　　受　　け　　た　　世　　帯　　数　　（　　年　　度　　末　　現　　在　　）

単　　身　　者　　世　　帯                  ２　　人　　以　　上　　の　　世　　帯 計

高齢者世帯 障害者世帯 傷病者世帯
そ の 他 の
世 帯

（再掲）
医療給付単給 高齢者世帯 障害者世帯 傷病者世帯

そ の 他 の
世 帯

（再掲）
医療給付単給

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１）

常 用 勤 労 者 (01)

日 雇 労 働 者 (02)

内 職 者 (03)

その他の就業者 (04)

(05)

(06)

　　　　計 (07)

世
帯
主
が
働
い
て

い
る
世
帯

世帯 主 は働 いて いな いが
世帯 員 が働 いて いる 世帯

働いている者のいない世帯

(1) ～ (4)
(6) ～ (9)

 

この表は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30 号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）により本年

度末現在において支援給付を受けている世帯について単身者世帯と２人以上の世帯とに分け、それぞれ

について、世帯の労働力類型別に計上するものである。 

 

記入要領 

この表は、都道府県、指定都市又は中核市において、管轄する支援給付の実施機関の支援給付決定調

書により計上すること。 

 

一般的事項 

１ 本年度末現在において支援給付を受けている世帯について、支援給付決定処分の内容により分類し

て計上すること。 

補 被支援世帯を支援給付継続のまま２以上の世帯に分離した場合にはそれぞれ該当する欄に計上すること。 

２ 保護施設事務費のみが支出の対象となっている場合は、計上しないこと。授産施設を利用している

者については、保護施設事務費のみ支出の対象となっている場合であっても「支援給付の実施要領」

（局長通知）第８－２－⑸－ウ－(ｱ)により生業支援給付を受けている者のいる世帯については、被

支援世帯として含めて計上すること。 

３ 生活保護法第 18 条第２項（中国残留邦人等支援法第 14 条第４項により、特別の定めがある場合の

ほか、生活保護法の規定の例による。）の規定によるところの葬祭支援給付を受けた場合でも死亡し

た者の世帯を該当欄に計上すること。 

４ 市町村の廃置分合又は境界変更等に伴い、被支援世帯を管轄する支援給付の実施機関が変わった場
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合は、当該被支援世帯に対する支援給付の実施責任のある実施機関において計上すること。 

表  頭 

現に給付金を受け
た世帯数 

単身者世帯 

 

 

 

２人以上の世帯 

 

 

高齢者世帯⑴⑹ 

障害者世帯⑵⑺ 

 

傷病者世帯⑶⑻ 

 

 

 

 

 
 
その他の世帯 

⑷⑼ 

 

(再掲) 
医療支援給付
単給  ⑸⑽ 

 

 

 

 

 

 

 

表  側 

世帯主 

 

 

 

 

支援給付決定上の世帯人員が１人の世帯、若しくは世帯分離で受給者が１人と

なった世帯をいう。 

補 表頭の世帯区分の２欄以上にわたって該当する時は、番号順の小さいものを優

先して１欄のみに計上すること。 

支援給付決定上の世帯人員が２人以上の世帯をいう。 

補 表頭の世帯区分の２欄以上にわたって該当する時は、番号順の小さいものを優

先して１欄のみに計上すること。 

男女とも65歳以上の者のみで構成されている世帯を計上すること。 

⑴、⑶、⑹、⑻以外で世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障害等

の心身上の障害のため働けない者である世帯を計上すること。 

⑴、⑵、⑹、⑺以外で世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）してい

るか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けない者

である世帯を計上すること。 

補 世帯主が傷病と障害を有している場合、障害者加算を受けていれば障害者世帯

へ、在宅患者加算を受けていれば傷病者世帯へ、両方とも受けていない場合は主

な要因の世帯とする。ただし、判断のつかない場合は障害者世帯に計上すること。 

表頭に掲げる⑴～⑶及び⑹～⑻の各欄のいずれにも該当しない世帯を計上す

ること。 

本人支払額の有無にかかわらず医療支援給付単給の決定がなされているもの

を再掲として計上すること。 

また、医療支援給付と併せて入院患者日用品費（介護老人保健施設の場合は、

日常生活費）のみを受けている者又は入院患者日用品費、障害者加算及び介護保

険料加算を受けている者並びに生活支援給付の被服費・家具什器費・移送費、住

宅支援給付の住宅維持費・敷金、出産支援給付、生業支援給付の生業費、技能修

得費及び就職支度費、葬祭支援給付等の一時的性格の支援給付を受けている者を

計上すること。 

※「医療支援給付単給の項」 276頁参照 

 

世帯主とは世帯の構成員のうち、その世帯の特定中国残留邦人等をいう。また、

特定中国残留邦人等が死亡し、その配偶者が支援給付を受ける場合には、その配

偶者が世帯主となる。 
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(労働力類型) 

世帯主が働いて
いる世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常用勤労者(01) 

 

 

 

 

 

 

 

日雇労働者(02) 

 

内職者 (03) 

 

 

 

 

その他の就業者 
(04) 

 

 

 

１ 支援給付決定調書上世帯主の働きによる収入認定額が１円以上の世帯につ

いて計上すること。 

なお、農業収入について世帯内のだれの収入とすべきか判然としない場合も原

則として世帯主が働いている世帯とすること。 

補 実際に就労していなくても、分割認定により収入認定が行われている農業世帯

のような場合には「働いている者」となることがある。 

２ 労働力類型は支援給付決定処分の基礎となっている就業状況（支援給付の要

否又は程度決定の根拠として就労収入が認定されている者の状況。）によって

決定すること。 

補 世帯主が２種以上の仕事をもっていた場合は次の順位によって一つを選ぶこ

と。 

⑴ 就労時間の長いもの。 

⑵ 就労時間がほぼ等しくて時間で決定し難い場合は、その就労に伴う収入の多

いもの。 

⑶ ⑴及び⑵によっても決定し難い場合は世帯主の申し出によること。 

期間を定めず、又は１か月をこえる期間をきめて雇われ、かつ、月々一定の給

与が支給されている者を計上する。 

補 近所の人の使い走り、子守り、留守番を親せき、知人等にときどき頼まれてこ

れに従事しているような場合で、受ける報酬が労働の対価というよりは謝礼又は

友誼的受贈金と考えられる場合は「その他の就業者」とすること。特定のところ

へ数か月以上継続して頼まれるものの日当、就労時間等がおおむね定められ、受

ける報酬が労働の対価として見られるような場合は、その就労日数のいかんに関

係なく、雇用期間が１か月以上であれば「常用勤労者」として分類すること。 

日々又は１か月未満の契約で他人に雇われて、給料・賃金を得ている者を計上

すること。 

問屋、その他の者から、材料の全部又は一部の支給を受けて、家庭内で必要な

加工を行い、その製品を注文主に納めて報酬を受ける者等であって、いわゆる内

職とみなされる仕事に従事する者を計上すること。 

なお、授産施設、小規模作業所等に通所又は救護施設に入所して収入を得てい

る者もここに計上すること。 

上記各分類のいずれにも該当しない仕事に従事して、収入を得ている者を計上

すること。 

補１ 農業の自営、個人で営んでいる商店主等を計上すること。 

補２ 公共職業訓練施設において、訓練手当を受けている者も計上すること。 
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世帯主は働い
ていないが世
帯員が働いて
いる世帯(05) 

 

働いている者
のいない世帯

(06) 

 

世帯主の働きによる収入認定額が０円であって、配偶者の働きによる収入認定

額が１円以上ある世帯を計上すること。 

 

 

世帯主、配偶者ともに働きによる収入認定額が０円である世帯を計上するこ

と。 

補 収入認定額が１円以上あっても、それが仕送り、受贈金、財産収入等で働きに

よるものでない場合は「働いていない者」とすること。 

 

審査要領 

１ 「計(11)」＝各表側の「単身者世帯⑴＋⑵＋⑶＋⑷」＋「２人以上の世帯⑹＋⑺＋⑻＋⑼」 

２ 「計(07)」＝各表頭の「(01)＋(02)＋(03)＋(04)＋(05)＋(06)」 

３ 「現に給付金を受けた世帯数の計(11)の計(07)」 

≦「第66（令和６年３月分）の現に給付を受けたもの⑴の世帯数(01)」 

 

参照条文 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（抄）（平成６年法律第30号） 

   第14条 

４ この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例によ

る。 

 

生活保護法（抄）（昭和25年法律第144号） 

（葬祭扶助） 

    第 18 条 

２  左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬

祭扶助を行うことができる。  

一  被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。  

二  死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を

行うに必要な費用を満たすことのできないとき。  
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第72 医療費の審査及び決定 

     （中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律） 
都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

　知　　　　　　事　　　　　　審　　　　　　査　　　　　　結　　　　　　果

 　基 金 審 査 結 果 　知　　　　　　事　　　　　　決　　　　　　定

　支　　払　　確　　定 　　増　　　　　　額 　　減　　　　　　額
 　再　審　査　請　求    そ　　　の　　　他

件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額
(1) (2)(千円) (3) (4)(千円) (5) (6)(千円) (7) (8)(千円) (9) (10)(千円) (11) (12)(千円)

入　院 (01)

入院外 (02)

 歯　　科　　診　　療 (03)

　　　　　計 (04)

一

般

診

療

 

 

この表は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）により指定医

療機関及び医療保護施設から請求された診療報酬及び施設療養費に関し、都道府県知事、指定都市市長

又は中核市市長（以下「都道府県知事等」という。）が本年度中に決定を行ったものの審査及び決定の状

況について計上するものである。 

 

記入要領 

この表は、社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」という。）における中国残留邦人等支援法診療

報酬明細書及び施設療養費明細書（以下「明細書」という。）の審査結果及び都道府県知事等が行った診

療報酬請求額及び施設療養費請求額（以下「請求額」という。）の決定状況（以下「知事等審査」という。）

を計上すること。 

金額については、千円単位で計上すること。 

なお、千円未満に端数がある場合は四捨五入して計上すること。ただし、四捨五入の結果、金額欄が

０千円となってしまう場合は１千円として計上すること。 

 

一般的事項 

１ 都道府県知事等が請求額を決定した日の属する年度に計上すること。したがって、診療の行われた

日の属する年度又は基金における審査の行われた日の属する年度では計上しないこと。 

２ 都道府県知事等が当初行った決定（以下「当初決定」という。）に過誤がある事を発見しても、本年

度中に再決定しなかった時はそのまま計上すること。 

３ 本年度中に再決定した場合は、再決定した内容により計上し、「件数」は「１」とすること。 
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４ 明細書について、入所による施設療養の場合は一般診療の入院欄に、通所による施設療養の場合は

一般診療の入院外欄に計上すること。 

補 診療報酬等について、調剤の場合は本表に計上しないこと。 

 

表  頭 

基 金 審 査 結 果 

 

 

知 事 決 定 

 

支 払 確 定 

件 数 ⑶ 

 

 

金 額 ⑷ 

 

 

 

増 額 

 

 

 

減 額 

 

 

 

再 審 査 請 求 

 

 

 

そ の 他 

 

件 数 
⑴⑶⑸⑺⑼⑾ 

金 額 
⑵⑷⑹⑻⑽⑿ 

 

請求のあった明細書で、基金における審査を経て都道府県、指定都市又は中核

市に提出されたものを計上する。ただし、都道府県知事等が年度中に知事等審査

したものとする。 

基金審査を経た明細書で知事等審査の結果、本年度中に請求額を決定したもの

を計上する。 

 

本年度中に支払いが確定した「件数」を計上すること。 

補 請求額を決定した後、当該決定の内容に過誤があることを発見し、本年度中に

再び決定をした場合は、すでに報告されているので計上しないこと。 

本年度中に支払いが確定した「金額」を計上すること。 

補 請求額を決定した後、当該決定の内容に過誤があることを発見し、翌年度以後

に再び決定をした場合は、再決定が当初決定の金額に比べて増額であれば、その

差額分を加え、減額であれば、その差額分を減じて計上すること。 

支払い確定したもののうち、本年度中に増額決定したものについて「件数」と

増額された「金額」を計上すること。また、当初決定以後、本年度中に再決定を

したもののうち当初決定の金額に比べて、増額決定したものについて「件数」と

増額された「金額」も計上すること。 

支払い確定したもののうち、本年度中に減額決定したものについて「件数」と

減額された「金額」を計上すること。また、当初決定以後、本年度中に再決定を

したもののうち当初決定の金額に比べて、減額決定したものについて「件数」と

減額された「金額」も計上すること。 

知事等審査の結果、請求額を決定することができず基金に対して再審査を求め

たものを計上すること。 

  補 基金審査結果のうち、再審査請求を行った件数・金額を計上するため、 

  負の数が計上されることはないので、注意すること。 

知事等審査の結果、診療内容に伴う再審査請求以外の理由で、請求額を決定す

ることができなかったものを計上すること。 

上記各区分ごとの明細書の枚数を計上すること。 

 

明細書最下欄の「合計」欄の点数による「金額」を計上すること。 
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審査要領 

１ 「基金審査結果件数⑴」＝「支払確定件数⑶」＋「再審査請求件数（9）」＋「その他件数⑾」 

２ 「基金審査結果金額⑵」＝「支払確定金額⑷」－「増額金額⑹」＋「減額金額⑻」＋「再審査請求

金額⑽」＋「その他金額⑿」 

３ 「計(04)」＝各表頭の「(01)+(02)+(03)」 
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　　給　付　金　の　変　更

入 院 外 医 療
支 援 給 付 を
受 け て い た も の

そ　の　他
入 院 外 医 療
支 援 給 付 を
受 け る も の

そ　の　他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

精 神 病 (01)

そ の 他 (02)

　 計 　 (03)

入　　　　 退　　　　 院　　　　 患　　　　 者　　　　 数　　　　 （年　　　度　　　中）

入　　　院　　　患　　　者　　　数 退　　　院　　　患　　　者　　　数

給付金の開始

給　付　金　の　変　更

計 給付金の廃止 計

第73 医療支援給付実施状況 

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律) 
都道府県        

指定都市 名      

中 核 市        
令和    年度分報告 

 

 

 

この表は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）により本年度中に医療支援給付受給者で新たに入院、

退院（介護老人保健施設退所を含む。以下同じ。）した患者数を病類別に計上するものである。 

 

記入要領 

この表は、支援給付決定調書等によりその総計としての表のみを都道府県、指定都市又は中核市にお

いて計上すること。 

 

一般的事項 

１ 支援給付の決定処分をした日（実際に支援給付の実施機関の長が決裁をした日）の属する年度の区

分により計上すること。（決裁主義） 

補１ Ａ実施機関で医療支援給付を受けている被支援者が、Ｂ実施機関管内に所在する指定医療機関に入院し

ている場合であってもＡ実施機関で計上すること。 

補２ 入院又は退院に伴う変更の決裁がおくれた場合でも入院又は退院にかかる医療支援給付変更等の決裁

をした日の属する年度に計上すること。 

補３ 同一人が本年中に入院した後退院し、入院外医療支援給付を受けていたが、再び入院した場合「入院患

者数」は「２」、「退院患者数」は「１」とそれぞれの該当欄に計上すること。 

２ 医療施設を変わった場合、又は介護老人保健施設から医療施設に変わった場合でも医療支援給付が

継続している場合には計上しないこと。 
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表  頭 

入 院 患 者 数 

給付金の開始⑴ 

 

 

 

給 付 金 の 変 更 

入院外医療支
援給付を受け
ていたもの⑵ 

そ の 他  ⑶ 

 

 

 

 
 

退 院 患 者 数 

給付金の廃止⑸ 

 

 

給 付 金 の 変 更 

入院外医療支
援給付を受け
るもの  ⑹ 

 

その他  ⑺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに支援給付を受けることとなった者が開始と同時に入院の医療支援給付

を受けるものについて計上すること。 

補 他法、又は自費により入院していた者がそのまま入院の医療支援給付を受ける

こととなった場合も計上すること。 

 

入院外（訪問看護利用を含む。以下同じ。）の医療支援給付を受けていたもの

が入院の医療支援給付に変更されたものについて計上すること。 

「入院外医療支援給付を受けていたもの⑵」以外のものを計上すること。 

補 医療支援給付以外の支援給付を受けていたものが入院した場合、支援給付の停

止中のものが再開して入院した場合及び他法により入院していて入院患者日用品

費を受給していた者が、そのまま入院の医療支援給付を受けることになった場合

も計上すること。 

 

入院して医療支援給付を受けていた者が退院して支援給付廃止になったもの

を計上すること。また、退院はしなくても支援給付が廃止になった場合も計上す

ること。 

 

入院の医療支援給付を受けていた者が入院外の医療支援給付に変更されたも

のについて計上すること。 
 

「入院外医療支援給付を受けるもの⑹」に計上したもの以外のものについて計

上すること。 

補１ 次の場合はいずれもこの欄に計上すること。 

⑴ 入院の医療支援給付を受けていた者が退院後に医療支援給付以外の支援給付

を受ける場合。 

⑵ 入院の医療支援給付と入院患者日用品費の支給を受けていた者が他法により

医療給付を受けることになったため入院患者日用品費のみの支給を受ける場

合。 

⑶ 支援給付が停止された場合。 

補２ ２人世帯で、そのうちの１人が医療支援給付が廃止になった場合で、他の世

帯員がなんらかの支援給付を受けている時は、この欄に計上すること。 
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表  側 

病類の区分 

 

 

１ 「入院患者数」の病類の区分は、当該患者の入院時における支援給付決定調

書上の病類により、また「退院患者数」の病類の区分は、退院時における支援

給付決定調書上の病類により計上すること。 

補 「精神疾患(01)」で入院し、「その他(02)」の病類で退院した場合は、「入院患

者数」の病類は「精神疾患(01)」となり、「退院患者数」の病類は「その他(02)」

となる。 

２ 精神疾患とその他の疾病とを合併している場合には、「精神疾患(01)」に計

上すること。 

 

審査要領 

１ 「入院患者数計⑷」＝「各表側の⑴＋⑵＋⑶」 

２ 「退院患者数計⑻」＝「各表側の⑸＋⑹＋⑺」 

３ 「各表頭の計(03)」＝「各表頭の(01)＋(02)」 

４ 「入院患者数の給付金の開始⑴の計(03)」≦「第67の給付金支給開始決定(４)の人員(02)」 

５ 「退院患者数の給付金の廃止⑸の計(03)」≦「第67の給付金支給廃止決定(７)の人員(02)」 


